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令和４年第１回大分県議会定例会会議録（第１号）

令和４年２月２４日（木曜日）

―――――――――――――――――――――

議事日程第１号

令和４年２月２４日

午前１０時開会

第１ 議席の一部変更の件

第２ 会議録署名議員の指名

第３ 会期決定の件

第４ 第１号議案から第４１号議案まで及び第

１号報告

（議題、提出者の説明）

第５ 協議等の場の構成員変更の件

―――――――――――――――――――――

本日の会議に付した案件

日程第１ 議席の一部変更の件

日程第２ 会議録署名議員の指名

日程第３ 会期決定の件

日程第４ 第１号議案から第４１号議案まで及

び第１号報告

（議題、提出者の説明）

日程第５ 協議等の場の構成員変更の件

―――――――――――――――――――――

出席議員 ４３名

議長 御手洗吉生 副議長 三浦 正臣

志村 学 井上 伸史

吉竹 悟 清田 哲也

今吉 次郎 阿部 長夫

太田 正美 後藤慎太郎

衛藤 博昭 森 誠一

大友 栄二 井上 明夫

鴛海 豊 木付 親次

古手川正治 嶋 幸一

元吉 俊博 阿部 英仁

成迫 健児 浦野 英樹

高橋 肇 木田 昇

羽野 武男 二ノ宮健治

守永 信幸 藤田 正道

原田 孝司 小嶋 秀行

馬場 林 尾島 保彦

玉田 輝義 平岩 純子

吉村 哲彦 戸高 賢史

河野 成司 猿渡 久子

堤 栄三 荒金 信生

麻生 栄作 末宗 秀雄

小川 克己

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――

出席した県側関係者

知事 広瀬 勝貞

副知事 尾野 賢治

副知事 黒田 秀郎

教育長 岡本天津男

公安委員長 石田 敦子

人事委員長 石井 久子

代表監査委員 長谷尾雅通

労働委員会会長 深田 茂人

総務部長 和田 雅晴

企画振興部長 大塚 浩

企業局長 浦辺 裕二

病院局長 井上 敏郎

警察本部長 松田 哲也

福祉保健部長 山田 雅文

生活環境部長 磯田 健

商工観光労働部長 高濱 航

農林水産部長 佐藤 章

土木建築部長 島津 惠造

会計管理者兼会計管理局長 森山 成夫

防災局長 梶原 文男

観光局長 秋月 久美

―――――――――――――――――――――

午前１０時

御手洗議長 開会に先立ち、先般教育委員に再

任された林浩昭君、鈴木恵君から御挨拶があり

ます。林浩昭君。

林教育委員 １２月２２日付けで教育委員に再

任いたしました林浩昭です。どうぞよろしくお

願いします。（拍手）

御手洗議長 鈴木恵君。

第１回 大分県議会定例会会議録 第１号
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鈴木教育委員 ２月１日付けで教育委員に再任

いたしました鈴木恵です。どうぞよろしくお願

いします。（拍手）

―――――→…←―――――

午前１０時 開会

御手洗議長 ただいまから令和４年第１回定例

会を開会します。

―――――→…←―――――

御手洗議長 これより本日の会議を開きます。

―――――→…←―――――

諸般の報告

御手洗議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告

をします。

まず、監査委員から、地方自治法第１９９条

第９項の規定により令和３年度の行政監査の結

果について、また、同法第２３５条の２第３項

の規定により、昨年１１月、１２月及び本年１

月の例月出納検査の結果について、文書をもっ

て報告がありました。

なお、調書は朗読を省略します。

次に、知事から、損害賠償の額の決定につい

て、２件の報告がありました。

なお、報告書は、お手元に配付の議案書の末

尾に添付してあります。

次に、会議規則第１２５条第１項ただし書の

規定により、お手元に配付のとおり、議員を派

遣しました。

以上、報告を終わります。

本日の議事は、お手元に配付の議事日程第１

号により行います。

―――――→…←―――――

日程第１ 議席の一部変更の件

御手洗議長 日程第１、議席の一部変更の件を

議題とします。

お諮りします。会議規則第５条第３項の規定

により、お手元に配付の変更議席番号表のとお

り議席を変更したいと思います。これに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、議席は、お手元の変更議席番号表の

とおり変更されました。

―――――→…←―――――

変更議席番号表

議席番号 変更前 変更後

２０ 麻生栄作 阿部英仁

２１ 阿部英仁 成迫健児

２２ 成迫健児 浦野英樹

２３ 浦野英樹 高橋 肇

２４ 高橋 肇 木田 昇

２５ 木田 昇 羽野武男

２６ 羽野武男 二ノ宮健治

２７ 二ノ宮健治 守永信幸

２８ 守永信幸 藤田正道

２９ 藤田正道 原田孝司

３０ 原田孝司 小嶋秀行

３１ 小嶋秀行 馬場 林

３２ 馬場 林 尾島保彦

３３ 尾島保彦 玉田輝義

３４ 玉田輝義 平岩純子

３５ 平岩純子 吉村哲彦

３６ 吉村哲彦 戸高賢史

３７ 戸高賢史 河野成司

３８ 河野成司 猿渡久子

３９ 猿渡久子 堤 栄三

４０ 堤 栄三 荒金信生

４１ 荒金信生 麻生栄作

―――――→…←―――――

御手洗議長 事務局に氏名標及び議席番号を変

更させます。

議席を変更された諸君は、変更後の議席に御

着席願います。

―――――→…←―――――

日程第２ 会議録署名議員の指名

御手洗議長 日程第２、会議録署名議員の指名

を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規

定により、古手川正治君及び原田孝司君を指名

します。

―――――→…←―――――

日程第３ 会期決定の件

御手洗議長 日程第３、会期決定の件を議題と

します。

お諮りします。今期定例会の会期は、本日か

第１回 大分県議会定例会会議録 第１号
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ら３月２５日までの３０日間としたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、会期は３０日間と決定しました。

―――――→…←―――――

日程第４ 第１号議案から第４１号議案まで

及び第１号報告

（議題、提出者の説明）

御手洗議長 日程第４、第１号議案から第４１

号議案まで及び第１号報告を一括議題とします。

―――――→…←―――――

第 １号議案 令和４年度大分県一般会計予算

第 ２号議案 令和４年度大分県公債管理特別

会計予算

第 ３号議案 令和４年度大分県国民健康保険

事業特別会計予算

第 ４号議案 令和４年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算

第 ５号議案 令和４年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計予算

第 ６号議案 令和４年度大分県流通業務団地

造成事業特別会計予算

第 ７号議案 令和４年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計予算

第 ８号議案 令和４年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計予算

第 ９号議案 令和４年度大分県県営林事業特

別会計予算

第１０号議案 令和４年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計予算

第１１号議案 令和４年度大分県港湾施設整備

事業特別会計予算

第１２号議案 令和４年度大分県用品調達特別

会計予算

第１３号議案 令和４年度大分県病院事業会計

予算

第１４号議案 令和４年度大分県電気事業会計

予算

第１５号議案 令和４年度大分県工業用水道事

業会計予算

第１６号議案 包括外部監査契約の締結につい

て

第１７号議案 大分県個人情報保護条例等の一

部改正について

第１８号議案 職員の服務の宣誓に関する条例

等の一部改正について

第１９号議案 職員の育児休業等に関する条例

の一部改正について

第２０号議案 職員の給与に関する条例等の一

部改正について

第２１号議案 大分県使用料及び手数料条例の

一部改正について

第２２号議案 大分県福祉のまちづくり条例の

一部改正について

第２３号議案 大分県医師研修資金貸与条例の

一部改正について

第２４号議案 大分県国民健康保険財政安定化

基金条例等の一部改正について

第２５号議案 大分県介護福祉士等修学資金貸

与条例の廃止について

第２６号議案 児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例等の一

部改正について

第２７号議案 大分県自然海浜保全地区条例の

一部改正について

第２８号議案 大分県人権尊重社会づくり推進

条例の一部改正について

第２９号議案 権利の放棄について

第３０号議案 大分県立工科短期大学校の設置

及び管理に関する条例の一部改

正について

第３１号議案 令和４年度における農林水産関

係事業に要する経費の市町村負

担について

第３２号議案 権利の放棄について

第３３号議案 大分県営土地改良事業分担金等

徴収条例の一部改正について

第３４号議案 大分県道路占用料徴収条例等の

一部改正について

第３５号議案 令和４年度における土木事業に

要する経費の市町村負担につい

て

第３６号議案 工事請負契約の締結について
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第３７号議案 工事請負契約の締結について

第３８号議案 工事請負契約の締結について

第３９号議案 工事請負契約の変更について

第４０号議案 県有地の売却について

第４１号議案 県有地の売却について

第 １号報告 令和３年度大分県一般会計補正

予算（第１２号）について

―――――→…←―――――

御手洗議長 提出者の説明を求めます。広瀬知

事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 冒頭、新型コロナウイルス感染症に

ついて申し上げます。

お陰さまで、県内の感染状況は２月４日前後

をピークに改善の兆しが見られるようになりま

した。特に飲食店の皆様には営業時間の短縮に

御協力いただき、会食を原因とした感染は大幅

に減少しています。まん延防止等重点措置も予

定どおり今月２０日で解除することができまし

た。

心配なのは、クラスター発生など感染が続く

幼児教育・保育施設や高齢者施設です。そのた

め幼稚園等に関しては、来月６日までの間、ク

ラスで感染拡大が懸念される場合の登園自粛な

どをお願いしており、高齢者施設には抗原検査

キットによる職員の一斉検査などを求めている

ところです。

もとより、感染力の強いオミクロン株には油

断は禁物です。県民の皆様一人一人におかれて

も、常時換気やマスクの適切な着用、密の回避

など基本的対策のほか、会食の際には認証店を

選択するといった点について、引き続きその徹

底をお願いします。

感染拡大を抑え切るかどうか、今が大事な時

期です。御不便をおかけしますが、県民総ぐる

みでの感染対策について、ぜひとも御理解、御

協力をよろしくお願いします。

それでは、令和４年第１回定例県議会の開会

にあたり、新年度の県政執行に臨む基本的な考

え方とともに、ただいま上程されました諸議案

の説明を申し上げます。

まず、県政執行の方針について申し上げます。

新型コロナウイルス感染者の県内初確認から

２年が経とうとしています。数次にわたる感染

拡大は、我々の日常生活や社会経済活動に大き

な打撃を与えました。そして現在、オミクロン

株の驚異的な感染力を目の当たりにしていると

ころです。

新型コロナ対策で肝腎なのは、これまでの経

験を踏まえ、前広に対応することです。例えば、

検査キットの早期手配や入院病床・宿泊療養施

設の事前確保は、今回の感染拡大に対する初動

を極めて円滑にしました。また、自宅療養者の

健康状態をオンラインで把握するシステムの導

入は、患者自身の安心感を確保するとともに、

保健所業務を随分と効率化しています。

このような備えの中、今後ともワクチンの追

加接種を急ぎ、足下の感染状況に即した実効性

ある対応を臨機に取りながら、疲弊する社会経

済を何とか再起動させていきたいと思っていま

す。そのためにも、コロナ禍で収入が減少した

生活困窮者への支援や中小企業・小規模事業者

の事業継続・雇用維持に向けた対策には、引き

続き、重きを置いて取り組みます。あわせて、

国による総需要喚起策や、所得政策などを中心

とする、いわゆる新しい資本主義にも注視しな

がら、県経済の局面転換を確実なものにしてい

きたいと考えています。

加えて忘れてならないのは、地域活力に大き

な影を落としている少子高齢化・人口減少への

対応です。コロナ禍にあっても、人を育て、仕

事を作り、人と仕事の好循環で地域を活性化す

る大分県版地方創生を常に前進させなければな

りません。幸い現在、暮らしの中で、また産業

活動において、さらには国・地方の行政の場で、

ＤＸ、デジタル革命の波が押し寄せています。

我々もこの流れをしっかりと捉え、積極的にこ

れに取り組むことで、生産性の向上やサービス

の高度化、創造活動の活性化等を進めていきま

す。

また、ドローンやアバターなど先端技術で地

域課題の解決を図り、これをシーズとして新し

い産業を興し、デジタル人材の育成につなげて

いくという視点も大変大事になってきます。
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先端技術といえば、これから楽しみなのは、

世界的に成長する宇宙産業です。人工衛星によ

る通信ネットワークの形成や高精度な地球観測

など、市場規模は拡大を続け、２０５０年には

現在の約５倍となる２００兆円規模に達すると

も言われています。

こうした中、大分空港をアジア初の宇宙港と

するプロジェクトは、大分県民の宇宙への夢や

期待を大きく膨らませています。衛星データを

利用した海洋浮遊ごみの効率的回収など、将来

のビジネス展開を見据えたチャレンジも見られ

るようになりました。先月は、アバターを宇宙

開発等に活用する本県参画の産学官連携プロジ

ェクトが、政府表彰で最高位の内閣総理大臣賞

を獲得したところです。

宇宙関連のイベントも盛んに行われています。

例えば、今週末からは、世界の専門家が注目す

る宇宙技術および科学の国際シンポジウムの大

分別府大会が開催されます。大分空港の地元国

東高校では、宇宙港の取組で結ばれた英国コー

ンウォール州にある中高一貫校の生徒を相手に、

オンライン交流会が実施されました。

宇宙港の開港が、様々な形で将来世代の夢を

育み、宇宙への挑戦意欲をかき立てる好機にな

ればと思っています。目指すべきは宇宙港を核

とした経済循環であり、県外ベンチャーも巻き

込みながら、宇宙ビジネスを幅広く創出してい

きます。

こうして来年度も新型コロナへの守りを固め

つつ、進展する技術革新を広範に取り込むこと

で、ポストコロナ社会における大分県づくりを

力強く、効率的・効果的に展開していきます。

このような考えの下、令和４年度の一般会計

当初予算案は７，１７８億４，１００万円、前

年度比２．２％増となる９年連続プラスの積極

予算としました。以下、新規重点事業を中心に

説明します。

重点事業の第１は、やはり新型コロナウイル

ス感染症対策の強化です。

感染の予防から早期発見・早期治療まで一連

の対応に万全を期すため、ワクチン接種の体制

整備やＰＣＲ等検査の無償化、入院病床・宿泊

療養施設の確保などには十分な予算を投じてい

きます。

中でも今回の当初予算では、医療提供体制の

さらなる強靱化を図ります。まずは、感染症の

専門的知見を有する感染管理認定看護師の確保

に向け、医療機関で働く看護師の資格取得を支

援します。庁内にも有資格者を配置し、高齢者

施設等への指導やクラスター発生時の初動を強

化します。

救急医療の充実も急がれます。このため、医

師研修資金貸付制度の対象に救急科を追加し、

各救急医療圏に専門医２人以上を配置していき

ます。コロナ禍で再認識されたのが対面診療を

補充するオンライン診療です。コロナ対策の選

択肢を広げるためにも、その普及が求められる

ことから、これに必要な聴診音伝達システムの

有用性を実証するほか、オンライン診療を導入

する訪問看護ステーションの体制整備を支援し

ます。

重点事業の第２は、県経済の再興です。

本県経済は長引くコロナ禍で痛手を被ってい

ますが、明るい未来づくりのためにも、ポスト

コロナの経済発展に向けて動き出す、その時期

に来ているものと考えます。

まずは商工業の振興です。地域を支える中小

企業・小規模事業者の多くは、対人サービス業

を中心に業績回復が遅れています。雇用調整助

成金や事業復活支援金などで何とか踏ん張って

もらっていますが、さらに来年度も県制度資金

に１千億円の新規融資枠を設定します。

今後、県内企業の体質強化に必要なのは、や

はりＤＸの実践です。このため、経営者の理解

促進に向けたセミナーや相談会を開催するほか、

ＩＴ企業の伴走により、多様な業種でＤＸを試

行し、好事例を横展開していきます。また、身

近な経営指導員が、タブレットの機能を生かし

た高度な指導力を発揮できるよう、そのリスキ

リングを支援します。

昨今、事業承継の問題も表面化しています。

民間調査では、後継者不在の県内企業は６６．

７％に上りました。中には、何ら策を講ずるこ

となく黒字廃業に至る事業者も見られます。こ
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のため、銀行等の支援機関やＭ＆Ａ事業者を交

えたセミナーで廃業以外の選択を促し、貴重な

経営資源の引継ぎを図ります。先代のノウハウ

を生かし、次の段階に踏み出そうとする後継ぎ

候補にも、リスク回避的な意見に対する社内調

整などに苦労があるようです。これを乗り越え

てもらうべく、試作品作りやテストマーケティ

ングといった新事業創出に向けた挑戦を応援し

ます。

経済活動の基盤を拡大する企業誘致について

は、１０ヘクタールを超える広大な工業用地の

需要が高まっています。これに応えるため、大

規模工業団地の整備に対する市町村補助を拡充

するとともに、民間ディベロッパーなども開発

事業に取り込みながら、団地確保を加速します。

誘致企業の人材確保も課題です。そのため、工

業系高校の生徒と企業の橋渡し役を担うキャリ

アプロデューサーを増員し、県内就職率の低い

西部・北部地域での活動を強化します。

経済再生には、裾野の広い観光業の復活も欠

かせません。今週再開した新しいおおいた旅割

などを対策の中心に据え、移動自粛で蓄積して

いる旅行需要を取り込みます。今後は、コロナ

禍を経て人気が高まっている自然体験型の観光

コンテンツにもさらに力を入れていきたいと考

えています。こうした中、姫島と豊後大野、両

地域の誇るジオパークが晴れて再認定を受けま

した。他にも祖母・傾・大崩ユネスコエコパー

クなど、本県は自然豊かな地域資源に恵まれて

おり、これを温泉と並ぶ求心力のある観光素材

とすべく、アウトドアガイド認証制度を創設し

ます。

また、ツール・ド・九州２０２３を契機に、

サイクルツーリズムを県下全域に広げるため、

宿泊を伴う滞在型モデルコースの造成に取り組

みます。大会の機運醸成に向けても、県内開催

地となる日田市の若手団体が企画するサイクル

体験イベントなどを応援します。

日中韓交流の東アジア文化都市２０２２も、

５月２２日の開幕式典を皮切りに、県民総参加

の多彩な関連行事が各地域で開催されます。こ

れを芸術文化活動の再活性化や地域主体の草の

根国際交流につなげるとともに、インバウンド

回復の足掛かりにもしていきます。

農林水産業は県下全域で営まれ、地域の隅々

まで仕事を生み出す基幹産業であり、県経済再

興のためにも、魅力ある、儲かる産業へと成長

させます。

農業では低迷する産出額向上のため、現在、

生産者、農業団体、行政の３者総意に基づく実

践が展開されています。今回が農業再生の最後

のチャンスであることを互いに確認し合って、

関係者は退路を断って前に進んでいるところで

す。その覚悟の取組の重点は、マーケットニー

ズが高く、短期間での産地拡大が期待できる園

芸４品目、ねぎ、ピーマン、ベリーツ、高糖度

かんしょの振興です。県としても各品目の生産、

流通対策を全力で支え、ＪＡ全農おおいたが主

軸となる販売対策を全面的にバックアップしま

す。

まず、白ねぎですが、西日本有数の生産量を

誇るまでになりました。さらに、新規栽培者の

機械導入をはじめ、出荷作業を外部化する共同

調製施設の整備などを支援します。おおいたピ

ーマンは、関西の市場でトップブランドとなっ

ていますが、さらに産地拡大に対応した共同選

果体制を急ぎ構築するため、今年度の補正予算

で野津選果場の作業レーン増設を支援したいと

考えています。加えて中京圏進出に向け、販路

開拓アドバイザーを現地に配置します。ベリー

ツも販売開始５年目になりますが、収量、品質

の高位平準化が課題です。そのため、徹底した

分業化により、生産者が栽培管理に労力を集中

できるよう、県下３か所のパッケージセンター

を５か所に拡充します。甘太くんに代表される

高糖度かんしょでは、共同貯蔵施設の整備をは

じめ、全国で多発する基腐病の侵入防止に必要

な土壌消毒器の導入などを支援します。

農業のもう一つの柱、畜産では、繁殖農家で

産まれた和牛子牛を預かり、共同育成するキャ

トルステーションについて、新たに西部地区で

の整備を支援します。これによる作業外部化で、

各農家の労力が軽減されるだけではなく、牛舎

の空きスペースを生かした飼養頭数の純増も期



- 7 -

第１回 大分県議会定例会会議録 第１号

待できます。そして１０月には、全国和牛能力

共進会鹿児島大会が開催されます。おおいた和

牛の全国ブランド化に向けて好成績が獲得でき

るよう、関係者一丸で総仕上げに入ります。

林業では、循環型林業の確立を目指します。

そのためにも、高齢化した人工林から生産され

る大径材の利用促進が不可欠です。現状、建築

用材としての強度は実証されているものの、曲

がりなどが発生しやすいとの先入観から、市場

流通は限定的です。そこで、プレカット工場に

試供品を提供し、実利用を通じた品質不安の解

消により、通常材と同等価格での需要創出を図

ります。また、１１月の全国育樹祭大分県大会

を成功させ、そのレガシーを今後の森林・林業

教育に生かします。

水産業では今年度、ブリ養殖の種苗に使う天

然モジャコが不漁となり、大変苦労しました。

そのため、種苗の安定確保に向け、通常は種苗

として採捕しておらず、給餌方法等も判明して

いない、小型天然モジャコの育苗手法を確立し

たいと考えています。流通に関しては、ブリ等

の輸出拡大に資する高次加工施設の整備を支援

します。また、県産魚全体の国内対策として、

関東圏の飲食チェーン店とパートナーシップを

組み、旬魚フェアなどを展開します。

脱炭素社会への対応は、暮らしや経済活動の

基礎的課題です。２０５０年の温室効果ガス排

出量実質ゼロを目指し、地熱や木質チップなど

を利用した水素の製造実証が県内でも進捗して

います。来年度は次の段階となる水素の貯蔵、

運搬から利活用に至る検証事業を支援し、水素

エネルギーの社会実装を前進させます。また、

国が推進する脱炭素先行地域の枠組みを活用し

ながら、農業大学校の農地や加温ハウスに太陽

光発電設備を試験的に設置し、農業生産との両

立について、その可能性を検証します。

グリーン社会の構築には、柔軟な創造力を有

する若い世代のつながりを作り、課題解決に向

けた新たな可能性を紡ぎ出すことも大切です。

そこで、地球温暖化防止活動の企画、実践を担

う学生推進員制度を創設するほか、九州、山口

９県連携の学生気候変動フォーラムを県内開催

します。

重点事業の第３は、活力創出型ＤＸと先端技

術への挑戦です。

現在、日常のあらゆる面でデジタル化が急速

に進展しています。ポストコロナ時代はＤＸの

時代になると思います。この流れに乗り遅れる

ことなく、経済や生活、行政など多様な分野で

ＤＸを推進しなければなりません。

商工業のＤＸに関してはさきほど申しました

が、他にも、例えば交通分野では、大分空港起

点のＭａａＳを実証し、令和５年度中のホーバ

ー就航にあわせた本格導入を目指します。介護

関係でも、職員の負担軽減やサービスの質を高

めるものとして、ＤＸには多くの期待が寄せら

れています。そこで、県社会福祉介護研修セン

ターにＤＸアドバイザーを配置し、介護記録の

音声入力システムなど、ＩＣＴ機器の選定から

導入後のフォローアップまで、各事業所に直接

出向き支援します。

行政のデジタル化も急がなければなりません。

そのためにも、基盤となるマイナンバーカード

の活用機会を広げ、交付率を向上させる必要が

あります。そこで、電子申請の利用や小規模集

落応援隊への参加などにより、量販店等で使用

可能なポイントが獲得できる県版マイナポイン

ト制度を創設します。

先端技術の発展も著しく、世の中のありよう

まで変える勢いですが、中でもドローンは多く

の分野で活用されるようになりました。全国に

先駆けて実証実験を始めた本県のドローン物流

も、今や全国トップレベルの技術とノウハウを

有するまでに進展しています。来年度からは、

運航事業者の育成、収益モデルの検証など、ビ

ジネス化をにらんだ運航体制の構築に本格着手

します。

国も航空法を改正し、ドローンの機体認証や

操縦ライセンスの導入を決めました。これによ

り、有人地帯での補助者なし、目視外での飛行

が実現することとなり、ドローンの活用機会は、

これからますます広がりを見せていくものと考

えています。こうした中、大分県は民間企業と

の共同によって、ドローンの飛行性能をオール
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インワンで評価するドローンアナライザーを開

発し、県産業科学技術センターに導入していま

す。今後、機体認証制度に合致した性能試験の

手法を確立し、実績を重ねることで、本県がド

ローン産業の拠点になっていくものと期待を持

って注目しているところです。

重点事業第４は、ポストコロナの人づくりで

す。

少子高齢化、人口減少社会の中、本県の底力

を維持、強化するために必要なのは、やはり人

づくりです。

県では、子育て満足度日本一を目指して、出

会い、結婚から妊娠、出産、そして子育てまで、

ライフステージに応じた、切れ目のない支援に

引き続き全力を傾けます。まずは、好調な出会

いサポートセンターによる結婚応援をさらに充

実させるため、ＡＩが相性のよい相手を提案す

るマッチングシステムも導入していきます。

４月からは、体外受精など不妊治療に公的医

療保険が適用されます。しかし、保険治療とあ

わせて行う先進医療は保険が適用されず、全額

自己負担となります。これでは従前より支援が

後退することから、子どもを望む方が治療を諦

めることのないよう、県独自助成で先進医療に

係る自己負担を、保険治療と同様に３割まで軽

減します。

大分県の、人を大事にし、人を育てる政策で

は、誰一人取り残さないという理念の下、必要

な方に必要な支援が行き渡るようにします。来

年度は、これまで十分な支援が行き届いていな

かった子どもへの対応に注力したいと考えます。

初めは、コロナ禍で家族時間が増える中、浮

かび上がってきたヤングケアラーの問題です。

家庭内のことで表面化しづらく、本人や家族に

も自覚のないことが多いため、県民フォーラム

等でその社会的認知度を高めていきます。また、

子どもがいつでも相談できるよう、ＳＮＳ対応

の専用窓口を開設します。学校現場でも、スク

ールソーシャルワーカー等の配置拡充とともに、

過去に悩みを抱えていた当事者の出前授業など

を実施します。こうして対象者を早期に把握し、

状況に応じ、児童家庭支援センター等の職員に

よる自宅訪問で信頼関係を築きながら、ヘルパ

ー派遣や子ども食堂などの個別支援につなげま

す。

学習障害などの症状があるにもかかわらず、

発達障害の確定診断には至らない子どもへの支

援も、教育現場等での今日的な課題となってい

ます。そこで、母子保健や児童福祉、教育など

関係者による連携支援のガイドラインを策定し、

就学前後の一貫支援体制を各地域で構築してい

きます。

人工呼吸器の装着など、医療的ケアを常時要

する子どもとその家族への支援も重要です。そ

のため、医療的ケア児支援センターを設置し、

多職種連携でサポートするほか、保育所等で対

象児童を受け入れる際の訪問指導を実施します。

また、在宅での緊急対応に必要な非常用発電装

置の購入費を助成します。特別支援学校の看護

師配置も拡充し、通学等に付き添う保護者の負

担軽減を図っていきます。

健康寿命日本一にもしっかりと取り組みます。

令和元年の健康寿命に関する調査では、男性が

全国１位となり、女性も４位と大きく飛躍しま

した。現在、介護予防に資する通いの場への参

加率は全国トップ、さらに健康経営に対する企

業理解も進み、６４８の認定事業所が働く世代

の健康管理を応援しています。こうした県民総

参加の健康づくり運動が好成績として結実した

ものであり、大変うれしく思っているところで

す。今後とも、健康寿命日本一おおいた創造会

議を中心に、男女で日本一が獲得できるよう前

進を続けます。

障がい者雇用率日本一には苦戦しています。

本県の障がい者雇用率は全国７位と、平成１９

年以降、久しく１位の座から遠ざかっています。

このため、ワークセンター方式などで５人以上

の障がい者を一斉雇用する企業には、共に働く

職場づくりに向けた施設改修等を支援します。

また、就労系事業所を対象に、一般就労の実績

に応じた奨励金制度を創設します。

特別支援学校からの一般就労率も３０％に届

かないところで推移しており、伸び悩みが見ら

れます。そこで、４月開校のさくらの杜高等支
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援学校では、販売・接客等の企業現場に教員が

出向いて、生徒が身につけるべき知識・技能を

教員自ら実地で学ぶことにより、実践的な指導

力を高めます。あわせて、学校運営に企業にも

参画をいただき、生徒全員の一般就労を目指し

ます。

次に、教育県大分の創造です。学校の先生方

には、児童生徒の感染防止に大変な心配をいた

だきながら、知、徳、体の基本の習得に立派な

成果を挙げていただいており、心から敬意を表

します。お陰で、本県児童生徒の学力は、コロ

ナ禍でも九州トップレベルを維持しています。

体力も、体育専科教員等による指導が奏功し、

小５男子は全国１位、小５女子、中２男子は全

国２位と、いずれも過去最高を達成しました。

この基礎的な学力・体力をもって健やかに育ち、

自己実現に向けてさらに力をつけてもらいたい

と思います。加えて、子どもたちに必要なのは

主体的・対話的で深い学びです。エドテック教

材など、ここでもデジタル技術が役割を果たす

ものと期待しています。そこで、一人１台端末

の機能をフル活用した授業が展開できるよう、

ＩＣＴ教育サポーターを随時派遣します。また、

タブレット活用の優良事例などを集約したポー

タルサイトを開設し、教員の授業デザインに生

かしてもらいます。

多様化する時代の流れの中、活力の源泉とし

て欠かせないのは女性の活躍です。例えば、女

性技術者の層にも厚みを持たせ、多面的な気付

きを商品開発に取り入れるといったことが今後

ますます重要になってきます。このため、女子

教育の歴史を有する私立学校の女子生徒等に、

理工系の分野をより深く知ってもらい、進路選

択の幅が広がるよう、ものづくり企業の職場体

験会などを実施します。私学振興に関しては、

他にもＩＣＴ教育等の支援を拡充し、魅力ある

学校づくりを後押しします。

気掛かりなのは、増え続ける不登校です。様

々な事情を抱える児童生徒の社会的自立や学び

の継続に向け、スクールカウンセラー等の対応

時間を拡充するとともに、フリースクールへの

派遣も開始します。不登校対策において留意す

べき大事なことは、児童生徒の僅かな変調をい

ち早く察知することです。教員や保護者の目配

りは当然ですが、ＡＩを活用したメンタルヘル

ス分析も一部県立高校等に試験導入し、指導上

の課題や有用性の検証に着手します。

本県発展の基盤を創り上げるには、こうした

人材の育成、教育の振興にあわせ、ハード面で

のインフラ整備も重要です。頻発・激甚化する

自然災害に対応するため、国土強靱化５か年加

速化対策を最大限に受け入れ、河川護岸や砂防

堰堤の整備、ため池改修などを集中的に実施し

ているところであり、滞りなく確実に進捗させ

ていきます。

移住の促進にも力を入れていきます。九州ト

ップの移住施策により、今年度の本県移住者数

も順調に推移し、５年連続の１千人超えが見え

てきました。このような中、移住決断の大きな

壁は、やはり仕事と言われています。このため、

伸びゆくＩＴ分野に着目し、スキル習得から移

住・就職までのワンストップ支援に力を注いで

いるところです。これにより、若い世代を中心

に、家族を含め５０人を超える移住が見込まれ

ます。大変好評なことから、来年度は支援対象

に保育や介護、看護の３職種を加え、より幅広

く移住者の仕事確保を応援します。

移住者の住まいづくりの面からも、空き家対

策の必要性は増しています。まず不可欠なのは、

県内４万８，７００戸の空き家がもたらす諸問

題への所有者の気付きです。そのため、徹底し

た広報により、専門相談窓口に所有者を導き、

解決への第一歩を踏み出してもらいたいと考え

ています。空き家を求める移住者等には、建築

士や宅建士、行政職員などによるマッチングチ

ームを県下６ブロックで編成し、物件交渉等を

支援します。さらに、空き家の購入、改修や家

財処分への助成により、空き家取引の実効性を

確保します。

次に、予算外議案について、主なものを説明

します。

第２１号議案大分県使用料及び手数料条例の

一部改正については、特に技能検定受検料に関

し、高校等の在籍者は来年度より国の減免対象
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第１回 大分県議会定例会会議録 第１号

外となることから、県独自に減免し、従前の金

額で受検できるように規定改正を行うものです。

第２８号議案大分県人権尊重社会づくり推進

条例の一部改正については、部落差別の解消の

推進に関する法律等が施行されたこと、また、

ＳＮＳ上での誹謗中傷や新型コロナ感染者への

偏見など人権を取り巻く情勢が変化しているこ

となどを踏まえ、全ての人の人権が尊重される

社会づくりのさらなる推進のため、規定等を見

直すものです。

以上をもって提出した諸議案の説明を終わり

ます。

何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようお願いします。

御手洗議長 これをもって提出者の説明は終わ

りました。

―――――→…←―――――

日程第５ 協議等の場の構成員変更の件

御手洗議長 日程第５、協議等の場の構成員変

更の件を議題とします。

お諮りします。協議等の場として臨時的に設

けられた政策検討協議会及び議員定数調査会の

構成員をお手元に配付の表のとおり変更したい

と思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、政策検討協議会及び議員定数調査会

の構成員を変更することに決定しました。

―――――→…←―――――

御手洗議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。

お諮りします。明２５日は議案調査のため休

会としたいと思います。これに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、明２５日は休会と決定しました。

なお、２６日、２７日は県の休日のため休会

とします。

次会は、２月２８日定刻より開きます。日程

は、決定次第通知します。

―――――→…←―――――

御手洗議長 本日は、これをもって散会します。

午前１０時５１分 散会
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令和４年第１回大分県議会定例会会議録（第２号）

令和４年２月２８日（月曜日）

―――――――――――――――――――――

議事日程第２号

令和４年２月２８日

午前１０時開議

第１ 第４２号議案から第５４号議案まで

（議題、提出者の説明）

―――――――――――――――――――――

本日の会議に付した案件

日程第１ 第４２号議案から第５４号議案まで

（議題、提出者の説明）

―――――――――――――――――――――

出席議員 ４３名

議長 御手洗吉生 副議長 三浦 正臣

志村 学 井上 伸史

吉竹 悟 清田 哲也

今吉 次郎 阿部 長夫

太田 正美 後藤慎太郎

衛藤 博昭 森 誠一

大友 栄二 井上 明夫

鴛海 豊 木付 親次

古手川正治 嶋 幸一

元吉 俊博 阿部 英仁

成迫 健児 浦野 英樹

高橋 肇 木田 昇

羽野 武男 二ノ宮健治

守永 信幸 藤田 正道

原田 孝司 小嶋 秀行

馬場 林 尾島 保彦

玉田 輝義 平岩 純子

吉村 哲彦 戸高 賢史

河野 成司 猿渡 久子

堤 栄三 荒金 信生

麻生 栄作 末宗 秀雄

小川 克己

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――

出席した県側関係者

知事 広瀬 勝貞

副知事 尾野 賢治

副知事 黒田 秀郎

教育長 岡本天津男

代表監査委員 長谷尾雅通

総務部長 和田 雅晴

企画振興部長 大塚 浩

企業局長 浦辺 裕二

病院局長 井上 敏郎

警察本部長 松田 哲也

福祉保健部長 山田 雅文

生活環境部長 磯田 健

商工観光労働部長 高濱 航

農林水産部長 佐藤 章

土木建築部長 島津 惠造

会計管理者兼会計管理局長 森山 成夫

防災局長 梶原 文男

観光局長 秋月 久美

人事委員会事務局長 法華津敏郎

労働委員会事務局長 稲垣 守

―――――――――――――――――――――

午前１０時 開議

御手洗議長 おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

―――――→…←―――――

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配付の議

事日程第２号により行います。

―――――→…←―――――

日程第１ 第４２号議案から第５４号議案ま

で

（議題、提出者の説明）

御手洗議長 日程第１、第４２号議案から第５

４号議案までを一括議題とします。

―――――→…←―――――

第４２号議案 令和３年度大分県一般会計補正

予算（第１３号）

第４３号議案 令和３年度大分県公債管理特別

会計補正予算（第２号）

第４４号議案 令和３年度大分県国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１

第１回 大分県議会定例会会議録 第２号
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号）

第４５号議案 令和３年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計補正予算（第

１号）

第４６号議案 令和３年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計補正予算（第

１号）

第４７号議案 令和３年度大分県流通業務団地

造成事業特別会計補正予算（第

１号）

第４８号議案 令和３年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計補正予算

（第１号）

第４９号議案 令和３年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計補正予算（第１

号）

第５０号議案 令和３年度大分県県営林事業特

別会計補正予算（第１号）

第５１号議案 令和３年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計補正予算（第

１号）

第５２号議案 令和３年度大分県港湾施設整備

事業特別会計補正予算（第２

号）

第５３号議案 令和３年度大分県用品調達特別

会計補正予算（第１号）

第５４号議案 令和３年度大分県病院事業会計

補正予算（第１号）

―――――→…←―――――

御手洗議長 提出者の説明を求めます。広瀬知

事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 冒頭、大分宇宙港に関して、新たな

動きがあったので、御報告します。

一昨日の２６日、大分県と米国の宇宙開発企

業シエラ・スペース社、そして、日本の代理店

である兼松株式会社の３者で、パートナーシッ

プを締結しました。

シエラ・スペース社は、再利用型の宇宙往還

機、行ったり来たりという意味ですが、宇宙往

還機ドリーム・チェイサーによって、地球と国

際宇宙ステーションをつなぎ、物資や人員の輸

送を成し遂げようと準備を進めている世界的企

業です。今回のパートナーシップは、このドリ

ーム・チェイサーが宇宙から地球に帰還する際

の着陸場所として、大分空港を利用できないか、

本格的な検討をしていこうというものです。

プロジェクト推進にあたり、まずは安全性や

環境面での検討から始めていきますが、これが

前に進んでいけば、ヴァージン・オービット社

との人工衛星打ち上げのプロジェクトとあいま

って、大分宇宙港を日本やアジア全体の宇宙産

業の拠点として活用しようという、大きな期待

の実現に、また強力な足掛かりができるものと

思っています。

ただいま追加提案した議案は、第４２号議案

から第５４号議案までの１３件です。

初めに、第４２号議案令和３年度大分県一般

会計補正予算（第１３号）について説明します。

本県では、国土強靱化５か年加速化対策など、

国の経済対策の大部分を既に予算措置し、前倒

しで事業に着手しています。続いて今回、農林

水産業関連の施設整備や教育現場におけるネッ

トワーク環境の強化などに関する予算を追加で

受け入れ、ポストコロナの大分県づくりを前進

させます。

県経済を大きく動かす観光業に関しても、ゴ

ールデンウイーク明けの開始を予定している大

分県版新たなＧｏＴｏトラベルについて、国か

らの配分額を予算計上します。これにより、先

週再開した新しいおおいた旅割とあわせ、旅行

需要を切れ目なく喚起していきます。

コロナ禍を経て、アウトドア観光などのニー

ズが高まる中、とみに面白くなったと評判なの

が大分農業文化公園です。これから春先のネモ

フィラシーズンもまた楽しみなところですが、

さきに発表した愛称るるパークに思いを込めた、

自然の中で憩える、遊べる、健康になれる、そ

して学べる、楽しさ満載の公園として、さらな

る高みを目指します。そのためには、どういっ

た園内整備などが必要か、その調査分析、計画

立案に着手したいと考えています。なお、来園

者の安全、安心のため、早めの対応を要する遊

具の修繕やトイレの洋式化などは、これを待た

第１回 大分県議会定例会会議録 第２号
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第１回 大分県議会定例会会議録 第２号

ずに整備を始めます。

そして、児童虐待対応力も強化します。子育

て満足度日本一を掲げる大分県として、こうし

た公園整備をはじめ、子どもを産み育てやすい

環境づくりに注力する中、虐待によって幼い命

が奪われる大変痛ましい事件が依然、全国的に

後を絶ちません。

県内でも、児童虐待の相談は多様化、複雑化

し、その件数も高止まり傾向にあります。その

ため来年度、中央児童相談所の児童福祉司等を

増員するとともに、新たに部を設けて組織力を

強化します。とりわけ、この中央児童相談所が

対応する虐待事案の半数以上は、大分市内の案

件となっています。そこで４月からは、城崎分

室を設置し、大分市とより緊密に連携して対策

を講ずることとしました。

このような取組により、児童虐待は絶対に許

さないという強い覚悟の下、虐待防止はもとよ

り、事案の早期発見から迅速な対応、アフター

ケアに至るまで、組織を挙げて、盤石の支援体

制で臨んでいきます。

今回の補正予算では、これらに加え、感染症

対策や生活福祉資金の特例貸付などの執行状況

等を勘案した増額のほか、災害復旧費の減額や

予算執行段階の節約などの結果、差引き補正予

算額の合計は、６５億６，６１１万２千円の増

額となります。

このほか、特別会計では、公債管理特別会計

など１１の会計で６７億５，６３２万２千円を

増額するとともに、病院事業会計でも１０億４，

５１７万５千円を増額します。

以上をもって提出した諸議案の説明を終わり

ます。

何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようお願いします。

御手洗議長 これをもって提出者の説明は終わ

りました。

―――――→…←―――――

御手洗議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。

お諮りします。明１日は議案調査のため休会

としたいと思います。これに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、明１日は休会と決定しました。

次会は、２日定刻より開きます。日程は決定

次第通知します。

―――――→…←―――――

御手洗議長 本日は、これをもって散会します。

午前１０時９分 散会
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令和４年第１回大分県議会定例会会議録（第３号）

令和４年３月２日（水曜日）

―――――――――――――――――――――

議事日程第３号

令和４年３月２日

午前１０時開議

第１ 第４０号議案から第５４号議案まで

（議題、質疑、委員会付託）

―――――――――――――――――――――

本日の会議に付した案件

日程第１ 第４０号議案から第５４号議案まで

（議題、質疑、委員会付託）

―――――――――――――――――――――

出席議員 ４３名

議長 御手洗吉生 副議長 三浦 正臣

志村 学 井上 伸史

吉竹 悟 清田 哲也

今吉 次郎 阿部 長夫

太田 正美 後藤慎太郎

衛藤 博昭 森 誠一

大友 栄二 井上 明夫

鴛海 豊 木付 親次

古手川正治 嶋 幸一

元吉 俊博 阿部 英仁

成迫 健児 浦野 英樹

高橋 肇 木田 昇

羽野 武男 二ノ宮健治

守永 信幸 藤田 正道

原田 孝司 小嶋 秀行

馬場 林 尾島 保彦

玉田 輝義 平岩 純子

吉村 哲彦 戸高 賢史

河野 成司 猿渡 久子

堤 栄三 荒金 信生

麻生 栄作 末宗 秀雄

小川 克己

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――

出席した県側関係者

知事 広瀬 勝貞

副知事 尾野 賢治

副知事 黒田 秀郎

教育長 岡本天津男

代表監査委員 長谷尾雅通

総務部長 和田 雅晴

企画振興部長 大塚 浩

企業局長 浦辺 裕二

病院局長 井上 敏郎

警察本部長 松田 哲也

福祉保健部長 山田 雅文

生活環境部審議監 御沓 稔弘

商工観光労働部長 高濱 航

農林水産部長 佐藤 章

土木建築部長 島津 惠造

会計管理者兼会計管理局長 森山 成夫

防災局長 梶原 文男

観光局長 秋月 久美

人事委員会事務局長 法華津敏郎

労働委員会事務局長 稲垣 守

―――――――――――――――――――――

午前１０時 開議

御手洗議長 おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

―――――→…←―――――

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配付の議

事日程第３号により行います。

―――――→…←―――――

日程第１ 第４０号議案から第５４号議案ま

で

（議題、質疑、委員会付託）

御手洗議長 日程第１、第４０号議案から第５

４号議案までを一括議題とし、これより質疑に

入ります。

発言の通告がありますので、これを許します。

堤栄三君。

〔堤議員登壇〕

堤議員 おはようございます。共産党の堤です。

上程された議案に対する質疑を行います。

まず、まん延防止等重点措置解除についての

第１回 大分県議会定例会会議録 第３号
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問題です。

知事は、１月２７日からのまん延防止等重点

措置を２月２０日付けで解除しました。その理

由として新規感染者数の減少、病床使用率も下

がってきている、飲食店への営業時間短縮など

の規制が一定の効果を上げたなどや、感染状況

が落ち着きピークアウトも見えてきたとも述べ

ています。２月１７日の対策本部会議でも、改

善の兆しが見られることから新しいおおいた旅

割の再開、プレミアム商品券の活用など推進す

るとしています。しかし、第６波の感染者数は

昨年の第５波の３倍近くにも達し、１９人が亡

くなっています。最近の感染状況を見てもまだ

まだ深刻な状況です。今回、第６波において、

いくら感染者数が減少したといっても、昨年と

比べて人口１０万人当たりの感染者数も多く、

ステージ３が現状です。

県民の中には、なぜ感染が収まってもいない

のに解除したのか、解除したとしてもすぐに顧

客は戻らない、その上に時短協力金もなくなる

などの声も聞かれます。このような声に真摯に

向き合い、対策を講じることが必要です。

また、他県の多くがまん延防止等重点措置の

延長を申請したにもかかわらず、大分県は解除

しています。どのような科学的な知見に基づい

て解除したのでしょうか、答弁を求めます。

次に、今後、幼児や学校、高齢者施設への対

策強化とも言っています。当然対策は必要です

が、それを発することによって、それ以外は安

全というイメージを県民に与えることになるの

ではないでしょうか。昨年の感染者減少時に、

オミクロン株は感染力が弱く、重症化リスクは

低いなど様々な誤ったメッセージによって、今

年初めのオミクロン株の大流行につながったと

考えられます。そして、新たなオミクロン株亜

種も現れてきています。新しいおおいた旅割や

プレミアム商品券の実施に当たっては、感染が

収まったような安堵感を与えては本末転倒です。

感染流行に関する情報の提供には、誤解を与え

るメッセージとならないように、正確性と迅速

性が求められると思いますが、どう情報を徹底

していくのでしょうか。福祉保健部長及び教育

長の答弁を求めます。

以下、対面にて。

〔堤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

御手洗議長 ただいまの堤栄三君の質疑に対す

る答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 堤栄三議員から、まん延防止等重点

措置の解除について御質問いただきました。

本県では、感染力の強いオミクロン株の感染

者が年明け早々に確認され、その後、他県同様

に急速に拡大しました。病床使用率も急上昇し、

医療逼迫のおそれがあったことから、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防

止等重点措置を国へ要請しました。

１月２７日からの重点措置の間、飲食店をは

じめ県民の皆様には大変御不便をおかけしまし

たが、お陰をもって、予定どおり２月２０日を

もって解除することができました。

２月２０日時点で、人口１０万人当たりの１

週間の新規感染者数は、ピーク時の２６７．９

人から１９８．２人へと減少し、重点措置開始

前の水準まで改善しました。また、一人の感染

者が何人に感染させるかという実効再生産数も

０．８５と減少局面の数値となりました。加え

て、病床使用率は、ピーク時の４６．３％から

３８．８％まで改善し、現在は３２．１％です。

また、これまで重症者は一人も発生していませ

ん。このように感染の改善傾向が明らかなこと

から、解除要請の判断に至ったところです。

政府の分科会においても、本県は新規感染者

数が継続的に前の週を下回っており減少傾向に

あること、また、医療への負荷が低下している

ことから、まん延防止等重点措置の解除が認め

られたところです。

解除を判断したもう一つの理由は、感染拡大

の場が変化したことです。重点措置適用以降は、

会食に起因する感染が大幅に減少し、飲食店等

でのクラスターも発生していません。飲食店へ

の時短要請を主体とする重点措置の効果は十分

だったと考えています。

かわって、幼児教育・保育施設や高齢者施設

のクラスターが多発しました。このため、これ

第１回 大分県議会定例会会議録 第３号



- 17 -

第１回 大分県議会定例会会議録 第３号

らの施設を対象として、登園自粛の要請や高齢

者施設職員の一斉感染調査など県独自の重点的

な対策を講じることとしたものです。

新型コロナ対応の要諦は、感染拡大の防止と

社会経済の再活性化の両立です。今後とも、こ

のバランスを重視して、その対策に全力を挙げ

て取り組んでいきます。

もう一つ、感染情報について御質問いただき

ましたが、これについては担当の部長、教育長

から答弁します。

御手洗議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 私からは、感染情報の県民

への提供についてお答えします。

新型コロナの感染防止には、県民一人一人の

取組が必要であることから、県民への正確かつ

迅速な情報提供は極めて重要と考えています。

このため本県では、感染状況が落ち着いてい

るときであっても、対応に万全を期すため新型

コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、

常時の換気や不織布マスクの着用など基本的な

感染対策の徹底を再三にわたり県民に呼びかけ

ています。

また、新規感染者の情報や感染対策上注意す

べき点については、毎日資料を作成して報道機

関に提供するとともに、必要に応じて、記者向

けのブリーフィングも行っています。

加えてホームページでは、感染状況を適宜分

析し、グラフ等を用いて分かりやすく情報提供

しています。

さらに、夏休みや年末年始などの帰省シーズ

ンには、ホームページ等にアクセスできない方

も含め、全ての方に行き渡るように新聞や県広

報誌等に注意喚起の情報を掲載しています。

今後も引き続き、県民に対する正確かつ迅速

な情報提供に努めていきます。

御手洗議長 岡本教育長。

岡本教育長 私からは、学校での感染情報の提

供についてお答えします。

今回の措置解除等については、県対策本部会

議で決定されたメッセージを含めて、速やかに

各県立学校等や市町村教育委員会に通知しまし

た。その際、措置解除に至った経緯を丁寧に説

明するとともに、学校においては、警戒感を緩

めることなく、これまで要請している行動基準

を踏まえた取組を継続するよう求めています。

例えば、授業や部活動において、できるだけ

対面や身体接触を避けること、体調が悪い場合

には躊躇なく学校を休むことなど感染拡大防止

策の徹底を図っています。

さらには、これまで実際に県内の学校で発生

し、感染拡大につながった事例及び望ましい対

応策を具体的に示しました。これらを踏まえ、

各学校においては、基本的な感染対策の徹底に

ついて全職員に周知するとともに、児童生徒へ

の指導を行っています。

引き続き県内の感染状況に留意しながら、学

校における衛生管理マニュアルに沿って、感染

拡大防止の取組を進めていきます。

御手洗議長 堤栄三君。

堤議員 まん延防止等重点措置の解除の問題に

ついて、やはり情報提供は本当に大事だと思う。

特に知事は記者会見等の中で、感染者数の減少

とか病床使用率の減少、実効再生産数の減少が

非常に大きく取り上げられる。そうすると、ど

うしてもそれがマスコミに出てくると、感染対

策はもういいのかなと、やっぱり気持ち的には

そうなってしまう。その辺は十分に情報を発信

していかないと、早い話が、第５波から第６波

の間は感染がかなり減りましたね。ゼロという

数字も続きました。しかし、第６波で急激に増

えてきました。今回も同じパターンになる可能

性もある。亜種も出てきているし、新たなもの

が出てくる危険性もあり、そういうところは常

日頃から注意が必要である。マスクの着用やワ

クチンの接種もきちっとやっていく。正にそう

いう情報を正確に発信していくことは絶対大事

だと思います。その点はぜひお願いしたい。

最近、実効再生産数も１．０３だったか、３

５１人で上がりました。兆しとしてそれを捉え

て具体的な対策を取っていかなければならない

と思いますが、その辺を具体的にされるのか。

マスコミ会見では、まん延防止等重点措置延長

の申請をしないと言っていましたが、それも含

めてどうされるのかを再度お聞きします。
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教育長は、学校が休校になると、子どもが家

にいるわけですから、そういう点では保護者の

負担も出てくる。たしか国の制度は６月まで延

期されましたね。休校に対する休業支援金とい

うのがね。保護者に対して、どういう制度があ

る、どういう支援策があるという徹底について、

教育委員会としてはどうされているかを再度お

聞きします。

御手洗議長 広瀬知事。

広瀬知事 私ども、まん延防止等重点措置の解

除にあたり、実は議員御指摘のとおり、まん延

防止等重点措置を解除しても、全体として感染

の問題がなくなったわけではなく、むしろ自分

で警戒して十分に気をつけていかなければなら

ない分野が大きくなった。用心しなきゃならな

いところが非常に増えた中で、解除すると全体

が緩むのではないかということは、我々も一番

心配したところです。したがって、解除すると

きの県民へのアピールの中でも、そこは十分気

をつけて書いたつもりです。

また、新たにこういう問題が起こっているか

ら、幼稚園の問題と、それから、高齢者施設の

問題が残っているからということも含めて、そ

ちらはこういうことに、むしろ警戒を強化しま

すよとも申し上げて十分注意したつもりですが、

やっぱりちょっと緩みがあったのかもしれない

ので、御指摘のとおりしっかりとまた引き締め

ていきたいと思っています。

それから、これまで５波、６波まで来たわけ

です。それで、解除したのは解除したが、また

ちょっと横ばいの数字が出てきたりして、また

次なる波が来るのではないかと、そこは大丈夫

かという御心配だと思います。我々は解除する

にあたって、やっぱりこの新型コロナの問題は、

これまでも１波からずっと始まって５波まで悩

まされてきて、６波目がここまで来たが、この

次の波が来ないとは限らないということは我々

も実は念頭に置いています。もう２年間の経験

からして、しかもこれまで６波まで経験したわ

けですから、７波がないとは限らないというこ

とも十分に頭に置いていますが、それが怖いか

らといって、いつまでもまん延防止等重点措置

の規制を県民の皆さんにお願いしておくことも

果たして妥当なことだろうか。むしろ、ここま

で県民の皆さんに御努力を願って成果が上がっ

てきたんだから、これはこれでひとつまん延防

止等重点措置を解除して、自分たちでできる基

本的な感染対策をやっていくということではな

いかなと判断した次第です。

営々ずっとこれから感染がないということを、

今そういう甘いことを考えているわけでは決し

てありません。十分に警戒しなきゃいけないと

思っています。

御手洗議長 岡本教育長。

岡本教育長 私からは、学校の関係でお答えし

ます。

休校等々の件ですが、児童生徒の感染の状況

に応じて、その児童生徒の行動履歴、あるいは

接触履歴等々を調査した上で、感染拡大の懸念

がある場合に限り、その児童生徒が所属する部

活動の部員や、あるいは学級で、かなり散発さ

れる場合にはやむを得ず学年を閉鎖する措置を

感染拡大防止の観点で講じています。できるだ

け拡大しない、最小限はどこまでか都度都度判

断して、学校で決定してもらっています。

休校することは、児童生徒だけではなく、保

護者にも当然連絡するし、その際、必要に応じ、

活用できる制度等も情報提供に努めてもらって

います。

御手洗議長 堤栄三君。

堤議員 学校現場で、さきほど正確に言えばよ

かったですが、学校に対して休業等対応助成金

の申請が６月まで延期されました。そういう情

報は常に教えてあげないと、なかなか一般には

分かりにくい点があるから、その辺は情報をぜ

ひ提供するようにきちっとしておいてください。

では、次に行きます。

中小事業者の原材料高騰対策の問題ですが、

多くの中小事業者から、原材料費高騰で営業が

大変、材料そのものが入ってこない、価格転嫁

ができないなどの声が聞かれ、帝国データバン

クのデータでも、その影響が大きいことが発表

されています。その上、ロシアによるウクライ

ナ侵略戦争によって、原油や穀物の高騰が拍車
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をかけています。新型コロナ感染拡大と原材料

費高騰の影響で、県内中小事業者の営業となり

わいは大変になっています。

また、２月１５日公表の２０２１年１０月か

ら１２月のＧＤＰは、前期の７月から９月期と

比べ年率換算では５．４％増えているが、前期

が第５波の影響でマイナス３．６％だったので

プラスになるのは当然です。今期は、第６波に

よって１月から３月のＧＤＰもマイナスに転じ

ることが予想されます。二重苦の中小事業者支

援が今こそ必要なときですが、県としての支援

策はどう考えているのでしょうか、答弁を求め

ます。

御手洗議長 広瀬知事。

広瀬知事 中小事業者の原材料高騰対策につい

て御質問いただきました。

企業間で取引される物品の価格変動を示す企

業物価指数は、１月には３６年４か月ぶりの高

さとなっており、ガソリンの店頭価格も１７０

円を超える状況です。県内の中小企業団体の調

査でも、製造業や建設業、サービス業の事業者

から、原材料費やガソリン価格の高騰による影

響を受けているとの声が出ています。

コロナ禍を脱し、社会経済を再活性化する局

面に入ろうとしている中で、原材料費の高騰は

その足かせになりかねないと懸念しています。

このような状況に対応するため、中小企業に

とって重要となるのが、価格上昇分について適

切な価格転嫁を可能とする取引企業との条件改

善と、自らの生産性向上です。

国では現在、下請取引に関する監督の強化や、

下請事業者との価格交渉に応じることなどを宣

言、公表するパートナーシップ構築宣言の普及

等、様々な対策を講じています。価格交渉促進

月間である３月は、重点的に対策を実施中です。

また、原油高対策として、石油元売への補助制

度も実施されています。

県ではこれまで、金融相談窓口を設置し、県

制度資金を活用して支援する体制を整えてきた

ほか、産業創造機構でも下請事業者からの相談

に対応しています。また、パートナーシップ構

築宣言の周知も行っており、県内でも５７社が

登録しています。

今後も、価格交渉促進月間にあわせ、商工団

体や企業会等を通じて登録の呼びかけを強化す

るなど、価格転嫁が行いやすい環境づくりに努

めていきます。

また、これとあわせて、業務の効率化や販売

商品、仕入先の見直しなどにより、生産性の向

上を図ることもやはり大事です。経営革新やＩ

Ｔ導入補助金などの制度を活用して、中小企業

の地道な努力を応援していきます。

二重苦の対策としては、これらの原材料高対

策に加えて、その大本にある新型コロナの影響

にも引き続きしっかりと対策を講じていきます。

現在、プレミアム率が３０％で、全県民を対

象に販売する商品券事業を、市町村と連携して、

順次実施しています。また、県民の県内旅行の

割引とあわせて地域クーポン券を発行する新し

いおおいた旅割を２月２１日から再開していま

す。このような事業により、県下一体となって、

事業者を支えることにもつながる個人消費を活

性化させていきます。

加えて、経営状況が厳しい事業者については、

事業復活支援金や雇用調整助成金の特例措置な

ど、国の支援策の活用を徹底します。

今後も、原材料価格の動きや企業に与える影

響を注視しながら、県内の中小企業・小規模事

業者を下支えして、社会経済の再活性化を目指

していきます。

御手洗議長 堤栄三君。

堤議員 下請との取引の関係では、元下関係は

大変厳しい。これは長くずっと言われている問

題です。公取委の取組もあるし、下請代金支払

遅延等防止法の問題もあるし、適正価格の転嫁

の問題、本当にいっぱいあります。ただ、そう

いうものを国も今の制度でやっていますが、な

かなかそれが改善できない、価格を転嫁できな

いのが実態です。そこをぜひつかんでいただい

て、対策を立てていただきたいことが一つ。

それと、旅割の問題とプレミアム商品券、さ

きほど多分言葉の中で、そういう感染対策をき

ちっとやることになると思いますが、その辺を

どう活用して感染を拡大させないという思いが



- 20 -

第１回 大分県議会定例会会議録 第３号

あるのかを最後伺います。

御手洗議長 高濱商工観光労働部長。

高濱商工観光労働部長 二ついただきました。

一つ目は、下請についてです。やはり価格転嫁

は難しいという実態は、我々も当然お話を聞い

てそこを実感しています。

国もしっかり説明会も含め、そしてまたＧメ

ンも含め活動しています。我々も国ともよく相

談しながら対応しています。また個別の相談に

も応じながら、実態としてそういった取引の改

善が進むようにやっていきたいと考えています。

二つ目は、旅割のお話とプレミアム商品券に

ついてです。まず、旅割は、実態として旅館、

ホテルでこれまでしっかり対策を講じてきて、

クラスターは発生していない状況です。ただ、

やはり大事なのは、国でも言われていますが、

旅先での行動です。例えば、飲食とか、密のあ

る場所に行かないといったことです。そこは我

々は今現在、県の対策としても食事中の対策を

しっかりやりましょう、若しくは密となる場所

は避けましょうという対策を取っています。我

々も旅館、ホテルの対策がしっかり継続されて

いるか会話しながら担保していきたいと思って

います。

そして、プレミアム商品券は、各市町村に結

構実施を委ねています。各市町村も、タイミン

グも含めてしっかり考えながら実施しているの

で、県としても各市町村の状況をよく見ながら

対応していきたいと考えています。

御手洗議長 堤栄三君。

堤議員 次に行きます。

消費税制についてです。まず、免税事業者の

対策です。

３月は個人自営業者の確定申告のちょうど真

っ最中です。大分市内のある個人事業者は、消

費税の免税事業者ですが、この新型コロナウイ

ルス感染拡大によって、過去２年間、売上げが

減少、持続化給付金や家賃支援給付金など２０

２０年に１８５万円の給付、２０２１年は事業

継続支援金の６４万５千円の給付しかありませ

んでした。助成も前年と比べ３分の１に減り、

所得もマイナス１３１万円となっています。生

活を切り詰め、なけなしの預貯金を切り崩しな

がら営業と生活を支えてきたのが実態です。

そして、今後問題なのは、消費税のインボイ

ス制度が来年１０月から始まることによる免税

事業者への対応です。このインボイス制度が実

施されると、インボイスを発行できない免税事

業者は、取引先から仕入代が控除できなくなる

ので、課税事業者になりインボイスを発行して

くれとか、今後、他の課税事業者と取引すると

言われ、やむなく課税事業者への転換等々があ

り、死活問題となります。

インボイス制度では、当面３年間は８０％、

その後３年間は５０％の仕入税額控除の特例が

ありますが、それ以降は何も特例がなくなりま

す。国会でもこの問題は取り上げられ、全国で

４８８万社ある免税事業者のうち１６１万社が

課税事業者へ転換せざるを得ないことや、農業

者や荷物配達などのギグワークなど、多岐にわ

たる事業者に影響が出ることも明らかとなりま

した。コロナ感染拡大や原材料の値上げ等で本

当に零細業者は赤字経営を余儀なくされていま

すが、今回のインボイス制度導入によってさら

なる廃業が出る危険性があります。県としてこ

れまで、課税が適切に行われるよう説明会など

で啓発していくと答弁していますが、この制度

で取引から除外されることを防いだり、消費税

の転嫁がスムーズにできるとは考えられません。

業界団体へ実効性のある指導が必要ですが、答

弁を求めます。

また、県内の免税事業者はどれくらいあるの

か。また、どれくらいが課税事業者に転換せざ

るを得ないと考えているのでしょうか、答弁を

求めます。

消費税の減税とインボイス制度についてです。

消費税については、コロナ禍で景気後退が進

み、中小零細業者はなりわいさえ継続できない

状況です。これまでも求めてきましたが、消費

税の減税を行うべきと考えます。地方議会でも

意見書が採択され始めています。県として、消

費税は廃止を目指して、当面は減税を、そして

インボイス制度の中止を国に求めるべきと考え

ますが、答弁を求めます。



- 21 -

第１回 大分県議会定例会会議録 第３号

御手洗議長 和田総務部長。

和田総務部長 消費税制に関して、２点御質問

いただきました。

まず、免税事業者についてです。

インボイス制度は、売手が買手に対し正確な

適用税率や消費税額等を伝える手段であり、消

費税の適正な課税に必要なものと考えています。

事業者が円滑にインボイス制度を導入できる

よう、国においては、説明会の開催だけではな

く、経営相談等に係る体制強化や、ＩＴ導入補

助金によるデジタル化の推進などにより、事業

者の準備を支援することとしています。

また、制度移行に伴い、中小事業者が不当な

取扱を受けないよう、独占禁止法や下請法等の

法令に基づき、相談窓口での対応や、下請Ｇメ

ンによる取引実態把握機能の強化などの対策が

講じられています。

県においても、今後とも国や関係団体と連携

しながら、制度の円滑な導入と、制度移行に伴

い中小事業者に不利益が生じないよう取り組ん

でいきます。

次に、県内の免税事業者数については、各種

統計を基に推計すると約３万３千者と見込まれ

ます。このうち、課税事業者に転換する事業者

数は、個々の事業者の置かれる状況が様々であ

るため、推計するのは困難ですが、国の試算と

同様に約３分の１の事業者が転換すると仮定し

て試算すると約１万１千者となります。

次に、消費税とインボイス制度についてお答

えします。

消費税は、厳しい日本の財政状況や急速に進

む少子高齢化の中で、財政健全化への内外の信

認を得て、世界に誇るべき社会保障制度を次世

代へ引き継ぐために必要な財源であると認識し

ています。

消費税率の引上げによる増収分は、その全額

が幼児教育・保育の無償化などに活用されてお

り、全世代を通じた社会保障の充実にもつなが

っているため、消費税率を引き下げることは適

切ではないと考えています。

インボイス制度については、消費税の適正な

課税を行うため、売手が買手に対し正確な適用

税率や消費税額等を伝える手段であリ、税制の

公平性や透明性の確保の観点から、必要な制度

であると考えています。

また、インボイスにより、売手は納税に必要

な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除

される消費税額を支払うという対応関係が明確

となり、事業者にとっては消費税を転嫁しやす

くなる面もあると考えています。

今後とも国や関係団体と連携しながら、イン

ボイス制度の円滑な導入に取り組んでいきます。

御手洗議長 堤栄三君。

堤議員 適正な課税とよく言うが、今の消費税

の申告は帳簿方式でもできるわけです。これま

でしてきたわけです。そういう点では、帳簿方

式で今までのような形で当然できる上に、なぜ

インボイスを導入するのか。できた上になぜす

るのかを再度答えてください。

もう一個は、１万１千者がインボイスによっ

て課税に転換するということですが、この１万

１千者の方々は、本当に零細業者です。つまり、

１千万円未満の売上げの方ですからね。こうい

う方々が課税事業者に転換するということは、

納税の義務は事業主にあるわけだから、そうい

う点に対しての対策はどうされるかも答弁を求

めます。

御手洗議長 和田総務部長。

和田総務部長 現行の帳簿方式でもよいのでは

ないかという御指摘かと思いますが、やはりイ

ンボイスにより、消費税額がはっきり書かれた、

しかも登録事業者が自分の登録された登録事業

者番号と消費税率、それから消費税額が書かれ

たものをやり取りすることの方が、より消費税

額のやり取りについての透明性、あるいは公平

性が高まるものと考えており、諸外国において

も、基本的にＯＥＣＤ各国においては、消費税

のないアメリカを除いて、全てインボイスが導

入されていると承知しています。

それから、１万１千者については、正に御指

摘のとおり、免税事業者から課税事業者になる

ので、単にインボイスを発行するだけではなく、

当然消費税を納税する義務が生じるので、その

点については各種窓口を通じて支援することは
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当然だと考えているので、しっかり支援してい

きます。

御手洗議長 堤栄三君。

堤議員 消費税は世界的にも優遇制度は廃止す

るということも出てきているから、ぜひ国にも

そのことを伝えていただきたいと思います。

以上で終わります。

御手洗議長 以上で通告による質疑は終わりま

した。

これをもって質疑を終結します。

ただいま議題となっています議案は、お手元

に配付の付託表のとおり所管の常任委員会に付

託します。

付 託 表

件 名 付 託 委 員 会

第 ４０ 号議案 県有地の売却について 土 木 建 築

第 ４１ 号議案 県有地の売却について 土 木 建 築

第 ４２ 号議案 令和３年度大分県一般会計補正予算（第１３号） 総 務 企 画

福祉保健生活環境

商工観光労働企業

農 林 水 産

土 木 建 築

文 教 警 察

第 ４３ 号議案 令和３年度大分県公債管理特別会計補正予算（第２号） 総 務 企 画

第 ４４ 号議案 令和３年度大分県国民健康保険事業特別会計補正予算 福祉保健生活環境

（第１号）

第 ４５ 号議案 令和３年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予 福祉保健生活環境

算（第１号）

第 ４６ 号議案 令和３年度大分県中小企業設備導入資金特別会計補正予 商工観光労働企業

算（第１号）

第 ４７ 号議案 令和３年度大分県流通業務団地造成事業特別会計補正予 商工観光労働企業

算（第１号）

第 ４８ 号議案 令和３年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正 農 林 水 産

予算（第１号）

第 ４９ 号議案 令和３年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算 農 林 水 産

（第１号）

第 ５０ 号議案 令和３年度大分県県営林事業特別会計補正予算（第１ 農 林 水 産

号）

第 ５１ 号議案 令和３年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予 土 木 建 築

算（第１号）

第 ５２ 号議案 令和３年度大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算 土 木 建 築

（第２号）

第 ５３ 号議案 令和３年度大分県用品調達特別会計補正予算（第１号） 総 務 企 画

第 ５４ 号議案 令和３年度大分県病院事業会計補正予算（第１号） 福祉保健生活環境

―――――→…←―――――

御手洗議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。

次会は、明日定刻より開きます。日程は決定
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次第通知します。

―――――→…←―――――

御手洗議長 本日は、これをもって散会します。

午前１０時３６分 散会



令 和 ４ 年　 第 １ 回

大分県議会定例会会議録

第４号　３月３日
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令和４年第１回大分県議会定例会会議録（第４号）

令和４年３月３日（木曜日）

―――――――――――――――――――――

議事日程第４号

令和４年３月３日

午前１０時開議

第１ 第４０号議案から第５４号議案まで

（議題、常任委員長の報告、質疑、討論、

採決）

第２ 特別委員会の報告（新型コロナウイルス

感染症対策）

第３ 代表質問

―――――――――――――――――――――

本日の会議に付した案件

日程第１ 第４０号議案から第５４号議案まで

（議題、常任委員長の報告、質疑、

討論、採決）

日程第２ 特別委員会の報告（新型コロナウイ

ルス感染症対策）

日程第３ 代表質問

―――――――――――――――――――――

出席議員 ４３名

議長 御手洗吉生 副議長 三浦 正臣

志村 学 井上 伸史

吉竹 悟 清田 哲也

今吉 次郎 阿部 長夫

太田 正美 後藤慎太郎

衛藤 博昭 森 誠一

大友 栄二 井上 明夫

鴛海 豊 木付 親次

古手川正治 嶋 幸一

元吉 俊博 阿部 英仁

成迫 健児 浦野 英樹

高橋 肇 木田 昇

羽野 武男 二ノ宮健治

守永 信幸 藤田 正道

原田 孝司 小嶋 秀行

馬場 林 尾島 保彦

玉田 輝義 平岩 純子

吉村 哲彦 戸高 賢史

河野 成司 猿渡 久子

堤 栄三 荒金 信生

麻生 栄作 末宗 秀雄

小川 克己

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――

出席した県側関係者

知事 広瀬 勝貞

副知事 尾野 賢治

副知事 黒田 秀郎

教育長 岡本天津男

代表監査委員 長谷尾雅通

総務部長 和田 雅晴

企画振興部長 大塚 浩

企業局長 浦辺 裕二

病院局長 井上 敏郎

警察本部長 松田 哲也

福祉保健部長 山田 雅文

生活環境部審議監 御沓 稔弘

商工観光労働部長 高濱 航

農林水産部長 佐藤 章

土木建築部長 島津 惠造

会計管理者兼会計管理局長 森山 成夫

防災局長 梶原 文男

観光局長 秋月 久美

人事委員会事務局長 法華津敏郎

労働委員会事務局長 稲垣 守

監査委員事務局長 牧 敏弘

―――――――――――――――――――――

午前１０時 開議

御手洗議長 おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

―――――→…←―――――

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配付の議

事日程第４号により行います。

―――――→…←―――――

日程第１ 第４０号議案から第５４号議案ま

で

（議題、常任委員長の報告、質疑、

第１回 大分県議会定例会会議録 第４号
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討論、採決）

御手洗議長 日程第１、日程第１の各案を一括

議題とし、これより各常任委員長の報告を求め

ます。福祉保健生活環境委員長衛藤博昭君。

〔衛藤議員登壇〕

衛藤福祉保健生活環境委員長 福祉保健生活環

境委員会の審査の経過と結果について御報告し

ます。

本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案４件です。

委員会は昨日開催し、部局長ほか関係者の出

席説明を求め、慎重に審査した結果、第４２号

議案令和３年度大分県一般会計補正予算（第１

３号）のうち本委員会関係部分、第４４号議案

令和３年度大分県国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）、第４５号議案令和３年度大

分県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算

（第１号）及び第５４号議案令和３年度大分県

病院事業会計補正予算（第１号）については、

原案のとおり可決すべきものと、いずれも全会

一致をもって決定しました。

以上をもって福祉保健生活環境委員会の報告

とします。

御手洗議長 商工観光労働企業委員長木付親次

君。

〔木付議員登壇〕

木付商工観光労働企業委員長 おはようござい

ます。商工観光労働企業委員会の審査の経過と

結果について御報告します。

本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案３件です。

委員会は昨日開催し、部局長ほか関係者の出

席説明を求め、慎重に審査した結果、第４２号

議案令和３年度大分県一般会計補正予算（第１

３号）のうち本委員会関係部分、第４６号議案

令和３年度大分県中小企業設備導入資金特別会

計補正予算（第１号）及び第４７号議案令和３

年度大分県流通業務団地造成事業特別会計補正

予算（第１号）については、原案のとおり可決

すべきものと、いずれも全会一致をもって決定

しました。

以上をもって商工観光労働企業委員会の報告

とします。

御手洗議長 農林水産委員長後藤慎太郎君。

〔後藤議員登壇〕

後藤農林水産委員長 農林水産委員会の審査の

経過と結果について御報告します。

本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案４件です。

委員会は昨日開催し、部長ほか関係者の出席

説明を求め慎重に審査した結果、第４２号議案

令和３年度大分県一般会計補正予算（第１３

号）のうち本委員会関係部分、第４８号議案令

和３年度大分県林業・木材産業改善資金特別会

計補正予算（第１号）、第４９号議案令和３年

度大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算

（第１号）及び第５０号議案令和３年度大分県

県営林事業特別会計補正予算（第１号）につい

ては、原案のとおり可決すべきものと、いずれ

も全会一致をもって決定しました。

以上をもって農林水産委員会の報告とします。

御手洗議長 土木建築委員長大友栄二君。

〔大友議員登壇〕

大友土木建築委員長 土木建築委員会の審査の

経過と結果について御報告します。

本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案５件です。

委員会は昨日開催し、部長ほか関係者の出席

説明を求め、慎重に審査した結果、第４０号議

案県有地の売却について、第４１号議案県有地

の売却について、第４２号議案令和３年度大分

県一般会計補正予算（第１３号）のうち本委員

会関係部分、第５１号議案令和３年度大分県臨

海工業地帯建設事業特別会計補正予算（第１

号）及び第５２号議案令和３年度大分県港湾施

設整備事業特別会計補正予算（第２号）につい

ては、原案のとおり可決すべきものと、いずれ

も全会一致をもって決定しました。

以上をもって土木建築委員会の報告とします。

御手洗議長 文教警察委員長鴛海豊君。

〔鴛海議員登壇〕

鴛海文教警察委員長 文教警察委員会の審査の

経過と結果について御報告します。

本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

第１回 大分県議会定例会会議録 第４号
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た議案１件です。

委員会は昨日開催し、教育長及び警察本部長

ほか関係者の出席説明を求め、慎重に審査した

結果、第４２号議案令和３年度大分県一般会計

補正予算（第１３号）のうち本委員会関係部分

については、原案のとおり可決すべきものと、

全会一致をもって決定しました。

以上をもって文教警察委員会の報告とします。

御手洗議長 総務企画委員長森誠一君。

〔森議員登壇〕

森総務企画委員長 おはようございます。総務

企画委員会の審査の経過と結果について御報告

します。

本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案３件です。

委員会は昨日開催し、部局長ほか関係者の出

席説明を求め、慎重に審査した結果、第４２号

議案令和３年度大分県一般会計補正予算（第１

３号）のうち本委員会関係部分、第４３号議案

令和３年度大分県公債管理特別会計補正予算

（第２号）及び第５３号議案令和３年度大分県

用品調達特別会計補正予算（第１号）について

は、原案のとおり可決すべきものと、いずれも

全会一致をもって決定しました。

以上をもって総務企画委員会の報告とします。

御手洗議長 以上で委員長の報告は終わりまし

た。

これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。

別に質疑もないようですので、質疑を終結し、

これより討論に入ります。

発言の通告がありますので、これを許します。

堤栄三君。

〔堤議員登壇〕

堤議員 おはようございます。共産党の堤です。

上程された補正予算案について討論を行いま

すので、よろしくお願いします。

まず、第４２号議案２０２１年度大分県一般

会計補正予算（第１３号）についてです。この

問題点と要望について、賛成の立場から討論を

行います。

総額約６５億６,６００万円の予算は、全体

的には生活福祉資金貸付事業の拡充や障がい者

工賃向上支援事業など積極的な施策の予算も含

まれています。

特に生活福祉資金貸付事業は、コロナ禍で困

窮する県民に、無利子で幅広く貸し付ける事業

で、大変助かっているとの声が聞かれます。し

かし、償還免除者は住民税非課税世帯に限られ

ており、それ以外の方は返済しなければなりま

せん。コロナ禍で非正規雇用者の解雇や営業自

粛や売上減少による給与の減少、自営業者も休

業で収入がなくなった方など、その影響は弱者

ほど大きくなっています。返済免除を住民税非

課税者に限るのではなく、所得の減少に応じて

減免できるような制度にするよう求めていただ

きたいと考えます。

また、観光誘客緊急対策事業費として、約１

１４億円が計上されています。５月連休明けか

ら新たなＧｏＴｏトラベルとして、クーポン券

を発行するものですが、質疑で指摘したように、

新型コロナ感染症、特にオミクロン株は感染力

が大変強いことなど、正確な情報を発信し、県

民に注意喚起を促すことを忘れてはなりません。

農業分野では、魅力ある農業実践教育推進事

業として農業大学校に先端技術機器であるＧＰ

Ｓトラクターなどの導入が計上されています。

農業の省力化に資するとは考えますが、このよ

うなＩＣＴなど高価なハイテクを使いこなせる

大規模化、企業化した農業を重点とした施策に

ならないようにしていただきたいと思います。

また今回、児童相談所費で約６千万円が計上

されています。児童福祉司の増員や４月から中

央児童相談所に城崎分室を設置し大分市と緊密

に連携して対策を講じるとなっています。複雑

化する家庭環境や格差の拡大による子どもへの

しわ寄せなどが社会問題化している現在、その

対策強化は極めて大切です。そして、非正規雇

用の拡大問題や、賃金格差、ジェンダー問題な

ど根本的な解決を図る体制と取組が欠かせませ

ん。今後、積極的に施策を講じていただくこと

も要望しておきます。

以上、課題等を若干指摘し、補正予算に対す

る賛成討論とします。
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次に、第４７号議案２０２１年度大分県流通

業務団地造成事業特別会計補正予算です。

本補正予算は売却代金を積立金へと充当する

予算です。これまで土地造成のため多くの予算

を投じてきましたが、結局は売却が進まなかっ

た負の遺産です。今回、その一部でも売却がで

きたことは評価し、賛成します。

続いて、第５１号議案２０２１年度大分県臨

海工業地帯建設事業特別会計補正予算及び第５

２号議案２０２１年度大分県港湾施設整備事業

特別会計補正予算は、これまで主張してきまし

たが、大企業優遇の負の遺産であり、反対しま

す。

以上で上程された議案に対する討論を終わり

ます。

御手洗議長 以上で通告による討論は終わりま

した。

これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。

まず、第４０号議案から第５０号議案まで、

第５３号議案及び第５４号議案を採決します。

各案は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。

次に、第５１号議案及び第５２号議案につい

て起立により採決します。

各案に対する委員長の報告は、いずれも可決

です。

各案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

御手洗議長 起立多数であります。

よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。

―――――→…←―――――

日程第２ 特別委員会の報告（新型コロナウ

イルス感染症対策）

御手洗議長 日程第２、特別委員会の報告を議

題とし、これより新型コロナウイルス感染症対

策特別委員長の報告を求めます。新型コロナウ

イルス感染症対策特別委員長平岩純子君。

〔平岩議員登壇〕

平岩新型コロナウイルス感染症対策特別委員長

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の

これまでの調査の経過を御報告します。

本委員会は、県民生活に甚大な影響を及ぼし

ている新型コロナウイルス感染症の感染拡大を

防止し、安全・安心な日常を取り戻す新しい生

活様式への対応と、経済活動の活性化を促進す

ることを目的として、昨年第２回定例会におい

て設置されたものであり、感染症対策など、３

件が付託されています。

報告書はお手元に配付しているので、簡潔に

申し上げます。

まず、広く県民の声を伺うことが何より重要

であることから、新型コロナウイルス感染症の

影響について、昨年９月から１１月初旬にかけ

てアンケート形式で御意見を伺い、４２０人の

方から御回答いただきました。

収集期間中に感染者が急速に減少したことも

影響したのか、最も困ったことは何ですかとの

問いに対する回答で最も多かったことは、感染

の不安ではなく、外出自粛等により出かけられ

ないことや人と会えないことでした。

また、外出自粛は飲食業以外の業種にも大き

な影響を及ぼしたことなどを訴える声も届いて

います。

支援策として、感染症対策では、ワクチンに

関することも含め、正しい情報を迅速に発信す

ること、事業支援では、業種や規模などによる

不公平感の解消や、支援条件の緩和が求められ

ています。

県民の方の情報の入手先として、県からの情

報発信は重要な位置を占めており、正確な情報

を迅速に発信することが求められていることが

分かりました。

アンケート調査のほかにも、参考人からの意

見聴取や、福祉保健生活環境委員会と合同で県

の対応状況の確認なども行ってきました。

参考人からの意見について、詳細は報告書に

譲りますが、医療関係では、中等症以下の患者
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を受け入れた社会医療法人三愛会の三島康典理

事長と、重症患者を受け入れた県立病院井上敏

郎病院局長からお話を伺いました。

どちらの病院も、リソースが限られる中、知

恵を絞って臨機に対応していること、そして何

より、職員の高い使命感に支えられて、ぎりぎ

りの状況でも乗り切ることができたことを実例

を挙げて御説明いただきました。

医療関係者の皆様に対し、改めて心からの尊

敬と感謝を申し上げます。

中小事業者等の支援に関しては、大分商工会

議所の中島英司専務理事と大分県よろず支援拠

点の関谷忠チーフコーディネーターからお話し

いただきました。

外出自粛やテレワークの増加による影響は、

外食や弁当注文の減少といった分かりやすいも

のだけでなく、飲食店以外の事業者からの、来

客自体の激減による売上減少という切実な相談

も寄せられていることを伺いました。

アンケート結果とも一致する内容なので、県

民の痛みに寄り添いながら、解決を目指して立

ち向かう覚悟を新たにしたところです。

これまでの調査、研究により、いくつもの課

題が明らかになってきました。

今後は、これらの課題の解決と、コロナ禍を

契機とする価値観の大きな変化を有利なものに

導くウィズコロナ、ポストコロナへの対応を中

心に、さらに調査、研究を進めていきます。

報告は以上です。

御手洗議長 これをもって特別委員会の報告を

終わります。

―――――→…←―――――

日程第３ 代表質問

御手洗議長 日程第３、これより代表質問に入

ります。

発言の通告がありますので、これを許します。

三浦正臣君。

〔三浦議員登壇〕（拍手）

三浦議員 １５番、自由民主党の三浦正臣です。

本日は会派を代表して代表質問をします。質問

の機会をいただき、会派の皆様方には感謝しま

す。

その代表質問の前に、緊迫するウクライナ情

勢について触れます。

ロシアは２月２４日、ウクライナに対する軍

事侵攻に踏み切り、現在も緊迫した状況が続い

ています。国連においても停戦と平和を求める

動きが広がり、昨日の緊急特別会合でウクライ

ナに侵攻したロシアを非難し、即時撤退を求め

る議案を賛成多数で採択しました。

また、両国による直接交渉も続いていますが、

両国の主張の開きは大きく、依然として先行き

は不透明です。

日本国内でもロシア軍の即時撤収を求める声

が各地で上がっており、国会でも衆参両議院で

ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議を

採決しました。現在、子どもを含めた市民の犠

牲や女性、子どもが難民となって出国している

痛ましい状況が報道されており、我々も人道的

な支援についてしっかり取り組んでいかなけれ

ばと考えます。

政府においては、引き続き国際社会と連携し

てウクライナの主権維持のための停戦と平和の

回復並びにウクライナ在留邦人の安全確保に全

力を尽くしてもらいたいと願っています。また、

経済制裁等による経済及びエネルギー不安への

対応にも力を尽くしていただくようお願いしま

す。

それでは、代表質問に入ります。知事はじめ、

執行部の皆さんは御答弁よろしくお願いします。

まず初めに、この１月から再び感染が拡大し

た新型コロナウイルス感染症対策について伺い

ます。

今回のオミクロン株に起因すると思われる新

型コロナウイルス感染症の特徴は、学校現場や

保育所、幼稚園といった子どもたちの感染が多

かったことにあると思います。感染力も強く、

発症までの期間が短いため、学校のようなとこ

ろでは、教職員の皆様が懸命な努力をし、注意

を払ったとしてもなかなか防ぐことができなか

ったと思います。そのため、これまでの５回の

感染の波に比べ、多くの罹患者が生じ、医師、

看護師をはじめとする医療従事者や保健所など

の公衆衛生関係の皆様には、一方ならぬ負担が
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生じたことと思います。この間の御奮闘に厚く

お礼と敬意を表します。

幸いなことに比較的軽症な方が多かったこと

から、重症者用病床使用率は１０％未満で推移

しているものの、病床使用率はステージⅢまで

上がり、医療提供体制に負担がかかっていたと

思います。県では宿泊療養施設の確保に万全を

図り、３回目のワクチン接種を勧奨し、県営接

種センターの再開を迅速に行ったと思います。

また、先月の３連休期間を感染対策短期集中期

間として、ステイホームを呼びかけ、接触によ

る感染拡大を防止する取組を行いました。一方

で、直近の実績としては新規感染者数は横ばい

の状況が続いています。

今後も、同感染症に対する医療提供体制の安

定的な確保に尽力していただきたいと思います。

しかしながら、全国的な問題として、今回のオ

ミクロン株が比較的軽症な方が多いものの、感

染が急拡大したことから、他の救急医療との競

合が問題となった例もあります。また、感染の

波が落ち着いた後にはしっかりとした感染防止

のための検証をしていく必要があると思います。

特に、県下には２４医療機関で３４人の感染管

理認定看護師がいらっしゃいます。今後の対応

について、こうした方々の知見を生かしていく

ことで、地域の感染対策を向上させていくこと

が重要ではないかと思います。

新型コロナウイルスへの感染拡大防止対策と

今後の地域の感染対策の向上について、どのよ

うに取り組むのか知事の見解を伺います。

次に、県経済の再活性化について伺います。

一昨年から続いたコロナ禍も、県、医療機関

をはじめとする関係者による医療提供体制の確

保とワクチン接種が進んだものの、感染力の非

常に強いオミクロン株による急激な感染拡大に

より、まん延防止等重点措置を県内全市町村に

適用し、飲食店には営業時間の短縮を要請する

など、県内経済にも影響が出てしまいました。

影響の幅は、知事をはじめ、執行部と医療関係

者の迅速な対応や県民の皆さんの落ち着いた対

応により最小限に抑えられたと思いますが、飲

食業や観光業の方々には、たび重なる行動制限

により経営再建に向けた足取りが非常に重く感

じられていると思います。

一方、経口薬の開発も着実に進み、昨年１２

月にはメルク社の経口治療薬が、先月にはファ

イザー社製のものが承認され、今後、国内メー

カーも含め治療薬が承認される見通しと聞いて

います。この感染症は、対応を間違えば死に至

る病であり、軽々な取扱いはできませんが、医

療の進展により、徐々に新型コロナウイルスと

ともにあるウィズコロナの世界が見えてきたと

思います。

今年こそ県経済のエンジンを回し、県民所得

の向上への取組を加速化していくべきであると

考えます。知事は、まん延防止等重点措置期間

の延長を国に申請しませんでした。感染状況を

考慮した上での判断と伺っています。そういっ

た中、日本銀行大分支店が先月発表した大分県

内の景気動向によると、オミクロン株の急拡大

以前に続き、企業の設備投資は依然として増加

傾向であるものの、景気を支える個人消費の持

ち直しの動きが鈍化し、全体として、緩やかに

持ち直していた動きも鈍化に転じています。オ

ミクロン株の流行が県経済に暗い影を落とす中、

個人消費や企業の設備投資をいち早くコロナ禍

前の水準に持っていくべく、県は新年度予算の

各政策を実行すべきと考えます。

また、飲食業、観光業の落ち込みは非常に深

刻なものがあります。昨年末から年始にかけて

は久しぶりににぎわいを取り戻し、低い水準な

がら回復の萌芽を見せていました。しかし、オ

ミクロン株の影響や、今後も新たな変異株への

警戒も必要であり、回復に向けた角度を上げる

ことが難しい状況です。また、２年にわたるコ

ロナ禍により、従業員の確保がままならないと

の声も聞いています。オミクロン株の影響も受

けた飲食業、観光業には特に重点的な支援が必

要ではないでしょうか。

県として、現況の県経済をどのように分析し、

今後の県経済の再活性化に向けて、中小企業や

観光業をどのように支援し、個人消費をどのよ

うに回復させていこうと考えているのか知事に

伺います。
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次に、県政運営について伺います。

広瀬知事は平成１５年の就任以来、県民中心

の県政を掲げ、安心・活力・発展の大分県政を

一貫して進めてこられました。また、就任当時

は国の三位一体改革の影響等により厳しい財政

状況でしたが、直ちに行財政改革プランを策定

し、他県に先駆けて徹底した聖域なき行財政改

革に取り組み、県政を支える強固な行財政基盤

を構築してきました。

一昨年度に改訂した県行政運営の長期的、総

合的な指針である安心・活力・発展プラン２０

１５では、大分県版地方創生の加速前進、先端

技術への挑戦、強靱な県土づくりを柱に関係施

策を着実に進めており、特に本県最大の課題で

ある少子高齢化と人口減少に歯止めをかけるた

めの対策を積極的に展開されています。

こうした取組により、例えば、昨年４月の保

育所待機児童ゼロの達成や、平成２９年度以降、

毎年千人を超える勢いで推移する移住者数の増

加、地域に雇用や新たなビジネスチャンスを生

み出す企業誘致の積極的な推進、東九州自動車

道の開通をはじめとする社会資本の整備など、

今日まで大きな成果を上げています。さらには、

記憶に新しいラグビーワールドカップ２０１９

の大分開催など、県民に元気と希望を届けるプ

ロジェクトも積極的に進めてきました。直近で

は、健康上問題のない状態で日常生活を送るこ

とができる期間である健康寿命について、男性

は目標の日本一を達成し、女性は４位と飛躍的

に全国順位を伸ばしました。

他方、思いもかけなかった新型コロナウイル

ス感染症の世界的流行は、県民生活や社会経済

活動に深刻な影響を与えています。今年の第１

四半期もオミクロン株の影響により、飲食業を

中心に３度目となる営業時間の短縮も余儀なく

されました。今後も新たな変異株の発生が懸念

される中、国においては、岸田内閣が発足し、

成長も分配も実現する新しい資本主義を掲げ、

科学技術によるイノベーションや発展著しいデ

ジタルを活用した地域活性化など、ポストコロ

ナを見据えた成長のための大胆な投資にも力を

入れています。

このように、ポストコロナに向けて大きな転

換期を迎える中、５期目県政の最終年度、仕上

げの年に臨むにあたり、どのような県政運営の

かじ取りを行っていくのか、知事の考えをお聞

かせください。

次に、今後の財政収支の見通しについてです。

令和４年度の一般会計当初予算では、新型コ

ロナウイルスへの適切な対応を図りながら、そ

の先にあるポストコロナの時代に向けて、県民

が夢と希望にあふれる安心・活力・発展の大分

県づくりを力強く進めていくとされています。

特に、新型コロナの影響が大きい中小企業者

等の再興を図りながら、引き続き人口ビジョン

の実現を目指して大分県版地方創生を加速させ

るとともに、多様な分野でのＤＸの推進や先端

技術の活用による地域課題の解決を図り、変革

の波を起こし、新産業の創造や宇宙への挑戦な

ど、ポストコロナに向けた構造改革につなげて

いくため、９年連続プラスの積極予算となって

います。

中でも歳入面に目を転じると、県税収入は法

人２税や地方消費税を中心に１５５億円の増額

となるとともに、借金である臨時財政対策債を

２２８億円も減額するなど体質改善が図られて

いるようです。

一方、財源不足を補う財政調整用基金は６５

億円が取り崩されることとなり、令和３年度末

には一旦３２０億円を確保できるものの、４年

度末には自然体で約２５７億円と、再び目減り

してしまう見込みとなっています。コロナ禍で

の突発的な対応を余儀なくされる可能性を勘案

すると、行財政改革推進計画における財政調整

用基金残高の目標３３０億円を早期に確保して

おきたいところです。

県債については、発行額が減少したようです

が、防災・減災、国土強靱化５か年加速化対策

の積極的な受入れに伴う本格的な償還が始まる

ことから、今後の公債費の増嵩が懸念されます。

加えて、団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者

になることから、社会保障関係費の高い伸び率

が確実であり、今後の財政運営について心配し

ています。
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そこで、目標としている財政調整用基金残高

３３０億円の確保及び県債残高の適正管理を含

め、今後の財政収支の見通しをどのように考え

ているのかお聞かせください。

次に、財務事務の業務効率化について伺いま

す。

財政運営の先々を見通し、次の手を打ってい

くのも重要ですが、その結果を検証することも

大事です。その意味では会計、監査業務を着実

に実行していくことも県政には不可欠であると

言えます。

さきほども述べたように、広瀬知事は就任以

来、常に行財政改革を進めており、職員定数の

適正化や地方機関の再編などを実施し、行政の

効率化を図り、大きな成果を上げています。

その一方で、地球環境や国際情勢など社会環

境が大きく転換していく中で、行政に対するニ

ーズはますます増加しています。加えて、毎年

のように発生する大規模な自然災害に備えるた

め、県土強靱化と防災・減災対策は喫緊の課題

であり、深刻化する地球温暖化への対策も必要

です。また、２年にわたって県民の身体生命は

もとより社会経済活動にも大きな打撃を与え続

けている新型コロナウイルス感染症等、前例の

ない事象への対応も想定する必要があります。

このように多様化し、増大する行政ニーズに

限られた人員体制で即応していくためには、安

易に職員定数を増加させるのではなく、最も重

点的に取り組むべき課題に職員を手厚く配置で

きる柔軟な組織体制の整備が必要です。そのた

めには、選択と集中は当然のこと、ＤＸ推進な

どにより県庁全体の業務の効率化、省力化を図

り、一層進めていくことが必要ではないかと考

えます。

特に、県の内部管理的な業務、具体的には予

算編成、会計処理、庶務経理等の財務事務は県

庁全体に共通する事務であり、ＩＣＴの活用に

よる負担軽減と効率化が顕著に認められる分野

と考えます。

現在、財務事務の根幹をなす財務会計システ

ムの再開発に取り組んでいると聞いていますが、

このシステム開発を通じ、財務事務全体の省力

化、効率化をどのように図ろうとしているのか

伺います。

次に、監査業務の効率的な実施についてです。

地方公共団体の財務に関する事務と経営に係

る事業の管理については、毎会計年度少なくと

も１回以上期日を定めて監査を行う必要があり

ますが、昨年度と今年度は、新型コロナウイル

スの感染拡大や大規模な自然災害の発生に伴う

業務対応のため、監査対象期間の受入体制等が

整わないなどの理由により、監査実施に少なか

らず影響が生じるような事例があったのではな

いかと思います。

監査委員事務局では、これまでの対応等を生

かし、関係部署における不測の事態や変化があ

る中にあっても適正に監査ができるよう対応し

てきたと思いますが、コロナ禍での対応と今後

の効率的な監査の実施に向けた取組について伺

います。

次に、県勢の浮揚に向けた政策展開について

です。

まず、スペースポートがもたらす本県への影

響について伺います。

石油化学コンビナート、半導体、自動車など、

時代の移り変わりとともに、様々な産業が集積

し、本県の経済を牽引してきました。さらに県

では、これに満足することなく、医療、エネル

ギー、近年ではドローンなど、新たな産業創出

に向けた挑戦を続けています。常にアンテナを

高く保ち、新しい産業の芽を探し続けることは、

将来世代のために取り組むべき重要な役割の一

つであると考えます。

こうしたことを前提に改めて産業を取り巻く

状況を俯瞰したとき、脚光を浴びているものと

して宇宙産業があります。

近年の宇宙産業の特徴は、民間企業の参入が

活発化していることです。ロケットの回収や再

利用で価格破壊を起こしたスペースＸや、昨年

相次いで宇宙旅行に成功したブルー・オリジン

社、本県とパートナーシップを結ぶヴァージン

・オービット社などはその代表です。

国内企業に目を転じると、宇宙と異業種、例

えば、農林水産や運輸などを組み合わせること
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による価値創造を目指したベンチャー企業が多

く現れていることが印象的です。宇宙産業には、

ベンチャー企業から大企業まで、規模や業種に

おいて様々な企業が参入してきており、今後は、

データ通信やロボット、さらには旅行など様々

なビジネスや産業とつながっていくのではない

かと考えます。

また、人材という観点からも波及効果があり

そうです。宇宙は探求的な学習を行う上で格好

の素材だと思います。既に、県内の高校生を対

象に、宇宙を題材として、科学、技術、工学、

芸術、数学から構成されるＳＴＥＡＭ教育が展

開されており、子どもたちの今後の成長が楽し

みです。

このように宇宙産業への期待が高まる中、先

月２６日、２７日には、私も参加しましたが、

宇宙技術および科学の国際シンポジウム（ＩＳ

ＴＳ）大分別府大会の県民向けイベントおおい

たそらはくが開催され、ＩＳＴＳの学会はオン

ラインで今週末まで開催されています。

大分空港がスペースポートとなれば、これを

契機に宇宙に関わる研究者や企業との交流が一

層盛んになっていくことも予想され、予測でき

ないような相乗効果が生まれてくることも期待

できると考えます。

様々な可能性を秘めているスペースポート化

ですが、県民の中には、自分たちに何が還元さ

れるのか今一つ分からないという声があること

も事実です。県としては当然、大分空港を単に

ロケットの水平型発射の拠点とするだけでなく、

産業振興から人材育成まで様々な可能性を視野

にこの事業を進めようとしていることと思いま

す。

今後、スペースポート化にどのような期待を

しているのか、また、産業や人材をどのように

育てていこうとしているのか、知事の見解を伺

います。

次に、物流の拠点化に向けた交通インフラの

整備について伺います。

本県は九州の東に位置していることから、関

西及び関東に近い地理的優位性を有しており、

九州と本州、四国との間を結ぶフェリーの約８

割が発着しています。また、北九州－宮崎間の

東九州自動車道が平成２８年４月に開通した効

果もあり、人の流れ、物の流れの結節点、すな

わち九州の東の玄関口としてのポテンシャルが

高まっています。

県では、こうした強みを生かし、広域道路ネ

ットワークと港湾や空港をつなぎ、人や物の流

れをさらに活性化させるため、平成２９年３月

に九州の東の玄関口としての拠点化戦略を策定

し、交通インフラの整備などを進めています。

こうした中、大分港大在地区では、デイリー

運航されている清水港行きをはじめ、関東向け

のＲＯＲＯ船便数が九州１位となるなど、海上

輸送のニーズは高まっています。大分港を発着

するＲＯＲＯ船が運搬する貨物数は増加傾向に

あります。

また、フェリー航路が就航している別府港や

臼杵港では、コロナ禍の移動制限の影響もあり、

旅客や乗用車の乗船台数は大きく減少していま

すが、トラックなどの貨物輸送への影響は少な

く、依然として貨物輸送のニーズは高い状況で

す。これら取扱貨物量は、東九州自動車道の北

九州から宮崎までの開通後に伸びています。こ

れを踏まえると、現在着実に整備が進められて

いる中九州横断道路が、今後、順次開通されて

いくのに伴い、熊本方面からのアクセスが向上

し、さらに取扱貨物量が増加していくのではな

いかと考えています。

一方、運送業界においては、働き方改革の推

進により、令和６年度から時間外労働時間の上

限規制が適用され、現状にも増してトラックド

ライバー不足が予想されることから、陸上輸送

から海上輸送へのモーダルシフトがさらに進み、

海上輸送のニーズは今後ますます高まっていく

と考えています。

このような増加する海上輸送ニーズに対応す

るため、港湾の整備は待ったなしの状況です。

そこで、ポストコロナを見据え、九州における

物の流れの拠点化に向けて、今後どのように港

湾や道路などの交通インフラの整備を進めてい

くのか、知事の考えをお聞かせください。

次に、県民の安全安心の実現についてです。
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まず、今後の防災対策について質問します。

近年、大雨による災害が激甚、頻発化してい

ます。気象庁の資料によると、１時間降水量５

０ミリ以上の年間発生回数は、４５年前の昭和

５１年から６０年の１０年間と、直近の平成２

２年から令和元年の１０年間とで比較すると、

約１．４倍の発生回数となっています。気候変

動は、もはや気候危機と言える状況であり、毎

年のように全国各地で甚大な自然災害が発生し、

多くの尊い生命が奪われています。近年では、

平成３０年７月豪雨で２７１人、令和元年東日

本台風で１０８人、そして、記憶に新しい令和

２年７月豪雨では、県内の６人を含む８６人の

方々が犠牲となっています。また、南海トラフ

巨大地震は、今後３０年以内の発生確率が７０

から８０％と予測されており、発生した場合に

は、激しい揺れや押し寄せる津波などによる甚

大な被害が想定されています。

これまで、我が会派からも強く要望してきた

県土強靱化対策などによりハード対策は着実に

進んでいると思いますが、まだ急傾斜地など多

くの危険箇所も未整備であるところもあり、さ

らに迅速に整備を進めていただくことを重ねて

要望します。一方、これまでの経験や想定を超

える災害は、いつ、どこででも発生するおそれ

があることを県民一人一人がしっかりと認識す

る必要があります。そのためには、これまで以

上に効果的なソフト対策を講じる必要があると

考えます。

ここ２年ほどはコロナの影響により、防災訓

練や講演会など多くの人が集まる取組が低調と

聞いています。密を避けるため、感染拡大を防

ぐためには仕方のないことかもしれませんが、

県民の防災活動の停滞は、個々の防災意識や地

域の防災力の低下を招くのではないかと危惧し

ています。

一方、目覚ましい進化を見せるＩＣＴや新た

なテクノロジーなど先端技術を積極的に活用し、

適切に社会に実装することは、人命最優先とす

る観点から早急に取り組むべきと考えます。

今後の県の防災対策について、何を課題と捉

え、どのように推進していくのか、知事の見解

を伺います。

次に、子どもたちの通学の安全確保への対策

について伺います。

近年、全国的に通学路での交通事故が多く、

県民にとっては、ある意味で災害以上に身近な

危険であり、大変危惧している事案です。

昨年６月２８日に千葉県八街市において、下

校中の小学生の列にトラックが衝突し、５人が

死傷する痛ましい事故が発生しました。

その後も、昨年１２月９日には静岡県菊川市

で、登校中の小学生の列に軽自動車が衝突し、

５人が負傷するなど、登下校中の小学生が被害

に遭う事故が後を絶ちません。

本県では、千葉県八街市の事故を受け、学校

関係者と警察、道路管理者による通学路の合同

点検が例年より１か月前倒しで実施されました。

八街市の事故現場が見通しのよい直線道路で

あったことから、点検を行う際の新たな観点と

して、幹線道路の抜け道など速度が上がりやす

い箇所や、大型車の進入が多い箇所、ヒヤリ・

ハット事例があった箇所、保護者や地域住民な

どから改善要請があった箇所が加えられました。

その結果、記録の残る過去５年間では最多と

なる９００余りの危険箇所が確認されています。

危険箇所の対策としては、一般的に、警察に

よる信号や横断歩道の設置のほか、学校関係者

による交通指導なども行われると聞いているが、

特に、道路管理者による歩道の整備やガードレ

ール等の設置など、車両から直接子どもたちを

守る対策を行うことが重要であると考えます。

県では、過去に点検を行った箇所については、

一部前倒しで工事を行うほか、歩道の整備など

完成までに時間を要する箇所についても、路肩

部の歩行者空間をカラー舗装で明示するなどの

暫定的な対策を行うと聞いています。

今回の点検により確認された危険箇所につい

ても、早期に対策を進めていただきたいと考え

ていますが、箇所数が過去５年で最多であると

のことから、対策に時間を要するのではないか

と懸念しています。

今回の点検結果を受け、道路管理者としてど

のように対策を進めていくのか、部長に伺いま
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す。

次に、農林水産業について伺います。

農林水産業の振興は、県勢の発展にとって欠

くことのできない課題であり、長期的な視野と

スピード感を持った取組が必要だと思います。

まず、農業振興についてです。農業総合戦略

会議の取組を受けた振興策については、昨年第

４回定例会、我が会派の木付政調会長から質問

を行いましたので、ここでは、もう一つの柱で

ある担い手確保対策を中心に伺います。

２０２０年農林業センサスによると、本県の

農業経営体数は１万９，１３３経営体と、５年

前の平成２７年と比べ６，２８３経営体、率に

して２４．７％の大幅な減少となりました。基

幹的農業従事者のうち、６５歳以上の割合は７

７．３％となり、５年前と比べて４．５ポイン

ト上昇するなど、本県農業は経営体が減る中で、

頑張る高齢者によって何とか支えられているの

が実態です。こうした構造的な問題が結果とし

て大分県農業非常事態宣言につながったものと

考えています。

昨年１０月にＪＡグループ、生産者、県、市

町村など関係者が議論を重ね、農業システム再

生に向けた行動宣言が取りまとめられ、担い手

の育成、確保については、取り組むべき重要課

題として明記されました。農業生産のバトンを

次世代に確実につなぐことは、農山漁村の維持

や食料自給率の改善、何より本県農業の発展に

つながる根本的な政策であり、今後の巻き返し

に大いに期待しています。

一方で、本県の令和２年農業産出額が４年ぶ

りの増加といううれしいニュースも昨年末に飛

び込んできました。こうした産出額の増加は、

農業をなりわいとして発展させていく希望の光

であり、農業のモチベーションを上げるととも

に、次代を担う後継者の確保にもつながるもの

と考えています。この流れを続けていけば、令

和６年度の農林水産業創出額２，６５０億円と

いう目標も達成できると期待しています。

また、最近では、コロナによる都市部から地

方への人の流れや、働き方の多様化などを背景

に、希望を持って農業にチャレンジする若者も

増えています。こうした担い手確保には絶好の

環境が整った今、どのように担い手の確保、育

成を進めて本県農業の振興に取り組んでいくの

か、知事の考えをお聞かせください。

次に、日向灘地震による水産業関係の被害に

ついて質問します。

１月２２日未明に日向灘を震源とするマグニ

チュード６．６の地震が発生し、県内でも大分

市、佐伯市、竹田市で震度５強の非常に強い揺

れを観測し、各地で水道管の破裂や建物被害等、

多くの被害が発生しました。被害に遭われた方

々に対してこの場を借りて心よりお見舞い申し

上げます。

今回の地震では、地域的には震源に近い県南

部の水産業を中心に被害が生じており、農林水

産関連の被害額は２月１８日の時点で３９件、

７．５億円となっています。このうち３８件、

７．４億円が佐伯市で発生しており、漁港施設

や水産関連施設を中心に被害が発生しています。

実際に現場を確認した我が会派の清田議員に

よると、漁業者のライフラインとも言える漁港

においては、長さ１００メートルにわたり、段

差や亀裂によって車で船まで近づくことができ

ず、漁の準備や水揚げに支障を来しているとの

ことです。

また、陸上養殖施設においても配管の破損等

が発生したため、応急復旧で急場をしのいでい

ますが、次に同規模の地震が来たら、さらに被

害が広がり、養殖自体が続けられなくなるので

はないかという不安の声があると聞いています。

加えて、漁協設置の製氷・貯氷施設や荷さばき

施設などの共同利用施設も被災しており、指定

量の氷が出てこなかったり、沈下により荷さば

き場の一部に水がたまってしまうなどの問題も

生じており、現場ではその対応に大変苦労され

ていると聞いています。

県内の水産業者は新型コロナウイルス感染症

拡大や燃料費等の高騰の中、必死で頑張ってい

ます。水産業関係者が今回の災害から一日でも

早く立ち直り、安心して生産活動ができるよう

県としてどのように復旧支援を行っていくのか

伺います。
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次に、福祉政策について。

まず、本県が掲げる三つの日本一の一つ、障

がい者雇用率日本一についてお尋ねします。

障害者の雇用の促進等に関する法律では、障

がいに関係なく、希望や能力に応じて誰もが職

業を通じた社会参加のできる共生社会の実現と

いう理念の下、民間企業や国、地方公共団体に

おいて一定割合以上の障がい者を雇用しなけれ

ばならないとされています。この法定雇用率は、

昨年３月に０．１％引き上げられ、民間企業で

は２．３％となっており、対象となる事業主の

範囲が従業員４５．５人以上から４３．５人以

上へと拡大されました。

法定雇用率の引上げ後、初めてとなった本県

の令和３年６月１日現在の障がい者雇用状況集

計結果は全国順位７位に据え置かれました。し

かしながら、新型コロナウイルスの感染拡大に

より解雇や雇止めが危惧される中、雇用障がい

者の実人数は２，９３７人と前年の２，９０５

人から３２人増え、実雇用率も２．５９％と前

年比で０．０４ポイント上昇しています。また、

県内９００の対象企業のうち法定雇用率達成企

業の割合は、前年の６０．８％から０．４ポイ

ント上がり６１．２％、全国順位は前年の１３

位から７ランク上昇して６位となっており、民

間企業での障がい者雇用への理解も広がりつつ

あるとうかがえます。

本県は、４０回の長い歴史を誇る大分国際車

いすマラソンの提唱者、中村裕博士が保護より

働く機会を理念として設立した太陽の家の存在

もあり、障がい者雇用の先進県として、今回も

身体障がい者の雇用率は１位を堅持しています

が、知的・精神障がい者の雇用率は依然として

下位にあり、障がい者全体での雇用率日本一は

平成１８年を最後にしばらく遠ざかっています。

本県が障がい者雇用率日本一を実現するため

には、やはり知的及び精神障がいがある方の雇

用促進が大きな壁になると思います。今後どの

ようにして障がい者雇用率日本一の奪還を目指

していくのか、知事の考えをお聞かせください。

次に、医療的ケア児への支援について伺いま

す。

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関

する法律が昨年９月１８日に施行され、半年が

経過しました。

同法の趣旨は、医療的ケア児を育てる家族の

負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長を

図るとともに、その家族の離職を防止する目的

でつくられ、障がいや医療的ケアの有無にかか

わらず、安心して子どもを産み、育てることが

できる社会を目指すことにあります。

その中で、地方公共団体は医療的ケア児及び

その家族に対する支援に係る施策を実施する責

務を有すると定められました。

県内の医療的ケア児を持つ保護者からは、子

どもの成長発達を促すため、他の子どもとの関

わりを増やし、様々な体験をさせてあげたい。

そのためには児童発達支援事業所や保育所等を

利用することが必要であり、また、利用するこ

とが私たちのレスパイトにつながるが、受け入

れてもらえる施設が少ない。災害時にはどのよ

うに避難したらよいのか分からない、避難所が

受け入れてくれるのかも不安があるとの声を伺

っています。医療的ケア児とその保護者への支

援には、不安や困り事をしっかりと把握し、適

切な支援を提供することが求められます。

県は、今回提案された予算案において、医療

的ケア児支援センターの新設や災害時の非常用

発電装置の購入費の助成を盛り込んでいますが、

保護者の求めや不安にどのように応えることと

しているのか、部長の考えをお聞かせください。

次に、誰もが安心できる社会づくりについて

質問します。

まず、女性の活躍について伺います。少子高

齢化や人口減少が進む中で、大分県版地方創生

を推し進め、その道筋を確かなものとするため

には、老若男女、障がいの有無を問わず、誰も

がその個性を尊重され、活躍できるような社会

づくりが重要です。男女が共に責任を分かち合

い、性別に関わりなく個性と能力を十分に発揮

できる機会の確保は、その実現に向けて非常に

重要な要素の一つです。

県では、男女共同参画を推進するため、昨年

３月に第５次おおいた男女共同参画プランを策
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定しており、その目指す姿として、誰もが人権

を尊重され、尊厳を持って暮らせる大分県、女

性はもとより多様な人材を生かすダイバーシテ

ィー社会を実現し、誰もが個性と能力を発揮で

きる大分県、暴力やハラスメント等が根絶され、

誰もが生涯を通じて心身ともに健やかに暮らせ

る大分県の三つを掲げ、取り組むこととしてい

ます。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大は、

男性と女性に対して異なる影響を及ぼしており、

特に女性に対しては就業から生活面において様

々な形で深刻な影響を及ぼしています。国の研

究会がまとめた報告書では、新型コロナの影響

は短期的に見ると、業種間や正規雇用労働者と

非正規雇用労働者の間の格差を拡大する方向に

及んでおり、結果として女性への影響として現

れている。我が国においては、既に存在した固

定的な性別役割分担意識等に基づく構造的な問

題が加わることによって、男女間の格差が拡大

していく可能性をはらんでいるとしています。

このようにコロナ禍を契機として、これまで

戦後日本の社会の根底を支えてきた家族像やラ

イフスタイルを前提とした固定的な性別役割分

担意識、無意識の偏見が進んでいるとすれば、

非常に重大な問題です。

私はこの１年間、県議会の政策検討協議会の

会長として、このジェンダーギャップの解消に

ついて有識者の方々からアドバイスをいただき

ながら、県議会議員の皆様と会派を超えて議論

してきました。今議会会期中に議長に中間報告

をする予定ですが、固定的な性別役割分担意識

や無意識の偏見によって、女性の活躍の可能性

を決して奪うことのないよう、県、市町村、企

業、地域団体やＮＰＯなどとそれぞれの立場で、

連携、協働を図りながら取り組む必要があると

思います。

今後、県として、女性がさらに活躍できる社

会を実現させるため、どのように女性の就労機

会の確保や格差の是正を図り、男女共同参画を

推進するのか、知事の考えをお聞かせください。

また、今後の県政発展のためには、民間企業

での人材確保だけでなく、政策県庁を担う人材

確保も不可欠です。近年、本県を志望する受験

者は、行政職では民間企業の採用意欲の高まり

などにより平成２４年度の５２３人をピークに

減少傾向にあり、令和元年度は３１１人まで落

ち込んだと聞いています。令和２年度からは、

特別枠の上級試験も実施するなど、行政職の受

験者確保に向けた対策を講じましたが、退職者

の増加に伴い、より多くの採用予定者が必要と

なったことから、競争率は低水準のまま推移す

るなど受験者の確保にはまだ課題があると思い

ます。

加えて、技術職の中でも土木系の人材は民間

企業を含めて全国的に人手不足が続いています。

本県の採用状況も国や他の地方公共団体との競

合などにより厳しくなっているのではないかと

思います。

ここ最近の状況を見ると、上級試験の総合土

木については、平成３０年度は受験者２９人に

対して合格者は１５人、競争率は１．９倍、令

和元年度は受験者３７人で合格者は１４人、競

争率は２．６倍、令和２年度は受験者３２人に

対して合格者は１９人、競争率は１．７倍とな

っており、上級試験全体では４倍から５倍の競

争率がある中で、特に低調な職種の一つになっ

ています。

県の総合土木職の方は主に土木建築部や農林

水産部で、頻発する自然災害への復旧、復興に

向けた対応や地方創生を実現する社会インフラ

の整備などの役割を担っており、今後多様化す

る行政ニーズの中でますますその存在が重要に

なってくるものと思います。

さきほど述べたように、県職員の確保につい

ては厳しい状況が続いていますが、特に総合土

木職の確保に向けたこれまでの取組と今後の対

応策について伺います。

さらに、本県で働く環境を整えることも重要

です。近年、労働環境をめぐる状況は大きく変

わってきています。特に平成３１年４月以降順

次施行された働き方改革関連法により、時間外

労働の上限規制や正規、非正規の不合理な処遇

差の解消に向けた取組が進んできています。ま

た、男性の育児休業をより柔軟に取得できるよ
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うにする育児・介護休業法の改正が令和４年４

月１日から段階的に施行され、男性が育児によ

り参加しやすい環境が整備されるなど、使用者

にとっても求められる対策が変わってきていま

す。

一方で、近年の働き方改革とともに大きな出

来事は、新型コロナウイルスの感染拡大であっ

たと思います。感染者が国内で確認されて以降、

在宅での勤務など、これまであまり進んでいな

かったテレワークやリモートワークといった、

職場に必ずしも常駐しない働き方の進展は、労

使共に働き方の大きな変革を余儀なくされた事

態だったのではないでしょうか。

働き方改革の進展とコロナ禍での働き方は、

本県においても、使用者側、労働者側双方に大

きな影響を与え、それに伴い労使紛争の増加や

新しい形の労使紛争の発生も懸念されます。

そこで、今年度１年間で労働委員会が扱った

労使紛争の状況及びその特徴と労働委員会が果

たすべき役割について、労働委員会事務局長に

伺います。

最後に、地方創生につながる社会全体の教育

力の向上について伺います。

近年、ライフスタイルの変化とともに、共働

き家庭の児童数が増加し、放課後の子どもたち

の居場所づくりが大きな課題となっています。

また、少子化、核家族化が進み、子どもたちが

様々な世代の人々と生活する機会は減少してい

ます。このような社会の変化を受けて、地域社

会は全ての子どもたちに対して安全・安心な放

課後の居場所を確保するだけでなく、地域の人

々と触れ合い、地域の人々から様々なことを学

ぶ機会を提供することが必要ではないでしょう

か。

また現在、小中学校では、様々な教育活動等

の中で自分たちの住む地域に関する学習を行っ

ています。しかしながら、学校の教職員は必ず

しもその地域出身者ではなく、人事異動により

他の地区から赴任してきた教職員も多いと思い

ます。このような状況の中、子どもたちが自分

たちの住む地域について学習し、郷土に対する

愛着を深めるには、地域のことをよく知る方々

との関わりの中で学習することも有効ではない

でしょうか。

近年、子どもたちを取り巻く環境や学校が抱

える課題は複雑化、多様化しており、それらの

課題解決のためには、社会総掛かりでの教育が

求められています。そのため、国は学校と地域

住民が力を合わせて学校運営に取り組むことが

できるコミュニティースクールを推進していま

す。県もその方針を踏まえ、小中学校を中心に

コミュニティースクールの導入を促進し、現在、

県内の小中学校への導入率は約８５％と、全国

で３番目に高いと聞いています。これら県内に

広がるコミュニティースクールと地域における

教育活動を連携させることで、それぞれの活動

が充実するとともに、地域の教育力の向上につ

ながるのではないでしょうか。また、多くの地

域住民が活動に参加することにより、地域住民

それぞれの生きがいづくりや、地域の活性化、

地方創生につながると考えますが、コミュニテ

ィースクール等を通した社会全体の教育力の向

上について、県教育委員会としてどのように取

り組んでいくのかお聞かせください。

以上で自由民主党会派を代表して質問を終わ

ります。

皆さん御清聴ありがとうございました。

御手洗議長 ただいまの三浦正臣君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 三浦正臣議員から、自由民主党を代

表して種々御質問をいただきました。

冒頭、ロシアのウクライナ侵略についてお話

をいただきました。私もこのたびのロシアの暴

挙は国際法を無視したものであり、国際法秩序

の下で日本の安全保障を採ろうという我が国に

とって、決して他人事ではないと思います。大

変緊張感を持って成り行きを見守っています。

さて、感染症への対応について御質問をいた

だきました。本県では年明けからオミクロン株

による感染が急拡大し、病床の逼迫が懸念され

たことから、１月２７日から２月２０日の間、

国のまん延防止等重点措置を適用し、加えて、

２月１１日からの３連休を県独自の感染対策短
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期集中期間と位置づけ、県を挙げて感染拡大の

防止に取り組みました。

その結果、県民の皆様の御理解、御協力のお

かげで県内の感染状況は明らかに改善し、当初

の予定どおり、重点措置の解除に至りました。

この２年間のコロナ対策の経験から、感染拡

大防止には次の３点が重要だと考えます。

一つは、検査体制です。行政検査の体制整備

に加え、無料検査場を５４か所まで拡充し、ク

ラスターが発生しやすい学校や社会福祉施設等

に抗原検査キットの配布も行いました。こうし

た検査機会の確保は、県民の不安解消と早期診

断に結びついています。

二つは、医療提供体制です。受入病床を５０

８床確保し、宿泊療養施設は１１棟１，３６０

室まで拡大しました。さらに、重症化リスクの

低い患者は自宅療養も可能とし、スマホを活用

して迅速な健康観察を行っています。

このように症状に応じて療養先を適切に使い

分けることで、医療への負荷を軽減し、救急医

療を含む一般診療との両立に努めています。

三つは、ワクチン接種です。３回目接種によ

る感染予防と重症化予防の効果は明らかです。

引き続き市町村と一体となって３回目接種を加

速します。

さらに、御指摘いただいた地域の感染対策の

強化も重要です。第６波では、クラスターが多

発していますが、感染管理認定看護師を派遣し、

感染拡大を抑えた事例もありました。しかし、

認定看護師の地域偏在が課題となっており、豊

肥や西部など手薄な地域の医療機関に勤務する

看護師の資格取得を支援したいと考えています。

また、県に感染管理アドバイザーを配置し、

施設等に対する研修を随時行うとともに、クラ

スター発生時には施設へ出向き、直接指導に当

たります。

引き続き、この流行の収束に向け、全力で取

り組むとともに、今後の新たな感染拡大にも万

全の備えを講じたいと思います。

新型コロナのもう一つの課題、県経済の再活

性化についても御質問をいただきました。

直近１年間の状況を見ると、本県の解雇見込

労働者数は全国より低い水準で推移しており、

有効求人倍率も全国を上回って回復しています。

コロナ禍が長期化する中、金融機関、市町村と

連携した下支えにより、経済への打撃は最小限

にとどめられてきました。しかし、コロナ第６

波により、足元の観光や個人消費の動きは再び

弱まっています。

１月の宿泊客数は、コロナ前の令和元年同月

比で３５％の減少と、依然低調です。中小企業

団体の調査でも年末に向けて好転傾向にあった

景況感は、１月には大幅に悪化しており、飲食

店からは時短要請が解除になっても、すぐに客

足は戻らないだろうとの声も聞かれ、これ以上

のダメージを避けるためにも、オミクロン株の

感染状況を分析し、有効な感染防止対策を重点

的に強化した上で、社会経済の再活性化にもし

っかり取り組んでいかなければならないと思い

ます。

まず、営業時間の短縮要請に協力いただいた

飲食店には、協力金を申請から２週間程度で迅

速に支給します。加えて、売上げが３０％以上

減少し、打撃を受けている全ての事業者には、

国の事業復活支援金の活用を促します。

また、観光では、県民の県内旅行を促進する

新しいおおいた旅割を２月２１日から再開しま

した。地域クーポン券をセットにすることで、

県内の旅先での消費を促進します。

さらに加えて、個人消費のテコ入れとして、

市町村と連携したプレミアム商品券事業を順次

実施します。プレミアム率は３０％に統一し、

県民が地元に限らず、全市町村で購入できるス

キームとすることで、県下一体となり消費を盛

り上げていきます。

もう一つ忘れてならないのは、長期的な観点

を持った対応です。経営体質を強化し、持続的

成長を可能にする生産性の向上に取り組みます。

作業の自動化などを業務改善助成金等で支援す

るほか、商工団体による経営指導のデジタルト

ランスフォーメーションを進め、経理や在庫管

理などのバックオフィスの効率化を図り、営業

や企画業務に注力できる環境をつくり出してい

きたいと思います。
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長らく続くコロナ禍で、県内事業者の体力も

限界に近づいていると心配しています。様々な

活性化策を的確に実行することで、社会経済の

再起動、その先の成長に向けた局面転換を着実

に実現していきます。

県政運営についても御質問をいただきました。

令和４年度の県政運営に当たっては、目まぐ

るしく変化する時代の流れをしっかりと読み取

りながら、三つの柱を基本方針として取り組ん

でいきます。

第１は、足元の課題である新型コロナ感染拡

大防止と社会経済の再活性化です。コロナ対応

はこれまでの経験を生かし、前広に対応するこ

とが肝要です。引き続きワクチン追加接種の体

制整備や入院病床、宿泊療養施設の確保など、

一連の対応に万全を期します。

あわせて、社会経済の再活性化も重要です。

コロナ禍で苦しむ生活困窮者への支援や中小企

業、小規模事業者の事業継続に向けた支援にも

しっかり取り組んでいきます。

第２は、本県最大の課題である少子高齢化、

人口減少への対応です。コロナ禍にあっても、

人を育て、仕事をつくり、人と仕事の好循環で

地域を活性化する大分県版地方創生のさらなる

前進は不可欠です。

人の分野では、引き続き子育て満足度、健康

寿命、障がい者雇用率の三つの日本一の実現に

向けた取組を強化します。また、好調が続く移

住についても、スキル習得から移住、就職まで

のワンストップ支援などをさらに拡充します。

仕事の分野では、県下全域で仕事の場を産み

出す農林水産業の成長産業化を図ります。地域

経済を支える商工業では、産業の基盤を拡大す

る企業誘致について、需要が高まっている大規

模工業団地の整備に対する支援等に力を入れま

す。裾野の広い観光業では、コロナ禍で人気が

高まる自然体験型の観光コンテンツをさらに拡

充させ、復活を図っていきます。

地域の分野では、発展の基盤をつくり上げる

ため、県土の強靱化を着実に進めます。また、

本県が誇る魅力的で多彩な文化を生かした日中

韓交流の東アジア文化都市２０２２を開催し、

芸術、文化の振興にも取り組みます。

第３は、未来を切り拓くためのポストコロナ

社会への挑戦です。デジタルトランスフォーメ

ーション、デジタル革命の波が押し寄せる中、

発展著しいドローンやアバターなど、先端技術

の活用により、地域課題の解決を図りながら、

新産業の創出やデジタル人材の育成につなげて

いきます。

さらに楽しみなのは、世界的に成長する宇宙

産業です。つい先日、ヴァージン・オービット

社との提携に続き、米国のシエラスペース社等

との間で宇宙往還機「ドリーム・チェイサー」

の大分空港の活用に向けたパートナーシップを

締結しました。これをはずみに宇宙関連企業と

のネットワークを広げ、アジアにおける宇宙ビ

ジネスの中核拠点化を目指します。

こうした新型コロナへの守りとポストコロナ

社会に向けた攻めの両面から、夢を追い、希望

あふれる大分県づくりに力強く取り組みます。

次に、今後の財政収支見通しについて御心配

をいただきました。

新型コロナウイルス感染症という歴史的危機

にスピード感を持って対処する。そして、少子

高齢化、人口減少に大分県版地方創生で対応す

る等のため、これまで当初予算に加え、課題を

踏まえた累次の補正予算を編成してきました。

予算編成に当たっては、国の臨時交付金等を

効果的に活用するとともに、こういうときのた

めに蓄えていた財政調整用基金を取り崩して対

応しました。

こうして迅速に対処できたのも、不断の行財

政改革による財政基盤の構築があったからだと

思います。したがって、今後とも常在行革の心

がけを忘れずに中期的な見通しを持ちながら財

政運営を行います。

お手元の財政収支見通し、参考の表を御覧い

ただきたいと思います。

左側上段の表の歳入歳出の見通しです。左側

３段、上段、中段、下段と表がありますが、上

段の歳入歳出の見通しです。これは今後の世界

的な社会経済情勢には不透明感が漂っているも

のの、国が本年１月に示した経済成長率等をベ
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ースに機械的に試算したものです。

経済成長率等々により、税収の見込み等々が

計算できるわけですが、こういう形で計算した

ものがこのとおりです。

左側中段の表、中段と言いましたが、だいぶ

下ですが、中段の表の財政調整用基金残高を御

覧ください。県税の回復等により、行財政改革

推進計画の目標よりも前倒し、５年度末までに

３３０億円を確保できる見通しが立ったところ

です。

今後とも行財政改革を徹底し、さらなる前倒

しを目指します。

一方で、７年度以降は高齢化の進展による社

会保障関係費の伸びや、防災・減災、国土強靱

化の推進等による公債費の増嵩などにより、基

金の取崩額はまた増えていき、３３０億円を切

ることになります。このため、県有施設整備基

金を有効に活用することなどにより、可能な限

り財政調整用基金の取崩額を抑制するとともに、

安定的な財政運営に必要な一般財源総額の確保、

充実を国に対し、強く求めていきます。この一

般財源総額の確保は、国によるところが大きい

ので、ここは国に対して強く求めていくという

ことです。

さて、続いて左側、今度は下段一番下の表で

すが、県債残高が書いてあります。これを御覧

いただくと、国土強靱化のための５か年加速化

対策事業の積極的な受入れなどにより、一時的

に県債残高は増加しますが、行財政改革推進計

画で目標とする臨財債等を除く実質的な県債残

高は下段の表の一番上に、この実質的な県債残

高は行財政改革推進計画でも６，５００億円以

下を堅持するということが書いてあり、その見

通しの範囲内に入っています。

今後とも、交付税措置率の低い県債の発行を

できる限り抑制するなど、引き続き県債残高の

適正管理に努めたいと思います。

今後の財政運営を展望すると、社会保障関係

や公債費などの義務的経費が増加する見込みで、

そのような状況下で必要な事業に対する投資と

財政健全化の確保をどのようにバランスよくさ

せるかが肝要です。

新型コロナや不安定な世界情勢など、先行き

が見通しにくい中ではありますが、計画の目標

を念頭に置きながら、安定的な財政運営が行え

るよう、行財政改革の取組を徹底し、確固たる

行財政基盤の構築に努めていきます。

続いて、スペースポートがもたらす本県への

影響について御質問をいただきました。

２月２６日、大分県は米国シエラ・スペース

社、兼松株式会社と宇宙往還機ドリーム・チェ

イサーの活用検討に向けたパートナーシップを

締結しました。これはヴァージン・オービット

社に続く二つ目の提携となります。

本県は宇宙港を通じ、アジアにおける宇宙ビ

ジネスの中核拠点となることで、日本を含むア

ジアの企業や人々に、地球を越えた新たなビジ

ネスや暮らしの選択肢を提供するというビジョ

ンを持って、この取組を進めています。

今回の提携は、まさにこのビジョンと宇宙港

という基盤が、新たなビジネスを呼んだ結果で

あると言えます。

このようにビジョンを掲げることで、県経済

の活性化につながる国内外の企業との連携が可

能になると考えます。

先日のおおいたそらはくでも議論されました

が、お許しを得て夢のような将来の期待を述べ

させていただくと、人工衛星などのものづくり

施設や地球観測、解析の拠点が県内にできるこ

とで、県民生活が豊かになることが期待されま

す。

また、製造工程の一部が宇宙ステーションで

行われることもあるかもしれません。そうする

と、宇宙に近い大分に立地したいと材料開発や

バイオ等の産業が県内で活躍する可能性があり

ます。

また、そうなると大分が宇宙を巻き込んだサ

プライチェーンの一翼を担うことになるわけで

す。大きなサプライチェーンがこれからはでき

ていくことになります。

また、既に挑戦を始めている県内企業も出て

きています。衛星画像を用いた海上ごみの検出

や、土砂崩れ箇所の特定手法の開発など、アジ

アに貢献可能な取組も始まっています。日本や
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アジアの人々になじみのある食べ物を宇宙食に

する取組も進んでいます。加えて、地球を越え

た新しいビジネスとして、宇宙人を歓迎する店

舗が県内に１００以上生まれています。県とし

ても、宇宙企業とのマッチングや人材育成支援

により、宇宙利用を進める皆さんの挑戦を後押

しします。

ビジネスだけにとどまらず、教育分野の可能

性も拡がります。本年度のＳＴＥＡＭ教育のプ

ログラムでは、宇宙で着用できるスカートなど

の研究が行われたほか、英国で宇宙港の取組を

進めるコーンウォール州の学校と国東高校との

国際交流も始まりました。

今後も県内のみならず、世界にまで目を向け

て、ビジョンの共有を通じた価値創造、未来を

担う人材育成を進めていきたいと思います。

物流の拠点化に向けた交通インフラの整備に

ついても御質問をいただきました。

本県が競争力をもって発展していくためには、

多くの人と物が本県を介して九州内外を行き来

する状況をつくり出し、経済の活性化や雇用創

出等につなげることが重要です。

このため、平成２９年３月に策定した九州の

東の玄関口としての拠点化戦略に基づき、港湾

や道路のインフラ整備に加え、定期航路の誘致

や海上輸送の利用促進などのポートセールスに

も力を入れています。

こうした取組により、大分港では外国貿易の

コンテナ数が年々増加するとともに、ＲＯＲＯ

船の取扱シャーシ台数も５年間で約３．７倍と

なるなど、定期航路がある各港湾の取扱貨物量

が大変増加しています。

このような海上輸送の需要増加に対応するた

め、大分港では２隻同時に着岸できるＲＯＲＯ

船ターミナルを整備するほか、増加するシャー

シを自動管理する新たなシステムを導入し、物

流分野の効率化を図るＤＸも進めています。

また、隣接するコンテナターミナルでは、ガ

ントリークレーンが老朽化しているため、本年

度から更新事業に着手しました。

次に、別府港では、１２月に予定されている

大阪航路フェリーの大型化に伴い、必要となる

シャーシ置場の拡張等、埠頭の整備を進めてい

ます。

さらに、臼杵港では、フェリーの需要が多く、

トラックが乗船できない便もあることから、今

後予想される増便や大型化に対応するため、一

つだけではなく、２バース目の岸壁整備にも着

手したところです。

一方、九州内外の潜在的な海上輸送の需要を

県内の港に呼び込むためには、港湾整備とあわ

せ、陸送時間の短縮や定時性向上により､集荷

エリアを拡げる広域道路ネットワークの整備が

不可欠です。

現在、東九州自動車道では、信頼性の高い物

流網の構築に向け、県北、県南それぞれで４車

線化が進められています。

実はこの４車線化は、全国から要望が出てお

り、限られた資金の争奪戦になっています。大

分県としては皆さんのお力をいただきながら、

ぜひ４車線化の予算を確保し、これをさらに進

めていきたいと考えています。

さらに、中九州横断道路では、竹田阿蘇道路

の進捗とともに、大分宮河内－犬飼間の早期事

業化に向け、熊本県と連携し、国に強く要望し

ています。

海上輸送へのモーダルシフトの進展を見据え、

港湾と道路網を両輪とする交通インフラの整備

を戦略的に進め、九州の東の玄関口としての拠

点化を実現していきます。

今後の防災対策です。

近年、気象現象の激化により、経験値を上回

る災害が毎年のように各地で起きています。

本県では、これまで豪雨や台風、火山噴火、

それに切迫度が増す南海トラフ地震など、様々

な自然災害に備え、県民とともに地域の防災力

向上に取り組んできました。しかし、最大の課

題はやはり避難です。安全な時期に、安全なル

ートで、安全な場所に避難することが何よりも

大事です。

そのため、まず一つは、日常からの心の備え

が重要です。自宅周辺のリスクや避難場所まで

の経路の把握、誰と、いつ避難するかをあらか

じめ決めておくマイタイムラインの普及を一層
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進めていきます。

二つは、近所の人や家族からの声かけなど、

避難行動の後押しが重要です。私は大丈夫とい

う正常性バイアスの払拭に取り組み、避難に対

する意識と行動の変容を促します。

このため、人的被害を防いだ日田市天瀬町杉

河内班での声かけ避難の事例などを参考に、地

域の皆さんが誰一人取り残されることなく避難

できる取組を進めていきます。

また、防災ＶＲなど、コロナ禍でも有用なデ

ジタル技術も積極的に取り入れていきます。

防災アプリの機能を拡充し、あらかじめ設定

した水位情報などを避難スイッチとして通知で

きるようにします。

さらに、遠く離れたお子さんやお孫さんにも

避難情報を知らせ、声かけしてもらうことで、

早期避難を促していきます。

三つは、地域による要配慮者の避難支援の態

勢づくりが重要です。過去３年の大規模災害で

は、高齢者が犠牲者の約７割を占めています。

このため、避難のタイミングと手助けする人を

あらかじめ決めておく要配慮者向けマイタイム

ラインと地区タイムラインの普及を図っていき

ます。

あわせて、避難所のバリアフリー化や福祉避

難所の環境整備に対する新たな助成制度を設け、

誰もが避難を躊躇しない避難所づくりを支援し

ていきます。

今後も災害から尊い命を守るため、市町村や

関係団体と連携し、早期避難が本県の防災文化

となるよう取り組んでいきたいと思います。

次に、農業振興についても御心配をいただき

ました。

本県農業を成長産業へと押し上げるには、そ

の原動力となる担い手の確保、育成は大変重要

です。これまでも５年連続で過去最多となる新

規就農や、累計３００社を超える企業参入など

に成果を上げてきました。

その結果、例えば、販売額が３千万円以上の

大規模経営体が１０年前と比べ、約１０％も増

加するなど、生産現場では構造改革の動きも出

てきており、園芸品目を中心とした農業産出額

の増加につながっています。

この流れを加速し、農業システム再生に向け

た行動宣言を早期に実現するため、次の３点に

重点を置いて取り組んでいます。

一つは、産地による若手人材育成の体制づく

りです。産地自らが目指すべき目標を掲げ、し

っかりと発信するとともに、若手農業者の技術

習得から生活支援まで、責任を持って支えてい

く取組を強化し、産地の継続、発展につなげて

いきます。

二つは、時代の潮流を捉え、変革に果敢にチ

ャレンジする企業家として、農業者自身がスキ

ルアップしていくことが重要です。そのために

必要となる経営戦略が先進的な生産技術、ネッ

ト販売といった多様な流通の仕組みなど、学び

続けられる環境を整えます。

三つは、次の世代への経営資源の引継ぎです。

園芸や畜産の施設などは、一旦廃止すると、生

産を再開することが難しいことから、あらかじ

めそうした経営資源情報のデータベース化や簡

易的な資産評価を行い、第三者への円滑なマッ

チングを進めます。

さらに、親子間での継承を促進するため、後

継者が同業他社から技術や経営の実践的な研修

を受けられるように支援します。なかなか親か

らは学びにくいので、同業他社の人や第三者か

ら学ぶということです。

最近、県内各地で頑張っている農業青年の話

をよく聞きます。親元就農後、親とは異なる品

目で独立した方や、自ら販路を開拓し、それに

合った商品を生産する方、そして雇用から独立

自営の夢をかなえる方など、研さんを重ねるそ

の姿を非常に頼もしく思っています。

今後もこうした若者を県内各地域に増やして、

産地の活力向上につなげられるよう、本県農業

の再生に向け、全力で取り組んでいます。

障がい者雇用率日本一に向けた取組について

も御心配をいただきました。

昨年末公表された障がい者雇用率では、２年

ぶりに率は上昇に転じたものの、全国順位は７

位と横ばいでした。

県ではこれまで、雇用アドバイザーによる仕
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事の切り出しの助言や企業とのマッチング支援、

定着アドバイザーによる就職後の職場定着に力

を入れ、雇用の拡大を図ってきました。

今年度は、障がい者雇用の優良事例を紹介す

る情報誌の創刊や、障がい者団体と企業の経営

者が参画する障がい者雇用支援合同会議を設置

するなど、企業との連携を深め、障がい者の就

労促進に努めてきたところです。

今回は、法定雇用率引上げ後、初の調査であ

り、対象企業数は増加しましたが、雇用率達成

企業の割合が全国的に減少する中、本県はその

割合を伸ばし、全国３位の伸び率となっていま

す。これまでの取組が、県内企業へ着実に浸透

してきたものと考えています。

しかし、議員御指摘のとおり、今回も知的、

精神障がい者の雇用率は低迷したままです。か

ねてから課題解決に向け、新年度は知的、精神

障がい者の雇用促進に重点を置いた新たな取組

を考えています。

まず、知的、精神障がい者を年間５人以上新

たに雇用しようとする企業への支援です。就労

の場となる専用作業室の設置や、体調管理シス

テムの導入など、多数雇用に伴う経費を助成し、

企業の環境整備を後押しします。

次に、就労系福祉事業所に対する支援です。

これらの事業所では、利用者の大半が知的、精

神障がい者で占められており、企業へ送り出し

た事業所に対し、実績に応じた奨励金を支給す

ることで、福祉的就労から一般就労への移行を

促進します。

また、４月に開校予定のさくらの杜高等支援

学校は、一般就労１００％を目指し、職業教育

を充実させた新設学校であり、今後の成果が大

いに期待されます。

同じく昨年末公表された健康寿命では、本県

男性は日本一を達成し、大変勇気づけられまし

た。障がい者雇用においても、先進県としての

矜持を持って、日本一の早期奪還を目指します。

次に、女性の活躍について御質問をいただき

ました。

昨年暮れの小学生プログラミングコンテスト

では、大分県内の女子児童が見事日本一に輝き

ました。また、スポーツの世界でも、さきの冬

季オリンピックで最多となる１８個のメダル獲

得に女性選手が大きく寄与し、勇気づけられま

した。

この勢いを大分県版地方創生の加速にもつな

げるため、これまで以上に女性の活躍に力を入

れていきたいと考えています。

そこで、女性の活躍の推進を柱の一つとして

掲げた第５次おおいた男女共同参画プランに基

づき、様々な取組を着実に進めます。中でも、

働く場における女性の活躍は重要です。県では、

経済界と連携し、女性が輝くおおいたアクショ

ンプランを策定し、三つの視点で取組を強化し

ています。

一つは、働きたい女性への支援です。自分に

合った仕事や職種があるか分からないという方

に向けて、合同企業説明会の開催や、インター

ンシップの導入により、再就職を支援するほか、

女性の創業や起業、スタートアップを後押しし

ます。

二つは、働いている女性への支援です。初め

は働きたい女性、今度は働いている女性への支

援です。女性の継続就労や、職域拡大、管理職

登用に向け、障壁となっているのが家庭の仕事

は女性がするものや、子育て中の女性に出張は

無理といったアンコンシャス・バイアス、すな

わち無意識の思い込みです。これまでの習慣や

経験から、当たり前と思っていたことが、実は

女性の活躍を阻む要因となっているおそれがあ

ります。そのため、来年度は、職場におけるア

ンコンシャス・バイアスに気づき、その解消に

向けての意見交換をするセミナー等を実施しま

す。

三つは、仕事と家庭を両立できる環境づくり

です。女性の活躍には、男性の家事参画や働き

方改革も不可欠です。そのため、今年度は男性

の家事力を向上させるセミナーを開催するとと

もに、夫婦やカップルで家事をシェアするため

の大分県版家事シェアブックを作成し、先月か

ら市町村の婚姻届窓口での配布を始めたところ

です。また、男性の育休取得促進やテレワーク

促進など、働き方改革の取組にも引き続き支援
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していきます。

このような取組をしっかりと進め、女性がさ

らに活躍できる男女共同参画社会の実現を目指

していきます。

私からは以上です。その他の御質問について

は、担当部長からお答えします。

御手洗議長 和田総務部長。

〔和田総務部長登壇〕

和田総務部長 私からは、今後の財政収支見通

しについて、知事答弁に補足的にお答えします。

お配りしている資料、今後の財政収支見通し

試算を再度御覧ください。

右側に試算の前提条件を記載していますが、

まず１の歳入についてです。

表の２段目、県税については、国が１月に公

表した中長期の経済財政に関する試算における

成長実現ケースの名目成長率を反映し、試算し

ています。

国においては、経済がコロナ前の水準に回復

すると見込んでおり、本県でもさきの２月補正

で県税が過去最高額となったところです。

その下の交付税・臨財債については、令和５

年度以降の一般財源総額が引き続き同水準で確

保されるという仮定のもとで試算しています。

その結果、左の表になりますが、県税は８年

度には４年度と比較し、１７７億円増の１，４

７５億円となる見込みです。

他方、交付税・臨財債は、財政需要の増加の

一方で、税収の伸びにより減少し、８年度には

１，８５４億円になるものと試算しています。

このほか、（２）国庫支出金や（３）県債は、

投資的経費等に連動させて試算しており、国庫

支出金は、コロナ対応の臨時交付金の減等によ

り、８年度には３３８億円減の９７３億円と見

込んでいます。

県債は、国土強靱化５か年加速化対策事業が

現在のところ、令和７年度までとされているこ

とから、一旦は増加するものの、８年度には５

３０億円となる見込みです。

次に歳出です。（１）の義務的経費のうち、

①人件費は職員の若返りによる新陳代謝等に伴

う減が見込まれ、令和８年度には４年度と比較

して４８億円減の１，４７４億円と試算してい

ます。

なお、段階的な定年の延長に伴い、退職手当

は隔年で所要額が少ない年度が発生する見込み

となっています。

②社会保障関係費は、団塊の世代の後期高齢

者入りに伴い、４年度と比較し７２億円増の９

５４億円と見込んでいます。

また、③公債費は、県土強靱化関係の償還が

始まることから、毎年度３０億円程度増加し、

令和８年度には８８２億円になるものと試算し

ています。

この結果、義務的経費全体では、８年度には

４年度から約１１４億円増の３，３１０億円と

なる見込みです。

その下の（２）投資的経費は、①補助・直轄、

②単独とも、令和４年度と同額を基本としつつ、

５か年加速化対策事業については、今年度の予

算額と同規模が７年度まで継続するものとして

試算しています。

加えて大分空港の海上アクセス整備や特別支

援学校再編など、個別事業の影響を反映させて

います。

なお、（３）その他の経費では、コロナ対応

の医療機関の空床確保料等のコロナ関連事業を

令和５年度から皆減させて試算しています。

二つ目の表の一番上には、各年度の歳入から

歳出を差し引いた財源不足を補うための財政調

整用基金取崩額を、一番下には基金残高を記載

しています。今後、令和５年度末には３３０億

円を確保できる見通しが立ったところです。

一方で、団塊の世代が７５歳以上の高齢者に

なることによる社会保障関係費の伸びや、防災

・減災、国土強靱化の推進等による公債費の増

嵩などにより、基金の取崩額が増えていく見込

みです。

また、一番下の表には、県債残高を記載して

おり、その一番上の臨財債等除きの実質的残高

は、適正管理の目安である６，５００億円以下

で推移させることができる見込みとなっていま

す。

今後とも、安定的な財政運営が行えるよう、
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より一層の歳入確保や節約等、常在行革の精神

で不断の取組に努めていきます。

御手洗議長 森山会計管理者兼会計管理局長。

〔森山会計管理者兼会計管理局長登壇〕

森山会計管理者兼会計管理局長 財務事務の業

務効率化についてお答えします。

現行の財務会計システムは、予算管理や公金

の収入、支出、決算データの出力など、県の予

算執行に係る機能を備えており、ほぼ全ての職

員が関わっています。

そのほかにも、財務に関連するシステムとし

て、予算編成、公会計、県有財産管理などがあ

りますが、これらは随時、個別に開発、運用さ

れてきており、システム相互の連携ができてい

ない部分も多く、業務が非効率となる一因とな

っています。

このため、これらのシステムを統合するとと

もに、関連の深い人事給与、総務事務、税務等

のシステムとデータ連携させる財務総合システ

ムを開発中で、令和６年度予算編成業務からの

稼働を目指しています。

この新しいシステムでは、毎月の公共料金等、

定例的な支払いの自動化機能を加えるほか、収

納のキャッシュレス化や証拠書類の削減、決裁

の１００％電子化などを行うこととしています。

あわせて、財務事務の適正化を確保しながら、

業務フローや規則なども思い切って見直し、多

様化する行政ニーズに職員が集中して取り組め

るよう、効率化、省力化を図っていきます。

御手洗議長 牧監査委員事務局長。

〔牧監査委員事務局長登壇〕

牧監査委員事務局長 私からは監査業務の効率

的な実施についてお答えします。

この２年、新型コロナ感染症の拡大状況や、

監査対象機関の感染対策業務等を考慮し、所属

ごとに実施時期を定めた年間計画を逐次見直し

ながら財務監査を実施した結果、全ての対象機

関の監査を終えることができました。

具体的には、陽性者対応等で繁忙な保健所の

監査時期を柔軟に調整したほか、飛沫防止シー

トの設置、短時間、最少人数対応など、感染防

止対策を徹底し、実施しました。

また、県外事務所の監査をリモートにより行

ったほか、一部の土木事務所等においては、電

子化した財務書類の提出を求め、書面のみでの

監査を試行的に取り入れました。

効率性の面では、今年度から事務局職員に貸

与している個人用パソコンを監査場所に持ち込

み、法令や規則、過去の監査事例等の検索をそ

の場で行っています。

さらに、財務会計システムの収入や支出のデ

ータを分析し、不自然な会計処理を事前に把握

するなど、監査の精度と効率性を高めています。

今後ともＩＣＴの活用などを図り、災害等不

測の状況下においても、行政の質の向上を下支

えする監査に取り組みます。

御手洗議長 島津土木建築部長。

〔島津土木建築部長登壇〕

島津土木建築部長 私から通学路の安全対策に

ついてお答えします。

今年度の通学路合同点検の結果、県全体で対

策が必要な約９００か所のうち、歩道の新設な

ど、道路管理者が対策を実施する箇所は約６割、

５４３か所で、このうち県管理分は２０２か所

です。

県では、点検完了後、速やかに対策工事の計

画を策定し、視認性を高める区画線の更新やガ

ードレールの設置など、即効性の高い対策を県

単独費で優先的に実施してきました。

加えて、八街市の事故を受け、国が措置した

補正予算も活用しながら、歩道新設等の進捗を

図っています。

その結果、２月末時点で県管理分の約９割に

当たる１７７か所の工事に着手しており、この

うち、８２か所について対策を完了しました。

令和４年度には、速度規制や通学路の変更な

どのソフト対策と歩道設置などのハード対策を

組み合わせ、総合的に安全対策を講じる際の国

の補助制度も新設されることとなっています。

引き続き、国や市町村、県警や学校関係と緊

密に連携し、新たな補助制度も積極的に活用し

ながら、スピード感を持って安全、安心な通学

環境の確保に努めます。

御手洗議長 佐藤農林水産部長。
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〔佐藤農林水産部長登壇〕

佐藤農林水産部長 日向灘地震による水産業関

係の被害についてお答えします。

今回の地震では、佐伯市を中心に災害が発生

し、１０漁港などで係留施設や荷さばき施設で

の地盤沈下、ひび割れ、製氷貯氷施設の傾斜な

どの被害が確認されています。

まずは、係留施設などの日常的に使用する施

設について、鉄板やアスファルトによる段差解

消などの応急措置を講じています。

その上で県では、一日も早い復旧に向け、地

震発生翌週の１月２７日、２８日に国に出向き

要望活動を行いました。

これを受け、早速２月２日から３日にかけて

国による事前調査が行われ、早期復旧に向けた

助言をいただきました。

その結果、３月上旬に通常より前倒しして、

災害査定が実施されることとなりました。

査定終了後は速やかに入札手続を進め、本年

度内に復旧工事に着手します。

また、陸上養殖施設については、県独自の災

害パッケージを活用し、施設の修繕を支援しま

す。

今後も国や佐伯市などと連携し、水産関係施

設の早期復旧に努めます。

御手洗議長 山田福祉保健部長。

〔山田福祉保健部長登壇〕

山田福祉保健部長 私からは医療的ケア児への

支援についてお答えします。

県内の医療的ケア児は、約１３０人と把握し

ています。昨年７月にその保護者にアンケート

を実施したところ、児童の病状に応じた福祉サ

ービスの利用などについて、相談先も分からず

不安があった等の声が多く寄せられました。

そこで、来年度早々にワンストップで相談を

受ける医療的ケア児支援センターを新設し、入

院時から在宅生活の不安や困りの相談に応じ、

地域のコーディネーターと連携し、退院後も速

やかに支援につなげる体制を整備したいと思い

ます。

また、保育所や福祉サービス事業所等での医

療的ケア児の受入れが進むよう、訪問指導や助

言を行うこととしています。

アンケートでは、災害時に医療的ケアを継続

できるか不安との声も寄せられました。特に、

人工呼吸器等を使用している成人も含めた医療

的ケア児者にとって、災害時等の停電は命に関

わるため、早急に全ての対象者に非常用発電装

置等が行き渡るよう、市町村と連携し、その購

入費を助成します。

あわせて、福祉専門職に対する研修等を通じ、

市町村の個別避難計画作成を後押しし、災害時

の安全確保を図ります。

御手洗議長 法華津人事委員会事務局長。

〔法華津人事委員会事務局長登壇〕

法華津人事委員会事務局長 総合土木職の確保

についてお答えします。

公務員志望者が減少傾向にある中、次代の大

分県を担う優秀な人材を継続的に確保するため、

受験者拡大に取り組んでいます。

総合土木職については、令和２年度から民間

志望者も受験しやすいように、上級職の基礎能

力試験を民間企業で導入実績の多いＳＰＩ３に

変更しました。

３年度は、試験を他県より１か月早めて５月

に実施したほか、１１月に２回目の試験を追加

で実施しました。これにより、受験者は増えた

ものの、辞退率も上昇しました。

このため、４年度は上級試験をさらに早め、

１回目を４月に、２回目も他県の１回目試験と

同時期の６月に実施することとし、現在周知を

図っています。

あわせて、高専の学生等が対象の中級試験も

９月から６月に前倒して実施する予定です。

受験者拡大と辞退防止には情報発信も重要で

す。４年度の試験に向け、ＳＮＳはもとより、

大学訪問やガイダンス等を通じて県職員の魅力

を伝えています。

また、昨年１２月に工事現場等を見学するバ

スツアーを実施しました。参加者からは、仕事

のやりがいを実感できたとの評価を得ました。

今後とも、試験方法や情報発信の工夫、改善

により、受験者の拡大を図り、総合土木職をは

じめ、県職員の確保に努めます。
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御手洗議長 稲垣労働委員会事務局長。

〔稲垣労働委員会事務局長登壇〕

稲垣労働委員会事務局長 労使紛争解決に向け

た取組についてお答えします。

労働委員会では、コロナ禍で雇用環境が厳し

くなり、労使紛争の増加が懸念されたため、労

働組合や経営者団体、企業等を訪問し、状況の

把握に努めるとともに、特別相談会を開催する

など、取組を強化しました。

多くの労働組合で、コロナ禍の厳しい環境を

労使一体で乗り越えようとしており、本年度の

労使紛争対応件数は５件と例年並みの件数で、

内容はハラスメントや解雇、賃金等に関するも

のとなっています。

一方、労働者等からの相談件数は、令和４年

１月末現在２３９件で、対前年度同期比約４０

％増となっており、産業別では医療、福祉分野

が最多の２３％を占め、内容別ではハラスメン

ト、退職、賃金未払いの順で多くなっています。

議員御指摘のとおり、働き方改革やコロナ禍

をきっかけにリモートワーク等、働き方がより

多様化しています。

育児や介護など、労働者の個々の事情に応じ

て、働く時間や場所を決定する柔軟な働き方に

ついては、労使双方で話し合い、納得した上で

導入していくことが重要と考えます。

こうした働き方の変革をしっかり捉えながら、

引き続き労使紛争の早期解決と将来の健全な労

使関係の構築に努めていきます。

御手洗議長 岡本教育長。

〔岡本教育長登壇〕

岡本教育長 地方創生につながる社会全体の教

育力の向上についてお答えします。

県では平成１９年から、公民館を拠点として

地域の皆さんにも教育活動に協力していただく

ネットワーク整備を推進してきました。この枠

組みの下、学校と地域をつなぐコーディネータ

ーを中心に、現在、述べ１０万人を超える地域

ボランティアが活動しています。

この地域ボランティアは、様々な体験活動や

学習支援を行うほか、学校でも文化財や伝統産

業などの郷土学習、本の読み聞かせなどにゲス

トティーチャーとして参加していただいていま

す。 あわせて、県内の多くの小中学校で地域

住民が学校運営に参画するコミュニティ・スク

ールの導入を進めてきましたが、どんな学校、

どんな地域をつくりたいかというビジョンの共

有が活動のさらなる充実につながると考えます。

そのため、コミュニティ・スクールの委員に

豊富な活動実績を持つコーディネーターを加え

るよう進めており、令和３年度は県内の小中学

校の約５０％に当たる１９２校で委員として活

動しているところです。

また、日出総合高校の生徒が先生役となり、

地元の農家や洋菓子店の協力を得て小学生にマ

ーケティング活動を指導するなど、高校生を地

域人材とする新たな取組も進めています。

このような事例を共有し、地域住民のつなが

りや生きがいを生み出すことで、地域の教育力

向上を図り、地方創生につなげたいと思います。

御手洗議長 以上で三浦正臣君の質問及び答弁

は終わりました。

お諮りいたします。本日の代表質問はこれま

でとしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、本日の代表質問を終わります。

―――――→…←―――――

御手洗議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。

次会は、明日定刻より開きます。

日程は、決定次第通知します。

―――――→…←―――――

御手洗議長 本日は、これをもって散会します。

午後０時２４分 散会
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―――――――――――――――――――――

議事日程第５号

令和４年３月４日

午前１０時開議

第１ 代表質問

―――――――――――――――――――――

本日の会議に付した案件

日程第１ 代表質問

―――――――――――――――――――――

出席議員 ４３名

議長 御手洗吉生 副議長 三浦 正臣

志村 学 井上 伸史

吉竹 悟 清田 哲也

今吉 次郎 阿部 長夫

太田 正美 後藤慎太郎

衛藤 博昭 森 誠一

大友 栄二 井上 明夫

鴛海 豊 木付 親次

古手川正治 嶋 幸一

元吉 俊博 阿部 英仁

成迫 健児 浦野 英樹

高橋 肇 木田 昇

羽野 武男 二ノ宮健治

守永 信幸 藤田 正道

原田 孝司 小嶋 秀行

馬場 林 尾島 保彦

玉田 輝義 平岩 純子

吉村 哲彦 戸高 賢史

河野 成司 猿渡 久子

堤 栄三 荒金 信生

麻生 栄作 末宗 秀雄

小川 克己

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――

出席した県側関係者

知事 広瀬 勝貞

副知事 尾野 賢治

副知事 黒田 秀郎

教育長 岡本天津男

代表監査委員 長谷尾雅通

総務部長 和田 雅晴

企画振興部長 大塚 浩

企業局長 浦辺 裕二

病院局長 井上 敏郎

警察本部長 松田 哲也

福祉保健部長 山田 雅文

生活環境部審議監 御沓 稔弘

商工観光労働部長 高濱 航

農林水産部長 佐藤 章

土木建築部長 島津 惠造

会計管理者兼会計管理局長 森山 成夫

防災局長 梶原 文男

観光局長 秋月 久美

人事委員会事務局長 法華津敏郎

労働委員会事務局長 稲垣 守

―――――――――――――――――――――

午前１０時 開議

御手洗議長 おはようございます。これより本

日の会議を開きます。

―――――→…←―――――

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配付の議

事日程第５号により行います。

―――――→…←―――――

日程第１ 代表質問

御手洗議長 日程第１、これより代表質問に入

ります。

発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。守永信幸君。

〔守永議員登壇〕（拍手）

守永議員 皆さんおはようございます。２７番、

県民クラブの守永信幸です。県民クラブを代表

しての質問の場を与えていただいた同僚議員の

皆様に感謝します。

質問に入る前に、昨日も三浦議員からロシア

のウクライナ侵攻について触れられていました

が、昨日行われた停戦交渉も合意には至らず、

３回目の交渉が設定されているようです。一国

第１回 大分県議会定例会会議録 第５号
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のトップが戦争にかじを切ったときに、常に戦

火に追われ、痛ましい思いをするのは、現地に

暮らす住民であり、何も分からないまま最前線

に送られる兵士たちです。かつての日本がたど

った道を、今、ロシアが繰り返したどろうとし

ているように思えてなりません。いち早く停戦

合意が取り交わされるように働きかけを求め、

子どもたちや一般市民が戦火に追われる状態を

一刻も早く止めなければなりません。

また、日本国民は、さきの大戦の惨禍を繰り

返してはならないとの思いを共有し、戦争放棄

を憲法でうたっています。集団的自衛権をも否

定してきた平和主義は、国連憲章を超越した理

念でした。世界規模の平和を創造するために、

これからどのようにあるべきかを国連で議論さ

れることに期待します。

それでは、代表質問に入ります。知事もぜひ

答弁をよろしくお願いします。

最初は、ポストコロナを見据えた取組につい

て、３点ほど質問します。

本県の人口は、１９８５年を境に減少を続け

ています。また、昨年１１月末に公表された２

０２０年国勢調査の確報値によると、２０１５

年から２０２０年の５年間で、４万２千人余り

の人口が減少しています。これまで県内で唯一

増加傾向にあった県都大分市の人口も減少に転

じ、本県では、全市町村の人口が減少する事態

となっています。

国立社会保障・人口問題研究所が公表した２

０１８年推計では、２０１５年から２０２０年

にかけて、県全体では３万５千人余りの人口が

減少するものの、大分市の人口は１千人余り増

加し、そこから減少に転じる見込みが示されて

いました。しかしながら、２０２０年の国勢調

査の結果では、本県の人口減少はさらに進み、

また、大分市の人口も推計より早く減少し始め

たことになります。

県では、第２期まち・ひと・しごと創生大分

県総合戦略を策定する前提となる大分県人口ビ

ジョンを２０２０年３月に改訂しました。同ビ

ジョンでは、当面、人口減少が続くことは避け

られませんが、これまでの政策に新しい政策を

重ねていくことにより、人口減少に歯止めをか

けるだけでなく、さらなる発展を図っていきま

すと記述されています。

同ビジョンの想定よりも早く県全体の人口減

少幅が大きくなっていることを踏まえると、人

口減少に歯止めをかける取組をより強力に推進

していく必要があると考えます。

２０２２年度は、県知事も私たち県議会議員

も今任期最後の１年となります。将来に向けた

大分県の発展のために、いかに地方創生に取り

組むべきか、この１年、真剣に議論しなければ

なりません。人口減少が想定よりも早く進む本

県において、広瀬知事は、地方創生にどのよう

に取り組む考えか伺います。

人口減少と高齢化の状況に改善が見られない

中で、大分空港に関して、今後の本県の発展に

大きな影響を及ぼすと思われる二つの大きなプ

ロジェクトが進められています。一つは、ホー

バークラフトの再就航、もう一つは、大分空港

の宇宙港計画です。そのうち、私からは、ホー

バークラフトの再就航について質問します。

２０１８年に大分空港利用者数が１６年ぶり

に２００万人を突破し、ＬＣＣのシェア拡大や

インバウンドの増により、利用者数は今後もさ

らに増加することが見込まれました。空港や航

空路線は地域の発展にとって重要な交通基盤で

あり、航空需要増を確実に取り込むことで、地

方創生を加速化させることが重要です。そこで

最大の課題とされたのが、他の空港よりも著し

く時間がかかる大分空港のアクセスの改善でし

た。大分空港のアクセス改善については、高速

の船舶を活用した海上アクセスが最も有効かつ

効果的であるとの判断により、ホーバークラフ

トの運航再開が決定されました。しかし、コロ

ナ禍により人の流れが抑制され、海外からの観

光客はこの２年間ほとんどない状態ですし、国

内観光客も激減しています。さらに、会議をＷ

ｅｂで行うなど労働環境も大きく変化していま

す。コロナ禍での環境変化を改めて考慮した上

で、空港利用者数の試算をやり直すなどの必要

があるのではないかと思います。

このホーバークラフト再就航の計画は、大分

第１回 大分県議会定例会会議録 第５号
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空港の利用者が増加することを大前提にしてい

ます。この前提を見誤るとホーバークラフトの

運営に影響を与えるだけでなく、大分空港への

陸路のアクセスを担うバス会社の経営にも影響

が及びます。

県は、ホーバークラフトで輸送する人員は、

今後増大する利用者を輸送するものと説明して

おり、従来の空港バスなどの利用者がホーバー

の就航によって奪われるものではないと考えて

いると私は理解しています。さきほども申した

ように、空港利用者の今後の動向について試算

をやり直し、どのようにしたらホーバーとバス

の経営が安定するのかを具体的に検討し、大分

空港の新たな利用の在り方について計画を練り、

必要な施策を上乗せしていくべきと考えますが、

見解を伺います。

三つ目は、地域コミュニティの活性化につい

てです。

昨年１２月４日付けの大分合同新聞に、杵築

市大田地区で、地域で唯一のガソリンスタンド

を存続させるために、住民自治協議会大田ふる

さとづくり協議会が中心となって合同会社おお

た夢楽を立ち上げるという記事が掲載されてい

ました。このおおた夢楽は、平仮名のおおた、

そして、漢字で夢、楽と書いて「むら」と読ま

せています。夢、楽から「く」を取って「む

ら」と読ませるのは、よいネーミングだなと感

じました。

高齢者への暖房用灯油の配達や給油といった

生活に欠かせないサービスの維持を図るために、

今回立ち上げた合同会社が、閉店する予定だっ

たガソリンスタンドの経営を引き継ぐというこ

となのです。引き継ぐにあたって地下貯蔵タン

クの更新が必要で、そのための改修工事に５０

０万円ほどの資金が必要とのことでした。資金

を用意するために杵築市と連携して、ガバメン

ト・クラウドファンディングを立ち上げ、４０

０万円を目標として寄附金を募ったとのことで

す。

新聞報道等の効果もあって目標額４００万円

は早々に達成できたとのことで、ガソリンスタ

ンドの前経営者から合同会社おおた夢楽に経営

を引き継いで、２月１日にオープンしました。

今後、貯蔵タンクの改修をして更新手続をした

上で、向こう１０年間は経営を続けていく予定

だそうです。

この事例は、大分県下の周辺地域で生活する

上で必要なインフラが消え去ろうとしている現

状に対し、地域に残る有志でインフラを支える

決意をし、新たな一歩を踏み出した一例です。

人口減少、高齢化が進む地域の生活を支える

インフラをどのように維持していくのか、今後

の大分県の発展に向けての大きな課題だと思っ

ています。

そのためには、地域のコミュニティが結束し、

地域の課題解決のための自助が大切ですが、そ

のためにはその地域を残していこうとする活動

を公が支援することが必要です。こうした人口

減少、高齢化の著しい地域の生活をいかに維持

していくかが、その地域の人口減少に歯止めを

かけ、さらには増加させ、ひいては県勢の発展、

県民の幸せの実現へとつなげていくために重要

であると考えます。地域コミュニティの活動を

どのように支援していく考えか伺います。

次に、大分県と大分市との連携の在り方につ

いて伺います。

昨年末、広瀬知事と佐藤大分市長が政策協議

を行い、今年４月から県中央児童相談所の分室

を大分市庁舎城崎分館に設けることに合意した

との報道がなされました。分室は、県中央児童

相談所が対応する虐待事案のうち、半数相当を

占める大分市の案件を担当するとのことで、城

崎分館内にある大分市中央子ども家庭支援セン

ターとの連携を深め、大分市内の児童虐待防止

体制を強化するものです。現在、県中央児童相

談所では、大分市から７人のケースワーカー等

が派遣され、県中央児童相談所で働いていると

のことですが、分室には、さらに職員が追加派

遣される可能性があり、２０人以上の体制とな

ることを想定しているとのことです。これまで

以上に確実な児童虐待防止につながることが期

待されます。

広瀬知事も、県の児童相談所については、機

能の充実を図って職員数を増やしていただいて
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いますが、職場を訪問してみると、所狭しと机

が並び、所長席にまで机が迫るような状況にな

っていました。勤務環境としては、決してよい

とは言えない状況です。そういう状況にいなが

ら、職員は、極めて慎重に対応しなければなら

ない案件に当たっています。このような環境の

改善にもつながるのではないかと期待していま

す。

政策協議の場では、産業用地の確保に関する

連携についても話し合われたと伺いました。企

業誘致を進める上では、誘致企業に提案できる

産業用地の確保が喫緊の課題であると、改めて

確認されたとのことです。人口減少に歯止めを

かけるためには、若者の雇用の場を確保するこ

とが重要ですから、そのためにも適地の確保や

整備について、これまでの県のノウハウを生か

すべきだと考えます。

今回の協議の場には上がってはいないようで

すが、例えば、大分市では、市内豊海にある公

設地方卸売市場の整備についても検討している

ようです。この公設地方卸売市場は大分市の運

営する市場ですが、２０２０年の取扱実績では

青果を年間５万８，８０４トン、約１５０億円、

水産物では年間８，３９４トン、約７０億円の

取引がある市場です。大分県下各地からも農水

産物が出荷されています。県下の産地と市場と

を結ぶ上で、近隣の青果物生産地域の農家や農

業者団体、市町村の意見を市場の整備に反映さ

せることも必要だろうと考えます。各市町村と

大分市との意見調整にも県に調整役を担ってい

ただきたいと考える次第です。

これらの事例以外にも、大分県と大分市が連

携を密にして取り組むことで、県政、市政の発

展へとつなげていくべき課題は山積していると

考えます。今後、県と大分市との連携をこれま

で以上に強め、県として指導力を発揮していく

ことが重要と思いますが、知事はどのようにお

考えか伺います。

次に、県職員の確保と職場環境の充実につい

て質問します。

２０２２年度当初予算は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止対策関連予算として１６事業２

４７億２，６００万円を計上するほか、ポスト

コロナおおいた挑戦枠とする予算特別枠で１０

９事業２３億５，１００万円、社会経済再活性

化対策として７１事業６２億２００万円を計上

し、感染拡大防止対策とあわせて、コロナ禍が

収束したらすぐに地域経済の立て直しに取りか

かる予算編成としています。当初予算総額で７，

１７８億４，１００万円、対前年度比２．２％

増となっています。

ここで気掛かりなのが歳入です。コロナ禍に

よって県下の各企業は厳しい経営を強いられて

います。特に飲食関係企業は営業時間やお酒の

提供について制限を受け、食材提供をはじめと

する資材提供をする関連企業も業績が伸び悩ん

でいるようです。また、人流の抑制もあり、旅

行関連企業等も辛抱しなければならない状態で

３年目を迎えています。雇用調整助成金や休業

支援制度により、一定の支援は受けられました

が、体力的には限界に来ている企業も多数ある

と思われます。

このような中、来年度予算の歳入では県税が

対前年比で１３．６％上昇する見通しとされて

います。企業業績の回復による法人２税と地方

消費税の伸びを見ているとのことです。

一方で、国・地方の長期債務残高が２０２１

年度末、約１，２００兆円に膨らむ見通しにな

ったと、財務省が発表しました。高齢化に伴う

社会保障費の増加が続く中、新型コロナウイル

ス対策の歳出増が拍車をかけたものです。国が

後年度に交付税で措置することになっている臨

時財政対策債について、本当に国が責任を持っ

て負担してくれるのか不安に思わざるを得ない

ような状況です。県から示された県債残高の推

移を見ても、２０１８年度まで徐々にではある

ものの県債残高は減少してきていましたが、２

０１９年度から２０２１年度まで増加する見込

みとなっています。増加の特徴としては臨時財

政対策債の増加によって全体が増加しているこ

とです。

かつて、三位一体の改革により、地方の歳出

の徹底的な見直しがなされ、地方財政計画の歳

出が抑制されたことに伴い、地方交付税の増額
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が抑制されたことがありました。このとき、県

は行財政改革を進めるにあたって、行財政改革

に伴う痛みを県民と県職員とが共有するとして、

一般職の給料を２００４年７月から２００７年

３月まで２年９か月にわたって、２％カットし

ました。その後、様々な行財政改革が進められ、

県の職員数は当時、行政職員や教職員などを合

わせて１万９千人であったのが、現在は１万７

千人ほどに削減されています。

人件費の削減は、合理化手法としては取り組

みやすい手法、緊急的な対応として当時はやむ

を得なかったとは思います。しかしながら、定

数削減の一方で、業務の高度化、多様化、困難

性の増大などにより、職場は多忙を極めていま

す。地方創生のための政策立案機能の強化、実

践のためには、人件費の削減を繰り返してはな

らないと考えます。新たな人材の雇用にあたっ

ても優秀な人材の確保が困難となることも心配

されます。

県庁は貴重なＵＩＪターン者の受皿でもあり

ます。人件費や福利厚生面がしっかり確保され

ておくことが若者の就業につながる重要なポイ

ントです。ブラック企業のような県庁であって

は大分に帰りたいという意識が薄らいでいくと

思います。

さらに、給与面は当然のこととして、職務へ

のモチベーションをどのように維持していくか

も課題ではないでしょうか。職務に専念し、充

実した県職員生活を送ることができるよう、休

暇の取りやすい職場環境の整備や相談しやすい

環境づくりを図ることは若い職員の早期離職防

止、メンタルケアにもつながります。人件費の

在り方も含め、優秀な職員の確保と職場環境の

充実を図っていただきたいと思いますが、知事

の見解を伺います。

同様のことは、学校教育の現場にも当てはま

ります。現に学校職場では定数を満たしていな

い実態があるようです。

優秀な教職員の確保と職場環境の充実を図る

ことについては、教育長の見解を伺います。

次に、日出生台における米軍実弾射撃訓練等

への対応について質問します。

日出生台米軍実弾射撃訓練は、２０２０年２

月以降、２年間実施されていませんが、前回、

２０２０年２月の日出生台演習場での米軍移転

訓練では、九州防衛局と地元とで結んだ協定で

冬季の夜間訓練は、米軍も２０時までとされて

いたにもかかわらず、２０時を超えての実弾射

撃訓練が行われました。その際には、広瀬知事

も防衛大臣に強く抗議していただいたことで、

国と米軍の姿勢に憤りを感じていた多くの県民

の皆さんも、知事の姿勢に感謝したものと受け

止めています。このことは、地方自治をないが

しろにする米軍のスタンスの問題であるとして、

国会でも吉川衆議院議員が取り上げ、総務大臣

から防衛省に地方公共団体及び住民の方々への

丁寧な対応が促されました。

しかしながら、米軍の日本国内での行動は依

然として課題が多く、沖縄をはじめとする日本

各地の米軍基地において新型コロナウイルスの

オミクロン株の感染拡大が問題視されています。

米軍関係者は日米地位協定に基づき、日本側の

検疫の対象とはなっていませんが、政府と在日

米軍との申合せで日本の水際対策に近い整合的

な措置を取ることを確認していたのです。しか

し、実態としては、アメリカ側は日本への入国

後５日目以降にＰＣＲ検査を実施するのみで、

アメリカ出国前や日本入国直後の検査は行って

おらず、行動制限の期間中でも基地内では自由

に行動し、基地で働く日本人従業員とも接触で

きる状態であったことが新聞で報じられました。

このような事態を知った林芳正外務大臣が１２

月２２日に強い遺憾の意を伝え改善を要請し、

１２月２６日から在日米軍関係者全員について、

アメリカ出発７２時間前の検査を開始すること

となりました。また、１２月３０日からは日本

入国後２４時間以内の検査も行うようになった

のですが、在日米軍が実施している抗原検査は

抗原定性検査であり、日本が空港で行っている

抗原定量検査よりもウイルスの検査精度の劣る

方法であることが判明するなどのそごが頻発し

ているようです。

これは、地方自治以前に日本の主権が保全さ

れていないということなのかもしれません。こ
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の問題に関しては、私は、日本の主権に対する

姿勢とあわせて日米地位協定の在り方について

主権者である国民として議論しなければならな

いのではないかと考えました。

今年の５月１５日で、沖縄が日本に返還され

て５０年となります。半世紀が経過してもなお、

沖縄では米軍基地の脅威にさらされる状況が続

いています。日米地位協定を背景に、様々なト

ラブルも発生しています。地位協定以前に、米

国の日本に対する姿勢には、両国が同じ立場に

あるのか疑問に感じざるを得ません。終戦直後

から変わっていないと感じるばかりです。

そして、この問題が、米軍の軍事行動や軍事

訓練に関わりを持つ自治体に多大な影響を与え

ています。沖縄県道１０４号線越え実弾射撃訓

練分散実施については、２０２２年度は第１四

半期の４月から６月に日出生台演習場で実施さ

れることが２月１７日付けで発表されました。

これまでにない日程ですが、前回の日出生台で

の訓練では、夜間訓練の問題以外に機関銃など

の小火器を使用した訓練を、１５５ミリりゅう

弾砲の実弾射撃訓練とは別にカウントするなど

異例なことがされています。今回はゴールデン

ウイークとも重なることが懸念されるだけに、

訓練計画の詳細について事前に情報提供させる

必要があると感じます。

知事は、県民の安全を維持し、演習場周辺住

民に安心して暮らしていただくために、どのよ

うに対処されるのか伺います。

次に、本県が目標として掲げる三つの日本一

の一つ、健康寿命日本一についてお尋ねします。

昨年１２月２０日に厚生労働省から発表され

た都道府県別令和元年時点の健康寿命の最新値

によれば、本県の男性の健康寿命は７３．７２

歳で２０１６年の前回調査から２．１８年延伸

して全国１位となり、女性も前回調査から１．

２２年延伸して７６．６０歳と全国順位は過去

最高の４位となりました。

特に男性の健康寿命は、２０１０年から２０

１６年の間、全国順位は中位から低位で推移し

ており、前回、２０１６年調査の時点では、２

０１３年調査の１６位から３６位へと大きく順

位を下げていたことから、今回の全国１位は正

に大躍進と言っても過言ではなく、その成果は

全国ニュースでも大きく取り上げられました。

本県は、県民の健康寿命を２０２４年までに

２歳以上延伸するといった高い目標を２０１５

年に掲げ、官民挙げて健康寿命日本一に向けた

取組を進めてきましたが、目標年よりも早期に

日本一を達成することができるとは、誰も予想

できなかったと思います。正になせば成るとの

言葉を改めて実感しています。

これまでの取組に御尽力いただいた関係者の

皆様の御努力に思いを馳せながら、県民の皆様

と共に、今回の成果に対する喜びを分かち合い

たいと思います。

また、今回の順位が３６位から１位へと大躍

進したことで、全国的な注目を集めたことから、

本県の健康寿命延伸に関する取組などについて、

現在、全国の自治体からも非常に関心が高まっ

ているものと思います。

これからは、この成果に満足することなく、

さらに健康寿命の延伸を図るとともに、女性に

おいても健康寿命日本一を達成するために、今

回の成果を冷静かつ客観的に分析し、その活用

と展開を図っていくことが大切です。

そこで、知事に伺います。今回、男性の健康

寿命日本一や女性が過去最高の４位といった成

果を達成することができたことについて、県と

して、その要因をどのように分析、評価してい

るのか。そして今度は、今回の成果を踏まえ、

どのようにこの成果を維持していくのか。加え

て、県民ぐるみの健康づくりに向けた機運を高

めると同時に、より一層の高みを目指して、男

女ともに日本一に向けた取組をどのように進め

ていくのかについて、知事の考えをお聞かせく

ださい。

この２年の間、新型コロナウイルス感染症対

策について、福祉保健部の各職場を中心に多く

の部局にわたり、職員の皆さんに御苦労いただ

いています。皆様に心から感謝します。

国内２例目となる新型コロナウイルス感染症

の飲み薬が特例承認され、日本製の薬剤も開発

が進み、厚生労働省に製造販売承認申請をして
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います。また、早くにまん延防止等重点措置の

適用を申請した都府県では、一時、緩やかに新

規感染者の発生数が減少に向かい、本県におい

ても新規感染者が減少してきました。しかし、

この１週間は下げ止まっている状態ですが、県

民の皆様へ注意を呼び掛けながら、収束に向け

て進むように取り組んでいただきたいと思いま

す。

まだ完全に収束したわけではないので、県民

の皆様に安心していただくためにも、今後、県

としてワクチンや治療薬などに関する情報提供

をしっかり行うとともに、重症化回避のために

早く普及させ、使用していかなければならない

と考えます。

第６波で猛威を振るったオミクロン株は、感

染力が非常に強く、また発症のスピードも速か

ったことから、新規感染者の数が急激に増加し

ました。本県では、１月３日に、昨年１１月２

６日以来の新規陽性者が確認され、５日にオミ

クロン株への感染を確認して以来、１月３１日

の検査結果が報告されるまでに、新規陽性者の

数は５，３７２人を数えています。また、クラ

スターの発生例も１月３１日までの１か月弱の

間に５７例が確認されました。第５波までのク

ラスター発生状況と比べ、発生数が多く、感染

力の強さが分かります。

一方で、重症患者の発生率は低いものでした。

これだけの数の感染者が発生しながら、重症患

者は発生せず、軽症患者が多かったのは、言葉

の使い方としてやや適切さを欠くとは思います

が、幸いであったと思っています。

しかし、東京都内の感染者のうち７４％がオ

ミクロン株の亜種、ＢＡ２に来月初めには置き

換わるとの試算もされており、大分県では第６

波が２月８日の５２３人の新規陽性者の発生を

ピークに、以後、発生数が減少してきたのです

が、さきほど申したように下げ止まっており、

なお注意を要する状況となっています。

また、来年度の予算編成にあたり、知事は、

３回ほどの流行を見込んだとのことですが、今

後の流行に備えるには、新たな変異株がオミク

ロン株に比べ重症化リスクが高いものであるこ

とを想定し、また、いつ変異株による陽性患者

が発生してもすぐに対応できる体制を整えなけ

ればならないと考えます。

その意味で、感染症対策を行う上で、保健所

の果たす役割が非常に重要です。今後の流行に

備え、保健所の体制をとのように整えていく考

えか、お聞かせください。

南海トラフ地震への対応について質問します。

１月２２日の未明、日向灘を震源とするマグ

ニチュード６．６の地震が発生し、県内では大

分市、佐伯市、竹田市で最大震度５強を観測し

ました。

住家や水道、漁港施設の被害とあわせ、６人

の重軽傷者が発生しています。被災された方々

には心からお見舞い申し上げます。しかしなが

ら、家屋の倒壊や死者などは発生せず、大きな

被害に至らなかったことに胸をなで下ろす思い

でした。今回の地震は、むしろ今後への警鐘と

捉えるべきと考えています。

今回の地震に関し、気象庁は、南海トラフ地

震が想定される領域内を震源としているものの、

想定とは異なりプレートの内部で起こっている

ため、南海トラフ地震との関連性は低いとの見

解を示しています。

しかし、政府の地震調査研究推進本部は、南

海トラフ地震の発生確率を、今後３０年間に７

０から８０％と評価しており、甚大な被害が想

定される南海トラフ地震への対応は大分県の喫

緊の課題です。

加えて、南海トラフ地震は、必ずしも全域で

地震が発生するとは限らず、半割れと呼ばれ、

東日本と西日本とが時間差で発生する場合もあ

るとも言われています。

現に、１８５４年に発生した安政南海地震は

安政東海地震の３２時間後に、１９４６年に発

生した昭和南海地震は昭和東南海地震の２年後

に発生しています。

このように、時間差で発生する巨大地震によ

るリスクを回避する防災対応が取れるよう、２

０１９年３月に国が公表した南海トラフ地震の

多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドラ

インにおいて、気象庁は、南海トラフ地震の想
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定震源域内でマグニチュード６．８以上の地震

が起きた場合、南海トラフ地震臨時情報（調査

中）を発表して南海トラフ地震につながるかを

調査して、モーメント・マグニチュードを割り

出すこととなっています。

調査の結果、モーメント・マグニチュードが

８．０以上であった場合は半割れとして南海ト

ラフ地震臨時情報の巨大地震警戒が発表され、

事前避難対象地域の避難行動要支援者は１週間

程度避難することとなります。モーメント・マ

グニチュードが７．０以上８．０未満であった

場合の一部割れやゆっくり滑りの場合には南海

トラフ地震臨時情報の巨大地震注意が発表され、

日頃からの地震への備えを再確認することとし

ています。

このように、南海トラフ地震は多様な発生形

態が想定されており、その形態に備えた防災対

応の必要性が指摘されていることから、県では

２０１９年度から臨時情報を適切な住民避難に

つなげるための取組を進めてきたことと思いま

す。

今回の地震は、マグニチュードが６．６であ

り基準に達しなかったことから発表されません

でしたが、実際に臨時情報が発表された場合に

は、制度の趣旨が十分に浸透していなければ、

県民の間に混乱が生じる恐れがあります。

そこで、県では、臨時情報について県民にど

のように周知し、臨時情報が発表された場合に

どのような対応を行うようにしているのか伺い

ます。

次に、企業局における工業用水道施設の地震

・津波対策について伺います。

今回の日向灘地震では、幸いにも企業局の施

設に大きな被害はなかったようですが、工業用

水の送水管が一部被災したというニュースを拝

見しました。

企業局では、工業用水道事業に関し、給水ネ

ットワークの再構築事業に取り組み、地震・津

波対策を講じられていると伺っています。今回

の震度５強の地震で、どのような破損が生じた

のでしょうか。また、沿線の契約者への給水に

支障はなかったのでしょうか。

各工場群に安定的に用水を提供することは、

災害発生時でも重要なことだと考えます。特に

企業局の工業用水契約者には、日本製鉄や、九

州電力の火力発電施設、大分バイオマスエナジ

ーやＪＸ金属製錬といった企業群があります。

各工場群の施設の保安維持のために用水は欠か

せないのではないかと心配しています。

加えて、今後発生が予測されている南海トラ

フを震源域とする大規模地震では、今回以上の

揺れが想定されますが、その備えとして、工業

用水供給だけでなく電気事業も含めて、企業局

の施設自体の耐震性をチェックし、受益者であ

る工場群に副次的な被害をもたらさないように

する必要があります。

そこで、今回の被害の具体的な状況と復旧に

至った経緯について伺います。

また、各工場群に安定的に用水を供給するた

めに、日頃どのような危機管理を心がけ、今後

の南海トラフ地震を見据え、どのような対策を

考えておられるのか伺います。

次に、再生可能エネルギー等を活用したカー

ボンニュートラルについて質問します。

昨今、原油価格が高止まりしており、電気料

金、ガス料金をはじめ石油由来の商品価格が上

昇に転じ、私たち県民の生活や企業活動を圧迫

しているとの報道をよく耳にします。コロナ禍

で落ち込んでいる県経済を再活性化するために

も脱炭素社会の実現に向け、炭素由来のエネル

ギーの活用から、カーボンニュートラルの達成

に向けて、再生可能エネルギーを活用する取組

を加速させることが重要です。

炭素由来のエネルギーから再生可能エネルギ

ーへの早期の転換は、待ったなしの状態となり

つつあると考えます。県下では、地熱発電や水

力発電を軸に、太陽光発電や風力発電などの自

然エネルギーと木質バイオマス発電などＣＯ２

の固定と燃料化のバランスを維持した上での取

組などが行われています。

こうした転換を進めていく上で、このエネル

ギーの活用が地域と共生していることが最も重

要であると考えます。例えば、風力発電につい

ては、他県において発電施設の稼働に伴う騒音
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や低周波による体調不良を訴える事例がありま

す。国において、風力発電所の環境影響評価に

係る参考項目が見直され、評価されるべき環境

要素から超低周波音が削除されましたが、当該

地区の地形により状況は様々で、きちんとした

説明がなければ住民の不安は解消されるはずが

ありません。また、太陽光発電においては、林

地開発許可に際し、自然災害防止の観点から審

査されることになっていますが、乱開発の防止

や景観保全などの点から住民の反発がある事例

も散見されます。こうした開発を行う際には、

開発業者、設置業者、あるいは施工業者が丁寧

に住民に説明する必要があると考えています。

国の法規制が待たれるところであり、しっかり

とした対応を要請したいと思いますが、県とし

ても再度業者に説明責任を果たすように助言し

ていただきたいと考えます。

一方で、再生可能エネルギーを中心としたエ

コエネルギーの利用を進めることについて本県

には優位性があります。温泉資源を利用した地

熱発電であったり、臨海工業地帯から収集可能

な水素であったり、豊富な森林資源がそれに当

たると思います。地域住民の理解の下、再生可

能エネルギー等活用日本一を目指し、研究に力

を注ぎ、技術力を高め、本県企業が国内外に対

して同エネルギーの活用で優位に立つことがで

きるように取組を加速化していく必要がありま

す。

県としては、再生可能エネルギー等を活用し

たカーボンニュートラルの取組をどのように進

めていくのか、知事の見解を伺います。

県では、子育て満足度日本一の実現を目指し、

子育てしやすい環境づくりの推進、結婚、妊娠

の希望がかない、子どもが健やかに生まれ育つ

環境の整備、児童虐待の未然防止、早期対応等

切れ目ない支援、子どもの貧困対策やひとり親

家庭・障がい児へのきめ細やかな支援、こうい

った４本の柱を様々な取組を進めていただいて

います。

障がい児へのきめ細かな支援の中で、発達障

がい児への早期支援の取組について質問します。

子どもの発達障がいの気付きに関しては、２０

１２年度に子どもの心の診療ネットワーク会議

を立ち上げ、大分大学医学部附属病院と関係機

関とが連携して子どもの心の支援体制の在り方

について検討してこられました。

発達障がいは、発達の仕方に生まれつきでこ

ぼこがある障がいで、できる限り早期に気付き、

適切な支援につなげていくことが重要です。こ

の発達のでこぼこについて、５歳児健診のとき

に注意して観察すると早期に気がつくことがで

きるということで、県では１０年ほど前から、

５歳児健診の際に発達障がいについて、早期に

気付ける体制を整備してきました。子どもの発

達障がいに早く気付き、保護者や周囲の教職員

などがその子に適した教育環境を整え、接する

ことができれば、その子の人生、生き方に大き

な変化をもたらします。障がいのある人もない

人も心豊かに暮らせる大分県づくりを進める上

で、この県の取組を息の長い取組として、今後

も続けていかなければならないと考えます。

そこで伺います。大分県がこの１０年間に行

ってきたことが、どのような成果につながって

いるのでしょうか。また、今後、発達障がいの

早期の気付き、早期支援の取組を続けていく上

での課題と今後その課題にどう対応していこう

と考えているのでしょうか。

次に、土木建築に携わる人材の育成について

伺います。

厚生労働省の公表した２０２１年３月の一般

職業紹介状況を見ると、建築、土木、測量技術

者の有効求人倍率は５．２８であり、担い手が

不足している状況が見てとれます。さらに、国

土交通省の作成した資料によると、６０歳以上

の建設技能者が全体の約４分の１を占めており、

１０年後にはその大半が引退することが見込ま

れる一方、これからの建設業を支える２９歳以

下の技能者の割合は全体の約１割程度と、若年

層の入職者が少ないのことであり、若年入職者

の確保、育成が喫緊の課題とのことです。

現在、県内の高等学校には、土木建築系の学

科が合計六つ設置されており、昨年９月に発表

された県立高等学校の入学定員を見ると、２０

２２年度の土木建築系学科コースの入学定員数
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は２３０人余りとのことです。こうした高校生

の受皿となるよう、大分大学の工学部に土木建

築学科を設けるよう求めていく機運を高めてい

く取組なども面白いのではないかと思っていま

す。大学の学部設置については、県の所管する

ところではないので、このことについての答弁

を求めるものではありません。

しかしながら、国の統計で示したように、本

県でも技術者不足は同様であると推察します。

本県における土木建築業の担い手不足をどのよ

うに分析し、どう対応していく考えでしょうか。

土木建築部長に伺います。

次に、交通ルールの広報啓発活動について伺

います。

本県では、交通事故のない安全で安心して住

める豊の国づくりの実現を目指し、県を挙げて、

飲酒運転の根絶、自転車の運転ルール遵守の徹

底、横断歩道でのマナーアップ向上など、様々

な交通安全の啓発活動に取り組んでいただいて

います。

そうした取組のお陰だと思いますが、最近で

は、横断歩道を渡ろうと待っているときに止ま

ってくれる車が増えてきているように感じます。

広報啓発活動の重要さを再認識しています。

交通安全に関する啓発活動に取り組んでおられ

る方々に、改めてお礼申し上げます。

ところで、私は、常々交差点における車両通

行時の交通ルールが守られていないと感じてい

ます。幅員がほぼ同じ交差点で、どちらが優先

道路かはっきりしないような場合は特に、優先

道路についての判断がドライバーによってまち

まちのように思っています。

これはやはり、交差点を通過するときの優先

順位についての認識があやふやで、さらに優先

道路の見分け方が分かっていないドライバーが

おられるからではないでしょうか。私は毎朝、

児童の登校指導で交差点に立って、児童が安全

に横断していけるようにしていますが、そのと

き優先道路を通行している車両が、脇から入っ

てきた車両に道を譲る状況が時々見受けられま

す。優先道路であることは、明らかに道路標示

で分かりますが、それを知らないのだと思いま

す。そういうドライバーが譲っていく。対向車

がいたときに、対向車が優先道路ということを

意識してそのまま直進してしまえば、そこで事

故が発生することも心配される状況をよく見か

けます。かなりの方が交差点を通行する際に、

どのようなルールがある、こういうルールだっ

たということをうろ覚えの状態でいるのではな

いかと心配しています。交差点に関するルール

がこういうふうに守られない状態は、円滑な道

路の流れの妨げとなり、ひいては重大事故につ

ながるものと考えます。

このような状況を改善するためには、免許証

の所有者がその更新の際に必ず受講する法定講

習を利用するなど、広報啓発活動を積極的に展

開すべきではないかと思いますが、これについ

ては県警本部長の見解を伺います。

御手洗議長 ただいまの守永信幸君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 守永信幸議員に県民クラブを代表し

て御質問いただきました。まず、私から答弁し

ます。

初めに、地方創生について御心配いただきま

した。

本県の人口は、昨年１０月１日現在で１１１

万３，７４９人であり、国勢調査以降の１年間

で１万人を超える減少となりました。少子高齢

化、人口減少は地域活力に大きな影響を及ぼし

ます。人口減少に歯止めをかけ、人を育て、仕

事をつくり、人と仕事の好循環で地域を活性化

する大分県版地方創生を加速前進させなければ

ならないと思います。

まずは、人づくりです。出生数の増加には息

の長い取組が必要であり、出会い・結婚から妊

娠・出産、子育てまで切れ目のない支援に引き

続き全力を傾けます。

中でも、出会い応援を強化するため、ＡＩが

相性のよい相手を提案するマッチングシステム

を導入します。また、不妊治療においても、保

険が適用されない先進医療に県独自に助成する

ことにより、子どもを望む方が治療を諦めるこ

とがないように支援します。
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人の受皿となる仕事づくりも大事です。

ＤＸ、デジタル革命の流れをしっかりと捉え、

ドローンやアバターなど先端技術で地域課題の

解決を図り、これをシーズとして新産業の創出

やデジタル人材の育成につなげていきます。

さらに楽しみなのは、世界的に成長する宇宙

産業です。ヴァージン・オービット社との提携

に続き、米国のシエラ・スペース社等との間で、

大分宇宙港の活用に向けたパートナーシップを

締結しました。これをはずみに宇宙関連企業と

のネットワークを広げ、アジアにおける宇宙ビ

ジネスの拠点化を目指します。

県下全域で営まれる農林水産業は、地域の隅

々まで仕事を生み出す基幹産業です。魅力ある

もうかる産業へと成長させることで、新規就業

者を呼び込みます。

移住決断の大きな壁は、仕事と住まいと言わ

れています。好調なＩＴ分野のスキル習得から

移住・就職までのワンストップ支援を福祉や医

療分野に拡充するとともに、空き家対策を抜本

的に見直し、移住者のニーズに沿った空き家の

探索や取得をサポートします。

県では、市町村長をメンバーとする創生本部

会議を設置し、知恵を出し合って議論を重ねて

います。これからも県と市町村が互いに手を携

えて、この難局を打破し、夢と希望あふれる大

分県を実現していきます。

次に、県と大分市との連携の在り方について

御質問いただきました。

大分県のさらなる発展のためには、県と市町

村がしっかりと連携しながら行政運営を行うこ

とが重要です。

もとより、住民に密着した基礎的な行政サー

ビスを提供する市町村と、広域的な対応や、事

の性質上、市町村では処理できない業務も行う

県とでは立場が異なる場合もあります。

しかしながら、住民にとって何が重要か、あ

るいは住民のために何をなすべきかといった住

民本位の視点を持って考え、役割を果たしてい

く上で、連携協力していくことは大変大事なこ

とだと思っています。

私は就任以来、このような考え方の下で市町

村長と機会あるごとに意見交換を行い、県と市

町村の垣根を越えて課題解決に取り組んできま

した。

特に大分市は、県人口の約４割を占め、行財

政規模も大きく、中核市として保健所業務など

一般市町村以上の権能を有しています。こうし

た大分市の状況も念頭に置きながら、毎年度、

大分市長と重要課題について政策協議を行って

きました。

その具体的な成果の一つが動物愛護センター

の共同設置です。県と市が共同して犬や猫の適

正飼養の指導や譲渡を行うことで、殺処分数の

大幅な減少など着実に成果を上げています。

また、御指摘のとおり、４月から大分市の案

件を担当する県中央児童相談所城崎分室を設置

します。これにより、大分市中央子ども家庭支

援センターとの連携をさらに強めて、緊密な情

報共有の下、事案の早期発見、迅速な対応につ

なげ、児童虐待防止の一層の強化を図ります。

喫緊の課題である新型コロナ対応においても、

保健所設置市である大分市とは特に緊密な連携

が求められており、これまでもクラスター発生

時の保健師派遣やＰＣＲ検査の相互協力等を行

ってきました。さらに、県と市共通のクラウド

システムを導入し、それぞれが把握した患者情

報の一元管理と即時データベース化を可能とす

ることで、患者の体調悪化時の迅速な対応など

連携した対策を講じています。

今後とも、県と大分市が連携を密にすること

により、様々な行政課題に効果的に対応し、県

民福祉の向上に努めます。

県職員の確保と職場環境の充実についても御

心配いただきました。

私は常々、人材は県庁にとってかけがえのな

い財産、宝であると申してきました。県職員が

県民中心の県政の覚悟を持って、持てる能力を

存分に発揮し、安心して働けるようにすること

は私の責務であり、それがひいては県民福祉の

向上にもつながるものと考えています。

知事就任時には、危機的な財政状況に直面す

る中で、聖域なき行財政改革に取り組み、歳出

総額の約３割を占める人件費についても、職員
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の理解を得ながら、身を切る思いで給与制度の

適正化や定数削減を行ってきました。

こうした取組により、一定の行財政基盤を構

築することができたところであり、現時点では

財政状況を理由とした人件費の削減を行う状況

にはないと認識しています。

一方で、官民を問わず人手不足が顕著になっ

てきており、県庁においても、職員採用試験の

競争倍率が低下傾向にあります。

このような中で、地方創生の推進や新型コロ

ナへの対応、さらには先端技術、ＤＸへの挑戦

などを実践できる優秀な人材を確保するために

は、働きやすい職場づくりが重要なポイントと

なります。このため、まずは部局長や所属長が

率先して風通しのよい職場づくりを実践すると

ともに、部下職員の勤務実態を十分に把握する

必要があります。

私も機会あるごとに幹部職員に対し、長時間

労働の是正や業務の適正配分、職員の健康保持

の推進などにしっかり取り組むように指示して

います。

また、全ての職員が年齢や性別等に関係なく、

自らの持てる能力を発揮することが可能となる

ように、在宅勤務やモバイルワークなど、多様

で柔軟な働き方を選択できる職場環境の充実に

も取り組んでいます。

さらに、今年度から男性職員の育児休業取得

率１００％を目標に掲げ、取り組んでいます。

取得率は、昨年度の２８．１％から現段階で７

０％程度まで大幅に上昇しています。

県庁の唯一無二の財産である職員が健康で士

気高く、意欲を持って職務に精励できるように、

私自身が先頭に立って魅力ある職場づくりを進

めます。

次に、日出生台における米軍実弾射撃訓練へ

の対応について御質問いただきました。

日出生台演習場における米軍実弾射撃訓練は、

日米安全保障体制の枠組みの中で、沖縄の基地

負担軽減のため、国の責任において実施される

ものです。

この訓練に対する本県の基本的なスタンスは、

あくまで将来にわたる縮小、廃止ですが、一方、

当面の国際情勢は刻一刻と厳しさを増してきて

いるのも事実です。

こうした状況も踏まえた上で、県としては訓

練受入れにあたり、米軍使用協定や確認書を国

と締結するなど、県民の不安解消と安全確保に

努めています。

そうした中、先般、令和４年度の訓練計画が

公表され、第１四半期にあたる４月から６月ま

での間に訓練が予定されていることが分かりま

した。

第１四半期の訓練が本県では初となることか

ら、この訓練によって県民生活や県内産業に悪

影響が出ないように、詳細な訓練日程が示され

る前に、取り急ぎ県として九州防衛局長に対し、

以下の３点の要請を行いました。

その内容は、一つ、早期の訓練日程の開示と

新学期開始時期や連休中の回避、二つ、在沖米

軍来県時の新型コロナウイルス感染症防止対策

の徹底、三つ、協定等の遵守、特に射撃訓練の

夏期終了時間である２１時の厳守です。

今後、詳細な訓練日程等が明らかになり次第、

県と地元３市町で構成する四者協として十分に

協議を行った上で、速やかに国に要請を行うこ

ととしています。

その際には、県民の不安解消と安全確保の観

点から、射撃日数や射撃時間を定めた協定等の

遵守をはじめ、早期かつ適切な情報開示や安全

管理の徹底、加えて新型コロナウイルス感染症

防止対策等を米軍に求めるよう国にしっかりと

要請します。

なお、訓練実施前には、九州防衛局等による

地元説明会を開催するとともに、訓練中には県

も現地に連絡事務所を開設し、情報収集や演習

場周辺の巡回、児童生徒の通学時の見守りなど

を行うこととしています。

引き続き、地元３市町と連携を密にして、県

民の不安解消と安全確保に万全を期していきま

す。

次に、健康寿命日本一に向けた取組について

御質問いただきました。

今回の結果は、県民に対し、驚きとともに大

きな喜びをもたらしてくれました。これは、健
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康寿命日本一を目指し、官民挙げて地道に取り

組んできた成果と考えます。

前回、平成２８年の調査結果では、２０代か

ら４０代の働く世代において、健康上の問題で

日常生活に何か影響があると答えた方が全国平

均よりも多く、その改善が課題でした。

そこで、働く世代に対しては、健康経営を進

める事業所を増やし、職場ぐるみの健康づくり

を推進するとともに、県が開発した健康アプリ

おおいた歩得（あるとっく）を活用することで、

健康無関心層にもアプローチできました。

加えて、高齢者の健康づくりにも力を入れ、

介護予防の観点から、地域の公民館や集会場な

ど気軽に通える場所で体操や趣味の集まりを行

う通いの場の立ち上げを県内各地で支援してき

ました。その結果、昨日公表された令和２年度

の参加率は１３．５％と、コロナの影響で少し

下がりましたが、順位は昨年度に続き全国１位

となり、健康寿命の延伸に大きく寄与している

と考えています。

また、健康寿命のベースとなる平均寿命も、

暫定値ではありますが、男性では０．９８歳延

び、延び幅は全国２位となっています。

こうして延伸に取り組んできた健康寿命には、

次のような問題もあります。

３年に１度の調査であり、毎年の評価が困難

なことや、主観的な指標が用いられ、市町村ご

との結果も分からないため、取り組むべき課題

の分析、評価が難しいことです。

そこで、県では、健康寿命のさらなる延伸に

向け、新たに客観的な評価指標を設けることに

しました。お達者度、有所見率、健診受診、生

活習慣と健康行動等、合計１２からなる指標で

す。この指標は市町村ごとに数値が毎年更新さ

れ、それぞれの強み、弱みが明確になり、対策

が講じやすくなります。

さらに、来年度は市町村や企業と共に健康寿

命延伸アクション部会を新設し、優れた取組の

横展開を図っていきます。今後とも健康寿命日

本一おおいた創造会議を中心に、男女共に日本

一が獲得できるように前進を続けます。

次に、再生可能エネルギー等を活用したカー

ボンニュートラルへの取組について御質問いた

だきました。

昨年１０月に策定された国の第６次エネルギ

ー基本計画では、再生可能エネルギーの導入に

関する高い目標などが示されました。次世代エ

ネルギーである再生可能エネルギーや水素の活

用への期待がますます高まっています。

カーボンニュートラルの達成に向けては、地

域の強みと魅力を引き出す再生可能エネルギー

等の活用をビジネスチャンスと捉え、新たな事

業に取り組む企業を後押ししていきます。

地熱や木質チップなどを利用した水素の製造

実証が県内でも進捗しています。来年度は、次

の段階となる水素の貯蔵、運搬から利活用に至

る検証事業を行い、大分版水素サプライチェー

ンの構築を進めていきます。

また、再生可能エネルギーの導入にあたって

は、地域の特性を十分に理解することが重要で

す。

例えば、小水力発電では、発電装置を現地に

合わせて製作するため、地形や水の状況などの

調査が必要です。再生可能エネルギーの活用事

例の創出に向けて、可能性を探る県内企業を支

援していきます。

電気自動車と太陽光発電充電システムを活用

した事業に取り組む県内企業は、海外への展開

にも着手しています。

県エネルギー産業企業会でも海外展開ワーキ

ンググループを２月に設置し、海外へ事業を広

げる活動を後押ししていきます。

これらの取組も含め、再生可能エネルギーの

導入を進める上では、地域との共生が大前提で

す。

太陽光発電や風力発電などの導入は、自然環

境や景観に配慮することが重要であり、地域住

民とのコミュニケーションが大切です。県とし

ても、環境アセスメントや開発行為の手続を通

じ、必要に応じた住民説明の要請や合意形成の

指導を事業者へ行っていきます。

カーボンニュートラルへの挑戦は厳しい道の

りですが、一方で、地方創生や産業の活性化に

もつながります。環境と経済、社会のバランス
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を保ちながら、持続可能性の視点を持って、県

民や企業とも一体となり、取組を加速していき

ます。

御手洗議長 大塚企画振興部長。

〔大塚企画振興部長登壇〕

大塚企画振興部長 大分空港へのアクセスにつ

いてお答えします。

大分空港は、本県の空の玄関口であり、地域

振興のための重要な拠点です。そこで、観光振

興や企業誘致など地方創生を加速させるため、

ホーバークラフト導入の取組を進めています。

今後の航空需要については、国際航空運送協

会、ＩＡＴＡが、令和５年にはコロナ前の水準

を上回るとの見通しを示しています。

また、国内大手航空会社によると、観光や訪

問需要は底堅く、令和５年度にはコロナ前の利

益水準に回復するとの見通しもあります。大分

空港においても、昨年１２月の利用者数はコロ

ナ前の約８割まで回復していました。

加えて、宇宙港の実現や大分空港を起点とし

たＭａａＳの導入などにより、国内外から新た

な人の流れが大いに期待できるところです。

議員御指摘のとおり、大分空港アクセスは陸

路と海路の両ネットワークを安定的に維持する

ことが重要です。そのため、空港の魅力を高め、

利用者をさらに増加させる取組が何より重要と

考えています。

そこで、県内の幅広い関係者とともに、大分

空港が目指す将来ビジョンの策定に着手してい

ます。陸、海、空、そして宇宙につながるドリ

ームポートおおいたの実現に向けて、官民一体

となって取組を進めます。

次に、地域コミュニティ活性化対策について

お答えします。

県では、住み慣れた地域に住み続けたいとい

う住民の願いをかなえるため、複数の集落で機

能を補い合うネットワーク・コミュニティの構

築を進めており、これまでに１，８４３集落が

参加する１２５の地域コミュニティが組織され

ています。大田ふるさとづくり協議会もその一

つで、県も、従来から地域で取り組まれていた

灯油配達や今回経営を引き継いだガソリンスタ

ンドの施設整備などを支援してきました。

そのほかにも、例えば、高齢者を対象とした

通院、買い物等の外出支援や弁当配達など、住

民同士の支え合いによって生活圏を維持する取

組が各地で行われています。

最近では、こうした取組に加え、デジタル技

術の活用も進みつつあります。日出町では、県

の支援を受け、予約に応じて最適なルートで運

行できるＡＩを活用したデマンドタクシーの実

証実験が行われ、現在、本格導入の検討が進め

られています。

今後もこのようなデジタル技術の導入を積極

的に支援するとともに、ネットワーク・コミュ

ニティの立ち上げや継続的な運営をサポートす

るＮＰＯ等の中間支援組織を拡充し、住民が自

ら考え行動する地域コミュニティづくりを進め

ていきます。

御手洗議長 岡本教育長。

〔岡本教育長登壇〕

岡本教育長 教職員の確保と職場環境の充実に

ついてお答えします。

少子化等の影響による大学教育学部の定員減

少や教員の大量退職期を迎える中、全国的にも

教員確保は厳しい状況です。

教員の確保に向け、来年度の採用試験では１

次試験免除の拡充、２次試験の口頭試問廃止、

他県教諭特別選考の受験資格の緩和等、受験し

やすい環境づくりを引き続き図っていきます。

また、職場環境については、夏季休業中に研

修を実施しない期間の設定、盆期間の学校閉庁

などに取り組んでいます。

さらに、来年度から産休代替教員の早期配置

を、１学期に加え、２学期も対象とすることと

しました。

加えて、ＩＣＴ教育サポーターの学校への派

遣で教員のＩＣＴ活用を支援するほか、全市町

村共通の校務支援システムの順次導入等により

業務負担の軽減を図ります。

部活動改革では、来年度から運動部に加え文

化部でも、県内２か所で外部指導者を活用した

地域移行の実証に取り組みます。

今後とも、優秀な教職員の人材確保や働き方
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改革を推進しながら、職場環境の充実を図って

いきます。

御手洗議長 山田福祉保健部長。

〔山田福祉保健部長登壇〕

山田福祉保健部長 私からは、２点お答えしま

す。

１点目は、感染症対策に係る保健所の体制等

についてです。

今回の第６波においては、感染者急増に伴う

保健所業務の逼迫を避けるため、逐次、体制の

見直しと強化を図っています。

まず、自宅療養者等が自らのスマートフォン

で体温や症状の有無等を入力するシステムを導

入し、健康観察業務の効率化を図りました。

次に、オミクロン株の感染拡大の速さを踏ま

え、感染源を特定するための遡り調査を縮小し、

クラスター発生リスクの高い福祉施設、医療機

関、学校等に重点化にして濃厚接触者の調査を

行っています。

また、人員については、全庁体制による県職

員の応援派遣に加え、ＯＢ保健師や人材派遣会

社の看護師等を必要に応じて日々派遣していま

す。

加えて、昨年１１月に締結した応援協定に基

づき、別府市、中津市、日田市、臼杵市、杵築

市、日出町の６市町から保健師を管轄の保健所

に派遣していただいています。

これらの対策を講じた結果、第５波を大幅に

上回る感染者数にもかかわらず、基本的には陽

性判明の当日中に本人に連絡を取り、速やかな

投薬などの治療の開始につなげています。今後

も変異株の特性に応じた臨機の対応が取れるよ

う、保健所の体制強化を図っていきます。

次に、発達障がい児への早期支援の取組につ

いてお答えします。

県では、市町村が実施する５歳児健診等に専

門医を派遣し、法定健診では見極めが困難な軽

度発達障がい児の診察を行っています。

健診結果に応じて保健師が個別面談等を行う

中で、保護者に障がいへの気付きを促し、専門

医療機関を紹介したり、教育委員会と情報共有

を行って、スムーズな就学につなげるなど、丁

寧なフォローに努めています。

５歳児健診等を実施する市町は、事業開始以

前の５市町から１５市町へ増加したところです。

一方、課題は、身近な地域で専門的な相談に

応じ、適切な支援につなげることです。そこで、

今年度から子どもの発達支援コンシェルジュを

６圏域に配置し、１２月末までに延べ１，４３

０件の相談対応や支援調整を実施しています。

また、関係機関が連携して、切れ目のない支

援をしていくことも重要です。そこで、保育士

等を対象とした研修会を県内全域で開催し、保

護者や学校、支援機関が情報共有するための相

談支援ファイルの活用を進めています。

今後も市町村と連携して、発達障がい児が安

心して伸び伸びと成長できる環境整備に努めま

す。

御手洗議長 梶原防災局長。

〔梶原防災局長登壇〕

梶原防災局長 私からは、南海トラフ地震臨時

情報に関する県の対応についてお答えします。

県では、南海トラフの東側で地震が発生し、

臨時情報が発表された場合、災害警戒本部を設

置し、情報収集を開始します。

その後、巨大地震警戒の臨時情報が発表され

た場合には、西側で発生する地震に備え、津波

によって３０分以内に３０センチ以上の浸水が

想定される地域では事前に避難してもらうこと

としています。

この事前避難対象地域には佐伯市の沿岸の一

部が指定されており、避難行動要支援者に対し、

原則１週間の事前避難を求めることになります。

それ以外の方々に対しては、冷静な対応と地震

や津波への備えを再確認し、いつでも避難でき

るよう、ホームページやＳＮＳ、報道機関など

あらゆる手段を通じて呼びかけていきます。

さらに、住民が円滑に避難できるよう避難所

や交通手段、食料の確保等について関係機関と

調整し、市町村を支援していきます。

こうした対応について、リーフレットの配布

や啓発動画の公開により、平時から理解を深め

てもらうよう取り組んでいます。

臨時情報が発表された場合には、犠牲者を出
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さないよう、市町村をはじめ、関係機関と連携

し、迅速な対応に努めていきます。

御手洗議長 浦辺企業局長。

〔浦辺企業局長登壇〕

浦辺企業局長 私からは、工業用水道事業及び

電気事業における耐震化の対応についてお答え

します。

１月の地震では工業用水道で漏水が発生し、

県道大在大分港線の一部が一時通行止めとなる

など、御心配と御迷惑をおかけしました。

現地の状況を確認後、直ちに関係するユーザ

ーに連絡を取った上で送水を停止し、被災箇所

を確認するため、排水作業を行ったところです。

その結果、送水管に損傷はなく、管の上部に設

置された空気弁等の破損が原因と判明したこと

から、備蓄資材を活用して、地震発生日の夕刻

には復旧し、事なきを得ました。

企業局では、日頃から工業用水がユーザーの

生命線であることを肝に銘じ、職員が常時３人

体制で、各種モニターや計器類に異常がないか

２４時間監視しています。また、全職員参加の

防災実動訓練をはじめとする各種訓練や経営会

議などを通じ、常に危機管理意識の徹底を図っ

ています。

南海トラフ地震も念頭に、電気事業も含め、

引き続き耐震診断等の計画的な実施とあわせ、

耐震性の高い施設・設備等への更新を進めます。

特に工業用水道事業では、給水ネットワークの

運用によるリダンダンシーの確保や、さらなる

備蓄資材の充実などにより、被災の影響を最小

限に抑えられるよう取り組みます。

御手洗議長 島津土木建築部長。

〔島津土木建築部長登壇〕

島津土木建築部長 私から、土木建築技術者の

確保についてお答えします。

建設産業では、かねてから、いわゆる３Ｋの

イメージもあり、地域を守る担い手の確保が全

国的に大きな課題となっています。特に本県で

は、２０年間で２９歳以下が約６割減少してお

り、女性就業者の割合も非常に低いことから、

重点的に対策を講じています。

まずは就労環境を改善し、入職意欲を高める

必要があることから、週休２日工事やＩＣＴ活

用工事の普及に向けて業界の取組を積極的に支

援しています。

あわせて、建設産業の魅力を伝えることも重

要です。このため、高校生向けの現場体験学習

会やＰＲ動画の配信等を実施しており、土木建

築系学科の県内就職率は年々向上しています。

さらに、女性の就業促進に向けた取組も強化

しています。建設産業での女性活躍の場を拡大

するため、経営者向けセミナーのほか、ドロー

ン操縦や施工管理などのスキルアップ講座を昨

年度から開催し、２年間で９８人の女性に参加

いただいています。参加者からは、モチベーシ

ョンが向上した、新しい仕事を任せてもらえる

ようになったといった声もあり、女性活躍に対

する経営者の意識改革にもつながっています。

今後も、誰もが働きやすい魅力ある建設産業

への発展を支援しながら、担い手の確保に努め

ます。

御手洗議長 松田警察本部長。

〔松田警察本部長登壇〕

松田警察本部長 交差点に関する交通ルールの

広報啓発についてお答えします。

令和３年中、県内で発生した交通事故のうち、

約半数が交差点及びその付近で発生したもので

す。道路交通法上、交差点では、できる限り安

全な速度と方法で進行しなければならない義務

や、優先道路を進行してくる車両等の妨害をし

てはならないなどの様々な交通ルールが規定さ

れています。

交差点における交通事故や交通渋滞を防止す

るには、全てのドライバーの皆さんにこうした

交通ルールを守っていただくことが重要なこと

と考えています。そのため、県警察では、交差

点関連違反の指導取締りを強化するとともに、

広報啓発活動や交通安全教育を推進していきま

す。

具体的には、議員御指摘の運転免許更新時の

講習や体験型交通安全教育の機会などに交差点

における交通ルールを周知するとともに、自治

体や関係機関で連携した広報啓発、さらにはＳ

ＮＳやデジタルサイネージを活用した情報発信
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等も行っていきます。

御手洗議長 以上で守永信幸君の質問及び答弁

は終わりました。

暫時休憩します。

午前１１時３１分 休憩

―――――→…←―――――

午後１時 再開

三浦副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

代表質問を続けます。河野成司君。

〔河野議員登壇〕（拍手）

河野議員 ３７番、公明党の河野成司でござい

ます。本日は来年度予算を審議する重要な第１

回定例会での代表質問の機会をいただき、心か

ら感謝します。

さて、昨今は新型コロナウイルスの第６波の

収束が見えない中で、全国的には１日当たりの

死者数が第５波までを超える最悪ペースとなり、

高齢者や基礎疾患を持つ方などには決して侮れ

ない感染症であることを我々も再認識していま

す。さらに、新たな変異株、ＢＡ２、いわゆる

ステルスオミクロン株に感染の主流が置き換わ

ることも想定され、４月１日時点で都内の感染

者の実に７４％がこのステルスオミクロン株に

置き換わるという予測も公表されています。

このようなコロナ禍の長期化による景気減退

の中に石油などの原材料や穀物などの価格が高

騰し、世界的スタグフレーション、不況下での

物価上昇という危惧が広がっていましたが、こ

こにロシアによるウクライナ侵攻という第２次

世界大戦以降、いまだかつてなかった深刻な局

面が重なって、一層のエネルギー供給の先細り

や世界貿易の縮小が今そこにある危機として迫

っています。

世界の国々からのロシアへの経済制裁も強ま

り、世界貿易、世界経済の全体の先行きに大き

な負の連鎖が生じようとしています。このよう

な重要で難しい時節に県政のかじ取りを担う広

瀬知事をはじめとした執行部の皆さんには本当

に御苦労様と申したいと思います。

ただでさえ、コロナ禍で業務が加重となって

いる部署もあり、経済対策を積み上げ、支援策

を実行する部署もさらに業務が繁忙となるおそ

れもあります。どうか心身の健康にくれぐれも

御留意いただきながら、県民生活の安定と安全

・安心の社会づくりに向けた取組に精励いただ

くようお願いし、代表質問を始めます。

まず、子育て支援と健康管理について伺いま

す。

その１項目めは、こどもに関する政策パッケ

ージについてです。

政府は２０２３年度のこども家庭庁の創設を

前にして、昨年１１月、コロナ禍で深刻化した

少子化や虐待等の課題への対応のための政策パ

ッケージを公表しました。

このパッケージは、結婚、妊娠、出産への支

援、仕事と子育ての両立、子育て世帯への経済

的支援、住宅支援、困難を抱える子ども、家庭

への支援などを柱に、その具体策としては、コ

ロナ禍や虐待で苦しむ子どもをプッシュ型で支

援するために教育や保育などのデータを一元化

する実証実験を支援、医療的ケア児支援センタ

ー開設の支援、社会的養護の経験者であるケア

リーバーに対する自立支援体制の整備、保育な

どの現場で働く従事者の収入の引上げ、保育所

や幼稚園、相談所などのＩＣＴ化の推進、結婚

や子育てに関する自治体の取組を交付金で支援

などのポイントが挙げられています。個々の施

策を結び付けて一つの目的を達成するための政

策パッケージとする手法であり、このパッケー

ジに含まれる個別施策に関し、自治体が取捨選

択できるのか不詳ですが、自治体における事業

実施には、国から自治体への事業費補助等の財

政的裏打ちが当然必要となるので、今後の政府

の説明を注視する必要があると考えています。

この政府の子どもに関する政策パッケージの

策定に連動して、子育て満足度日本一を目指す

本県の戦略である、おおいた子ども・子育て支

援プラン第４期計画の見直しも視野に、どのよ

うな方向で政府のパッケージ事業との整合を図

るのか、またそのスケジュールについてもお聞

かせください。

続いて、子宮頸がんワクチンの接種勧奨再開

について伺います。

毎年、全国で３千人近くが亡くなっている子
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宮頸がんの予防対策として有効とされながらも、

副反応を訴える方々からの問題提起により、積

極的な接種勧奨が行われなくなっていた子宮頸

がんワクチンの接種について、厚生労働省は本

年４月から積極的な勧奨再開を決め、その準備

を自治体に求める通知を発出しました。

これに関して副反応に対する当事者及び保護

者の不安への対応が必須であること、副反応に

関する治療体制や保障制度等について丁寧な説

明が求められることに加え、これまでの８年間

に積極的勧奨を受けずに、接種を控えた結果と

してこの間に定期接種の対象年齢を過ぎた方へ

の対応方針もしっかり発信することが求められ

ています。その対応方針についてお聞かせくだ

さい。

また、新型コロナウイルス対策実施中の今回

の勧奨再開であることにより、限られた医療、

保健体制をいかに子宮頸がんワクチン問題に配

分するのかも福祉保健部長に伺います。

あわせて、このワクチンの接種対象者は、児

童生徒です。この児童生徒に対する健康管理を

所掌する県教育委員会としては、学校現場にお

ける情報発信や相談体制の構築が必要かと思い

ますが、その対応方針についてもお聞かせくだ

さい。

続いて、循環器病による死亡率の削減につい

ても伺います。

さきほど守永議員からの質問にもありました

が、本県は健康寿命の２０１９年時点の数値で、

男性が７３．７２歳となって都道府県別で１位

となり、女性も全国４位となりました。厚生労

働省が３年ごとに調査しており、前回は男性７

１．５４歳で全国平均を下回る３６位でしたが、

２０１５年に策定した県長期総合計画で、２０

２４年までの目標に男性７３．７５歳、女性７

７．０３歳を掲げ、日本一達成を目指してきま

した。

具体的な対策として効果を発揮したものを、

本県は、高齢者が集まり体操や雑談をするよう

な通いの場が１９年時点で県内に２，８８９か

所あり、令和２年度の参加率が全国平均５．２

％のところ、本県は１３．５％で全国１位であ

ることや、県の取組だけでなく経済界を巻き込

んで、事業所ぐるみで健康づくりに取り組む健

康経営事業所を増やしたことが奏功したのでは

ないかと分析していると聞いています。

県民のクオリティ・オブ・ライフの向上対策

が具体的な成果となって表れたことに、知事を

はじめとした執行部の皆様に、心からの敬意を

表します。

さて、その上で県は、県内の死因で２番目に

多い脳卒中や心臓病など循環器病の予防や医療

体制の充実を図るため、県循環器病対策推進計

画を取りまとめ、本年度中に策定を目指すとの

ことです。

その素案では２０４０年までに男女とも３年

以上の健康寿命のさらなる延伸、循環器病によ

る年齢調整死亡率の減少を目標に掲げています。

この循環器病の対策を進める上で、今回のコ

ロナ禍でも明らかとなった医療提供体制の脆弱

性をどう乗り越えていこうとするのか。特に循

環器系の病院やそれを担う医療スタッフをどう

集めるのかが重要です。循環器医療には脳、心

臓のカテーテル治療、血管内に針金状の器具を

挿入して行う治療で、ＣＴスキャンのための血

管造影やステント挿入といった血管拡張などを

行うための機材もさることながら、それを活用

する医師、看護師、技師、薬剤師によるチーム

医療が不可欠であり、それを可能とする人材も

必要となります。さらなる健康寿命の延伸に向

けた県民への循環器の健康管理啓発も必要です。

具体的施策を循環器病対策推進計画にどのよう

に盛り込み、どう実現していこうとするのか伺

います。

次に、パートタイム公務員の処遇改善につい

て伺います。

１日の勤務時間をフルタイムよりも１５分短

縮して退職手当等の支給を行わないとするパー

トタイム公務員が全国の４０％の自治体で採用

されているという問題で、総務省は全国の自治

体に対し、合理的な理由がなければ見直しの検

討を求めるとの通知を発出しました。

人口減少の中、公務部門の人件費抑制は行政

の効率化という課題の中で目につきやすい指標
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であり、その成果を上げやすい公務員のパート

タイム化の流れが広がっているということです。

しかし、今回、職場における同一労働、同一賃

金の実現には、このパートタイム公務員問題の

改善が必要との政府の認識が示されたものであ

り、職場における公平性の実現に関しては公務

職場が率先垂範すべきとの政府の考え方である

と思います。

そこで、現在の大分県及び県内自治体のパー

トタイム公務員の雇用状況の実態について、い

わゆるフルタイム公務員との割合もあわせて伺

います。

また、今回の総務省通知による見直しの本県

の検討状況及び県内自治体の検討予定について

お聞かせください。

次に、永住可能な外国人労働者の拡大による

県産業への影響について伺います。

政府は昨年、外国人労働者の１４業種におけ

る在留資格、特定技能に係る熟練者について、

事実上、在留期限を撤廃する方針を固めました。

さらに、コロナウイルス流入防止のための水際

対策の３月からの段階的緩和方針を決定し、留

学生や技能実習生を含む入国者の上限が１日３，

５００人から５千人へ拡大するとされましたが、

昨日には１日７千人へと拡大するという方針も

報じられました。しかし、入国待ちをしている

外国人は１月末で４０万人を超え、いつこれが

解消できるかも不分明とされている状況です。

そして、この在留資格見直し措置により特定

技能の全１４業種で長期就労が可能となる見込

みとなりますが、この１４業種には本県で人手

不足が深刻化している介護や宿泊業、外食産業

はもちろん、農業、漁業、建設の分野の熟練者

も含まれることから、各事業者の期待も膨らん

でいるようです。また、外国人労働者に幅広く

永住への道を開くこととなるとの受け止めも広

がっています。

人口減少が進む中で、若い優秀な外国人労働

者を確保することは、企業にとっては、新戦力

獲得による人員の新陳代謝や、異文化に刺激さ

れた新しいアイディアの創出につながり、さら

には海外進出への足掛かりとなった事例もあり

ます。地域社会にとっても、お祭りなどに参加

して地域に溶け込んでくれることにより、新た

な地域の担い手になることも期待できます。一

方で、コミュニケーション不足によるトラブル

や低賃金による生活格差、景気変動による失業

問題の発生など共生する上で考えるべき労働、

生活環境の整備も必要です。

現在、コロナ禍での水際対策の影響で入国が

制限され、人手不足が深刻化している業種も多

くなっている状況を踏まえ、今回の政府の方針

決定が及ぼす県内産業への影響予測と外国人と

の共生社会実現の必要性の高まりへの対応策、

整備すべき労働環境についても、どのようにお

考えなのか、知事の見解を伺います。

次に、ＪＲ九州の経営合理化と移動手段の確

保について伺います。

昨年末にＪＲ九州は、本年３月から大分県内

の４駅を無人化するとの計画を発表しました。

さらに別の県内３駅では有人の切符販売窓口を

廃止することもあわせて発表されました。

このような地方路線の合理化の背景をＪＲ九

州は、人口減少による恒常的な赤字体質がある

ことを挙げているほか、現下のコロナ蔓延によ

る観光客等の鉄道利用の急激な減少も経営悪化

に拍車をかけているとしています。

ＪＲ九州だけではなく、ＪＲ西日本でも３月

のダイヤ改正での中国地方における大幅な運行

本数削減方針を示したのに対し、岡山県はＪＲ

西日本と沿線自治体との連絡協議会を設置し、

加えて中国地方知事会は、地方ローカル線の維

持、存続を求める要望をＪＲ西日本に提出しま

した。

このような中、国は当事者を含む検討会を立

ち上げて、地方公共交通機関の維持に向け事業

者と沿線自治体の連携について議論を始めたと

いう報道もあります。また、今回の合理化案に

対して日田市は独自にＪＲ九州と交渉して無人

化予定である天ヶ瀬駅の業務を市の観光協会が

受託して無人化を回避することとなったという

報道もなされています。

もちろん、今回のＪＲ九州の無人駅や切符取

扱廃止駅の追加方針は、直ちに路線の廃止や運
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行本数の削減を伴うものとまではされていませ

んが、路線や駅の存続に関わるような合理化方

針が打ち出されるのを待つのではなく、しっか

りと事業者の経営状況に関する企業情報の開示

を受けながら、地域の足をいかに守るのかをし

っかり議論する場を立ち上げることも必要では

ないでしょうか。見解を伺います。

続いて、カーボンニュートラルについて伺い

ます。

まず、地球温暖化対策についてです。地球温

暖化は世界中の国々にとって大きな課題であり、

この課題解決に向け、２０１５年１２月に開催

されたＣＯＰコップ２１において、世界の平均

気温を産業革命前と比較して摂氏２度より十分

下回るよう、さらに摂氏１．５度までに抑える

努力を継続することを盛り込んだ、いわゆるパ

リ協定が締結されたところです。

この平均気温上昇を摂氏１．５度上昇までに

抑えるというのはかなり高い目標であり、その

実現には２０５０年までに脱炭素を達成するこ

とが必要とされています。

日本においても脱炭素に向けた取組は加速し

ており、政府は２０２０年１０月に、２０５０

年カーボンニュートラル宣言を発したのを皮切

りに、２０２１年４月には２０３０年度の温室

効果ガス削減目標を従来の２６％から４６％へ

と大幅に引き上げると表明しました。さらに６

月には地域の脱炭素の行程などを示した、地域

脱炭素ロードマップを策定しました。その上で、

同年１０月には、国、地方公共団体、事業者等

の基本的役割や温室効果ガス排出削減に向けた

対策、施策などを盛り込んだ地球温暖化対策計

画を改訂して、２０３０年度４６％削減、２０

５０年カーボンニュートラルの実現に向けた対

策を進めています。

そうした中、本県においては政府のカーボン

ニュートラル宣言に先立ち、２０２０年３月に

はカーボンニュートラルを宣言するなども含め

て、脱炭素に向け意欲的に取り組んできた結果、

２０１８年度の温室効果ガス排出量は２０１３

年度比で１３．５％削減するなど全国平均を上

回るペースで温室効果ガスの削減が進んでいる

と聞いています。

しかし、現下の石油製品価格高騰で社会全体

に大きな影響が出ているとおり、まだまだ石油、

石炭等の化石燃料への依存度は高く、２０５０

年のカーボンニュートラル実現のためには克服

すべき数多くの課題があり、対策をさらに加速

させる必要があるのではないかと考えています。

そこで伺います。２０５０年のカーボンニュ

ートラル実現に向けて、国の動向も踏まえなが

ら、今後どのように取り組んでいこうとするの

か、知事の考えをお聞かせください。

次に、カーボンニュートラルに関連して、こ

れまでも何度か本会議での質問や常任委員会で

取り上げてきた副生水素ガスを活用した産業振

興等について伺います。

大分市を中心としたコンビナートからは、日

本全体の産出量の１０％にも相当する量の副生

水素ガスが産出されています。

これまで、不純物を多く含むことから積極的

利用が進まなかった副生水素ガスについて、こ

れをろ過して水素ガスの純度を高める技術を大

分の企業が開発していますし、課題である精製

コストの問題も海水から真水を生成する浸透膜

技術で世界をリードする日本企業が、開発して

きた高分子水素分離膜モジュールを改良し、純

度９８％の水素を効率よく取り出せるようにな

ったとの最近の技術報道もあります。このよう

に、いよいよ身近で大量に存在する我が地域の

資源を生かして足下の地域課題を克服する条件

が整ってきたことから、今回改めて２点の提案

をします。

その一つ目は、カーボンフリーやカーボンニ

ュートラルというＳＤＧｓに関連し、石油、石

炭等の化石燃料による発電が抑制される中で、

自動車や船舶等の脱石油化の国際的な流れが進

む状況にあり、狭義の再生可能エネルギーとは

されていないとはいえ、副生水素ガスはその活

用については大きな環境負荷を必要としない、

電気に変換したとしても、燃料として熱源や動

力源にするにしても二酸化炭素を排出しないク

リーンエネルギー源として大きな可能性を持っ

ています。
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今後の脱石油社会の進展の中で太陽光や風力

といった天候等の条件に左右されやすいエネル

ギー源とは異なり、クリーンエネルギー源とし

て、地域のエネルギー需要、特に電動化や水素

エンジン化が急速に進められている自動車の動

力源としての活用は、安価でクリーンなエネル

ギー供給による未来型の社会実現に大きな希望

を見いだせるものです。

何よりも、現在の化石燃料エンジンによる自

動車の生産がなくなったとき、電気自動車等の

膨大なエネルギー需要を夜間電力の活用が仮に

進んだとしても既存の系統電力網で賄えるのか

大いに危惧されます。

このため、ここから提案ですが、主な副生水

素の産出元であるコンビナート近接地に大型水

素精製施設と水素ガス供給施設、地域への熱供

給施設を兼ねた発電施設を整備することは本県

のものづくり産業の振興にも大いに貢献するも

のではないでしょうか。輸送、貯蔵に大きな設

備投資が必要な水素については、電力源として

エネルギー供給基地化を図ることが適切ではな

いかと思われます。国内有力プラントメーカー

が来年度中に国内に大型水素火力発電実証設備

を２か所建設予定とも聞いています。

さらには、我が国の大型ロケットの開発、運

用にあたっては、大量の液体水素と液体酸素を

使用しており、国立研究開発法人宇宙航空研究

開発機構ＪＡＸＡの種子島宇宙センターから打

ち上げられる基幹ロケットであるＨ－ⅡＡ及び

Ｈ－ⅡＢの運用に使用している液体水素は、年

間平均で５千立方メートル程度とされています。

また、次世代の打ち上げ市場分析では、打ち上

げのサイズや重量、打ち上げ頻度とともに倍程

度に需要が増加することから、Ｈ－ⅡＡ及びＨ

－ⅡＢの後継機として２０２１年に初めて打ち

上げられたＨ３ロケットの今後の液体水素使用

量はＨ－Ⅱロケットの数倍になるとされていま

す。

大分空港を衛星打ち上げ拠点とするヴァージ

ン・オービット社のランチャーワンロケットは、

当面ケロシンと液体酸素を推進剤とする２段式

のロケットで、直ちに高純度水素の大きな需要

があるわけではありませんが、今後の宇宙港と

しての大分空港活用の拡大を支える基礎素材と

して、液体水素は大いに期待されるものです。

また、今般の宇宙往還機の帰着地としての大

分空港の利用を目指す米国企業との協力も含め、

本県の航空宇宙産業の振興においても、この副

生水素ガスを活用した産業振興策やエネルギー

対策は、大分県の発展に大いに寄与するものと

考えます。

また、提案の第２点目として、２０１８年第

１回定例会でも質問した過疎地域での生活の足

となる自動車や、農林水産業の基礎となる農機

具等の動力源について、再度取り上げます。

現在、県内地域が共通して抱える課題として

は、中山間地域では、農林水産業従事者はもと

より、生活者としての高齢者の足として四輪駆

動の軽トラック等が主要な手段となっています

が、人口減少により地域からガソリンスタンド

が激減し、ガソリン補給のために数十キロの距

離を移動しなければならない地域も全国的に増

加しています。

本県でも、さきほど守永議員が取り上げられ

たとおり、先日、杵築市大田地区では、経営者

の高齢化や施設の老朽化により昨年末で地域唯

一のガソリンスタンドが廃業ということで、地

域活動に大きな影響があるとして、営業継続を

するために住民自治協議会、大田ふるさとづく

り協議会が主体となって、合同会社おおた夢楽

を設立、２月１日から大田サービスステーショ

ンとして営業を再開したと報じられたことは、

皆様にさきほど御紹介があったとおりです。こ

のように燃料、これは自動車の燃料だけではな

くて農機具の動力源としての混合油と様々な意

味での燃料の供給問題は既に深刻化している状

況にあります。

さらには、軽自動車を含め車両の石油燃料エ

ンジンからの脱却が国際的にも迫ってきていま

す。石油エンジン車両の生産、販売がなくなる

日もそう遠くないとされています。現に世界最

大の自動車市場となっている中国では、石油エ

ンジン車の販売禁止が具体的にスケジューリン

グされ、電動車両への転換が急ピッチで進めら
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れています。

これを背景として、車両の電動化や水素燃焼

エンジンの搭載での脱石油化に向け、世界規模

で既存自動車メーカーや新規参入メーカーが技

術革新を競っており、既に我が国でも電動四輪

駆動軽トラックを含めたコンセプトカーも発表

されている昨今の状況です。

本県には幸いにも主要自動車メーカーである

ダイハツが最先端工場を稼働させており、メー

カーとの協力で地域課題に挑戦できる下地があ

ります。

そこで、再生可能エネルギーとしての位置付

けがない副生水素について、鉄鋼生産、化学製

品生産時以外には新たな環境負荷がない、地域

に眠るクリーンエネルギー源として活用を推進

することが、ものづくり産業の集積に向けた吸

引力となるのではということはさきほど申し述

べたとおりです。

そこで、中山間地の生活や産業の基盤となっ

たり、迫り来る脱化石燃料の時代を見据えた電

動車両を活用した地域づくりを推進するため、

副生ガス特区制度での再生エネルギー並みの支

援策の導入を国に求め、水素ガスを利用した燃

料電池式の急速充電ステーションをモデル地域

に設置して、電動軽トラや電動農機具の実証試

験、高齢者の生活基盤維持策としての有用性を

検証する実証事業を行ってはいかがでしょうか。

以上２点を踏まえ、副生水素を活用した産業振

興と水素活用中山間地域振興特区の創設などの

地域振興に向けた取組についての見解を伺いま

す。

次に、犬、猫の殺処分減少に向けた取組につ

いて伺います。

コロナ禍の中で、在宅勤務や家庭内への巣ご

もり状況の中で孤独を感じる方が増えて、犬や

猫などのペットを飼う方が増加している一方、

安易な購入や譲渡を受けた挙げ句飼い切れない

として遺棄されるペットが激増しているとも報

じられています。これを公的な機関だけでなく

各地の保護団体等が、譲渡会等の活動で新たな

飼い主に結び付けています。

そのような中、環境省によれば２０２０年度

の全国の保健所で殺処分された犬猫は１９７４

年度以降最少となる２万３，７６４匹でしたが、

保健所が引き取った犬、猫の殺処分率は、最も

低い北海道の６％から最も高い長崎県の７１％

まで自治体により大きな差が生じているとのこ

とです。

そこで、これまでも幾度か議会質問で取り上

げてきましたが、今回も本県における犬、猫の

殺処分数や処分率に関する近年の推移について

の質問を準備していましたが、その矢先に民間

放送局のニュース番組で同趣旨の特集が放送さ

れました。概要は把握できました。

今回、担当部署から提供された資料によれば、

一昨年２０２０年度の犬の殺処分は９５頭で引

取り頭数の１７．８％に当たる犬が殺処分され、

猫については１，０８８頭、引取り頭数の６８．

９％が殺処分されたとのことで、犬、猫の合計

でも１，１８３頭、５６％の処分率ということ

でした。さらに、本年度の殺処分数も大幅に減

少させられる見通しであるとのことでした。

特になかなか減らせないと聞いてきた猫の殺

処分について、２０２０年度は前年度の約半数

へと大幅に減少させることができたことは、仮

にコロナ禍のペットブームの効果が大きいとし

ても、これまで行政が取り組んできたペットと

ともに暮らす安らぎある生活や命の大切さにつ

いての住民意識の向上策も奏功したと捉えるべ

きと考えます。

しかし、過去１７年間で年３千頭を超えてい

た犬の殺処分数を１００頭以下にできたのに対

し、２，５００頭前後から１千頭余りへの減少

にとどまる猫の殺処分についてはまだ課題が残

ります。

有効な対策を先進的に取り組んでいる事例を

収集し、本県でも実施してはと思いますが、生

活環境部長の見解を伺います。

本県では、おおいた・さくら猫プロジェクト

として対策事業を推進していますが、公益財団

法人日本動物愛護協会や公益財団法人どうぶつ

基金が支援する不妊・去勢手術への助成、さら

に地域猫活動と呼ばれる地域住民の理解と協力

で、ＴＮＲ活動、トラップ、一旦捕まえる、ニ
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ューター、不妊手術を実施する、リターン、元

の場所に返す活動による過繁殖状況にならずに

街猫と暮らせるコミュニティづくりという手法

での取組を推進していますが、その実施状況と

その効果についてお聞かせください。そして、

さらなる猫の殺処分数の減少を目指す取組の充

実強化策についてもお聞かせください。

次に、枯れ葉剤原料の国有林での保管につい

て伺います。

猛毒のダイオキシンを含んだ２・４・５－Ｔ

トリクロロフェノキシ酢酸という化学物質は、

ベトナム戦争で米軍により広範に散布された枯

れ葉剤の原料であり、あの結合双生児として日

本で治療を受けたベト君、ドク君でも知られる

染色体異常を引き起こす非常に危険な化学物質

です。

この枯れ剤の原料が全国の国有林に留め置か

れている事実が報じられました。全国では４６

か所が残り、残念ながら、県内でも別府市の山

中にセメントで固めたコンクリート塊として埋

められているとのことです。

このコンクリート塊の現在までの管理状況及

び有毒成分の地下水等への漏出の有無の確認状

況について、また今後の撤去の見込みもあわせ

て教えてください。国有林を管理する林野庁と

の協議状況もお知らせください。

続いて、最後に土木建築行政について伺いま

す。

その１点目は、大分市内の渋滞対策について

です。コロナ禍では、感染対策の一つとして外

出を控えることが推奨されており、各企業では

テレワークや在宅勤務などの制度導入が進めら

れ、個人の日常生活においても巣ごもり需要を

背景に、ネット通販などの利用が増えていると

のデータもあります。新型コロナウイルス感染

症は、デジタル化の進展ともあいまって、人々

の行動を大きく変化させています。

一方、民間機関の全国調査では、感染対策を

意識した移動手段については公共交通機関の利

用割合が減少し、自家用車や自転車利用が増加

しているとの結果が公表されています。もちろ

ん各公共交通機関も換気対策や消毒の徹底など

の感染対策に取り組まれていますが、実態とし

てこのような社会の変化、動きが出ています。

コロナ禍前の２０１３年実施の大分都市圏パ

ーソントリップ調査では、移動のための交通手

段として、同乗も含めた自動車の利用割合が３

分の２を超えるという結果でした。これら全国

調査及び大分都市圏調査の結果からは、大分市

内では、公共交通機関利用から自家用車への交

通手段の転換が相当数あり、感染対策として移

動の機会そのものは減少しているものの、自動

車による移動の機会総数自体は大きく変化して

いないのではないかと考えられます。

今後の感染対策と両立した経済再活性化段階

では、個人の空間を確保しながら移動できる自

動車利用がますます増えていくと想定する必要

があると考えます。

また、昨年１２月の日本経済新聞の記事では、

ネット通販の急速な拡大もあって、大半を自動

車が担う宅配便の取扱実績も加速度的に増え、

今後１５年程度で宅配便の取扱個数が倍増する

との試算もあると報道されました。

そこで課題となるのが、交通渋滞の問題です。

特に県内１４２か所の主要渋滞箇所のうち９８

か所を抱える大分市内は、深刻な状況にあると

言えます。

大分市内の渋滞は、２０１２年３月に完了し

た大分駅周辺の高架化や、２０１８年１月の宗

麟大橋の開通などにより、少しずつ改善が図ら

れていることは多くの方が実感していることと

思います。

しかしながら、依然として周辺地区では渋滞

が発生しており、中心部へつながる経路の渋滞

もいまだに深刻です。宗麟大橋周辺の渋滞は、

東西南北どの方面も朝夕の時間帯は大変なもの

であり、ここで失われる、それぞれ通勤の方々

の時間を経済効果に見直したときに、いかほど

のものになるか、想像を絶するものがあります。

この大分市内について実施中の道路整備事業も

ありますが、大分市内の渋滞解消に向けた今後

のビジョンについて、知事の考えをお聞かせく

ださい。

最後に、県営住宅戸数の削減方針についてで
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す。

県は県営住宅の適切な維持管理やライフサイ

クルコスト、生涯費用の縮減に関する方針を定

めた大分県公営住宅等長寿命化計画の改定案を

まとめ、公表しました。今後１０年間を期間と

するこの計画の中で、将来の需要予測などを踏

まえて新たに目標管理戸数を定めるなどの事業

手法の選定基準を見直したと報じられました。

昨年度策定した大分県公営住宅マスタープラ

ン２０２０に基づく長寿命化計画の改定案では、

２０３１年度までに県営住宅の管理戸数を昨年

４月時点の８，６１４戸から７，６００戸程度

へと約１千戸を減じる方針ということで、２月

１６日まで県民意見を募集したということです。

これまでの私の実感としては、高齢化が進む

中で年金生活者の方々から、少しでも生活費を

切り詰めるためにと公営住宅入居の御要望を大

変多くいただいてきており、その大多数の方々

から何回応募しても抽選に当たらずいつまでも

公営住宅に入居できないとの苦情もいただいて

います。現実に空き部屋になっているところの

抽選が行われないという声もいただいています。

もちろん人口減少の進展と民間賃貸住宅と公

営住宅とのシェアバランスの取り方といった変

化への対応は必要でしょうが、今回の施策改定

の議論において、公営住宅の設置目的として公

営住宅法にいう、健康で文化的な生活を営むに

足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低

額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または

転貸することにより、国民生活の安定と社会福

祉の増進に寄与するとの規定に照らして、入居

希望者の声はどのように反映されているのでし

ょうか。

この１０年間で既存の県営住宅を１０％以上

削減するという今回の改定案に対する県民意見

募集にはどのような声が寄せられているのかも

あわせて伺います。

以上で今回の代表質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。

三浦副議長 ただいまの河野成司君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 河野成司議員から、公明党を代表し

て御質問いただきました。初めに私からお答え

します。

こどもに関する政策パッケージについて御質

問いただきました。

本県では、令和２年３月に、第４期おおいた

子ども・子育て応援プランを策定し、現在、結

婚から妊娠、出産、子育てまで切れ目のない支

援に全力で取り組んでいます。

子どもは社会の宝であり、将来の地域社会を

担う希望です。未来への投資として、子どもの

育ちと子育てを総合的に支援し、一人一人の子

どもが健やかに生まれ育つことができる温かい

社会を築くことを計画の本旨としています。

こうした計画の理念や各施策の柱は、議員か

ら御紹介のあった「こどもに関する政策パッケ

ージ」と軌を一にしています。理念や政策の柱

が同趣旨であるから、私どもの計画策定時に想

定していなかった事業についても、取り入れる

べきものは速やかに取り入れて、今議会に上程

された当初予算案にも反映させています。

例えば、不妊治療については、本県ではこれ

まで国の制度に独自の上乗せを行って、全国ト

ップクラスの助成を実施してきました。４月か

らは、かねてから国へ要望してきた公的医療保

険の適用が開始されますが、制度変更による利

用者の負担増を回避し、円滑な移行が図れるよ

うに、新たな独自助成を行います。

また、保育人材の確保や職場の定着を図るた

め、国の予算を積極的に活用し、ＩＣＴ化によ

る保育現場の業務改善や働き方改革なども進め

ていきます。

さらに国は、こども家庭庁の創設により、年

齢や制度の壁を克服した切れ目ない包括的支援

を実現するとしていますが、本県は組織にとら

われることなく、国に先んじて取り組むことと

しています。

特に小学校就学前後の移行期は、関わりの主

体が母子保健、児童福祉から学校教育へと変わ

るため、発達が気になるなど困りを抱える子ど

もたちへの支援が途切れるケースも発生してい

ます。このため、関係機関の情報連携を強化し、
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就学前後を通じた支援体制の構築を進めます。

今後とも、国の動きなどを注視するとともに、

その時々の新たな課題に迅速に対応しながら、

引き続き子育て満足度日本一の実現に努めてい

きます。

次に、永住可能な外国人労働者の拡大による

県産業への影響について御質問いただきました。

昨年１０月末の時点の県内の外国人労働者数

は、新型コロナウイルスの影響により、９年ぶ

りに前年を下回りました。しかしながら、国は

今月から水際対策を緩和していて、今後再び外

国人労働者は増加していくものと考えています。

外国人労働者は今や企業や地域社会にとって

欠かせない存在になっており、製造業や農林水

産業等、様々な分野で活躍しています。また、

買い物やイベントへの参加、出身国の言葉を県

民が学ぶ講座など、地域にとっても貴重な存在

となっています。

国は長期就労が可能となる特定技能２号につ

いて、現行の建設、造船分野以外にも対象分野

の拡大を検討しており、人材不足に悩む本県と

しては歓迎したいと考えています。その一方で、

特定技能は同じ分野であればどこでも働くこと

が可能であるため、他県との競争も激化します。

本県が選ばれるには、労働環境の整備や地域住

民との共生をより一層進めていくことが大切で

す。

県では、３年前に外国人労働者の受入れと共

生を市町村と一体的に検討していくための協議

会を設置し、優良事例等の情報を共有しながら、

様々な対応策に取り組んでいます。

受入れに関しては、大分で働く外国人労働者

自らが、仕事中の様子のみならず、休日の過ご

し方も含めて大分を楽しんでいる動画を作成し、

ＳＮＳを利用してターゲットである国内外の外

国人に確実に届くよう発信しています。

また、来年度からは、外国人労働者が多い県

北部において、労働環境整備のため、寮などの

施設改修や翻訳機器の導入等に積極的に取り組

む企業を支援していきます。

さらに、共生社会の実現に向け、一元的相談

窓口である外国人総合相談センターを設置し、

市町村と連携しながら、教育や医療など様々な

相談に対応しています。先日の日向灘地震発生

時には、監理団体が即座にＳＮＳで津波の心配

がないことを伝え、８割の技能実習生から安心

したという返信がありました。

引き続き県と市町村が足並みをそろえて、企

業等が必要とする外国人労働者を適正に受け入

れ、日本人と外国人が共に安心して暮らせる地

域社会の実現に取り組んでいきます。

次に、地球温暖化対策について御心配いただ

きました。

今週公表されたＩＰＣＣの報告書では、産業

革命前からの気温が２度上昇すると、今世紀末

までに最大３０億人が干ばつ等により水不足に

陥ると警告しています。まさしく気候変動対策

は人類にとって喫緊の課題であると改めて示し

たものと受け止めています。

県では、昨年３月に策定した第５期大分県地

球温暖化対策実行計画の三つの重点戦略に基づ

き温暖化対策を進めています。

一つは、温室効果ガスの排出削減です。

今年度から一人一人が気軽にエコ活動に参加

できる環境アプリ、エコふぁみの普及を行って

おり、２月末時点での登録者数は８２７人、協

賛店等は１１５件です。本年１月から九州各県

共同で制作したＰＲ動画のＳＮＳ等での配信を

始め、さらなる普及に取り組んでいます。

申すまでもありませんが、本県には九州唯一

のコンビナートが立地しており、製鉄、石油精

製、石油化学など、日本の産業を支えています。

現在、それぞれの産業において、国の支援等も

得ながら、温室効果ガス削減を実現する革新的

な技術の開発に取り組んでおり、県としてもそ

の成果を見守っています。

一方で、産業部門に加えて運輸部門や業務部

門等でも、今の技術でどれくらい温室効果ガス

が落ちるかという試算もしながら、計画の見直

しを行っていきたいと考えています。

二つは、エコエネルギーの導入、利用促進で

す。

県エネルギー産業企業会では、再生可能エネ

ルギーのみで企業活動を行うＲＥ１００の取組
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を進める企業を支援するなど、エコエネルギー

の導入促進につながる取組を進めています。

また、今後は国脱炭素先行地域の枠組みを活

用しながら、農業大学校に太陽光発電設備等を

試験的に設置し、農業生産との両立について、

その可能性を検証します。

三つは、森林吸収源対策の推進です。

森林によるＣＯ２の吸収力を高めるため、早

生樹造林の促進に向けた国との連携強化や、環

境を考慮した植樹活動の支援とともに、建築物

の木造化、内装木質化の推進による炭素の固定

に取り組んでいきます。

来年度は、こうした取組の強化に向けて、脱

炭素社会推進室の新設や新産業振興室に次世代

エネルギー施策の推進班を設置する組織改正を

行う一方、地球温暖化防止活動の企画、実践を

担う学生推進員制度を創設します。

カーボンニュートラルの達成は人類の責務で

あるとともに、新たなビジネスチャンスにもつ

ながると考え、果敢に挑戦していきます。

副生水素ガスを活用した産業振興等について

も御質問いただきました。

水素は、発電だけではなく、産業や運輸など

幅広い分野での活用が期待され、カーボンニュ

ートラルに必要不可欠なエネルギーに位置付け

られています。

現在、大分コンビナートで発生している副生

水素は、石油関連製品の製造工程で硫黄分の除

去や熱源等として使用されています。

この水素を新たな産業振興に利用し、本県の

優位性を高めるためには、純度を高めるなどの

高付加価値化や需要の創出が課題です。

今、国では脱炭素社会においてコンビナート

が担うべき役割等について議論を行っています。

また、産業拠点となる重要港湾を対象にしたカ

ーボンニュートラルポート形成計画について、

本県ではまずは大分港で検討を開始します。

大分コンビナート企業の三井Ｅ＆Ｓマシナリ

ーは、副生水素を活用する事業について、国の

採択を受けました。これは副生水素を活用して

発電した電力を海上側から大分港に停泊する船

舶へ供給する可能性を調査するものです。

こうした検討や調査を通して、コンビナート

において整備する施設や設備、また議員からも

言及いただいた大分宇宙港での活用可能性等も

明らかになってくると考えています。

このほかにも議員御提案の副生水素を活用し

た地域振興についてはいろいろと楽しみがあり

ます。中山間地域において移動の問題は、燃料

の供給はもとより、公共交通の確保も重要です。

このため、地域公共交通計画の策定等を通じて、

持続可能な地域公共交通の維持確保を進めてい

ます。また、ＩｏＴプッシュボタンを使ったタ

クシー配車など、先端技術を活用した次世代モ

ビリティの実証も行っています。

水素活用の特区の創設については、課題解決

の糸口を特区とすべきかどうか、よく考える必

要があると考えています。

副生水素に限らず、エネルギーの地産地消に

よる地域づくりは重要です。

県エネルギー産業企業会では、これまでも姫

島村における太陽光発電で充電したスローモビ

リティを観光に活用する取組、竹田市における

竹や小水力からつくった電気で走る電気自動車

を農業等に活用する取組を支援してきました。

今後も様々なエネルギーを活用した地域振興

に向けた取組をいろいろとつくり出していきま

す。

最後に、大分市内の渋滞対策について御質問

いただきました。

新型コロナウイルス感染症の拡大は、私たち

に移動や交流の制限を強いる一方、コミュニケ

ーションの普遍的な価値や物流の重要性などを

再認識させました。

コロナ禍にあって、社会経済活動の再活性化

を支える道路は重要なライフラインであり、安

全で快適な移動を確保する上で交通渋滞の解消

は大きな課題の一つです。

県では、国や大分市と連携し、大分市南部で

は国道１０号高江拡幅、東部では１９７号鶴崎

拡幅、西部では４４２号宗方拡幅などの事業を

進めており、市内中心部では庄の原佐野線の整

備に力を入れています。

中でも平成３０年１月に開通した宗麟大橋は
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半世紀ぶりに大分川下流域に新設した橋梁で、

現在は１日に約２万５千台の交通量があり、滝

尾橋や舞鶴橋などの渋滞緩和といった事業効果

が認められています。

しかしながら、議員御指摘のとおり、宗麟大

橋周辺の交通状況は引き続き改善の必要があり、

重点的に対策を講じています。

平成２９年度に事業化した下郡バイパスと米

良バイパスを結ぶ下郡工区は来年度いよいよ高

架橋の工事に着手します。残る用地への御協力

もいただきながら、しっかりと整備を進めてい

きます。

その先の米良バイパスから明野地区を結ぶ下

郡・明野工区については、下郡工区との一体的

な整備が必要なことから、事業評価監視委員会

の審議をお願いし、先月、事業実施が妥当との

答申をいただきました。

本年１月には、私も国に出向き、直接整備の

必要性を訴えてきたところであり、今後も大分

市や地元期成会と一緒になって早期事業化に向

けて取り組んでいきます。

こうしたハード対策に加え、渋滞対策にはソ

フト面からのアプローチも欠かせません。

ＭａａＳや次世代モビリティサービスの活用

も含め、コロナ禍で落ち込んだ公共交通の利用

促進を図るなど、ポストコロナの都市交通のあ

り方を総合的に検討しながら、ハード、ソフト

両面から渋滞対策を進めていきます。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

〔山田福祉保健部長登壇〕

山田福祉保健部長 私から２点お答えします。

１点目は、子宮頸がんワクチンの接種勧奨再

開についてです。

このたびの接種勧奨の再開に伴い、昨年１２

月に厚生労働省から、これまで接種機会を逃し

た方をキャッチアップ接種の対象とする方針が

示されました。

その接種対象者は県内で約４万人に上ってお

り、接種が一時期に集中して医療機関に負担が

かかることのないよう、計画的な接種が必要と

なります。

現在、小児科や産婦人科を中心に３００を超

える医療機関にワクチン接種の御協力いただい

てますが、県医師会や市町村などと今後の対応

について協議しています。

他方、本県の令和２年度の子宮頸がんワクチ

ンの初回接種率は３％程度にとどまっており、

対象者への接種勧奨を一層強化する必要があり

ます。

引き続き県医師会などとも連携し、対象者や

その家族に接種の判断材料となる情報提供を丁

寧に行うとともに、接種主体となる市町村や副

反応の相談窓口である大分大学とも協力し、接

種率の向上を図っていきます。

次に、循環器病による死亡率の削減について

お答えいたします。

本県において循環器病の急性期を担う病院は

大分市や別府市に多く、救命率を向上するため

には、救急搬送や転院搬送を迅速かつ適切に行

うことが重要です。

このため、新年度予算には心電図データやＣ

Ｔ画像を搬送先の医療機関に送信できるシステ

ムの構築経費などを盛り込み、医療現場のＤＸ

化に取り組むこととしています。

医療人材については、人口当たりの循環器病

専門医が全国平均を上回っている一方で、初期

対応を担う救急医が不足しています。

このため、新年度から医師研修資金の対象に

救急科を追加し、各救急医療圏に２人以上の救

急医が配置できるよう養成を急ぎます。

また、退院後の在宅患者の健康管理には多く

の職種が関わります。医師や看護師、薬剤師、

リハビリ関係職種、栄養士、ケアマネジャーな

ど、多職種を対象とした在宅医療研修の充実も

図ることとしています。

循環器病対策推進計画では、こうした施策に

加え、生活習慣の改善などの予防活動も盛り込

み、関係者との連携を一層密にし、循環器病に

よる死亡率の減少に努め、健康寿命のさらなる

延伸を図っていきます。

三浦副議長 岡本教育長。

〔岡本教育長登壇〕

岡本教育長 子宮頸がんワクチンの学校現場で

の対応についてお答えします。
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現在、学校では、国からの求めにより、ワク

チン接種の関連症状に対する教職員の理解を深

めるとともに、ワクチン接種により健康被害が

あった生徒の心身の状態に応じて、教育活動等

に適切に配慮するよう対応しています。

ワクチン接種後に体調の変化が認められた生

徒やその保護者に対しては、医療機関の受診、

接種の実施主体である市町村等への相談など専

門的対応を受けるよう勧めています。

現在、今年４月からの勧奨再開に向け、市町

村が対象者への通知など準備を進めていると伺

っており、その通知の中にはワクチンの有効性

・安全性などの情報も盛り込むこととされてい

ます。

ワクチン接種については、これまでの経験か

ら、専門的知見に基づいた丁寧な対応が求めら

れます。今後も国や市町村などと連携を図りな

がら適切に対応していきます。

三浦副議長 和田総務部長。

〔和田総務部長登壇〕

和田総務部長 私からは、パートタイム公務員

の処遇改善についてお答えします。

県及び県内自治体のパートタイム公務員の状

況は、令和３年４月１日時点で、県が２，２８

０人で職員全体に占める割合は約１１％、市町

村等が６，８２１人で職員全体に占める割合は

約３５％となっています。

パートタイム公務員のうち、議員から御指摘

のあった７時間３０分の勤務時間で任用してい

る事例は、県では該当がありませんが、一部の

市でこのような任用が行われています。

このため、勤務時間を７時間３０分とするこ

とに合理的な理由があるかをしっかり検証し、

十分な説明責任を果たすよう該当する市に対し

助言してきました。その結果、７時間３０分の

勤務時間で任用しているパートタイム公務員数

は昨年度の３６４人から今年度は１９２人と半

数近くに減少しています。さらに、今年度末で

一つの市が７時間３０分勤務の任用を廃止する

こととしています。

今後とも、県として制度の適正な運用を図る

ことはもとより、各市町村に対しても引き続き

適切な運用を行うよう助言していきます。

三浦副議長 大塚企画振興部長。

〔大塚企画振興部長登壇〕

大塚企画振興部長 ＪＲ九州の路線や駅の確保

についてお答えします。

鉄道路線は、住民の通勤、通学等の日常生活

や経済活動を支える公共交通機関であり、その

維持、確保は重要です。

一方、鉄道事業にあっては、マイカーの普及

や人口減少等に加え、新型コロナの影響もあり、

厳しい経営状況となっています。

こうした状況を受け、国において、利便性が

高く、持続可能な地域モビリティの再構築に向

けた議論を行うため、新たに検討会が設置され

たことは承知しています。

県としても、鉄道事業者とは日頃から意見交

換等を積極的に行うとともに、公共交通を担う

者の責務として、利用者の声に丁寧に耳を傾け、

利便性の確保に最大限配慮するよう強く要望し

ています。

議員御指摘のように、路線や駅の存続に関す

るような場合には、当然、地元自治体や沿線住

民等を含めて、しっかりと議論していくことが

必要と考えています。

まずは国の検討会の議論の行方も踏まえた上

で、関係者の意見も伺いながら、持続可能な鉄

道ネットワークの構築に向け、必要な検討を行

っていきます。

三浦副議長 御沓生活環境部審議監。

〔御沓生活環境部審議監登壇〕

御沓生活環境部審議監 私からは２点について

お答えします。

まず、犬、猫の殺処分減少に向けた取組につ

いてです。

令和２年度までの１０年間で犬の殺処分頭数

は８８％減少しているものの、猫は５５％の減

少にとどまっています。

猫の殺処分削減のためには、所有者不明の猫、

野良猫を減少させることが最も有効な手段だと

考えています。

現在、本県で実施しているさくら猫プロジェ

クトは、三重県の取組を参考に、ボランティア、
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市町村、県獣医師会、動物愛護センターが一体

となって不妊去勢手術と術後の地域での猫の世

話を行っているものです。これはいわゆる地域

猫に近い対応であり、令和３年度は１月末時点

で９０５頭実施しています。この取組により、

殺処分頭数は令和２年度の１，０８８頭から今

年度は１月末時点で５１１頭とほぼ半減してい

ます。

また、引き取った猫の譲渡も積極的に行って

おり、平成３１年２月のセンター開所から約３

年で千頭に達したところです。

あわせて、小中学生に適正飼養を目的とした

動物愛護教育を今年度既に１９５校の６，０９

３人に実施しています。令和４年度は講師の人

員を増やすなど愛護教育体制をさらに強化して

いきます。

今後も、他県の優良事例も参考に、猫の保護

と世話を行う地域ボランティアの増員を図るな

ど、殺処分の減少に取り組んでいきます。

次に、枯葉剤原料の国有林での保管について

です。

２・４・５－Ｔ系除草剤は、発がん性や胎児

への影響が生じるおそれがあるとして、昭和４

６年に使用が中止され、林野庁が、県内では別

府市の国有林に土とセメントを混ぜ、地下数メ

ートルに埋設し保管しています。

昭和５９年には専門家の指導でコンクリート

被覆、囲いのフェンス、標識を設置し、管理を

強化するとともに、大分西部森林管理署が年２

回の巡視を行っています。

加えて、大雨、地震等の際には、土壌の流出

等がないか点検を実施しており、現在まで異常

は確認されていません。

他方、昭和４６年の埋設から長期間が経過し

ており、コンクリートの経年劣化や近年の地震、

豪雨等の自然災害の頻発により、今後環境への

影響が懸念されます。

そのため林野庁は、昨年１１月から、岐阜、

高知、佐賀、熊本の４県で調査を行い、撤去に

向けた方策を検討しています。県としても林野

庁に対し、速やかな撤去と撤去後の周辺土壌や

水質の検査等を徹底するよう求めています。

引き続き周辺地域の良好な環境保全のために、

現地を注視していきます。

三浦副議長 島津土木建築部長。

〔島津土木建築部長登壇〕

島津土木建築部長 私から、県営住宅戸数の削

減方針についてお答えします。

大分県公営住宅マスタープランでは、国が示

した方法により、住宅に困窮する世帯数や低額

家賃の民間賃貸住宅数等を推計し、２０４０年

時点の公営住宅の戸数を算定しています。

今回改訂する長寿命化計画においては、マス

タープランでの算定結果を基に１０年後の目標

戸数を定めたところです。

議員御指摘の何回応募しても抽選に当たらな

いとの声はお聞きしており、これは中層階に入

居可能な住戸がある中で、高齢者の希望が１階

やエレベーター付の住戸に集中しているといっ

たことも要因と考えています。

このため、長寿命化計画に基づき、エレベー

ター付住宅への建て替えを計画的に進めるとと

もに、低層階である２階も対象とした住戸バリ

アフリー化に引き続き取り組んでいきます。

なお、今回の県民意見募集では、戸数削減に

対する御意見はありませんでしたが、老朽化対

策の推進及び設備水準の向上を求める御意見を

いただいています。

今後も、こうした御意見をはじめ、県民ニー

ズや社会情勢の変化、そして、法の趣旨を十分

に踏まえながら、計画的に住宅整備を進めてい

きます。

三浦副議長 以上で河野成司君の質問及び答弁

は終わりました。

これをもって代表質問を終わります。

―――――→…←―――――

三浦副議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。

５日、６日は県の休日のため休会とします。

次会は、７日定刻より開きます。日程は決定

次第通知します。

―――――→…←―――――

三浦副議長 本日はこれをもって散会します。

午後２時２１分 散会
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令和４年第１回大分県議会定例会会議録（第６号）

令和４年３月７日（月曜日）

―――――――――――――――――――――

議事日程第６号

令和４年３月７日

午前１０時開議

第１ 議員提出第１号議案

（議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決）

第２ 一般質問及び質疑

―――――――――――――――――――――

本日の会議に付した案件

日程第１ 議員提出第１号議案

（議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決）

日程第２ 一般質問及び質疑

―――――――――――――――――――――

出席議員 ４２名

議長 御手洗吉生 副議長 三浦 正臣

志村 学 井上 伸史

吉竹 悟 清田 哲也

今吉 次郎 阿部 長夫

太田 正美 後藤慎太郎

衛藤 博昭 森 誠一

大友 栄二 井上 明夫

鴛海 豊 木付 親次

古手川正治 嶋 幸一

元吉 俊博 阿部 英仁

浦野 英樹 高橋 肇

木田 昇 羽野 武男

二ノ宮健治 守永 信幸

藤田 正道 原田 孝司

小嶋 秀行 馬場 林

尾島 保彦 玉田 輝義

平岩 純子 吉村 哲彦

戸高 賢史 河野 成司

猿渡 久子 堤 栄三

荒金 信生 麻生 栄作

末宗 秀雄 小川 克己

欠席議員 １名

成迫 健児

―――――――――――――――――――――

出席した県側関係者

知事 広瀬 勝貞

副知事 尾野 賢治

副知事 黒田 秀郎

教育長 岡本天津男

代表監査委員 長谷尾雅通

総務部長 和田 雅晴

企画振興部長 大塚 浩

企業局長 浦辺 裕二

病院局長 井上 敏郎

警察本部長 松田 哲也

福祉保健部長 山田 雅文

生活環境部長 磯田 健

商工観光労働部長 高濱 航

農林水産部長 佐藤 章

土木建築部長 島津 惠造

会計管理者兼会計管理局長 森山 成夫

防災局長 梶原 文男

観光局長 秋月 久美

人事委員会事務局長 法華津敏郎

労働委員会事務局長 稲垣 守

―――――――――――――――――――――

午前１０時 開議

御手洗議長 おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付の議事日程第６

号により行います。

―――――→…←―――――

日程第１ 議員提出第１号議案

（議題、提出者の説明、質疑、討

論、採決）

御手洗議長 日程第１、議員提出第１号議案を

議題とします。

―――――→…←―――――

議員提出第１号議案 ロシアによるウクライナ

ナ侵攻に抗議する決議

―――――→…←―――――

第１回 大分県議会定例会会議録 第６号
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御手洗議長 提出者の説明を求めます。木付親

次君。

〔木付議員登壇〕

木付議員 おはようございます。ただいま議題

となった議員提出第１号議案ロシアによるウク

ライナ侵攻に抗議する決議については、共同提

案者を代表して提案理由を説明します。

去る２月２４日に、ロシアによるウクライナ

への侵攻が開始されましたが、連日、ロシアに

よる首都キエフをはじめとしたウクライナ全土

への軍事攻撃についての報道がなされています。

今回のロシアによるウクライナへの侵攻は、

国際社会の平和と秩序、安全を脅かすもので、

明らかに国連憲章に違反する行為であり、断じ

て容認できません。

また、この軍事侵攻が続くと、原油価格の高

騰、金融不安など経済への深刻な影響も懸念さ

れます。

よって、本県議会は、ロシアに対し、一連の

ウクライナへの軍事侵攻に厳重に抗議し、さら

に、軍の即時撤収、国際法の遵守を強く求める

ものです。

また、政府においても、ウクライナに対する

支援並びに在留邦人の安全確保に全力を尽くし

ていただくとともに、国民生活への影響を最小

限に抑えるよう要請することを決議します。

案文はお手元に配付してあるので、朗読は省

略します。

以上で説明を終わります。御賛同いただきま

すよう、よろしくお願いします。

御手洗議長 以上で提出者の説明は終わりまし

た。

これより質疑に入ります。

別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。

お諮りします。本案は委員会付託を省略した

いと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、本案は委員会付託を省略することに

決定しました。

これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。

これをもって討論を終結し、これより採決し

ます。

本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

―――――→…←―――――

日程第２ 一般質問及び質疑

御手洗議長 日程第２、第１号議案から第３９

号議案まで及び第１号報告を一括議題とし、こ

れより一般質問及び質疑に入ります。

発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。藤田正道君。

〔藤田議員登壇〕（拍手）

藤田議員 ２８番、県民クラブ、藤田正道です。

まず、公共交通をめぐる諸課題について２点

伺います。

自家用車の普及や人口減少に伴い、公共交通

の利用者が減少するなど、バスをはじめとする

公共交通を取り巻く環境は厳しさを増す一方、

高齢化や過疎化が進む中で、安全、安心で誰も

が利用できる公共交通の役割は大きく、地域の

活力を維持するためにも、その維持、確保が必

要不可欠です。県は県内を６圏域に分け、持続

可能な公共交通ネットワークの構築を目指し、

地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編

実施計画を策定してきました。

地域公共交通とは、法律上、「地域の日常生

活若しくは社会生活における移動又は観光旅客

その他の当該地域を来訪する者の移動のための

交通手段として利用される公共交通機関」と定

義されます。しかし、それを維持することにつ

いては、国も県も市町村も、そして事業者にも、

法的な義務付けはありません。ただし、地域公

共交通活性化再生法に基づく法定協議会におい

て策定された地域公共交通計画については、協

議会の参加者、つまり県、市町村、事業者、そ

して住民は、ともにこれを尊重する義務があり、

計画に基づく事業を実行していくことが求めら

れています。

第１回 大分県議会定例会会議録 第６号
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一方で、人口減少による利用者の減少により、

交通事業者は厳しい経営環境にあります。さら

に、２年にわたるコロナ禍と燃油価格の高騰が

追い打ちをかけています。公表されている２０

２０年度決算を見ると、ＪＲ九州は経常収支で

１９３億円の赤字、大分交通も７億円の経常赤

字、亀の井バスは純損失４億円、フェリーさん

ふらわあも２億１千万円の純損失など収支と財

務の悪化に加えて、収入減や将来不安から離職

者も増加していると聞いています。航空業界も

大変厳しい状況です。先月１０日のＡＮＡホー

ルディングスの記者発表で、片野坂次期会長は、

小さな会社になっても生き残り、雇用を守り、

ポストコロナに向けてビジネスモデルを変えて

いくと述べており、経営合理化に向け厳しい判

断も考えられる内容となっています。このまま

コロナ禍、燃油高が続けば、路線維持のみなら

ず事業の存続に関わる事態も想定され、地域公

共交通計画の実効性はおろか、交通崩壊の引き

金にもなりかねません。

県内交通体系の維持のため、鉄道、バス、フ

ェリーに空路も加え、関係事業者と連携し、路

線の存続と安定化を図るべきだと考えます。知

事の見解を伺います。

また、自家用車や公共交通機関等の移動手段

をめぐる中長期的な課題として、カーボンニュ

ートラルへの対応があります。第５期大分県地

球温暖化対策実行計画では、運輸部門から排出

される年間の二酸化炭素排出量を２０２５年度

に２０１３年度比で２０％、２０３０年度には

２８％削減するという目標を設定し、公共交通

機関を利用しやすい環境づくりによる移動手段

の転換の促進や次世代自動車や低燃費車の普及

促進などを柱とした二酸化炭素排出削減対策を

推進するとしています。

ＥＶ、電気自動車の普及に関しては、化石燃

料による発電量が７割を超える現在の我が国の

電力事情を考慮すると、中短期的には排出削減

効果はあまり期待できないため、２０２５年、

２０３０年という目標達成のためには移動手段

の転換の促進が鍵を握ります。

今期の温暖化対策実行計画に掲げる移動手段

の転換促進に向けた取組の現状と今後の具体的

な取組について生活環境部長にお尋ねします。

〔藤田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

御手洗議長 ただいまの藤田正道君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 藤田正道議員から、県内交通体系の

安定確保について御質問をいただきました。

路線バス、鉄道、フェリー、航空等の公共交

通は、住民の通勤、通学等の日常生活を支える

交通基盤であると同時に、産業振興や観光振興、

関係人口の増加など、本県の将来にわたる発展

を支える社会基盤でもあります。公共交通を安

定的に確保するためには、この両面を見ながら

取り組むことが大変重要だと思っています。

一方、マイカーの普及や人口減少の進展に加

え、新型コロナウイルス感染症の影響により、

公共交通の利用者は減少しており、全国的に大

変厳しい状況に置かれていることも事実です。

公共交通の維持、確保は、交通事業者のみな

らず、行政としても主体的な取組が必要だと思

っています。そこで、県では、県内の公共交通

を維持、確保するために、三つの観点から取組

を実施しています。

一つは、県内各地域を結ぶ公共交通ネットワ

ークの維持に対する支援です。幹線的なバス路

線やコミュニティバス等が抱える運行赤字に対

する補助のほか、バスロケーションシステムや

低床バス車両の導入、鉄道駅のバリアフリー化

等への支援を行い、公共交通の維持と利便性向

上を図っています。

また、フェリー、航空については、県外から

の誘客を図るため、各事業者と連携したＰＲや

プロモーション等の利用促進を行っています。

二つは、持続可能な公共交通ネットワークの

再構築です。地域にとって望ましい公共交通網

を形成するため、県内を六つの圏域に分けて、

交通事業者、市町村、自治会の代表者等の関係

者からなる協議会を開催し、地域公共交通計画

の策定を進めています。

この計画では、例えば、バスと鉄道との接続

改善、商業施設へのバスの乗り入れ、運行便数
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の調整や路線の延伸など、利便性や運行効率の

向上に取り組んで、利用者目線に立った公共交

通網の構築に努めています。

三つは、コロナ禍で苦境に直面する交通事業

者への総合的な支援です。各事業者が実施する

旅行商品造成や感染防止対策に対する支援のほ

か、住民生活に密着した移動手段であるバスや

タクシー車両を維持するため、保有車両に応じ

た支援金を給付し、事業者の経営の下支えを図

ったところです。

ポストコロナにおける地方創生を実現させる

ためにも、公共交通の存続と安定化は重要であ

り、交通事業者と行政が一緒になって、その維

持、確保に取り組むことは必要だと思っていま

す。

今後も引き続き、各交通事業者と緊密に連携

しながら、積極的かつ主導的に県の役割を果た

していきます。

もう一つ、移動手段におけるカーボンニュー

トラルについて御質問いただきました。この件

については担当の部長からお答えします。

御手洗議長 磯田生活環境部長。

磯田生活環境部長 移動手段におけるカーボン

ニュートラルについてお答えします。

移動手段の転換の促進の具体的な取組として

は次の三つを行っています。

一つは、平成２０年度から続けているノーマ

イカーウィークの取組です。年４回、それぞれ

１週間、県内事業所と連携して、マイカー通勤

者に公共交通機関等の利用を呼びかけています。

年間約５，７００人が現在参加していますが、

今後はさらなる参加者の拡大に向けて、ＳＮＳ

等を活用した広報を強化していきます。

二つは、エコ通勤割引制度の普及促進です。

マイカー通勤者が水曜日にバスで通勤する場合

に運賃を割り引く制度ですが、利用時の手間等

課題も指摘されているので、今後、より取り組

みやすい仕組みを検討していきます。

三つは、公共交通機関を利用しやすい環境づ

くりです。知事からさきほど答弁したとおり、

バス会社等への様々な支援を行っています。こ

れらに加え、大分市が実施している大分市パー

クアンドライド駐車場認定制度は公共交通機関

利用促進と渋滞緩和等に加え、環境負荷軽減に

も非常に有効であると考えています。今後、他

の地域でも取組が広がるよう関係機関に働きか

けていきます。

公共交通機関への移動手段の転換は、カーボ

ンニュートラルに加え、高齢者の移動手段確保

のためにも非常に重要であると認識しています。

より実効性のある取組を目指していきます。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 知事ありがとうございました。三つ

の視点ということで伺いました。

地域公共交通計画に関して具体的に尋ねます

が、１２月補正では地域公共交通運行継続緊急

支援事業の中で、将来に向けてのＧＴＦＳ整備

として約３，４００万円予算計上されています。

バス路線、停留所、ダイヤ、運賃などの運行情

報をオープンデータ化して、グーグルマップな

ど各種経路検索サービスに反映して住民、観光

客の利便性向上を図るとしていますが、こうし

たデータの活用も含め、どのように公共交通計

画を実行していくのか、企画振興部長の考えを

伺います。

御手洗議長 大塚企画振興部長。

大塚企画振興部長 地域公共交通の利用促進と

その維持、確保を図るためには、ＩＣＴの先端

技術を活用した取組も重要であると考えていま

す。このため、バスロケーションシステムやデ

ジタルチケットの導入に加え、路線バスのダイ

ヤや運賃等の運行情報をＧＴＦＳでオープンデ

ータ化し、グーグルなどの検索サービス等へ提

供できる整備を進めています。

また、現在検討を進めている大分空港を起点

としたＭａａＳにおいても、路線バスの運行デ

ータとの連携した取組は重要であると考えてい

ます。そういう意味で、今回整備するＧＴＦＳ

データも活用される予定となっています。

引き続きこうしたデータを活用した、利用者

にとって利便性の高い公共交通サービスの提供

について検討を進めていきます。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 地域公共交通計画で策定されている
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内容を見ると、県全域で目指す指標として、乗

り合いバスの年間輸送人員、令和７年の１，７

３０万人、人口一人当たり年間バス利用回数１

６回を、人員では１割減、回数ではほぼ同水準

を維持していくと掲げられています。県全体と

してですね。ただ、現状、コロナの影響は予想

以上に大きいようで、特にバスに関しては人員

確保が非常に難しい。今、コロナの減便で本数

が減っているから何とか今の人員でもダイヤを

確保できているが、通常ダイヤに戻すだけの人

の余裕がないという話も聞いています。既に痛

みはかなりのところまで来ていると思います。

公共交通計画は法律上、尊重することが義務

付けられているし、計画を実行していくことが

求められているので、今の答弁を聞いても、今

の計画の実行だけではとても追い付かないんで

はないかという気がしています。やはり県全体

で真剣に取り組んでいく必要があるという気が

しています。

公共交通の役割は、観光客の移動に関する視

点も今お話がありましたが、地域で足を守るこ

とのほかにも、例えば、高齢者が公共交通機関

を使って社会活動に参加することで体力づくり

や認知症予防などの健康増進効果を図ったり、

教育に関して言うと、佐伯市では隣県の私立高

校がスクールバスを持ってきて生徒を運ぶとい

う話も聞いています。例えば、県立高校の定員

確保につなげるために利便性を高めていくとか、

あるいはマイカーから公共交通へ、さきほどの

環境の問題もありますが、渋滞緩和とか交通事

故の削減とか、それぞれの部局が公共交通の利

用を増やすことによって課題解決を図っていく、

そのために予算も使う、人も使うという大胆な

取組が必要だと思いますが、ぜひそういう取組

をしていただきたい。時間がないので、取りあ

えず要望だけします。

基本的に、駅の無人化や便数の減も根本的に

は利用者の減少という問題なので、利用者を増

やすことが最も効果的な対策になると思うので、

そういった視点での取組をぜひお願いします。

続いて、リスク・マネジメント、内部統制に

ついて伺います。

地方自治法の改正により、地方公共団体の職

員自らが事務の適正な執行を阻害する事務上の

要因をリスクとして識別、評価し、対策を講じ

る、いわゆる内部統制制度が２０２０年度から

本県知事部局に導入されました。これは２０１

６年の第３１次地方制度調査会、人口減少社会

に的確に対応する地方行政体制及びガバナンス

のあり方に関する答申を踏まえたもので、答申

では、人口減少社会の中でも持続可能な形で行

政サービスを提供し続けていくための地方行政

体制として、広域連携や外部資源の活用による

行政サービスの提供並びに県、市町村、地域コ

ミュニティーなどの役割を示すとともに、人口

減少が進み、資源が限られる中で最小の経費で

最大の効果を上げるためには、首長、監査委員、

議会、住民が連携して、その役割分担の方向性

を共有しながら、それぞれの強みを生かして事

務の適正性を確保する適切な役割分担によるガ

バナンスが重要であると指摘しています。そし

て、民間企業が導入している内部統制制度を導

入することで、マネジメントの強化、事務の適

正性の確保、監査委員の監査の重点化、質の強

化、実効性の確保などが促進されることや、議

会や住民による監視のために必要な判断材料の

提供などの意義があるとしています。

本県は、２０２０年３月に策定された大分県

行財政改革推進計画において、内部統制の体制

整備とともに、運用開始後は適切にＰＤＣＡサ

イクルを回し、必要に応じて改善を行い、知事

部局の運用実績を踏まえて、知事部局以外の執

行機関への導入も検討することとし、監査につ

いても内部統制を前提として、より本質的な監

査実務に人的及び時間的資源を重点的に振り分

け、監査機能の充実強化を検討することとして

います。

この制度では、地方自治法により年度ごとに

首長自らが取組について評価を行い、それを監

査委員が審査するよう義務付けられています。

昨年９月の第３回定例会に提出された令和２年

度大分県内部統制評価報告書審査意見書には、

評価報告書に記載されている大分県知事による

評価は手続に沿って適切に作成されていると認
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められたこと、重大な不備に該当する事象は認

められなかったことから、報告書の評価手続及

び評価結果に係る記載は相当であることが認め

られたと審査の結果が記されており、県のホー

ムページでも閲覧が可能です。今後、大分県行

財政改革推進計画に沿って運用されると思いま

すが、内部統制制度を正しく機能させるために

は、制度の仕組みを整備、構築するだけでなく、

その仕組みの意義を職員がしっかりと受け止め、

実際に運用していくための職員研修の充実を図

ることも必要になってくると思います。

今年度で導入２年目となりますが、今後の取

組にあたっての視点や知事部局以外の機関への

導入について総務部長の考えを伺います。

御手洗議長 和田総務部長。

和田総務部長 内部統制についてお答えします。

令和２年度の内部統制評価の結果、重大な不

備に該当する事象は認められませんでしたが、

所属によって取組に濃淡があったことや、支出

負担行為の遅れといった不適切な事案が散見さ

れるなどの課題もありました。

内部統制の実効性を確保するためには、職員

が制度を理解して運用することが不可欠なので、

様々な機会を通じて、内部統制は人的ミスや不

正を防ぐ仕組みであることなど制度の趣旨を徹

底していきます。

また、今回発生した不適切な事案は、業務に

あたっての規則や規程といった基本的なルール

を遵守していれば防げたものが多かったところ

です。

このような状況を踏まえ、間違いの起こりや

すいポイントをまとめたチェックリストを見直

して、同様のミスが生じるリスクを抑制してい

くとともに、ｅラーニング研修の実施など職員

研修も充実させていきます。

今後とも、内部統制がしっかりと機能するよ

う、実施状況を踏まえた制度の改善、運用を図

っていきます。

他の執行機関への導入については、知事部局

での取組状況やその効果を随時紹介することに

より、導入を働きかけていきます。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 ありがとうございます。導入のきっ

かけとなった地方制度調査会の答申でも、人口

減少の中で持続可能な行政サービス提供、その

ためには広域連携や外部資源の活用、役割分担

が重要だ、適切な役割分担によるガバナンスで

内部統制が導入されていると伺っています。

さきほど報告した監査委員による審査意見書

では、業務レベルの実施状況を主に財務監査を

通じて確認してきましたが、内部統制に資する

リスク一覧表の整備が遅れている所属が散見す

るなど、取組に濃淡があった実施についても指

摘されています。ぜひ実質的に内部統制が機能

していくように継続的な取組をお願いするとと

もに、それによって監査の実効性をさらに高め

ていただく一助にもしていただければと思って

います。

次に、公社等外郭団体への関与について伺い

ます。

監査委員、監査委員事務局は、県の財務事務

に関する監査のほかに、一般行政事務に関する

行政監査や出資団体、財政援助団体の監査も行

っています。今年度の行政監査のテーマは、県

が関与する任意団体の状況についてとなってお

り、県が関与する任意団体とは、法令上の根拠

を有しない県以外の団体で、県の庁舎内に事務

局を置くもの又は当該団体の事務が主に県の庁

舎内で行われているものとされ、現在１９８団

体存在します。今年度はそのうちの５０団体が

監査の対象になりましたが、先月２４日、県議

会に提出された調査報告書によると、２０２０

年度にはこれら５０団体に対し補助金、負担金、

委託料など計１億３千万円余りが支出されてい

ます。

これとは別に、地方自治法上、議会に経営状

況を報告議案として提出する議案提出団体のう

ち２１団体と、県が独自に指針を定めて指導す

る２２団体を加えた４３の指導指針対象団体に

ついて、県は経営状況などを各常任委員会等で

報告し、ホームページなどでも公表しています

が、それによると２０２０年度はこれらの団体

に委託料、補助金等として計８４億円余りが支

出されています。
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また、それらの中には昨年使途不明金が発覚

した公益社団法人ツーリズムおおいたもありま

す。指導指針対象の４３団体はそれぞれでガバ

ナンスやリスクマネジメントを行っていると思

います。県はこの団体に対して指導すると思い

ますが、多額の公金が拠出されているわけです

から、使途を明確にし、経営状況にもある程度

関与していく必要があると考えます。現状どの

ような指導を行っているのか、総務部長にお尋

ねします。

御手洗議長 和田総務部長。

和田総務部長 公社等外郭団体への関与につい

てお答えします。

外郭団体の業務運営は県行政と密接な関係を

有することから、公社等外郭団体に関する指導

指針に基づき、各団体の所管部局が指導監督を

行っています。その際には、団体の財政基盤の

強化等の経営状況のみならず、業務運営が適切

に行われているかのガバナンスについても確認

しています。

具体的には、事務決裁規程や財務会計に関す

る規程等が適切に整備されているか、予算執行

が適正に行われているか、監査機能が十分に発

揮されているか等についても指導監督を行って

います。

また、外郭団体に関する制度全般を所管する

総務部としても、各所管部局から団体の状況を

聴取するとともに、必要に応じて指導、助言を

行っています。先般のツーリズムおおいたの件

を受け、総務部としても、会計事務に係る処理

の適正化及びチェック体制の強化を図るための

チェックリストを新たに策定し、その活用を各

所管部局及び団体に対し依頼しました。

今後とも、団体に対する積極的な指導監督と

ガバナンス強化への支援に努めていきます。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 ありがとうございます。外郭団体に

ついては、現在、総務部の行政企画課が基準を

示して、各主管部がその基準に基づいて責任を

持って指導監督に当たっていると聞いています

が、任意団体の今回の監査委員による行政監査

の中でも、できれば任意団体についても同様に

行政企画課が基準をつくって、各部の主管課が

それに絡む中できちんと内部チェックが働くよ

うな状況をつくるべきだという意見もありまし

た。

さらに、指導対象４３団体とか任意団体のほ

かにも、公益法人やＮＰＯ法人、また、大分県

農業協同組合をはじめ、各種協同組合など、県

が団体設立の認可権や指導権限を持つ団体も数

多くありますよね。その中には、県の事業に直

接、間接的に関わって、県から交付金、補助金、

委託料などが支出されている団体も数多くあり

ます。こうした認可団体に関しては、法律上の

監督官庁として、場合によっては業務改善とか

役員交代とか、最終的には解散を命じる強い権

限があり、これらをもって指導監督する義務も

あります。そうした団体への指導の在り方も、

やはり総務部、法務の担当が一定の基準を示し

て役割分担を明確にして漏れのないように、そ

して、それぞれが内部統制を働かせるような仕

組みづくりにもぜひ取り組んでいただきたいと

思います。これも要望します。

次に、設備保守管理委託契約について伺いま

す。

報道によると、昨年９月に県立高校において、

自家用電気工作物であるケーブルの損傷による

停電で２日間授業が行えない状態になったとの

事例がありました。振興局や土木事務所、県立

学校や警察署などは専任の技術職員や有資格者

がいないため、消防設備や自家用電気工作物、

エレベーターなどの保守点検を専門事業者と委

託契約を締結していると聞いています。

消防、電気、エレベーターなどは法令により

有資格者による定期点検や届出が義務付けられ

ているため、現在の委託契約は法定点検を行う

ことに主眼が置かれて、万が一の事故や火災、

停電を防止するための保守管理という本来の目

的を果たす内容となっていないのではないかと

危惧されます。電気に関して言えば、多くの生

徒に影響がある学校、また、災害復旧の拠点と

なる土木事務所や振興局、警察署などが災害時

に自家用電気工作物に起因する停電で電気が使

えない状態に陥るリスクを考慮すると、多少高
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くなっても、そうしたリスクを極力低減するた

めの契約にすべきと考えます。

現在、地方機関における自家用電気工作物保

守管理委託契約に関する指針や基準等があれば

御教示ください。

御手洗議長 島津土木建築部長。

島津土木建築部長 県では、県有施設の機能の

維持や安全性の確保とともに、計画的な保全管

理による老朽化対策を目的として、庁舎管理マ

ニュアルを作成しており、各施設の管理水準の

向上を図っています。

自家用電気工作物の保守管理については、各

施設管理者がこのマニュアルを参考に委託契約

を締結しています。マニュアルでは、電気工作

物保安管理業務として、毎月１回以上の定期点

検や故障時の臨時点検を実施するよう定めてい

ます。加えて、電気事故や障害等発生時の応急

措置、原因究明、再発防止の助言などについて

も契約内容に盛り込むこととしています。

なお、今年度の県立高校の事例を受け、各施

設の契約内容を調査したところ、緊急時の急行

時間や業務担当者が急行できない場合の対応等

について、細かく仕様書に明示している契約も

確認されました。これらの事項は、緊急対応を

確実に実施する上で有効なことから、委託業務

の仕様書に明記するよう関係機関に通知しまし

た。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 ありがとうございます。用度管財課

と施設整備課がマニュアルをつくって各所属に

配付して指導していると伺っていますが、あと、

土木事務所が基本的に相談を受ければ、そうい

う施設設備関連についても対応しているという

ことですが、実はＤＸを進めていく中で、電気

や通信や機械の設備が途絶した場合にはほとん

ど行政機能がストップしてしまいます。非常に

重要な事態になると思いますが、こういった電

気、通信、機械などの設備関連の職員も土木技

術者同様、非常に少なくなっている実態も聞い

ています。市町村も含めて不足しているので、

今後、ＤＸを進める中にあっては、こうした設

備の設計や保守管理に関わる技術者の必要性が

さらに高まってくると思いますが、今後、技術

者の確保や市町村も含めたサポート体制の構築

面ではどうなっていますか。

御手洗議長 島津土木建築部長。

島津土木建築部長 まず、今後の設備に関わる

技術者の確保については、県有施設の長寿命化

を進めるにあたり設備関係の業務量が増加して

いることもあり、平成２９年度に１２人体制だ

ったものを本年度までに３人増員して１５人体

制となっています。

今後も業務の効率化を進めつつ、必要な職員

数を見極めながら、関係部局と協議し、設備職

員の確保に努めていきます。

次に、市町村へのサポート体制ですが、昨年

度、県と市町村で大分県建築行政業務市町村支

援協議会を立ち上げ、課題となっていた建築や

電気、機械職員の不足に対応しています。この

協議会の枠組みの中で市町村職員の研修を行っ

ているほか、住宅供給公社と建築住宅センター

を支援機関として位置付け、設備を含めた営繕

工事発注の設計審査等の支援を行っています。

なお、本年度は、臼杵市発注の市民会館の空

調設備工事など６件について設計審査を行って

います。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 ありがとうございます。こちらも非

常に重要な事案だと思うので、さらに技術者の

養成確保、それから、サポート体制をしっかり

構築していただきたいと思います。

電気工作物に関しては、やはり災害の復旧拠

点になる振興局や土木事務所が止まることはあ

ってはならないので、万が一のときには仮復旧

までしてしまう工事契約も一案だと思います。

ぜひ万全の体制を構築するために、取組をさら

に進化させていただきたいと思います。

それから、公用車について伺います。

２０２０年度の決算附属調書によると公用車

による事故のうち、バック時の接触というケー

スが１８件ありました。委員会等の現地調査の

際に職員の運転する公用車に同乗することがあ

りますが、今では一般的なカーナビやドライブ

レコーダー、バックカメラ、また、後部座席の
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パワーウインドーさえ装備されておらず、経費

節減の努力が見受けられます。

国土交通省は昨年６月、車両後退時の事故防

止のための国際基準を導入し、車両直後を確認

できる装置の要件に適合する後退時車両直後確

認装置、いわゆるバックカメラなどを自動車に

備えなければならないと道路運送車両の保安基

準等を改正し、今年５月以降発売される新型車

に適用されるようです。

公用車の交通事故防止については、後退時に

は同乗者が誘導するなど、各所属長に対して指

導監督に万全を期すよう人事課と用度管財課連

名の文書も通知されていますが、こうした事故

を防ぐ装備を導入するなどのハード対策も必要

ではないかと思われます。

また、公用車のダッシュボードには車検切れ、

自賠責切れを防止するために車検満了期日が貼

られていますが、過去の行政監査ではリースな

ど管理の外部化について検討を求める意見も提

出されています。

安全対策としてのバックカメラやドライブレ

コーダーの導入、公用車のリース化について、

会計管理局長の見解を伺います。

御手洗議長 森山会計管理者兼会計管理局長。

森山会計管理者兼会計管理局長 公用車につい

てお答えします。

バックカメラやドライブレコーダーなどの普

及が進む中で、公用車においては、これまで標

準的な装備でなかったことから、バスやワンボ

ックスカーなど一部の車両にのみ装着していま

す。

現在、知事部局や教育庁が所有する車両９０

４台のうち、バックカメラを５７台、ドライブ

レコーダーを１２６台に搭載しています。

今後、昨年６月の道路運送車両の保安基準な

どの改正を踏まえ、バックカメラなどの後退時

車両直後確認装置については、更新する全ての

公用車に導入していきます。その他の装備につ

いては、各所属が車両の利用状況を考慮して備

えることとしています。

また、公用車のリース化については、行政監

査の意見を受けて検討してきましたが、車検な

どの管理を含めたトータルコストが購入方式に

比べて割高となるため、現時点では導入が難し

いと考えています。

なお、車検切れなどを防止するために、昨年

１月から用度管財課において車検の状況を一元

管理するなどにより、点検整備の一層の徹底を

図っています。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 バックカメラに関しては、それぞれ

の所属で必要があれば設置できることになって

いるということでよろしいですか。

御手洗議長 森山会計管理者兼会計管理局長。

森山会計管理者兼会計管理局長 車両の管理者

である所属において、利用状況に応じて装着で

きるようにしています。標準装備とする場合に

非常に割高になってくることがあるので、後か

ら装着する形を取っている場合があります。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 今入ってきている職員の方、うちの

子どももそうですが、最初からバックカメラ、

バックモニターがついた車しか運転したことが

ないという人が多いんですよね。特に人身事故

を防ぐためにはバックカメラは非常に有効だと

思うので、ぜひ計画的に配備していただきたい

と切にお願いします。

それとあわせて、リース化等ですが、さきほ

どもありましたが、人的資源を行政サービス、

持続的維持向上に振り向ける意味でも、さきほ

どの試算の中では職員の人件費が入っていない

と思います。職員の時間は本来業務に集中でき

るように、そういった間接業務に関しては可能

な限りリース化、ＤＸ化などを検討していただ

く必要があるんではないかなと思うので、ぜひ

要望します。

続いて、海洋科学高校実習船の共同運航につ

いて２点伺います。

大型実習船翔洋丸を海洋科学高校が香川県多

度津高校と共同運航を始めて３年が経過しよう

としています。高校教育課の資料では、両県の

水産教育の一層の充実を図り、共同運航を通じ

て両校の生徒、教員等の交流を進めるとして、

具体的には、３級海技士、５級海技士養成の水
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産教育、ハワイ沖等での遠洋航海実習、両校生

徒、教職員等の交流を図る教育活動が掲げられ

ました。また、海洋科学高校の本校化にあたっ

ての議会答弁では、共同運航を機に、遠洋航海

実習を１０日間延長し、最新鋭のレーダー機器

の操作や漁労作業などの実践力をより磨いてい

くと当時の教育長は述べられています。

実習船の維持管理に係る経費は折半され、航

海実習等の利用日数はほぼ均等とのことですが、

海洋科学高校のある臼杵市では係留日数が年間

３０日程度で、停泊実習が香川県に比べ少なく、

生徒が乗船しての実際のエンジンやレーダー、

漁労器材等に直接触れる機会が限られるため、

十分な教育効果が上げられないのではないかと

心配する声も聞いており、何らかの対応が必要

だと思います。さらに、新型コロナウイルスの

感染拡大や事故による船体損傷など予期せぬ事

態も起こりましたが、実習船の維持管理に係る

経費の扱い、両校の実習船の利用日数などの実

態並びに共同運航の成果と課題について、教育

長に伺います。

また、現在、遠洋航海実習中ですが、乗船し

ている大分側の海事職員が退職と病気休暇で定

員に２人足りない状態と聞いています。法定数

は満たしているとのことですが、その分、乗船

している職員への負担が大きく、航海中の生徒

の安全確保や職員の病気やけがなど不測の事態

があった場合、航行できなくなることも危惧さ

れます。

学校や教育人事課も採用に手を尽くしていま

すが、全国的な人材不足により船員の有効求人

倍率は高止まりしており、民間の初任給や給与

支給額も年々上昇しているため人材確保は容易

ではないようです。

また、香川県との共同運航となったものの、

実習船が大半の期間、香川県側にあるため、大

分県側は日常的に船体や機器に触れる機会が少

なく、香川県側も自分たちばかりメンテナンス

していると不満が生じるのではないかと懸念さ

れ、両県で処遇も異なることに加えて両県職員

間の人間関係にまで影響し、さらに離職者、転

職者が出ることも危惧されます。

これ以上新たな離職者を出さないため、乗船

機会など均等待遇となるような環境の整備や新

規採用につながる初任給も含めた勤務、労働条

件の見直しなど、香川県側と協議する必要があ

ると思いますが、教育長の見解を伺います。

御手洗議長 岡本教育長。

岡本教育長 ２点についてお答えします。

まず、共同運航３年の実績についてです。

乗船実習は、適切な航海や船舶運用、機械装

置の安全で効率的な運転や管理に必要な資質能

力の育成を目的としています。

停泊実習及び利用日数は、毎年度、両県ほぼ

同日数と設定しています。しかしながら、コロ

ナ対応や事故などがあり、年度途中に運航計画

を変更する必要が生じ、調整した結果、両県に

おいて日数の差異が発生しています。

実習船内で機器に直接触れての学びが望まし

いと考えていますが、学校内にも最新鋭のレー

ダー機器やエンジンを設置し、船内実習と同水

準の学びが確保できるようにしています。

維持管理等に係る経費は、共同運航の趣旨に

のっとり、両県で折半としています。

共同運航の成果として、実習船の大型化に伴

い、最新機器の搭載や乗組員の定員増が可能と

なり、指導の充実や安全性の向上につながりま

した。また、国家資格の取得に向けて両県生徒

が切磋琢磨し、学習意欲がさらに向上していま

す。

課題としては、教官が他県の生徒指導に遠慮

がちであったことが挙げられますが、すり合わ

せや連携を図り、統一感が出ています。引き続

き、共同運航を通じて両県から優秀な人材を輩

出するよう努めていきたいと考えています。

続いて、海事職員の確保策についてです。

船員の人材不足は深刻化しており、その人材

確保は全国的に大きな課題となっています。

実習船の管理運営については、香川県が実施

主体となることを両県で取り決めています。そ

の取決めに基づき、ドックでの維持修繕工事を

毎年２回、延べ約６０日実施していますが、そ

の際、本県の船長、航海士、機関士等も、香川

県職員と共に監督業務などに対応しています。
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特に今年度は、職員の希望を踏まえ、全員を工

事に参加させました。

次に、勤務労働条件については、本県は海事

職給料表を適用していますが、香川県は行政職

及び教育職給料表を適用していることから給与

体系そのものが異なっています。そのため、諸

手当の見直しなども行いながら、勤務労働条件

が一定程度同水準となるよう、香川県と毎年度

協議を行っています。

引き続き、安定的な共同運航の実施に向けて、

香川県と連携し、勤務労働条件の見直し等に取

り組んでいきます。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 共同運航の成果は上がってきている

のがよく分かりました。

ただ一方で、海事職員の確保は本当に深刻で

す。御案内のとおり、船は海事の資格を持った

人が一定数いないと運航できないということで、

今お手元に職業紹介の実績のグラフもお配りし

ていますが、船員に関しては求人倍率は２倍以

上です。実際、国内で動いている船に必要な資

格者の数が多分飽和状態になっていると思いま

す。そういう中で運航に必要な海事職員を採用

していくのは、並大抵のことではないと思いま

す。まず、処遇が違う、民間が圧倒的に高いで

す。海事職員に関して言うと、例えば、共同運

航になっているので、年２回、遠洋航海に丸２

か月出ないといけない、さらに、近海の部分も

あり、さきほどのドックもあるので、年間５か

月は家にいられない、職場の中にいないといけ

ないという特殊性があります。さらに、出航の

数日前に大分県の職員は香川県まで移動しなけ

ればいけない。帰ってきたら、香川県から帰っ

てこなきゃいけない。こういった移動の負担も

かかっています。

人がいない中で採用していくには、例えば、

ＯＢ、先輩に頼むのが一番声をかけやすいと思

いますが、現状だと、大分側が足りないからと

いって大分だけしか声をかけられません。多度

津高校のＯＢに声をかけようと思っても、処遇

が違うし、所属が違うので、間口が身内に限ら

れてしまう。これはやはり、もう少し処遇を上

げることと均等待遇にしていくことを真剣に議

論していただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

御手洗議長 岡本教育長。

岡本教育長 今し方答弁したように、それぞれ

が採用している給料表が違うことがまず根底に

あります。香川県側とこれまで以上にしっかり

協議を行って、大きな差が出ないような努力を

していきます。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 ぜひお願いします。専攻科を出ると

大分の場合は３級の海技士資格が取れる。これ

は内港ならキャプテン、船長になれる資格です。

それだけ優秀な人材育成機関でもあるので、航

海が途切れることなく実習できるような状況を、

ぜひ両県で知恵を出して取り組んでいただきた

いと思います。

次に、大分県消防広域化推進計画について伺

います。

まず、消防指令業務に関してですが、県は２

０１９年３月に新大分県消防広域化推進計画を

策定し、消防の広域化に対する取組方針を示し

ています。当面は消防指令業務の共同運用実施

に向けた連携、協力の検討を優先し、全県１区

を基本として、県内１４消防本部で２０２４年

４月実施を目指し、検討、協議を開始しました。

そして、２０２０年３月に知事と県内全市町村

長が基本設計など準備を進めていくことに合意、

９月には消防救急デジタル無線システムを含め

た新たな消防指令システムの基本設計に着手、

１１月には大分県域消防指令業務連携・協力実

施計画に全市町村が合意し、その後、令和３年

度には実施設計を行うとともに、昨年１２月、

消防指令業務を大分市へ事務委託することにつ

いて関係市町村の議会決議を終え、今年１月に

新システム構築のための事業プロポーザルを開

始し、今後６月に契約候補者と契約し、２０２

３年度にかけて新システムの整備・運用準備を

進めるとなっています。

昨年の第１回定例会での太田正美議員の一般

質問に対し、防災局長からは、最新システムで

は通報位置や発災現場を瞬時に地図表示できる
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ようにする、通信途絶に備え、通信データ、回

線網等のバックアップも計画しているなどの答

弁とともに、１１９番を処理する回線・要員が

増え、災害時に通報が集中しても現状よりつな

がりやすくなる、迅速な消防本部相互応援も可

能になるなど運用効果の説明もありました。県

民からは、広域化による効率化でサービスが低

下するのではないか、共同指令センターが被災

したり通信障害が起きたら全県で１１９番がつ

ながらなくなるのではないかなど、いまだ疑問

や不安の声が聞こえます。今後も引き続き、各

地の住民の不安を解消するためにも共同運用に

ついて分かりやすい周知、さらなる住民サービ

スの向上のため、しっかり準備を進めていくこ

とが必要だと思います。

この１年間の検討結果も踏まえ、災害時の通

信回線やデータのバックアップ、さらにはセン

ター機能そのもののバックアップ、共同指令セ

ンター開設後の消防本部間の相互応援の経費も

含めた具体的な対応、さらに、県警ヘリ、防災

ヘリなどから災害現場上空からの映像や県防災

センターとの情報連携はどのように考えられて

いるのか、防災局長に伺います。

御手洗議長 梶原防災局長。

梶原防災局長 まず、回線やデータについては、

通信が途絶えぬよう、複線化に加えて無線も活

用するほか、定期的にデータのバックアップを

行います。

また、センターは大分市荷揚町に新設する大

分市複合公共施設内に整備される予定です。津

波や河川の氾濫があっても浸水のおそれがない

３階以上で、南海トラフ等の巨大地震にも耐え

得る免震構造となっています。さらに、万一の

通信障害に備え、各消防本部での１１９番受信

に切り替えることも可能としています。

次に、消防本部間の相互応援については、こ

れまでどおり、あらかじめ締結している相互応

援協定に基づき行うことになります。その経費

は、事案ごとに協議し、指揮命令は応援を依頼

した市町村が行います。センター開設後も、こ

うした対応は変わりません。

他方、センターでは県内全域の現場情報をい

ち早く把握できることから、相互応援の要否の

見極め等、より迅速な対応が可能となります。

なお、現場映像や県防災センターの情報は、

映像配信システム等を活用し、現在でも共有可

能です。

今後も、市町村、関係機関と連携し、消防力

の強化を図っていきます。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 最後に、今後の消防広域化について

伺います。

今回の消防指令業務の共同運用は新大分県消

防広域化推進計画に基づくものですが、そもそ

も国は人口減少、高齢化の中で消防力を維持、

強化するため広域化を推進する必要があるとし

て、２００６年に消防組織法を一部改正し、都

道府県や市町村に対し、広域化の推進を求めて

います。これに対し県は、県内全域を１消防本

部としながら、当面は大分市との２本部体制を

目指す大分県消防広域化推進計画を２００８年

３月に策定しましたが、当時は平成の大合併直

後であることや、東日本大震災以降、県内各消

防本部の相互応援協定など連携が強化されたな

どの理由から実現には至りませんでした。その

後、人口減少社会の到来、高齢化の進展、南海

トラフ地震や、頻発、激甚化する大規模・広域

災害への備えなど情勢変化も加味した新計画と

して、２０１９年３月に新大分県消防広域化推

進計画を策定しています。

計画には、広域化に関して国が全県１区を理

想的な消防本部の在り方としていることを踏ま

え、段階を踏んだ取組も含め、実現可能性のあ

る組合せを県内１４消防本部で検討、協議して

いくこととし、当面は消防指令業務の共同運用

実施に向けた検討を優先するなどの取組方針が

掲げられています。

消防指令業務の共同運用は具体的な準備段階

に入ったわけですが、人口減少、災害の大規模

化、高齢化に伴う救急需要増加など消防行政を

維持していくためには、さらに踏み込んだ広域

化も必要になるのではないかと考えられます。

そこで、消防広域化の必要性や具体的な構想な

ど、防災局長の考えを伺います。
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御手洗議長 梶原防災局長。

梶原防災局長 消防力の強化策の一つとして、

国が推奨する自主的な消防広域化については、

本県としても、県民の生命、財産を守るため、

各市町村の意向を確認しながら、議論を重ねて

います。

２００８年の旧計画策定は、大多数の消防本

部が広域化を経験した平成の大合併直後であり、

さらなる広域化の協議は具体には調わないまま

推移しました。そうした中、東日本大震災以降

は、非常時に備えた相互応援体制の強化を図っ

ており、この取組は平成３０年の中津市耶馬溪

町での斜面崩壊の対応等にも生かされています。

こうした実績を踏まえ、２０１９年の新計画

策定に際しても、相互の連携、協力体制の強化

を優先することとしています。その具体策とし

て、県としても、まずは消防指令業務の共同運

用を進めることとし、令和６年度の運用に向け

て全面的に後押ししています。

今後も県民が安全、安心な暮らしを続けられ

るよう、市町村と連携しながら、引き続き消防

力の強化を支援していきたいと考えています。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 ありがとうございます。今のお話だ

と、当面これ以上の広域化を進める計画、ある

いは構想はないということでよろしいですか。

御手洗議長 梶原防災局長。

梶原防災局長 ２０１９年の新計画には広域化

という文言も入っています。しかしながら、さ

きほど申したように、今やることは指令業務の

共同運用であろうと考えています。

さきほど議員が言われたように、いろんな不

安とか質問が出ているようなので、この業務に

ついては、広域化については丁寧な説明とか議

論が必要だと考えています。そういった意味で

も、まずは共同運用を進めていくことが重要だ

ということです。

御手洗議長 藤田正道君。

藤田議員 ありがとうございました。実は、う

ちの義理の息子も消防職員で、現場の職員は体

を張って県民の生命、身体、財産を守るために

働いておられます。できるだけ安心して活動が

できるように、情報提供を丁寧に進めていただ

きたいと思います。

今後とも人口減少が続く中、各部門でいろい

ろと大変な事態が起こっていることを改めて今

回感じました。総合力を発揮し、役割分担を明

確にしながら事業を進めていただきたいと最後

にお願いして、私の質問を終わります。どうも

ありがとうございました。（拍手）

御手洗議長 以上で藤田正道君の質問及び答弁

は終わりました。森誠一君。

〔森議員登壇〕（拍手）

森議員 おはようございます。１０番、自由民

主党、森誠一です。本定例会においても一般質

問の機会をいただいた先輩同僚議員の皆様に感

謝します。また、本日も傍聴に来てくださった

皆様、また、動画視聴してくださっている皆様、

ありがとうございます。

先月末、県議会の大先輩でもある大分県畜産

協会長等を歴任された近藤和義元県議が御逝去

されました。これまでの長きにわたる御功績に

深甚なる敬意を表するとともに、心からの哀悼

の意を表します。私どももその遺志をしっり受

け継いでいく所存です。

本日は、本会議の冒頭に決議されたロシアに

よるウクライナ侵攻に抗議する決議について、

私自身も発議者の一議員として皆様と共に改め

て今回の軍事侵略に断固として抗議し、政府に

対しウクライナへの支援を強く要請する次第で

す。今回の全国の地方議会における非難決議は、

議会の態度をしっかりと示す非常に重要な決議

と認識しています。

それでは、一般質問に入ります。皆様の御答

弁をよろしくお願いします。

まず初めに、ＤＸを用いたデータ分析による

政策県庁の実現について伺います。

今回のコロナ禍においては、医療はもとより、

社会生活、経済活動など多くの分野が前例のな

い事態に直面し、行政はそれらの課題に関して

迅速な対応が求められました。政策決定やその

実行にはスピード感が必要となりますが、その

効果についてはエビデンスを基に検証し、また

素早く新たな状況に対応していくことが重要で
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す。よく言われるＰＤＣＡサイクルを素早く回

転させることが適切な政策効果を県民にもたら

すことにつながります。正に今回のコロナ禍に

おいても、知事をはじめ、執行部の皆様には政

策決定と効果検証のはざまで大変な御苦労があ

ったかと思います。

政策立案と実行過程において、現在、政府に

おいても一つの手段として活用されている考え

方がＥＢＰＭです。エビデンス・ベースト・ポ

リシー・メイキングの略であり、エビデンス、

つまり根拠に基づく政策立案と訳されます。一

般的には、勘や思い込み、エピソードだけでな

く、政策とその効果の関係が統計学の手法によ

り、できる限り客観的に検証されたエビデンス

に基づいて政策が立案されることと表現されま

す。つまり、データの分析を行い、効果を予測

して政策決定を行い、実行した政策が思ったと

おりの効果を発動しているのかを検証して、次

の政策決定につなげるといったＰＤＣＡサイク

ルの回転にデータ分析を組み込む手法です。

既に県庁内でもこれらの手法を用いた政策立

案がなされているかと思いますが、決算特別委

員会などの審査で事業の評価、検証結果を伺う

と、本当にエビデンスに基づいた施策が展開さ

れているのか疑問符がつく事業が見受けられま

した。

一方で、このＥＢＰＭの手法は、ここ数年、

国や各県で取り入れられていますが、効果とエ

ビデンスの関係性にとらわれ過ぎて、無駄な資

料の作成や県民目線の政策とずれたデータを用

いた分析がまかり通るのではないかとの懸念も

あります。これらの点は、今後デジタルトラン

スフォーメーションの活用などで改善されてい

くのではないかと私は期待しています。

昨年６月１４日、大分県ＤＸ推進本部会議が

設置されました。ＤＸ推進戦略の策定や全庁的

ＤＸの指揮、そして、ＫＰＩ管理などが本部長

である知事の下に意思決定がなされる体制とな

っています。

ＤＸ推進戦略骨子の中では、計画の目的を、

県民本位の県政、持続的発展が可能な地域社会

の実現を図るため、データとデジタル技術を県

行政に積極的に活用し、県民のニーズを基に行

政サービスや制度、組織を変革するＤＸの推進

について、全庁を挙げて組織的かつ横断的に推

進するとしています。推進戦略自体の目標とＫ

ＰＩには、全ての施策でＤＸを当たり前に、Ｄ

Ｘによる施策立案、実行を行う本庁所属数１０

０％と示されています。また、そのＤＸ施策の

認定基準として、デジタル技術等の収集、利活

用や県民目線での政策立案がなされているかが

要件となっています。私はこのＤＸ施策におけ

る施策の評価と立案過程におけるＤＸの推進は

非常に重要だと考えています。

政策県庁として、そして、全庁的な課題とし

て、政策効果を高めていくことは今後も重要で

す。例えば、安心・活力・発展プラン２０１５

推進委員会などのプランニングの場や大分県行

財政改革推進委員会などのチェック検証の場な

どにおいてデータを基に説明されているとは思

いますが、ＤＸを推進し、効果とのひも付けを

行い、政策効果のエビデンスとなっているのか

をしっかりと検証していくことが政策県庁の実

現に資すると考えます。今後の政策立案におけ

るデータ分析活用についてどのように取り組ん

でいくのか知事に伺います。

以降は対面席から行います。

〔森議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

御手洗議長 ただいまの森誠一君の質問に対す

る答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 冒頭、近藤元県議の御逝去について

お話がありました。私からも慎んで哀悼の意を

表します。

さて、ＤＸを用いたデータ分析による政策県

庁の実現についてという大変難しい御質問をい

ただきました。

時代の変化を捉えた政策形成にあたっては、

一方でアンテナを高く掲げながら、他方で現場

主義を徹底して、客観的な根拠に基づく政策を

見いだしていくことは大変重要だと思っていま

す。

しかしながら、実際のところ政策によってデ

ータに基づいた立案をしたり、評価をしたりで
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きるものと、そうでないものがあるような感じ

がします。そこのところはなかなか難しいわけ

です。例えば、小規模集落対策は、非常に急激

に人口が減っている地域に対して対策を打とう

ということですが、そこの集落のために道路を

整備するとか、あるいは集会所を整備すると、

それは集落対策として大事なことであるかもし

れませんが、人口が急激に減ってきているとこ

ろにそういうことをやることについては、デー

タ的にはなかなか必要性が現れてこないものか

もしれません。しかし、そういう場合でも県民

の思いを大切にして取り組まなければならない

場合もあり、政策立案に対して、できるだけよ

りどころになるデータを探しながら実態に合っ

た政策を行っていくことが大事ではないかと思

います。

データエビデンスの重要性を否定するもので

はありませんが、なかなかデータエビデンスを

見付け出すこと自身が難しい場合もあり、いろ

いろ我々もこれから研究を重ねていきます。

また例えば、男性が全国１位に輝いた健康寿

命の延伸においては、健診やレセプトデータな

どを活用し、生活習慣病対策などの保健事業を

実施するデータヘルスを推進しています。さら

にまた、人口動態の性別、年齢別、地域別分析

により、福岡への若年層の転出に着目し、拠点

施設ｄｏｔ．を開設し、ＵＩＪターンを促進し

ています。こういった効果もあり、開設前に比

べ、福岡県からの移住者だけでも約２割増とな

っています。こういうものは、やはり議員おっ

しゃるようなＥＢＰＭの非常に成功例ではない

かと思っています。

折しも行政の場においてＤＸ、デジタル革命

の波が押し寄せており、この流れをしっかりと

捉えて、行政の高度化を図っていく必要がある

と考えています。このため、今後の政策県庁の

実現に向けては、次の点に意を用いて取り組ん

でいきます。

第１は、ＤＸの基礎となるデータの収集と利

活用の環境整備です。現在、各所属にある様々

なデータを共有し、加工のしやすさと見える化

を可能にする共通基盤の構築を進めています。

来年度末から順次実装し、分野横断的な比較分

析などを行って、政策の効率的な立案につなげ

ていきます。

第２は、ＤＸ時代に対応した人材育成の強化

です。変革著しい時代にあって、県職員のさら

なるスキルアップも重要です。複雑、高度化す

る情報を分析し、県民ニーズを捉えた政策立案

を行うために、民間企業と連携したＤＸの研修

や統計データの利活用に関する研修など、その

充実を図ります。また、より高度なスキルが求

められるデジタルマーケティング等については、

外部専門人材の力も取り込みながらレベルアッ

プを図っていきます。

行政においてＤＸを推進するにあたっては、

ＤＸだからこそできる施策の迅速な検証と見直

しも大事です。例えば、飲食店の時短要請協力

金では電子申請にも取り組み、電子申請率７割、

支給までに２週間程度での支払いを実現しまし

た。全国で最速だったのではないかと思います。

アンケートで申請者の声を聞き、システムを随

時見直すアジャイル手法により満足度も９割を

超えました。このように、必要に応じて施策を

柔軟に見直す手法も取り入れています。

今後もＰＤＣＡそれぞれのデータ活用に加え、

データだけでは把握しづらい県民の声にも一層

耳を傾けながら、そしてまた、それもできるだ

けデータ化しながら、県民中心のＤＸにより、

安心・活力・発展の大分県づくりを力強く進め

ていきます。

御手洗議長 森誠一君。

森議員 知事ありがとうございました。冒頭知

事からあったように、アンテナを高く、現場の

視点で県民に寄り添った施策を実現するには、

やはりそういう部分が大切だと思います。決し

てデータだけではない部分があるのを私も認識

していますが、それで、あえて今の行政のＤＸ

等に関して今の立場をお聞きしました。

今、知事からあったように、ＤＸによるデー

タの収集、また、今回の飲食店等の時短要請の

ときにあった電子申請等の、いわゆるＤＸ化の

いろんな施策がある中で、人材の育成にも触れ

ていただきました。今後、政策県庁を実現して
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いくには、ＤＸを使いこなせる人材、データサ

イエンティストとも呼ばれる職種になるかと思

いますが、そういった人材の確保が必要になる

と思います。デジタルを使いこなした上で変革

を起こせるような政策集団として、ぜひ県庁の

職員の皆様には御活躍いただきたい。そのため

の人材育成をどうやっていくのかもしっかり考

えていく必要があると思います。

特に行政のＤＸについては、本年度から総務

部行政企画課内に電子自治体推進室が設置され

ました。県庁のデジタル化の総合企画を行う要

としての役割を担うことになっています。キャ

ッシュレスや手続の電子化だけでなく、ＩＣＴ

人材育成も含め、県庁内のＤＸ推進の調整役と

して総務部の役割は、県庁内において、また、

それぞれの部局をつなぐ面で大変重要だと考え

ますが、総務部長に見解を伺います。

御手洗議長 和田総務部長。

和田総務部長 正に今年度の組織改正において、

一つは電子自治体推進室を新たに設置しました

が、それにあわせて、商工観光労働部にもＤＸ

推進課を設置しました。デジタル化の話とＤＸ

の話、両方をしっかり推進していかなければい

けないので、デザインシンキング研修、そうい

ったものを含めて今研修を商工観光労働部と一

緒になりながらやっています。

御手洗議長 森誠一君。

森議員 商工観光労働部にＤＸ推進課が設置さ

れたのは承知している中で、大分県としてＤＸ

を進めていく中で、やはり総務部が中心となっ

て、施策立案等の部分については政策企画課、

いわゆる企画振興部になると思います。そして、

県民にＤＸの利益をもたらす部分においては商

工観光労働部が中心になると思います。総務部

がやるべき部分は、そういった調整の部分で、

いかにデータを生かすかとか、いかに連携させ

ていくかという部分が大事だと思っています。

そういった意味での人材育成と総務部電子自

治体推進室の在り方は重要だと思いますが、再

度その点を踏まえて回答をお願いします。

御手洗議長 和田総務部長。

和田総務部長 商工観光労働部のＤＸ推進課に

おいては、民間だけにとどまらず、県庁の行政

も含めたＤＸ化について全体的な御指導をいた

だいており、その中で行政のデジタル化の部分

については総務部の電子自治体推進室でやって

いるという関係です。

いずれにしても、総務部だったり、企画振興

部だったり、商工観光労働部、各部にまたがる

課題なので、各部の連携をうまく取りながら推

進していきます。

御手洗議長 森誠一君。

森議員 ありがとうございます。これからＤＸ

は非常に重要になってくる施策だと思うので、

ぜひ連携しながらの推進、それがまた県民に利

益がもたらされるような施策の立案に向けてや

っていただきたいと思います。

それでは、次に移ります。

次は、地域の医師確保とオンライン診療の普

及について２点伺います。

まず、医師確保について伺います。

今年１月中旬からオミクロン株による第６波

となる感染拡大の波が押し寄せてきました。今

回の感染拡大にも、県は一丸となって、まん延

防止等重点措置の国への要請、医療機関の病床

や宿泊療養施設の確保、営業時間短縮の要請に

応じた飲食店等への協力金給付と迅速に対応し

ていただきました。

この間、特に大変だったのが病院をはじめと

する医療従事者の皆さんであったことは言うま

でもありません。こうした感染症の際はもちろ

んですが、貴重な人材である医療従事者の皆さ

んなしには日常生活を送るにも支障があります。

まずはこうした方々の確保こそが最優先である

と考えます。

令和２年に発表した県外来医療計画によると、

本県の医療施設に従事している医師数は、人口

１０万人当たりで見ると２７５．２人と前回調

査より６．７人増で、全国平均の２４６．７人

を上回っています。しかしながら、二次医療圏

ごとに見ると、大分市を含む中部、別府市を含

む東部については全国平均を超えていますが、

残念ながらそれ以外の医療圏では全国平均には

及ばず、私の地元豊肥医療圏が２０６．９人と
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かろうじて２００人を超えています。基になっ

ている厚生労働省の医師・歯科医師・薬剤師統

計を経年で追ってみると、平成２０年よりこの

方、県全体として医師数を年々伸ばしてきてい

るのは医師確保政策が奏功したものであり、今

後もこの方向で政策を展開していただきたいと

思いますが、一方で、地域の偏在の是正につい

てもう一歩踏み込んでいただきたいと思います。

特に専門医のうち救急医については、しっか

りと取り組んでいただきたいと考えています。

現在、各救急医療圏において指定医療機関が救

急の受入体制を組んで対応していますが、専門

医の数は足りていないと伺っています。特に竹

田、豊後大野、中津の各救急医療圏では救急医

が不在で、内科、外科の医師が連携して対応し

ている状況です。今定例会において県医師研修

資金貸与条例を改正し、対象診療科に救急科を

追加したのはこうした救急医を育成することを

目的にしていると伺いました。その運用に期待

しますが、県として、医師の地域間の偏在是正

を含め、今後の医師確保に向けた政策をどのよ

うに展開していくつもりなのか、知事の見解を

伺います。

続いて、オンライン診療の普及について伺い

ます。

新型コロナウイルス感染症が流行し始めてか

ら２年を超え、足かけ３年目を迎えています。

全世界において、地域差もなく、ほぼ同時に２

年以上も蔓延した感染症はこれまでも例を見な

いのではないかと思います。それだけグローバ

リゼーションが進展し、地球上の人と人とが接

触する機会が多くなったことが背景にあると思

いますが、同時に、こうしたパンデミックの危

険性は、この感染症の例からも分かるとおり非

常に高くなってきています。

この間、感染症に対して最前線で奮闘された

医療関係者の皆さんの御尽力には心からの感謝

の意を表します。コロナ禍では、こうした医療

関係者の皆さんを感染症から守る手だてを様々

講じてきたと思いますが、その中の一つにオン

ライン診療があります。

令和３年６月の国の規制改革実施計画では、

初診からのオンライン診療を来年度より恒久化

することが定められ、厚生労働省の検討会で取

扱いについて議論がなされています。本県でも

１月にオンライン診療を１３の医療機関で実施

されていると伺っています。感染症流行下にお

いては、非接触で患者の状態が確認できるため、

医療関係者の安全を担保できることや、専門性

の高い医療を受ける際に交通の便を考えずに受

診できること、さらには在宅医療で回診する負

担の軽減など多くのメリットがある一方で、実

際の診断をオンラインのみで適切に下せるのか

という医療機関側の不安もあり、地域ごとに温

度差が出ており、取組が進んでいない面もある

と聞いています。

先端技術はこれからも問題点を解消しながら

発展し続けていくと思います。技術的に可能で

あれば現場の医療機関とも連携し、対応可能な

部分でオンライン診療を進めていき、県民全体

が一定水準の医療を受ける機会を提供していく

必要があると思います。

オンライン診療の普及についてどのようにお

考えなのか、福祉保健部長の見解を伺います。

御手洗議長 広瀬知事。

広瀬知事 まず私から、地域の医師確保につい

てお答えします。

県民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮

らしていくためには、医療提供体制の充実が欠

かせません。このことは今回の新型コロナ感染

症の対応の中で強く再確認しました。この医療

提供体制の充実を図る上で、地域医療を支える

医師の確保が大変重要であり、地域や診療科に

おける偏在解消に向けて、次の対策に力を入れ

ていきます。

まずは、地域医療を志す医師の養成です。県

では医師確保対策の柱として、自治医科大学の

定員２人に加え、大分大学医学部に１３人の地

域枠を設けて、地域の中核病院やへき地診療所

で勤務する医師を養成しています。

その結果、現在３５人の医師が各地域で診察

に当たってくださっており、地域枠医師が初め

て勤務を開始した平成２７年の１６人から大幅

に増加しています。来年度はさらに１０人程度
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増やし、豊後大野市民病院等、これまで配置し

てきた１０の病院に加え、竹田医師会病院など

五つの病院にも新たに配置します。地域枠医師

数がピークを迎える令和１１年度には約７０人

が配置できる見込みであり、今後、医師の地域

偏在は大きく是正されることが期待できます。

次に、議員御指摘の救急医の確保についても

積極的に取り組んでいきます。救急搬送患者の

約３分の２は高齢者が占めており、全ての団塊

の世代が後期高齢者となる令和７年に向けて、

救急医の重要性はさらに高まります。他方、県

内の救急医は４７人にとどまり、人口当たりで

は九州で下から３番目の水準で、志望する医師

もこの４年間に僅か３人という状況にあります。

また、大分救急医療圏に２６人が従事する一方、

豊後大野や竹田など三つの圏域では一人もいな

いなど地域偏在も顕著です。

このため、来年度から医師研修資金貸付制度

の対象に救急科を追加し、救急医の育成に急ぎ

取り組みます。育成した救急医については、各

救急医療圏に２人以上となるよう、大分大学医

学部と連携して配置を進めます。

加えて、県外からの即戦力医師の確保にも力

を入れていきます。県のドクターバンクおおい

たには、県内はもとより、県外医師からの就職

相談も寄せられています。今年度は、へき地勤

務を希望する県外勤務医を竹田市のへき地診療

所での就職につなげました。こうした事例が増

やせるように、県出身医師などに対して定期的

に求人情報を提供していきます。

今後とも大分大学医学部や関係医療機関と協

力しながら、医師確保と地域偏在の解消に全力

で取り組み、県民の皆さんが安心して生活でき

る医療提供体制の確保、充実に努めていきます。

御手洗議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 私からは、オンライン診療

の普及についてお答えします。

議員御指摘のとおり、オンライン診療は、移

動手段を気にせず自宅で受診できるメリットが

あるほか、接触がないことから、コロナ禍にお

ける診療にも適しています。このことは、第５

波のピークであった昨年８月の活用実績が１９

医療機関２８６件であったのに対し、感染が落

ち着いた１２月には１０医療機関１０６件と減

少したことからもうかがえます。

他方、診察手段が画面越しの問診に限られ、

適切な診断に不安があるという医師の声もあり、

今年度から実証事業を開始しました。

来年度は、活用の期待が大きいへき地におい

て、精度の高い診断に向け、聴診音の遠隔伝達

システムの試験を行うほか、先進事例紹介セミ

ナーを開催し、より多くの医師の参入を促すこ

ととしています。

また、在宅医療におけるオンライン診療を促

進するため、訪問看護師が患者のベッドサイド

で利用できるタブレットの導入経費を助成しま

す。

このような取組を通じ、対面診療を補完する

オンライン診療の有用性を医療機関側と患者側

双方に認知いただくことで普及を図っていきま

す。

御手洗議長 森誠一君。

森議員 ありがとうございました。医師確保に

向けての政策を聞きました。いろんな場面で手

を打っていただいていることを確認しました。

今回の救急科の設置についても、医師会の皆

さん等からもいろんな御要望がありました。我

が自由民主党会派とも議論の中でそういった御

意見をいただき、このことは今回予算に掲げら

れたことで、関係者の方からも非常にありがた

いと伺っています。しっかりとこの制度が救急

医の確保に向けて進んでいくことを願っていま

す。

そういう中で、豊肥圏域においての問題を一

つだけ伺います。

昨年１０月、お産ができる唯一の産婦人科が

１９床の急性期病床を１床として、分娩や入院

医療を行わず外来診療とすることとなり、実質

的に豊肥医療圏でお産ができる病床がなくなり

ました。地域の方々からも心配の声を聞いてい

ますが、県の医療政策の中でこの件についてど

のように捉えているのか、福祉保健部長の見解

を伺います。

あわせて、さきほどのへき地における実証事
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業について、どこを想定しているのかをもし答

えられればお願いします。

御手洗議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 豊肥圏域の産科の廃止につ

いて、今後の対応も含めお答えします。

今、議員が言われたとおり、昨年１０月に豊

後大野市の産婦人科が分娩取扱いの廃止をされ

ました。これは分娩数の減少に伴う経営不振を

理由とするものであると伺っています。

県としては、豊後大野市や竹田市と産科復活

の可能性について協議してきました。この協議

の中では、県からは、５年前に廃止した豊後大

野市民病院の産科の再開に向けた運営費の支援

などの提案も行いました。

一方、地元紙によれば、中九州横断道路など

の整備が進み交通の利便性が増す中で、従来か

ら多くの方が大分市などの産科で分娩を行って

いるということで、廃止以降、現在も特段の支

障は生じていないということでした。

また、分娩を取りやめた地元の産婦人科は、

現在も妊婦健診や産後の健診は継続しているこ

とから、市としては産科の再開よりも、当該産

婦人科と連携して母子保健や子育て支援の充実

に力を注ぎたいという御意向でした。こうした

地元の意向を踏まえ、県としては、今後改めて

産科開設の動きがあれば必要な支援が行えるよ

うに、地域枠の医師や研修資金制度等を活用し

て産科医の確保、育成に引き続き力を入れてい

きます。

それから、来年度予定しているへき地を中心

としたオンライン診療についてです。今年度、

調整中ですが、国東市と竹田市久住の２か所で

実施を検討しています。

御手洗議長 森誠一君。

森議員 ありがとうございました。広域圏域か

ら分娩施設がなくなったのは地域にとっても非

常に大きな課題であると認識していますが、そ

れに対して知事、また福祉保健部長からもいろ

んな形で、こうしたらいいんではないかとかア

ドバイスもいただいていると聞いています。た

だ一方で、地域の皆様にはそういった不安があ

ることは確かです。いろんな政策を総動員して

子どもを増やしていく、人口増に向けていく中

で産科の重要性があるので、この後の議論でも

そういった部分も含めて、今後の人口政策等に

ついても話をします。

時間がないので次に移ります。

次に、こども政策における学童の保育につい

て伺います。

政府において昨年１２月２１日、こども政策

の新たな推進体制に関する基本方針の閣議決定

がなされました。こども政策を強力に推進し、

少子化を食い止めるとともに、常に子どもの最

善の利益を第一に考え、こどもまんなか社会を

目指すこども家庭庁の創設の方針を明らかにし

ました。

基本方針では、全ての子どもが安全で安心し

て過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な

学びや社会で生き抜く力を得るための糧となる

多様な体験活動や外遊びの機会に接することが

でき、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな

状態で成長し、社会で活躍していけるようにす

ることが重要であるとし、そのため、家庭、学

校、職域、地域などの社会のあらゆる分野の全

ての人々が、学校等の場をプラットホームとし

て相互に協力しながら一体的に取り組んでいく

としています。

また、文部科学省の所管する教育行政の一体

性を維持しつつ、これまでどおりの教育の充実

が図られるとともに、こども家庭庁は全ての子

どもの健やかな成長を保障する観点から関与し、

両省庁が密接に連携して子どもの健やかな成長

を保障するとされています。

この国の流れを踏まえた上で、今回、私が議

論したいのが学童保育についてです。学童とか

保育に関していろんな定義がありますし、児童

福祉法第６条３の第２項の放課後児童健全育成

事業を根拠とする放課後児童クラブだけで議論

がなされがちです。

今回、私の議論でいう学童保育は、小学校１

年生から６年生の児童を対象とし、学校の放課

後だけでなく臨時休業の平日や夏休みなどの長

期休暇における児童を対象とした保育と定義し

ます。
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全国で学童保育を利用している児童の数は、

令和３年５月１日時点で１３４万８，２７５人、

設置施設数は２万６，９２５か所となっており、

大分県においては１万４，７８２人、４０３か

所となっています。

創設予定のこども家庭庁では、さきほど取り

上げた放課後児童クラブを所管すると明記され

ていますが、私はこれまでの国や県の施策にお

いて、学童保育、つまり学校以外における児童

の居場所の制度設計において本質が抜け落ちて

いると考えています。特に課題なのは、夏休み

などの長期休暇です。利用者からは、利用した

いが、例えば保育の開始時間が８時３０分から

では仕事に間に合わないので、子どもたちを仕

方なく家で過ごさせざるを得ないであるとか、

運営側からだと、短期間の雇用契約の人材を捜

さなければならないなど、それぞれにおいて不

都合が発生しています。

この問題の本質は、我が国の社会に非常に重

要である学童期の保育に関することが法的に明

確化されていないことです。そのため、学童保

育の現場において、常に場当たり的な運営を余

儀なくされています。これらの要因により、人

材不足等に対応できない。人材が集まらないの

で弾力的な運営時間の設定などができていない

負のスパイラルに陥っているのではないでしょ

うか。

学童保育は放課後だけでなく、夏休みなどの

長期休暇において、児童や保護者の方々にとっ

て今やなくてはならない居場所です。しかしな

がら、これまでの施策決定の経過に振り回され

て、根本の課題解決ができていないと考えます。

県として現実をしっかり認識し必要な施策を講

じていくとともに、こども家庭庁の創設を見据

えた国への働きかけをしていく必要があると考

えますが、見解を伺います。

御手洗議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 こども政策における学童の

保育についてお答えします。

学童期は、子どもの自主性や社会性の向上、

基本的な生活習慣の確立等において重要な時期

であり、この観点から、放課後児童クラブは子

どもの健全な育成を図るための場として重要な

役割を担っています。

県内では、クラブの６６％が保護者会等の任

意団体によって運営されていることや、夏休み

など時期により就業時間が異なることなどから、

人材の確保や育成が課題となっています。

このため県では、労務管理マニュアルの配布

や社会保険労務士の派遣により、就業規則の整

備や社会保険の加入など労働環境の改善を図る

とともに、支援員の資格取得や資質向上のため

の研修を行っています。

また、創設予定のこども家庭庁が子どもの居

場所づくりを強力に推進するとしていることも

見据え、国に対し引き続き運営費の補助単価や

補助率の引上げ、さらには利用料の無償化を要

望していきます。

今後も放課後児童クラブが発達段階における

子どもたちの安全、安心な居場所として、その

役割を果たしていけるよう、市町村と連携して

安定的な運営を支援していきます。

御手洗議長 森誠一君。

森議員 ありがとうございました。この課題に

関しては、一昨年、私がこの議場において取り

上げた内容である放課後児童クラブについて、

コロナ禍において学校が休みなのに開けなけれ

ばいけないということで非常に現場で衝撃が起

こった。その後、いろんな整備がなされていま

すが、例えば、言葉の問題として、放課後児童

クラブなので、放課後だけしかないんではない

か。よく話を聞くと、実は夏休みもちゃんと措

置されているよと、そこまで聞かないと分から

ない状況でいいのかどうか。これも含めて、今

回、こども家庭庁の創設があるので、しっかり

県から現場の声をぜひ上げていただきたいと思

います。

関連するので、次の質問に移ります。

ヤングケアラーへの支援です。こども家庭庁

の政策において、ヤングケアラーの支援につい

ても言及されています。

ヤングケアラーは、本来大人が担うと想定さ

れている家事や家族の世話などを日常的に行っ

ているため、やりたいことができていないなど、
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子ども自身の権利が守られていないと思われる

子どもであり、年齢や成長の度合いに見合わな

い重い責任や負担を負うことで、本人の育ちや

教育に影響があるといった課題が指摘されてい

ます。また、家庭内のデリケートな問題である

ことから表面化しづらく、社会的な認知度も低

いため、周囲の大人だけではなく、ヤングケア

ラーに該当する子ども自身に自覚がない場合も

多いため、それが適切な支援に結び付いていな

いことが問題です。

昨年４月に国が公表したヤングケアラーの実

態に関する調査研究においては、世話をする家

族がいると回答した割合が中学２年生で５．７

％、高校２年生で４．１％でしたが、その中で

世話について相談した経験があるは２割、ない

が６割となっています。また、ヤングケアラー

という言葉そのものを聞いたことがないが８割

以上を占めています。これはヤングケアラーの

認知度が低く、実態が潜在化していることを裏

付けています。

また、昨年１０月に本県が独自に行った小学

５年生から高校３年生までの児童生徒約８万人

を対象とした実態調査では、家族の世話をして

いることで困り事を抱えている児童生徒が約１

千人いることが推計されるとの結果も出ていま

す。

潜在化しがちなヤングケアラーの早期発見は

重要ですが、一方で、子どもの中には、家族の

状況を知られることを恥ずかしく思ったり、逆

に家族の世話にやりがいを感じている場合もあ

るため、支援の際には子どもの気持ちに寄り添

うことも重要です。子どもたちの悩みをまず受

け止める場所は、毎日通う学校ではないかと考

えます。このため、ヤングケアラーの対応につ

いては、学校教育現場と福祉とが連携して取り

組むことが不可欠だと思います。

本県では、独自調査の結果も踏まえて、ヤン

グケアラーに対してどのような支援に取り組ん

でいくのか、福祉保健部長の考えを伺います。

御手洗議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 ヤングケアラーへの支援に

ついてお答えします。

本県では、教育現場の協力を得て、広範かつ

詳細な８万人の全数調査をいち早く行い、７２

％という高い回答率を得ることができました。

分析の結果、世話をする家族がいると答えた子

どものうち、７１％がその悩みを誰にも相談し

たことがないとしており、さらに、その３分の

１は話を聞いてくれる相談相手がいないという

ことでした。

そこで、この４月から電話とＳＮＳの専用相

談窓口を開設し、悩みを抱える子どもたちが気

軽に相談できる環境を整備したいと考えていま

す。

また、そもそもヤングケアラー自体を知らな

いとの回答が７０％となり、認知度が低いこと

も分かりました。このため、県民フォーラムや

ブロック単位の研修会等を開催し、子どもはも

とより、周囲の大人たちにも周知、啓発を図っ

ていきます。

また、今回の調査と同様に、ヤングケアラー

の対応には引き続き学校現場との協力が不可欠

であり、教職員等に対する研修やヤングケアラ

ーの元当事者による出前授業など、教育委員会

と連携して進めていきます。

これらの取組により、ヤングケアラーの過度

な負担を軽減し、子どもらしく伸び伸びとした

生活が送れるよう、既存の福祉サービスも活用

して、しっかりと支援していきます。

御手洗議長 森誠一君。

森議員 ありがとうございました。このヤング

ケアラーの実態について、アンケート調査で県

内の状況が少し分かり始めた。ただ、まだまだ

子どもたちが抱え込んでいる部分があるんでは

ないかということです。

さきほどお話しした放課後児童クラブの運営

をされている方からも聞きましたが、放課後児

童クラブも料金が月に５千円、６千円かかると

ころと、年間２千円で済むようなところ、入り

たくても入れないような方もいらっしゃる。今

３割の方が県内で放課後児童クラブを利用して

いますが、その中で、もしかしてヤングケアラ

ーとされる子どもたちが、実際に放課後児童ク

ラブに来られなくて自宅でお世話をしていると
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か、そういったヤングケアラーの子どもたちも

救えるんではないかという話も児童クラブの運

営協議会の中でなされていると聞いています。

まだまだ実態が把握できない部分のヤングケア

ラーの子どもたち、それと連動した福祉政策が

今後非常に重要となります。

そういう中で、今のことに関する見解と、実

際に今回のヤングケアラーの強化事業費で、個

別訪問とか市町村への助成がほぼ予算の大半を

占めています。これについて具体的に教えてい

ただきたいと思います。

御手洗議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 ヤングケアラーの問題につ

いては、今回の調査でいろんな課題が浮かび上

がってきました。今、議員御指摘のとおり、一

人一人のケースによって様々な事情、背景があ

ります。議員がおっしゃられた放課後児童クラ

ブの活用も一つの解決策につながるのではない

かと考えていますので、個別の事例をさらにつ

ぶさに分析し、いろんな方策を今後検討してい

きます。

それから、今回のヤングケアラー事業の中身

です。今回の事業については、内容的には、全

ての児童生徒に対して相談先のカード、リーフ

レットを配布して、どこに相談したらいいかを

周知すること、それから、ヤングケアラーアド

バイザーを設置して、個別にいろんな啓発の手

法や助言を行政に対して示していただくことを

考えています。また、相談窓口として、いつで

も子育てホットラインの相談員を活用して、２

４時間体制３６５日対応で相談窓口を設置する

予定にしています。

さらに、基本的にいろんな福祉の既存制度が

あるので、そこにいかにつなげていくかが大事

ではないかと思うので、その辺を市町村と連携

して進めていきます。

それから、市町村事業、家庭養育ヘルパーの

派遣事業がありますが、これについてはモデル

的に一部の市町村で実施する予定にしています。

御手洗議長 森誠一君。

森議員 ありがとうございました。あえて放課

後児童クラブ事業等の話をしました。

放課後児童クラブの事業については、今、大

分県において年間８億円ぐらい措置がされて運

営費等に充てられています。こういったヤング

ケアラーの実態把握等、子ども・子育て支援の

充実こそが県の人口増対策につながっていくと

思います。保護者の方が安心して子どもを預け

られる場所、そういった児童クラブの位置付け

が明確でないという、今回大きな私自身の課題

を示して、ここまでの質問を終わります。

それでは最後に、ツーリズムに関して質問し

ます。

現在改定中の第４期ツーリズム戦略について

伺います。

令和元年、ラグビーワールドカップの年の県

内の延べ宿泊者数は最高の約７９０万人で、そ

の年のじゃらん宿泊旅行調査において、旅行後

の来訪者の総合的な満足度で初の全国１位の評

価がなされました。評価のポイントとして、魅

力的な宿泊施設の多さ、子どもが楽しめるスポ

ットや施設、体験の多さ、地元の人のホスピタ

リティが挙げられています。

しかしながら、その翌年の令和２年以降、現

在まで続くコロナ禍において、旅行業、宿泊業

をはじめとする観光関連事業者は売上げの激減

により経営の危機に直面しました。この間、県

においても雇用調整助成金の支給や中小企業・

小規模事業者応援金の給付などの事業継続支援

や、新しいおおいた旅割の実施などにより観光

事業者の下支えがなされてきました。

一方で、ツーリズムに関する意識の変化がコ

ロナ禍の約２年間で現れてきました。一つは、

感染症や災害のリスクを想定した経営が重要で

あることの気付きです。観光産業の裾野の広さ

から、業界だけでなく行政の支援も重要なこと

が明らかになったと思います。

二つ目は、国内旅行や県内旅行が再認識され

たことです。足下を見つめ直し、その価値を改

めて感じることができたことは、今後の観光素

材の磨き上げにおいて様々なヒントを与えてく

れました。これらの意識変化に加えて、宇宙港

などの新たなコンテンツが加わったことやＤＸ

の導入、活用は、ポストコロナにおける大分県
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観光の反転攻勢の原動力となると考えます。

先般、姫島と豊後大野の２回目の日本ジオパ

ーク再認定審査がありました。再認定の報告を

先日知事にもしましたが、審査において大分県

の地域資源が高い評価を受けました。このよう

に県内各地の温泉資源を含め豊かな自然は、本

県の最大の強みです。また、自然を活用した体

験型アクティビティーも注目され始めています。

第４期ツーリズム戦略において、特に地域素

材の磨き上げと多様化する旅行者ニーズにいか

に対応するのか、向こう３年間の取組に対する

方針について伺います。

続いて、アウトドアガイド認証制度について

伺います。

昨年の第４回定例会で、衛藤博昭議員の一般

質問で北海道のアウトドア振興条例やアウトド

アガイド資格認証制度を例に、大分県における

アドベンチャーツーリズムの取組についての提

案がなされました。アドベンチャーツーリズム

は、アクティビティー、自然、文化体験の三つ

の要素のうち、二つ以上で構成される旅行形態

と定義されています。

改定版のツーリズム戦略においても、地域資

源を活用した取組として、アドベンチャーツー

リズム推進が明記されています。また、今回、

当初予算案のツーリズム推進基盤強化事業の中

に自然型観光コンテンツの安全性確保等に資す

るアウトドアガイド認証制度の創設が盛り込ま

れており、私自身、大変期待しています。

近年のアウトドアブームは、コロナ禍におい

て、運動不足解消や気持ちのリフレッシュなど

を期待して裾野拡大を加速したとも言われてい

ます。

県内でも魅力的なアウトドアコンテンツがた

くさんあります。清流を生かしたリバートレッ

キング、キャニオニングやパックラフト、ダム

湖を活用した耶馬溪アクアパークの水上スキー、

森林資源を生かしたフォレストアドベンチャー、

くじゅう連山や祖母傾山系など魅力的な山々で

の登山、ハイキング、美しい景観を貫く道路網

でのサイクリング、海での釣りやダイビング、

また、キャンプや豊後大野でのサウナ体験など

も大分の魅力的なアウトドアコンテンツと言え

ると思います。

これら県内各地の様々な魅力あるコンテンツ

の賦存量や、それらのアクティビティーの運営

事業者の把握は現在どのように行われているの

でしょうか。また、大分県を訪れた方にどのよ

うな方法で紹介できているのでしょうか。安心

安全が担保されたアクティビティーとなってい

るのでしょうか。

アウトドアガイド認証制度の組立てにおいて

は、これまで２０年以上制度を運営してきた北

海道の事例に学びつつ、大分県の特性や課題を

しっかりと踏まえた上で、大分県だからこその

制度設計がなされることを期待していますが、

今後の認証制度施策に関する具体的なスケジュ

ールと内容について伺います。

御手洗議長 秋月観光局長。

秋月観光局長 二つ御質問いただきました。

まず最初に、多様化するツーリズムへの対応

についてお答えします。

第４期ツーリズム戦略を推進する３年間は、

コロナ禍で停滞する観光産業の復活、そして、

躍進に向けた重要な期間です。大分が誇る豊か

な地域資源を生かし、再び多くの旅行者が本県

を訪れる取組の推進が必要です。

まず、大分ならではの観光素材の磨き上げを

促進します。例えば、宇宙港は新たな素材とし

て期待されています。県では観光事業者を対象

としたセミナーやワークショップを通じて、宇

宙をテーマとしたコンテンツづくりに取り組み、

観光需要を創出していきます。

また、旅行者ニーズの変化を捉え、成長が見

込まれる分野への誘客に取り組んでいきます。

例えば、コロナ禍を経て、現地でしか触れるこ

とができない芸術文化の価値や、感染リスクが

低く、心身のリフレッシュができる自転車の魅

力が見直されました。

そこで、東アジア文化都市２０２２などを活

用したカルチャーツーリズムやツール・ド・九

州２０２３を契機としたサイクルツーリズムな

どを展開していきます。

これらを推進していく上で、地域の前向きな
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取組への後押しが不可欠です。地域一丸となっ

て行う課題解決や観光素材の磨き上げに対して

も積極的に支援していきます。

続いて、アウトドアガイド認証制度について

お答えします。

アウトドアコンテンツやその提供事業者の情

報は、主に市町村や観光協会から提供を受け、

情報誌やホームページ等で紹介するほか、観光

素材として旅行業者やメディア等に提供してい

ます。

アクティビティーの安全安心に向けては、事

業者それぞれが安全講習の受講や保険加入等で

対応している状況です。

こうした現状を踏まえ、本県のアウトドアコ

ンテンツのさらなる充実や安全性確保のため、

北海道の取組も参考にしつつ、アウトドアガイ

ド認証制度を創設します。

まずは、コンテンツ提供事業者や旅行業者、

有識者等で構成する委員会を設置し、対象とす

るアクティビティーや手続、実施体制等を検討

していきます。検討する過程で、県内のコンテ

ンツ提供事業者の実態把握や現場のニーズ等に

関するヒアリングを進め、委員会の議論に反映

していきます。

認証ガイドには、事故の未然防止や緊急時の

対応、豊かな自然環境の魅力や大切さを観光客

へ伝える役割等を期待しています。本県観光の

強みでもあるおもてなしを磨き上げる仕組みづ

くりもあわせて検討していきます。

５年度には認証ガイドによる案内を開始でき

るよう、体制づくりを進めていきます。

御手洗議長 森誠一君。

森議員 ありがとうございました。お手元に資

料を配っています。これは北海道のアウトドア

ガイド認証制度によるものです。

今お話があったように、大分らしい制度設計

をしていくことは必要だと思います。例えば、

アウトドアという言葉の定義とか、あとベース

となるものとして、北海道においては推進条例

があったり、条例に基づいて策定された推進計

画があります。本県においても、アウトドアガ

イド認証制度自体を裏付ける条例を設けること

が非常に重要だと考えます。これについて１点

伺います。

もう一点、これは関連する生活環境部ですが、

令和４年度予算案に山の日レガシー事業として、

山や海、川のアクティビティーやキャンプ場等

のアウトドア情報に特化したＷｅｂサイトの開

設が盛り込まれています。ぜひ今回、観光局と

連携した事業展開により、魅力ある大分の資源

を発信していただきたいと思います。

アドベンチャーツーリズム推進に関して、生

活環境部の知見を生かした取組が重要だと思い

ますが、生活環境部長の見解も伺います。

御手洗議長 秋月観光局長。

秋月観光局長 アウトドア活動を推進するため

の条例の制定について御質問いただきました。

本県の観光振興の基本条例であるおんせん県

おおいた観光振興条例には、自然などの地域資

源の観光資源への磨き上げやその活用、保護な

どの規定があります。このため、現在のところ

はアウトドア活動の振興に特化した新たな条例

を制定することは考えていません。

この制度がアウトドア活動の活性化に効果を

発揮するように、関係事業者へのヒアリングを

進め、検討委員会で議論していきます。

御手洗議長 磯田生活環境部長。

磯田生活環境部長 アドベンチャーツーリズム

の推進についての見解をということです。

アドベンチャーツーリズムのうち、アウトド

アで自然を活用して行うものについては、昨年

の山の日の実績があるので、この知見を生かし、

エコパーク、ジオパークと共に、このコンテン

ツをしっかり生かしていけるようにやっていき

ます。

また、アウトドアガイドについては、私ども

でもそういった専門家の方がたくさん山にいま

すが、スイスのツェルマットの山田桂一郎さん

の話だと、こういった自然を生かして観光をや

っていくためにはストーリーが非常に重要だと。

そのためには、そのストーリーを語るガイドの

存在が不可欠であるとおっしゃています。ツェ

ルマットでは、民間団体でこういう団体をつく

っていますが、大分県では行政やツーリズムお
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おいた、あるいは市町村の観光協会と一緒にな

り、観光局と一緒になりながら制度設計からし

っかり取り組んでいきます。

御手洗議長 森誠一君。

森議員 ありがとうございました。北海道にも

ジオパークがあり、認証制度の資格を持ったジ

オパークガイドもいらっしゃいます。そういっ

たストーリーを語れるガイドがいることは、そ

の地域の価値がもっともっと高まっていくこと

につながると考えます。このことに関して、さ

きほどあったように、生活環境部、観光局が連

携した取組、そのベースとなる部分、では、ア

ドベンチャーツーリズム、アウトドアという言

葉の定義がどうなのか、こういうところもぜひ

議論していただきたいと思います。（拍手）

御手洗議長 以上で森誠一君の質問及び答弁が

終わりました。

暫時休憩します。

午後０時３分 休憩

―――――→…←―――――

午後１時 再開

三浦副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問及び質疑を続けます。猿渡久子君。

〔猿渡議員登壇〕（拍手）

猿渡議員 皆さん大変お疲れ様です。日本共産

党の猿渡久子です。

質問に入る前に一言申し上げます。

ロシアのウクライナ侵略に抗議し、ロシアは

直ちに撤退させることを求めます。核兵器の使

用も威嚇も原発への攻撃も、また、日本の核共

有も絶対に許せません。戦争はやめろと一緒に

発信しましょうと呼びかけたいと思います。

では、一つ目の質問、中小事業者への支援策

の強化についてから質問に入ります。

コロナ禍でこの２年間、苦労を重ねながら頑

張ってきた中小業者の経営状況は本当に深刻で

す。別府の喫茶店の方は、営業時間短縮要請協

力金の対象外で、今日も売上げが最低を更新し

たと、また今日も更新したという状況だと話し

ておられます。仕入れて、準備して、廃棄して

の繰り返しでモチベーションが落ちる。第６波

は本当に厳しい、次の波が来たらもたないと訴

えておられます。

私たちが皆さんにお願いしたアンケートに１

１０件の回答をいただきました。経済的影響に

ついての問いに、収入が減ったという項目にチ

ェックが一番多く、次に物価高の項目です。改

善が必要だと思うことについての問いには、消

費税の減税、インボイス制度の中止が一番多く、

次いで事業継続支援金の復活、次に復活支援金

の増額の項目に多くのチェックがありました。

記述欄には、夜の街が止まると飲食店の方の

利用が多い美容室やクリーニング等の売上げの

減少が大きい、また、外出が減り、婦人服が売

れず、大きな被害を受けているなど、多様な職

種から時短協力金の対象外の方の不公平を訴え

る声が多く寄せられています。

毎月赤字だという声や、毎月の支払が滞るく

らい逼迫している、病院代がなく病院にも行け

ない、ガソリン代が高過ぎるという声、あるい

はガソリンの二重課税、収入減、物価高による

生活苦、苦しいのは子育て世代だけではないな

ど、政治への不満の声も切実です。

この声に応え、暮らしを支えるのは地方自治

体の仕事です。観光誘客の旅割やプレミアム商

品券も大切ですが、これまでも繰り返し求めて

きたように、中小零細業者にあまねく支援が行

き渡ることが必要であり、次の対策を求めます。

一つ目は、事業継続支援金の復活と限度額の

引上げと家賃などの固定費への助成、二つ目は

県税の減税、三つ目は融資の返済額の減免です。

中小零細業者は、政策金融公庫、県制度資金、

民間の融資などを受け、何とか乗り切ろうとし

ています。今後、返済の本格化が予想されます

が、県制度資金の返済額の減免が必要です。あ

わせて、条件変更した場合には柔軟な対応を取

るよう金融機関に徹底することも必要です。

県経済の主役である中小零細業者への支援強

化を求めます。知事の見解を伺います。

続けて二つ目、知事の退職手当についてです。

知事の１期４年間の退職手当は３，２４０万

７，９６１円です。この額が４年ごとに税金か

ら支給されます。私は、選挙のたびに首長に高

額の退職金が支払われることを知ったときに本
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当に驚きました。

一方、県民はコロナ禍で苦労し、実質賃金が

減り、年金も生活保護費も引下げが続いていま

す。ステイホームで光熱水費がかさむ上に食料

品や灯油代、ガソリン代などの物価上昇が深刻

です。以前から多くの低所得者は、電気代も灯

油も辛抱して、暗くなったら布団に入って真っ

暗な中で暖を取る、こういう状況を多く見聞き

します。介護保険料引上げも繰り返され、県民

の暮らしは困窮する中で、７５歳以上の医療費

窓口負担を１０月から２倍に引き上げようとし

ています。

私たち生活と健康を守る会は、低所得者への

灯油代の助成を県に要望しましたが、県独自の

対策は考えていないという回答でした。

大分県は、東アジア文化都市に指定されまし

た。県民がこれだけ困窮している中で、文化都

市と言えるのかと私は思います。文化都市とい

うなら、「すべて国民は、健康で文化的な最低

限度の生活を営む権利を有する。」という憲法

２５条にのっとって、誰もが人間らしい生活が

送れるようにすることがまず必要ではないでし

ょうか。

この状況下で、４年ごとに３，２４０万円を

超える知事の退職手当は大幅に引き下げるべき

であり、知事の政治姿勢として県民の苦しみに

寄り添う姿勢をここで示すべきだと考えます。

知事の見解を伺います。

〔猿渡議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

三浦副議長 ただいまの猿渡久子君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 猿渡久子議員の御質問にお答えしま

す。

初めに、アンケート調査の結果等も御紹介い

ただきながら、中小事業者への支援策の強化に

ついて御質問いただきました。

驚異的な感染力のオミクロン株は、県内景気

の持ち直しに水を差し、社会経済活動へ新たな

打撃を与えました。引き続き感染対策を徹底し

ながらも、これからは疲弊した社会経済を再起

動させていく必要があります。

これまで本県では、事業継続支援金などによ

り、業種を問わず様々な事業者を支えてきまし

た。支援金では、昨年５月と６月、または８月

と９月のそれぞれいずれかの月で売上げが３０

％以上減少した事業者に対し、法人３０万円、

個人１５万円を上限額として１万１，９８９者

に約３４億７千万円を給付しました。

本年１月３１日から申請受付が開始された国

の事業復活支援金は、昨年１１月から今年３月

までのいずれかの月で売上げが３０％以上減少

した事業者に対し、法人最大２５０万円、個人

最大５０万円を給付するものです。事業継続支

援金と比べ、対象月が２か月から５か月に広が

り、支援要件が緩やかで、給付額もより高額な

手厚い内容となっています。

県では、事業継続支援金に代わる制度として、

関係機関等を通じ、周知徹底しています。その

結果、商工団体には２月中旬までに約１，２０

０件の相談が寄せられており、引き続き伴走型

でしっかりと支援を行っていきます。

県税については、事業者の経営支援を目的と

した減免は、公平性の観点から慎重な検討が必

要ですが、コロナの影響を受け、納税が困難な

事業者に対しては、納税の猶予制度を適用して

います。また、その際には、延滞金や担保を徴

しないこととしています。

県制度資金の返済額減免については、資金の

貸手である金融機関が事業価値や関係者の支援

状況等を勘案して、事業再生に資すると判断し

た場合等に例外的に行われることがあります。

しかし、返済が原則ですから、追加融資と合わ

せた借換えや緩やかな返済が可能な県制度資金

の活用などを通じて経営改善を促すこととして

います。

県としては、コロナ禍で厳しい状況を踏まえ、

金融機関に対し、条件変更した場合も含め、実

情に応じた最大限柔軟な支援を行うよう、これ

までも適宜要請しています。

こうした事業者への直接的な支援策に加え、

社会全体の景気刺激策として個人消費を喚起す

ることも重要です。市町村と連携したプレミア

ム商品券による地域での消費喚起や、再開した
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新しいおおいた旅割などにより、移動自粛で蓄

積した観光需要を取り込み、県経済の着実な回

復を図ります。

引き続き市町村や商工団体等と連携し、中小

企業、小規模事業者に支援策が行き渡るよう、

必要な対策を講じます。

続いて、退職手当について御質問いただきま

した。

退職手当については、条例に基づき支給して

いますが、その算定方法は各県と同様です。そ

の上で、退職手当の水準については、第三者機

関である特別職報酬等審議会に諮問し、その意

見の趣旨を尊重して決められています。これに

より、平成１９年度から約２０％の引下げを行

いました。さらに平成２４年度は、一般職の状

況を考慮して約１５％の引下げを行うなど、諸

情勢を踏まえながら、適正な水準となるよう対

応してきました。

三浦副議長 猿渡久子君。

猿渡議員 今、中小業者のことについて、事業

継続支援金等の答弁がありましたが、事業継続

支援金は今ありませんよね。ですから、その復

活を求めているわけです。その復活の考えがあ

るかどうか、御答弁を求めます。

それと、知事の退職金については、条例に基

づき云々ということですが、審議会に引下げの

方向で諮問してもらうということが必要かと思

いますが、再答弁をお願いします。

三浦副議長 高濱商工観光労働部長。

高濱商工観光労働部長 １点目の継続支援金に

ついてお答えします。

昨年実施した事業継続支援金については、さ

きほど知事からも説明したとおり、今回、国の

事業復活支援金という──御質問は継続支援金

の復活という話でしたが、国が事業復活支援金

というのを今回設けています。それが正に県が

実施した継続支援金よりもかなり手厚い内容に

なっています。

そこで、我々としては、まずは国の事業復活

支援金を漏れなく周知した上で、しっかり活用

していただくことに注力していきます。

三浦副議長 和田総務部長。

和田総務部長 知事の退職手当ですが、現行の

水準については、九州でも６位、全国でも３３

位であり、決して高い数字ではないと考えてい

ます。

特別職報酬等審議会においても、知事の職責、

職務を考えれば引下げは慎重に考えるべきとい

った意見もあったので、知事の職責、職務に照

らして、現行の水準は妥当なものではないかと

考えています。

三浦副議長 猿渡久子君。

猿渡議員 中小業者にとにかくあまねく支援が

行き渡るように、いろんな制度がある中で、さ

きほど紹介したような声なので、ぜひ考えてい

ただきたい。

高くないという知事の退職金ですが、市民感

覚からしたらものすごく高いので、引き下げな

いと理解が得られないと思います。

では、次の３点目の質問に移ります。

新型コロナウイルス感染症への対応について

です。

無料検査場の増設や開設時間の延長など、Ｐ

ＣＲ等検査を拡充すべきだと考えます。医療と

介護の崩壊を防ぐ上でも、高齢者施設や医療機

関などを頻回の定期検査によって守ることが急

務です。国が主導して、いつでも誰でも無料で

受けられる大規模なＰＣＲ検査体制を確立し、

検査キットなど資材の調達、陽性者の保護に責

任を持つよう県として国に求めるべきです。

無料検査が拡充されたことは評価しています。

ただ、検査可能な場所がない市町もあります。

宇佐市では、同じ薬局での検査なのに、市が実

施していたときより県が実施するようになって

時間が短くなった、日曜祝日や土曜午後は休み

で、平日も５時までで利用しづらいと改善を求

める声が寄せられています。徹底した検査体制

の確立こそが重要です。国への要請と検査体制

の拡充について答弁を求めます。

２点目、自宅放置で亡くなる方を二度と出し

てはなりません。国は、地域の医療体制強化が

急務であるにもかかわらず、発熱外来への補助

金や診療報酬の加算を昨年度中で打ち切ってし

まいました。これらの補助金の復活や診療報酬
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の引上げなど、医療機関への支援を抜本的に強

化するよう国に求めるべきだと考えます。

東京都の墨田区保健所は、昨年夏の第５波に

際し、定数の１０倍以上に当たる１１０人の感

染症対策の体制をつくり、重症、死亡事例を数

か月にわたってゼロに抑えていました。墨田区

の西塚保健所長はこう述べています。次々に民

間委託となり、保健所も減らされてきた中で、

商売にならない検査を続けてきた検査技師がい

たお陰でコロナにも対応できた。金にならない

ことをやって危機に備える、これこそが公衆衛

生だと、この姿勢に学ぶべきだと考えます。

大分県では、今年度、来年度の２年間で９か

所の保健所に保健師と事務職員各１人ずつ、計

１８人の定員増を行うことを評価しています。

各分野の職員の皆さんの努力に敬意を表するも

のです。その上で、保健所を中心に本庁を含め、

関係部署の人員体制をさらに充実し、保健所体

制を抜本的に強化すべきと考えます。

以上の点について答弁を求めます。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 私から２点お答えします。

１点目は、ＰＣＲ等の検査についてです。

本県の無料検査場は、オミクロン株の侵入に

備え、昨年末に県内１０か所で開設し、現在は

１３市村５４か所まで拡充しています。これま

で約７万人が無料検査を受けており、県民の不

安解消につながっていると認識しています。ま

た、無料検査場でこれまでに３５６人の陽性者

も確認しており、感染の早期探知にも一定の効

果を上げています。

このような検査体制の強化に向け、国に対し

ては、検査に要する資器材の需給を的確に把握

した上で、診療及び無料検査に必要な試薬や検

査キット等の安定供給に向けて早急に対策を講

じるよう要望しています。

なお、検査場の開設時間については、事業者

が地域の実情に応じて設定していますが、宇佐

の検査場では時間外であっても可能な範囲で対

応していると伺っています。

今後も行政検査はもとより、感染拡大傾向時

には無料検査を実施するとともに、クラスター

が発生しやすい高齢者施設等に抗原検査キット

を配布するなど、検査体制の強化、拡充に努め

ます。

次に、医療機関への支援と保健所体制の強化

についてお答えします。

発熱外来補助金は終了しましたが、診療、検

査医療機関等による感染拡大防止策への支援と

して、昨年９月から新たな診療加算が認められ

ました。また、減収が生じている医療機関への

支援については、全国知事会はもとより、本県

からも直接国に要望しています。

保健所の人員体制については、今年度と来年

度の２年間で保健師を９人増員することとして

います。また、事務職を今年度９人、時限的に

増員するとともに、会計年度任用職員として看

護職１１人を含む計２８人を配置しています。

さらに、ＯＢ保健師や人材派遣会社の看護師

等の活用のほか、必要に応じて全庁体制による

県職員の応援派遣も行っています。

加えて、昨年１１月に締結した応援協定に基

づき、別府市、中津市、日田市、臼杵市、杵築

市、日出町の６市町から保健師を管轄の保健所

に派遣いただいています。

今後も感染状況に応じ、保健所がその役割を

果たせるよう、体制強化を図っていきます。

三浦副議長 猿渡久子君。

猿渡議員 今言われたようないろんな努力をさ

れていることは本当に評価しています。お疲れ

様と申し上げたいと思います。ただ、そういう

中でもかなりの長時間勤務をされていると思い

ます。

時間外勤務の状況、福祉保健部の今年１月、

２月の時間外勤務、月８０時間超え、１００時

間超えの人数を答弁してください。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 本年１月、２月の長時間勤

務の状況ということで御質問いただきました。

福祉保健部の１月の時間外勤務は、８０時間

を超えた者が３７人、うち保健所勤務者が２６

人です。また、１００時間を超えた者が部全体

で１５人、保健所勤務が９人となっています。

超過勤務の縮減については、第５波への対応
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の検証を踏まえ、システムを導入した健康観察

業務の効率化、あるいは疫学調査の重点化を図

るとともに、さきほど申したように市町村から

の応援派遣などをいただき、様々な対策を講じ

た結果、第５波ピークの８月の長時間勤務者と

比較すると減少している状況です。

また、御質問のあった２月の超過勤務の実績

は、今集計中でまだまとまっていませんが、分

かる範囲で調べてみたところ、この２月も昨年

８月に比べれば少ない人数で収まりそうな感じ

です。

三浦副議長 猿渡久子君。

猿渡議員 あと２点聞きたいですが、抗原検査

キットを大分県では先進的に取り組んできたと

思いますが、この活用状況と効果のほどについ

て説明いただきたい。

もう一点、ワクチンの３回目の接種について

です。

政府の感染症対策は本当に後手後手だと思い

ますが、３回目のワクチン接種の接種率、いま

だにＯＥＣＤで最下位ですね。国に働きかける

とともに、接種の加速化がさらに必要かと考え

ますが、２点御答弁ください。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 ２点御質問いただきました。

１点目は、抗原検査キットの活用状況とその

成果ということです。

今回、オミクロン株による急激な感染拡大に

対応し、高齢者の入所施設や幼児教育・保育施

設に対して検査キットを配布しました。

高齢者入所施設では、職員の一斉検査を実施

するため３４４施設に配布し、ほぼ全ての施設

で検査を完了しています。この中で２件の陽性

者が出て、早期探知によりクラスターの拡大を

防ぐことができたと考えています。

それから、幼児教育・保育施設は今年になっ

て非常に感染拡大がそこかしこで起き、クラス

ターが多発しているという状況を受け、要望の

あった２７０施設に配布し、職員の濃厚接触者

が自宅待機を解除する際、あるいは体調に不安

を感じる場合に使用することとして配っていま

す。現時点で配った半分近くの施設でこれを活

用されています。今後も、自宅待機の解除等の

際にこれを使って安全を確認するという形で利

用されるものと考えています。

もう一点の御質問、ワクチンの３回目接種の

促進と国への働きかけについてお答えします。

ワクチンの接種間隔の相次ぐ方針変更により、

市町村の接種計画は変更を余儀なくされ、混乱

を来したのは議員御指摘のとおりです。

一方で、全国知事会等の要望もあり、国から

のワクチン供給の改善が図られました。県内に

おいても接種がペースアップして、最近では目

標の１日１万回接種をおおむね達成できていま

す。

今後も、モデルナワクチンによる交互接種の

有効性や安全性についての情報発信や、要望の

多いファイザー社製ワクチンの確保等について、

引き続き国に対し要望を続けていきます。

三浦副議長 猿渡久子君。

猿渡議員 ここで知事に伺いたいですが、さき

ほどの部長の答弁の中で３７人の８０時間超え

の超勤があると、１００時間超え１５人と、こ

れは本庁も含みます。

先日金曜日、守永議員の代表質問への答弁で

知事は、人材は県庁にとって宝だと、能力を発

揮し、安心して働けるようにすることは私の責

務だと答弁されました。２月はもっと超勤が多

いと思います。そういう中で、国も各保健所に

保健師を２人ずつ増員するということを言って

いるし、ぜひさらなる増員が必要だと思うわけ

ですが、いかがでしょうか。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 今の超勤の状況についてで

すが、さきほど申したとおり、数字で申すと昨

年のピーク、デルタ株のときの８月の本庁の８

０時間超えが２１人に対して１月は１１人、地

方機関が４８人に対し、２６人ということで、

今回、さきほど申したようないろんな改善策を

講じて、かなり超勤の縮減は図られています。

とは申しても、依然、大変厳しい状況にある

ことは間違いないわけで、今後とも特定の職員

に負担が集中しないようにしっかりと目配りし

て、対策を講じていきます。
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三浦副議長 猿渡久子君。

猿渡議員 コロナ禍が２年以上続いて長いです

し、本当に職員を増やすことが県民の安全を守

る、公衆衛生をしっかり守るために必要だとい

うことで言っています。知事の答弁をぜひお聞

かせください。

三浦副議長 広瀬知事。

広瀬知事 ただいま山田部長がお答えしたとお

り、大変厳しい状況の中ですが、できるだけ改

善に向けて努力しているという状況です。

三浦副議長 猿渡久子君。

猿渡議員 ぜひ積極的に努力いただきたいと思

います。

では、次の質問、日出生台での米軍演習につ

いてに移ります。

在沖縄米軍の実弾射撃訓練が４月から６月の

間に日出生台演習場で実施されるとの報道があ

りました。訓練の廃止を求めるべきだと考えま

す。そもそもこの演習は、沖縄の基地負担軽減

ということで始まりましたが、沖縄でも各地で

も負担は増えています。演習そのものの廃止を

私たちは一貫して求めてきました。

さらに今はコロナ禍です。日米地位協定の下

で米軍関係者は軍の管理下で入国し、コロナの

感染対応も米軍任せです。米軍基地がある沖縄

県で昨年１２月にオミクロン株が初めて確認さ

れ、岩国基地がある山口県などでも感染が拡大

し、米軍基地が感染対策の抜け穴になっている

と新聞等で報じられています。その中での訓練

は許せません。これまでも確認書や協定書が守

られず、日数や時間を延長されてきた経過があ

ります。知事も副知事も防衛局も要請を重ねて

きたし、抗議もしてきました。しかし、午後８

時以降の射撃自粛を日米の合意事項とすること

を米側は拒否しています。米軍は地域での合意

は国家政府の合意ではないという態度で、私は

これは本当に住民をばかにしていると怒りを感

じています。

そんな中で、今回は報道が先行し、県にも九

州防衛局にも連絡がなかった、報道で知ったと

聞いています。地元の方からは、由布院は他の

地域以上に自粛してきたんだと、必死で我慢し

てやってきて、感染は自衛隊だけなんだと。辻

馬車も映画祭もようやくスタートというときに

大きなリスクを由布院に負わせるのかと訴えて

います。また、ウクライナ情勢の中で戦場に直

結する訓練は容認できないという声も上がって

います。

訓練情報については早期の情報開示を求める

とともに、防衛省に対し、強く抗議し、演習の

廃止を求めるべきです。県の見解を求めます。

三浦副議長 梶原防災局長。

梶原防災局長 米軍の実弾射撃訓練に対する本

県の基本的なスタンスは、あくまで将来にわた

る縮小、廃止です。

この訓練は、日米安全保障体制の枠組みの中

で、外交、防衛の権限を持つ国の責任の下、国

有演習場で実施されており、本県は沖縄の基地

負担軽減のため、苦渋の決断をもって受け入れ

たものです。

訓練実施に際しては、大分県はこれまで独自

に九州防衛局等と射撃時間などについての協定

等を締結し、県民の安全確保に努めてきたとこ

ろです。

県としては、昨今の緊迫度を増す国際情勢も

注視しながら、今回の訓練においても、地元３

市町と連携し、住民の不安解消に努めるなど、

的確に対応していきます。

三浦副議長 猿渡久子君。

猿渡議員 今までも繰り返し、住民の安全を守

るために県としても頑張ってきたと思います。

国も防衛局も働きかけをずっとやってきた中で

もこういう状況にあると、確約書等も守られて

いないではないかという中で、コロナ禍で県民

の安全を守れるのかと非常に不安な声が上がっ

ているわけです。

知事に答弁をお願いしたいですが、米軍の４．

６人に一人が感染していると。家族も入れてこ

の人数で、感染者がいる前提で対応すべきだと

いう声や、例えば、大分県のコロナの状況がス

テージ３以上になったら受け入れられませんよ

など県独自の基準を設けるべきではないですか

という声、あるいは時間延長もやられているの

で、９時なら９時にこっちがサイレンを鳴らし
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たらどうですか。こっちがもう時間ですよと米

軍にアピールすべきではないですかとか、そう

いう声も上がっています。コロナの感染につい

ても非常に心配の声が上がっていて、観光の大

事なときに困るんだという声が上がっています

が、知事の考えをお聞かせください。

三浦副議長 広瀬知事。

広瀬知事 日出生台の訓練のそもそもは、日米

安全保障条約の下で地位協定がある。そして、

その中で沖縄の米軍が国防の実弾射撃演習をや

る。それではあまりにも沖縄の皆様も困るだろ

うということで、その負担を本土で引き受けて

始めたものです。

したがって、今言われたようなこちらでサイ

レンを鳴らすとか、いろんなお考えはあるかも

しれませんが、基本はそういうことになってい

ることをよくわきまえてやらざるを得ないとい

うことです。なければないのが一番いいという

のはよく分かりますが、そうはいかない。むし

ろ、我々は日米で安全保障条約を結び、そして、

地位協定をもって米軍がこちらに滞在し、日本

の防衛を分担してくれるということ、そういう

中での演習だということを考えてください。

今度のウクライナへの侵略等についても、よ

っぽど自分の身のことだという思いで備えなけ

ればならないと私は思います。

三浦副議長 猿渡久子君。

猿渡議員 知事、お願いですが、再答弁のとき

にマイクを上げていただけると聞きやすいので、

お願いします。

次の問題に移ります。

子育て支援策等についてです。

人口減少問題は大分県の重要な課題です。私

は今年１月上旬に明石市を視察しました。明石

市は、子どもを核としたまちづくりで、人口減

少、少子化、地方衰退を克服しています。

明石市は、独自の五つの無料化を所得制限な

しで実施しています。子どもの医療費無料化の

対象を高校３年生まで拡大、中学校給食の無償

化を中核市以上で全国初めて実施、第２子以降

の保育料の完全無料化は関西初、主な公共施設

の入場料無料化、そして、五つ目に紙おむつな

どを毎月届け、支援につなげるおむつ定期便、

この五つです。

他にも多様な子育て支援策に取り組むことで、

人口減少から９年連続人口増に転じ、２０２０

年に人口３０万人を突破し、過去最高となって

います。特に子育て層が大幅に増加し、２０１

８年の出生率は１．７０です。

明石市が実施しているアンケートに住みやす

いと答えた市民の方が９１．２％、来街者は７

割増となり、にぎわいを取り戻し、地価は７年

連続上昇、市税収入も７年連続増加しています。

子育て世代は、子育てしやすい自治体を求め

ています。情報もしっかりキャッチします。子

育て支援策の充実が子育て層の人口増加と税収

の増加につながり、それがさらに新しい施策の

充実へとつながっていく好循環を生み出してい

ます。ここに大いに学ぶべきだと考えます。

そこで、一つ目、子ども医療費助成制度につ

いてですが、大分県では１５年間改善がなく、

通院は小学校入学前まで、入院は中学卒業まで

が対象で、上限はあるものの、１日５００円の

自己負担があります。再三にわたって拡充を求

めてきましたが、新年度も改善がなく、大変残

念です。大分市、別府市は改善の方向です。

兵庫県は、所得制限や自己負担はあるものの、

入通院とも中学卒業までの助成制度があります。

福岡県は今年度から中学卒業まで拡大し、東京

都は現在中学生までのものを高校卒業年齢まで

２０２３年度から拡大するとのことです。

財政力の違いはあるかとは思いますが、人口

増に向け、大分県でも高校卒業年齢までの医療

費無料制度に取り組むべきだと考えますが、い

かがでしょうか、答弁を求めます。

二つ目、子育て支援策として、明石市では見

守り支援員が０歳児の赤ちゃんがいる家庭に紙

おむつなどを直接届けるおむつ定期便を実施し

ています。経済的負担や保護者の精神的負担を

軽減させるとともに、支援が必要な家庭を見付

け出して必要な支援につなげています。兵庫県

はコープに委託し、子育て経験があるスタッフ

が研修を受けた上で訪問しているとのことです。

本県の子育てほっとクーポンは評価するところ
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ですが、これをさらに発展させ、アウトリーチ

型でニーズを見いだし、必要な支援につなげて

いく積極的な取組を求めます。

３点目、子どもたち、若者たちには多様な居

場所、いろいろな居場所が必要だと感じていま

す。その一つとして、フリースクールの利用に

ついて質問します。

２０１６年１２月に義務教育の段階における

普通教育に相当する教育の機会の確保等に関す

る法律、いわゆる教育機会確保法が成立し、翌

年３月には基本指針が文部科学省より出され、

不登校支援の在り方は大きく変わりました。

基本指針では、これまでの一歩でも教室に近

づけようという学校復帰ではなく、子どもの意

思を尊重しながら社会的自立を目指すという方

向に変わりました。つまり、学校で学ぶことが

全てではなく、学校に帰れる子は帰ってもらっ

てもちろんいいが、学校以外の場でも多様な学

習活動をし、学校以外の場から社会的自立を目

指すという方向もあっていいんだと変わったわ

けです。

２０２０年度の大分県の小中学校の不登校は

１，９９２人で、５年連続で増加、特に小学生

の不登校は５年間で２倍以上に激増しています。

不登校の子どもが過ごす居場所が一つである

民間のフリースクール、その利用料は一人３万

円前後かかる場合が多いです。家計を圧迫する

ために思うように利用できません。特に小学生

の不登校の場合は、一人で家に留守番させるこ

とは難しく、ひとり親の場合は仕事にも行けな

い、そういう困難を抱えている家庭もあります。

そこで、提案です。フリースクールを利用し

ている保護者に利用料の補助をしてはどうでし

ょうか。例えば、茨城県では半額を助成してい

ます。確保法や基本指針で明記されている子ど

もの教育を受ける権利を保障する意味で必要だ

と思います。

次に、情報を届けることが必要だと思います。

大分県教委が発行している不登校児童生徒支援

ガイドは、民間のフリースクールや親の会の情

報が掲載された優れたものだと思います。しか

し、これは学校に１部ずつしか配布されていな

いと聞きます。先生方や保護者へのフリースク

ールの情報は不十分です。

情報発信の一つ目として、県教委のホームペ

ージでフリースクールや親の会などを紹介して

いますが、分かりづらいとの声を聞きます。分

かりやすく改善してください。

二つ目に、フリースクールや親の会の連絡先

等が明記された一覧表を１枚のプリントにして、

このチラシを小中高校生の全ての保護者に配布

してください、答弁を求めます。

４点目、多様性を尊重する社会づくりについ

てです。

明石市では、ＬＧＢＴＱプラス施策担当職員

として、性の多様性への理解があり、経験等を

有する方を全国公募で採用し、当事者の方を採

用しています。そして、パートナーシップ・フ

ァミリーシップ制度の導入や専門相談などに取

り組んでいます。県内では臼杵市が、都道府県

としては６府県が既にパートナーシップ制度を

導入しています。今年４月以降は、豊後大野市

や竹田市、東京都、福岡県など全国で３１の自

治体が導入予定だと聞きます。導入自治体の人

口は、４月以降は総人口の５割を超すことにな

るとのことです。

本県でもこれに学んで性的少数者を採用し、

当事者の皆さんの意見を生かして、パートナー

シップ、あるいはファミリーシップが私は望ま

しいと思いますが、ファミリーシップ制度の導

入や相談、啓発などの取組を進めるべきではな

いでしょうか。

以上４点について答弁をお願いします。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 私からは、２点お答えしま

す。

１点目は、子ども医療費助成制度についてで

す。

この制度は、医療体制も含め、安定的、持続

的な運営が求められます。本県では、限られた

財源の中で保護者の負担が大きい入院は小中学

生まで、通院は受診回数が多い未就学児までを

対象とし、所得制限を設けることなく実施して

います。
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市町村では、地域ニーズや財政状況も踏まえ、

現在１６市町村が小中学生までの通院医療費を

助成しており、残る大分市と別府市も本年１０

月から世帯の所得にかかわらず、全ての小中学

生まで助成を拡大する予定と伺っています。

これにより、県内全ての市町村において、中

学生までの入通院医療費の助成が実施されるこ

ととなり、県民の皆様にとっては他県と比較し

ても遜色のない内容の助成制度が整いました。

なお、子ども医療費助成は、各自治体がそれ

ぞれの実情に応じて実施していますが、そもそ

も国の責任において全国一律の制度として運用

されるべきものであり、全国知事会などを通じ

て引き続き要望していきます。

次に、子育て支援策の強化についてお答えし

ます。

本県では、市町村をはじめ、保健、医療、福

祉の関係機関が連携し、母子健康手帳交付時か

ら出産、乳幼児期の各ステージごとに親子の心

身の状態を把握し、必要に応じて訪問等による

継続な支援を行っています。

生後４か月までに市町村保健師等が全ての乳

児家庭を訪問するほか、研修を受けた育児経験

のあるボランティアが子育ての悩みを傾聴し、

一緒に育児、家事を行うなどアウトリーチ型の

支援に力を入れています。

来年度からは、新たに双子などの多胎児家庭

に対し、助産師や先輩ママによる妊娠期からの

訪問支援に取り組みます。

加えて、行政の支援を拒みがちな家庭に対し

ては、民間団体等と連携し、食事や日用品を手

渡しすることにより家庭状況を把握し、適切な

支援につなげていきます。

こうしたアウトリーチ型の取組により、育児

不安の解消や、虐待リスクの高い家庭の早期発

見に努め、ニーズに応じた効果的な支援につな

げていきます。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 来年度、新たにフリースクールに

通う児童生徒を支援する手だてとして、フリー

スクールからの要請に応じ、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーを各スクー

ルに派遣したいと考えています。心理面の悩み

や家庭環境等の課題について、公的な専門スタ

ッフがサポートしていく仕組みを導入します。

フリースクールの利用料補助については、現

在、国で不登校児童生徒に対する経済的支援の

在り方などに関する調査研究が進められており、

その動向を見守りたいと考えています。

あわせて、利用料が不要の公的な不登校支援

機関である県及び全市町設置の教育支援センタ

ーの周知にも引き続き取り組みます。

また、保護者の情報提供に関する御指摘のう

ち、県教育委員会のホームページについては、

より閲覧しやすくなるよう工夫します。

フリースクールや親の会の連絡先などについ

ては、一人１台端末などを活用し、教員や保護

者、児童生徒の全員が閲覧できるよう、市町村

教育委員会と連携して取り組みます。

三浦副議長 磯田生活環境部長。

磯田生活環境部長 多様性を尊重する社会づく

りについてお答えします。

人権尊重の大分県づくりには、県職員は特に

高い人権意識を持つことが必要です。また、こ

れはインバウンドや国際企業の誘致、移住促進

を進める上でも極めて重要です。

明石市のように性の多様性への理解や専門的

な知識、経験を有する方を公募し、結果的に性

的少数者が採用された例が確かにあります。し

かし、大切なのは性的少数者の声をきちんと施

策に反映させていくことと考えています。

本県においては、性的少数者への理解促進に

関する調査研究会を開いており、性的少数者支

援団体の代表に参加していただくとともに、名

乗りづらい性的少数者の方の生の声を県民アン

ケートで聞くなどの工夫をしています。

また、昨年６月に開設した相談窓口では、委

託先の公認心理師協会が性的少数者支援団体の

意見を取り入れながら個別の相談に応じていま

す。

このように、性的少数者等の意見を施策の立

案、実行それぞれの段階で反映し、実施しなが

ら、多様性を尊重する社会づくりに取り組みま

す。
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三浦副議長 猿渡久子君。

猿渡議員 子ども医療費やフリースクールの補

助についても国の動向云々ということですが、

国に求めていくのは私たちも同感です。本当は

国がやるべきと私も思っているし、我々も働き

かけていますが、国に求めながらも、やはり地

方が先行してやるということは大事だと思いま

す。フリースクールの補助についても、今、コ

ロナ禍で子育て世代が非常に苦労している中で、

ぜひ早い時期にフリースクールの利用料補助を

実現していただきたいと重ねて申し上げます。

それと、ＬＧＢＴＱの多様性の問題について

は、パートナーシップ・ファミリーシップにつ

いて、ぜひ早く取り組むべきだと思います。家

族が家族として普通に暮らしていきたいと、家

族が家族としてきちんと認めてもらいたいだけ

なんだという当たり前のことに今ハードルが高

いわけですよね。例えば、家族が病気になった

ときに家族として説明を受けることができない

とか、子どもの学校や保育所などで支障が出て

くるというところで、私はファミリーシップは

望ましいと思うし、ぜひパートナーシップ・フ

ァミリーシップ制度について、もう少し踏み込

んだ答弁をいただければと思いますが、いかが

でしょうか。

三浦副議長 磯田生活環境部長。

磯田生活環境部長 パートナーシップ・ファミ

リーシップの導入について質問いただきました。

現在、私どももさきほど申した調査研究会を

開いており、約１年かけて意見をよく聞いてい

きたいということで、今の段階では、広く多様

な意見を丁寧に拾い上げながら議論を深めてい

きたいという状況です。

三浦副議長 猿渡久子君。

猿渡議員 この点の最後に一つ要望ですが、子

どもたち、青少年の健全育成に関して、包括的

な性教育の必要性を非常に感じています。年齢

に合ったそれぞれの段階での性教育で、リプロ

ダクティブ・ヘルス・アンド・ライツの観点に

立っての積極的な取組を要望して、次に移りま

す。

温泉を生かした観光振興についてです。

私は、一昨年９月の一般質問で一度質問しま

したが、別府八湯温泉道名人、私もその一人で

すが、延べ１万人を超えました。８８か所の温

泉を巡ると名人に認定され、（現物を示す）こ

の黒タオルがもらえるわけです。スタンプラリ

ーなので、スパポートという手帳に判こを押し

ていくわけですが、これの大分県版、大分県温

泉道でおんせん県おおいたのＰＲをしてはどう

かと提案し、前向きな答弁をいただきました。

研究していくという答弁でしたが、その後の研

究や具体化はどうなっているのか、御答弁くだ

さい。

コロナ禍で県内、近県で楽しんでいただき、

地元のよさを見直し、冷え込んだ地域経済の活

性化につながればと思います。ぜひ早い時期の

実現を期待する声がたくさん寄せられています。

いかがでしょうか。

三浦副議長 秋月観光局長。

秋月観光局長 昨年度、議員から御提案いただ

いた後、県では９月から５か月間、民間事業者

と連携し、大分県版の温泉スタンプラリーを行

いました。その実施結果を分析したところ、別

府エリアの訪問率が８２％となるなど、別府温

泉の訴求力の高さを再認識した一方で、県内全

域への周遊にまではつながることができません

でした。

また、県外客の参加率が３６％、日帰り利用

率は９５％で、同時期に実施した大分旅行への

関心度調査では、温泉だけでなく、自然や食に

も魅力を感じるという声を多くいただきました。

このことから、県全体への効果の波及や県外

客の取り込み、宿泊の促進、温泉以外の魅力と

の組合せが課題であると認識しました。

また、市町村から意見を伺ったところ、温泉

のみならず、地域の魅力を磨き、温泉とつなげ

て誘客を促進したいという声が多く、現在、市

町村と素材磨きなどに取り組んでいます。

今後は、ポストコロナ時代の温泉を活用した

誘客対策について、市町村や観光事業者等と様

々な課題を踏まえて議論し、新たな周遊の仕組

みを構築します。

三浦副議長 猿渡久子君。
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猿渡議員 今言われたようないろいろな地域の

魅力とつなげた取組になっていくと思うので、

大分県温泉道を早い時期にぜひ実施していただ

きたいと重ねて申し上げ、次の質問に移ります。

人権尊重社会づくり推進条例についてです。

この条例改正案が今議会に提案されています。

ＳＮＳ等による誹謗中傷、性的少数者や感染症

に伴う偏見や差別について解決すべき課題とし

て前文に明記することについては評価していま

す。しかし、条例名とともに改正案の随所に

「部落差別等」や「部落差別をはじめ」などと

「部落差別」の文言が挿入されており、こうし

た文言は削除すべきだと考えます。

水平社創立から１００年です。国民も行政も

差別をなくすために本当に努力してきたと思い

ます。その結果、基本的には部落差別は解消さ

れてきたと思っています。今回の条例改正は、

そんな努力に逆行するものではないかと感じま

す。残された差別を解消する取組はもちろん必

要ですが、あえて部落差別などの文言を各項目

に挿入する必要はないのではないでしょうか。

他のいろいろな差別と同じように扱うべきだと

思います。

条例改正の背景の一つに、県民意識調査で、

子どもが同和地区の人と結婚する場合、何らか

の形で反対すると答えている人が約６割に上る

としていますが、架空の同和地域を前提にした

設問自体がおかしいと思います。

また、婚姻の成立は、憲法２４条に定められ

ているように両性の合意のみとされています。

この点でも設問自体がおかしいと思います。そ

れを条例改正の背景の根拠としていることに納

得がいきません。

都道府県の課の名前に「部落差別解消」とい

う言葉を含むのは大分県だけです。フィールド

ワークを行政主体で主催している自治体も県外

では見当たりません。条例名等の修正について

答弁を求めます。

三浦副議長 磯田生活環境部長。

磯田生活環境部長 人権尊重社会づくり推進条

例についてお答えします。

平成２１年４月に本条例を施行後、差別解消

三法が施行され、また、ＳＮＳ等による誹謗中

傷、性的少数者の人権問題、新型コロナウイル

ス感染症に伴う偏見や差別などの様々な課題が

浮上しています。これらの社会情勢の変化を踏

まえ、今議会において条例改正を提案していま

す。

部落差別解消推進法では部落差別は存在する

と明記され、法務省が令和２年公表の部落差別

の解消の実態に係る調査の中でも部落差別の実

態が明らかになっています。

加えて、ＳＮＳ等による部落差別に関する悪

質な書き込みや動画が見られ、同和対策審議会

答申以降、長年の取組にもかかわらず、依然と

して部落差別問題は解消されていないと認識し

ています。

県民意識調査では、部落差別問題の最たる例

である結婚差別の意識の傾向を把握し、啓発に

活用する目的で設問を設定しています。

改正案では、様々な人権課題の中で部落差別

問題は人権行政の原点であることから、あらゆ

る不当な差別の例として示したものです。今回

の改正を通じ、人権尊重社会づくりの一層の推

進を図ります。

三浦副議長 以上で猿渡久子君の質問及び答弁

は終わりました。元吉俊博君。

〔元吉議員登壇〕（拍手）

元吉議員 皆さんこんにちは。１８番、自由民

主党の元吉です。大変お疲れ様ですが、しばし

お付き合いをお願いします。

今回はアフターコロナを見据えて、農林水産

物の輸出戦略や観光対策など、大きく４点につ

いて質問します。知事はじめ執行部の明確なる

答弁をお願いして、早速質問に入ります。

まず初めに、本県の農林水産物の輸出戦略に

ついてお尋ねします。

我が国は少子高齢化が進展しており、このま

までは国内の市場が縮小することを考えると、

海外での農林水産物の販売を視野に入れること

が、農林水産業の発展の大きなポイントではな

いかと思います。このような中、国は令和２年

１１月に策定した、農林水産物・食品の輸出拡

大実行戦略～マーケットイン輸出への転換のた



- 114 -

第１回 大分県議会定例会会議録 第６号

めに～を令和３年１２月に改定し、農林水産物

の輸出拡大に向け取組を強化することとしまし

た。

令和７年には２兆円、１２年には５兆円とい

う輸出額目標の達成に向けて、これまでの、国

内の余剰を輸出するという発想を転換し、生産、

加工、流通、販売に関わる全ての事業者が、マ

ーケットが求めるものを作るという発想に立つ

べく改革を行う。２８の輸出重点品目を選定し、

品目別、あるいはターゲット国別に目標金額を

設定し、具体的な行動計画を設定する。さらに、

輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押し

するため、リスクマネーの供給、輸出先国のニ

ーズに特化した産地の育成などを支援する。ま

た、省庁の垣根を越えて、輸出先国の規制の緩

和、撤廃に向けた協議、規制やニーズに対応し

た加工施設の整備などを行うという内容です。

重点品目の一つにブドウが挙げられています

が、その産地リスト５産地の一つとし本県が明

記されています。国として、東アジアを中心に

国別輸出目標を設け、輸出産地の育成、展開や

加工、流通施設等の整備、販路開拓などの具体

的な施策が盛り込まれており、国の本気度も十

分に伝わってきます。

また、その他の重点品目として牛肉、豚肉、

鶏肉、鶏卵、牛乳、乳製品のほか、いちご、か

んしょ、切り花、茶、米、ブリ、製材など、本

県でも生産されている品目が多く取り上げられ、

ブドウと同様に具体的な施策が記されています。

本県においても、この国による輸出加速化の

動きをうまく捉え、本県農林水産物の輸出拡大

を一気呵成に進めていけたらと思いますが、本

県における農林水産物の輸出戦略について、今

年度１年間の成果と今後の展望について知事の

見解を伺います。

以降は対面演壇より伺います。

〔元吉議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

三浦副議長 ただいまの元吉俊博君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 元吉俊博議員から農林水産物の輸出

戦略について御質問いただきました。

本県の農林水産物の輸出実績ですが、令和２

年度が２８億９千万円で、５年連続して最高額

を更新しています。

今年度は新型コロナウイルス感染症の世界的

な蔓延で、いまだ人流や物流の混乱もあります

が、このようなときだからこそ、Ｗｅｂ会議や

現地法人等を最大限に活用して輸出拡大に向け

た取組を進めてきました。

例えば、中国では、防疫上様々な規制がある

中でも大連のおおいた農林水産物輸出サポータ

ーの協力により、消費者向け養殖ブリや養殖シ

マアジをＰＲし、好評を博したところです。ま

た、ベトナムでは、現地のジェトロを通じ複数

のバイヤーと日田梨のオンライン商談を行いま

した。輸出実績は、令和３年度も過去最高を更

新する勢いです。

これからは、コロナ収束後の攻勢に向け、国

の実行戦略も踏まえて、さらに牛肉、養殖ブリ、

製材製品等、本県に強みがある品目を中心に海

外戦略を強化します。

一つは、マーケットインの輸出産地づくりで

す。

牛肉は米国向けを中心に輸出量が大きく伸び

てきていますが、輸出先の要望に対応して細か

な部位ごとにカットしていくことが求められて

います。そのため、畜産公社に真空包装機を増

設する等、作業効率の向上を図り加工機能を強

化します。

また、養殖ブリは、従来の生鮮フィレに加え、

コロナ禍の巣籠もり需要で高まった冷凍切り身

等のニーズを踏まえ、新たに高次加工施設を整

備します。

最近、海外でも人気が高まっているシャイン

マスカットは、春節の贈答需要に対応するため、

長期貯蔵による出荷期間の拡大を進めます。

二つは、新たな販路の開拓です。

今年１月に発効されたＲＣＥＰ協定に加盟し

た中国は、今や日本最大の輸出先国です。現地

フェアで好評の養殖クロマグロや養殖シマアジ

等の販路開拓を進めるため、現地飲食店でのフ

ェアや九州・山口連携で行う中国国際輸入博覧

会への出展のほか、東アジア文化都市の取組と
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も連携を図ります。

また米国では、現地ニーズの高い和牛や養殖

ブリの商談、量販店でのフェアを行います。製

材品についても、今年度設置した現地販売拠点

を中心に、ポーチ材やデッキ材への売り込みを

強化していきます。

さらに、有機食品への関心が高い欧州では、

展示会への出展等により乾しいたけの有機ＪＡ

Ｓ商品を売り込んでいきます。

世界の人口増加等を背景に食料需要が増大す

る中、ニーズに対応しながら新たなマーケット

を切り拓いて、令和６年度５７億円の目標達成

に向けて全力で取り組んでいきます。

三浦副議長 元吉俊博君。

元吉議員 ありがとうございました。知事の話

を聞くと、既にあらゆる角度から手を打ってい

るということで、大変安心しました。

日本ブランドの食味の特徴は、外国と違い、

甘みとうまみなので、そのよさは大いに受け入

れられると思いますが、コロナ禍で輸出に対応

するような高級志向の農産物は厳しい状況では

ないかと思います。ぜひ希望の持てる対策をお

願いします。特に短期集中県域支援品目に入っ

ていませんが、輸出の重点品目であるブドウに

ついては、我が国の高品質なものが高価で取引

されています。惜しむらくはシャインマスカッ

トの苗木が中国に持ち出されたことです。中国

などに負けないブドウの産地づくりや新たな品

種改良にもぜひ御支援いただきたいと思います。

よろしくお願いします。

次に、産業の構造転換を見据えた企業誘致戦

略について伺います。

ポストコロナやカーボンニュートラル、米中

対立やロシア、ウクライナ問題など、世界的な

大きなうねりの中で、我が国の産業も大きく転

換期に差しかかっているように思います。

コロナ禍に起因する半導体不足は、自動車な

ど多くの産業に影響を及ぼしましたが、デジタ

ル化が進展する社会において、半導体が持つ重

要性の意味を我々に再認識させる契機ともなり

ました。昨年１１月には台湾の大手企業である

ＴＳＭＣが熊本県内に立地表明を行いましたが、

国では早速、先端半導体の国内生産拠点の確保

のための予算を措置し、こうした動きを後押し

することとしています。ＩｏＴの進展などに合

わせ、半導体の市場規模が拡大することが見込

まれており、今後も半導体をめぐる投資が活発

化することが予想されます。

また、自動車の電動化や再生可能エネルギー

の拡大を図る上で、最重要技術となるのが蓄電

池です。現在、中国がその最大の生産地であり、

黒鉛などの資源確保においても、大きく優位に

立っている状況です。欧州、米国も国家戦略と

して域内でのサプライチェーン構築を目指して

おり、大型投資の発表が相次いでいます。日本

も蓄電池のサプライチェーン強靱化に向け、産

業戦略の練り直しに着手しており、国内の製造

拠点や研究開発拠点に対する国内投資を支援し

ていく方向です。

本県は長年の企業誘致の結果、様々な製造業

がバランスよく立地しています。今後もこうし

た企業誘致の努力を続けていただきたいと思い

ますが、他方で、本県経済を支えている自動車

や半導体産業が、今後の構造転換の中心になる

と予想されます。決して容易なことではないの

ですが、次の時代の県経済を見据えた企業誘致

の取組も期待したいところです。

そこで、比較的堅調な近年の企業誘致の状況

を振り返り、評価した上で、産業構造の転換な

ど、経済環境の変化を踏まえた今後の本県の企

業誘致の方向性について、知事の見解を伺いま

す。

三浦副議長 広瀬知事。

広瀬知事 企業誘致は雇用機会を創出し、経済

活動の基盤を拡大させるもので、地方創生を実

現する上で最も重要な施策の一つだと思ってい

ます。

これまでの１９年間で、誘致件数は５００件

を超え、２万２千人以上の雇用と１兆円を超え

る投資を生み、県経済の活性化や税収の増加に

大きく貢献してきました。さらには、半導体や

自動車等の企業会活動を通じ、取引機会の拡大

など地場中小企業の成長にも寄与しています。

昨年度はコロナ禍による投資の先送りがあっ
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たものの、それまでの３年間は５０件台で推移

しており、今年度も好調を維持しています。本

県の強みである集積が集積を呼ぶ効果が発揮さ

れたものと評価しています。

今後は、議員御指摘のとおり、産業構造の転

換に対応するため、人材を育成、確保するとと

もに、新たに構築されるサプライチェーンの中

で、現在の産業集積に足りない部分を見極める

ことなどが企業誘致の大変重要なポイントにな

ると思います。

かつて産業の米と言われた半導体は、今や産

業の脳と言われるほど、５ＧやＤＸ等のデジタ

ル社会を支える重要な基盤となりました。今回、

ＴＳＭＣが熊本県に立地します。これを歓迎し、

九州全体で成長する視点を持って人材の確保に

は一丸となって取り組んでいく姿勢が大切だと

思います。その中で、集積の強みも生かしなが

ら、企業の事業戦略に対して本県としてどのよ

うな価値を提供できるか考えていきます。

また、九州は半導体と自動車関連産業が共に

集積する世界でも例を見ない地域です。カーボ

ンニュートラルに向けたＥＶ化や自動運転の進

展で、半導体需要も旺盛です。シリコンアイラ

ンド九州の復活は自動車関連産業のさらなる集

積にもつながるもので、大いに期待しています。

新たな成長産業を捉えることも重要です。先

月、２例目となる大分宇宙港活用のパートナー

シップを締結しました。集積が集積を生む流れ

ができつつあります。宇宙に最も近い地の利を

生かして、地球を超えた新たなビジネスの創出

を図る国内外の企業を呼び込みたいと思います。

加えて、忘れてならないのが、長年、本県の

ものづくりを支えてきており、今も基幹産業で

あるコンビナート企業です。カーボンニュート

ラルへの対応策として期待される副生水素の有

効活用の取組などにも、一層目を向けていきま

す。

これらの変化に対応するには、企業を受け入

れる環境整備も欠かせません。最近、これまで

少なかった大規模工業用地のニーズが高まって

います。団地整備に前向きな市町村を支援し、

民間活力を開発事業にも取り込み、用地確保も

加速させていきたいと考えています。

引き続き、企業訪問活動などの地道な努力を

怠ることなく、新たな動きにも注視しながら、

全力で企業誘致に取り組んでいきます。

三浦副議長 元吉俊博君。

元吉議員 ありがとうございました。知事が誘

致していただいたダイハツ九州のおかけで、県

北地域は自動車産業が集積し、雇用の場も格段

に拡大しました。一方で、半導体不足が世界的

に深刻であり、自動車の生産にも影を落として

います。本県は半導体についても優位を持った

地域であると思いますが、この際、県内の半導

体産業の振興のためにギアを一段上げるような

施策を展開していただきたいと思います。商工

観光労働部長の答弁を求めます。

三浦副議長 高濱商工観光労働部長。

高濱商工観光労働部長 お答えします。

県では、九州各県に先駆け平成１７年に大分

県ＬＳＩクラスター形成推進会議を設立し、人

材育成、研究開発、販路開拓など半導体産業の

振興を推進してきています。

先月、国は半導体デジタル産業戦略を九州か

ら推進するため、九州半導体人材育成等コンソ

ーシアムを設立と発表しました。本コンソーシ

アムは九州管内の産学官で構成され、半導体人

材の育成、確保や企業間の取引強化、海外との

産業交流促進に広域的に取り組むものです。

県では、ＬＳＩクラスター形成推進会議とと

もに、本コンソーシアムに参画することで、同

会議の取組との相乗効果を図り、シリコンアイ

ランド九州復活の一翼を担っていきたいと考え

ています。

三浦副議長 元吉俊博君。

元吉議員 ありがとうございます。よろしくお

願いします。

次に、県内企業の人材投資について伺います。

世界各国において、ＳＤＧｓや人材を重視し

た新たな投資や成長につなげる動きが進んでお

り、我が国でもこの新しい資本主義の実現に向

けた議論が進んでいます。その中心となってい

るのが人的資本、人への投資です。

新しい資本主義実現会議の冨山委員によれば、
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デジタルイノベーションが始まった約３０年前

から、企業の付加価値の源泉が有形資産から無

形資産へ、さらに人材、人的資本へと劇的にシ

フトしており、我が国の場合、米国などに比べ、

無形資産、人的資本への投資が不足しているこ

とが、成長率の差になって現れてきていると指

摘しています。

成長のアイデアを生み出すのは機械ではなく

人です。その人をどう育てるかが重要です。ま

た、分配の視点からは、賃上げの必要性が強調

されていますが、賃上げに見合う生産性の向上

を図るためにも、従業員、人への投資が重要な

ことは言うまでもありません。

本県では、中小企業のＤＸの推進や、先端技

術の活用や新産業への挑戦を通して新しい成長

モデルへの転換を促進するほか、賃上げを可能

にする中小企業の下支えと成長支援を行うこと

としています。これらを実現するためにも企業

の人材投資の強化が必要になってくると思われ

ます。

県では、これまでも様々な形で企業の人材育

成を支援してきていると思いますが、その現状

についてどのように評価しているのでしょうか。

また、人への投資に改めて脚光が当たる中、今

後どのように県内企業の人材育成を後押しして

いくのか、商工観光労働部長の見解を伺います。

三浦副議長 高濱商工観光労働部長。

高濱商工観光労働部長 県内企業の人材投資に

ついてお答えします。

県ではこれまで、テーマに応じた講座や業種

ごとの企業会研修などを通して、知識やスキル

の習得を中心に支援してきました。企業の技術

力や生産性の向上に一定の成果を上げてきたも

のと認識しています。

一方で、デジタルや先端技術の普及、グロー

バル化の進展など、事業環境は目まぐるしく変

化しており、企業が賃上げを可能とし、持続的

に成長していくためには、人材育成の在り方も

変えていく必要があると認識しています。

例えば、専門性を磨くことのみならず、多様

な専門家、企業と連携して価値を創造するオー

プンイノベーションの視点を持つことも重要に

なってきています。

また、経営者には、社員が賃金面に満足する

だけでなく、社会に貢献していることを実感で

きるようなビジョンを設定することも求められ

ています。

大学等との連携により、社会人も含めて、学

びたいと思ったときにいつでも学べる機会をつ

くることも大事です。

こうした視点を持って、これまでの取組を継

続するとともに、社会の変化を捉えながら人材

育成を進めていきます。

三浦副議長 元吉俊博君。

元吉議員 人に投資する企業は大きく育つ企業

であると思います。そうした優良企業を県内に

増やすことは、県内への域外からの人口の流入

に大きく寄与するのではないかと思います。ぜ

ひ前向きに実施して、人を大事にする企業を増

やしていただくよう要望します。

次に、土木技術を学ぶ場の確保について伺い

ます。

企業は、正に現場で人づくりを実践し、その

企業分野で技術を先鋭化させる人材育成を行っ

ています。今回は特に、土木技術者の育成につ

いて伺います。

県下には、大分工業、鶴崎工業と二つの工業

系高校があり、国東、日出総合、情報科学、津

久見、佐伯豊南、日田林工、中津東、宇佐産業

科学の八つの高校に工業系の学科が設置されて

います。

県内で土木系学科を設置しているのは、現在、

大分工業、日田林工、中津東、国東の４校であ

り、人数としては１学年の総定員数は１５０人

となっています。現状を見てみると、残念なが

ら国東高校環境土木科が定員を割り込んでいる

ものの、他の３校については定員を確保してい

るようです。

気候変動により近年では、大災害が毎年のよ

うに起こっています。県土の強靱化はもちろん

ですが、災害の復旧、復興には、やはり土木技

術者が必要です。しかも、単に確保するのでは

なく、山、河川など地元の自然環境を熟知した

技術者の確保が最も重要であると考えます。そ
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のためには、自分が育った地域での技術者の育

成が一番の近道であると思います。

県土を健全な状態で維持していくには、土木

技術者は必要ですし、その入口は土木系学科に

進学してもらうことです。多くの生徒に、将来

の県土保全に貢献していただきたいと思います

が、今後、少子化がさらに進む中、土木系学科

を選んでもらうためには、その魅力を伝え、将

来のビジョンを見せる工夫が必須であると考え

ます。定員を埋める努力が必要であると思いま

すが、県教育委員会として、土木系学科の志願

者の確保についてどのように取り組む考えなの

か、見解を伺います。

また、技術者不足は各市町村で大変深刻な状

況となっています。例えば、工業系学科でも測

量士補の資格取得に向けた授業の実施を行い、

他学科からでも土木技術者になる選択肢の拡大

は考えられます。

土木技術を学ぶ場を確保する測量技術コース

などの設置は検討できないか、あわせて教育長

の見解を伺います。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 土木技術を学ぶ場の確保について

お答えします。

土木技術を学ぶ場は、県下４校の土木系学科

のほかに、佐伯豊南高校にも土木コースを設置

し、測量や施工等の専門的な学習を行っていま

す。各校とも職業資格の取得に積極的に取り組

んでおり、今年度は測量士補や土木施工管理技

士に延べ１４０人が合格しました。

定員確保に向けて、小中学生には出前授業を

実施し、レンガを用いたアーチ橋の製作やドロ

ーン操作などを通して、土木の魅力を発信して

います。

また、地元企業の協力の下、国東高校ではた

め池の改修工事でのドローン操作や事務所内作

業、大分工業では大分港護岸地盤改良工事での

測量など、体験的な学習を行い地元の土木建設

業に対する理解を深めています。

さらに、昨年度から地元の中学校教諭を対象

に高校の説明会を実施し、今年度は中津東など

土木系学科のある４会場で約９０人が参加しま

した。学科説明に加え、パワーショベルの試乗

体験など工夫を凝らして開催しました。

新たな土木系のコース設置等については、中

学生のニーズや進路保障等も踏まえた慎重な検

討を要します。まずは既存の土木系学科等の学

びや魅力が小中学生や保護者に分かるように、

情報提供の工夫に一層努めていきます。

三浦副議長 元吉俊博君。

元吉議員 工業系の学科は土木コースが多かっ

た時代は、職場体験としてインターンシップで

夏休みに多くの地元の建設会社にアルバイトに

入り、それがきっかけで土木の楽しさを知り、

卒業後は地元企業に入り、頑張ってすばらしい

現場代理人に育ってきました。

昔は３Ｋと呼ばれた土木現場ですが、今は違

います。現場は工場と違い、画一的な作業はな

く、技術者、オペレーターがそれぞれ知恵を出

し合い、効率性、安全性を考えながら物事を仕

上げていくという面白みがありますが、今はそ

の体験の機会すら剝奪されている状況だと思い

ます。ぜひ各校で工業系高校でそのチャンスを

与えるべきだと思いますが、教育長の見解を再

度伺います。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 職場体験ですが、生徒に勤労感と

か職業感を身につけさせることを目的に、多く

の地元企業に御協力いただき、生徒の希望を優

先して実施しています。

高等学校２年生になったところで対象になり、

地元の事業所に連続して５日間以上、インター

ンシップに行くという内容ですが、今年度、コ

ロナ禍でしたが、県内の専門高校全体で見ると、

１５校１，９００人を超える生徒が職場体験を

しています。そのうち、土木系に限ると、１８

４人の生徒が８５の事業所で職場体験を実施し

ています。土木系で学ぶ学生が２２４人います

から、割合としては５人のうち４人が職場体験

を経験している状況に至っています。

今後も地元企業の協力をいただきながら、こ

の体験を充実させて、地元企業に対する理解を

一層深めるということと、地域を支える土木人

材の育成を図っていきます。
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三浦副議長 元吉俊博君。

元吉議員 ありがとうございました。ぜひ土木

系をもう少し各地に広げていただかないと、本

当に若い技術者が育たない現状に直面している

ので、どうぞよろしくお願いします。

次に、県北地域における観光振興についてお

尋ねします。

御案内のとおり、宇佐市を中心とした中津高

田の県北地域は、県下でも名所旧跡、神社仏閣

や景勝地など、多分野にわたって数多くの観光

資源を有し、県北３市の観光担当課によると、

平成２９年度の観光入込み客数は、中津市４２

９万人、宇佐市２８３万人、豊後高田市１２１

万人となっています。そのうちの大半が通過型

や日帰り観光となっているようで、いかにして

滞在型周遊観光を構築していくかが最大の課題

となっています。宇佐市で見ると、コロナ禍前

までのバス旅行客は、宇佐神宮に寄って昭和の

町、富貴寺から大分空港へ、あるいは別府温泉

地へと、ほぼ通過型観光です。

しかし、アフターコロナからの観光動向は、

時間をかけての個人旅行が主流となり、モノ消

費からコト消費へと変化するであろうと考えら

れ、新たな滞在型周遊観光を構築するチャンス

ではないかと思います。平成１７年、合併新宇

佐市が誕生した最大のメリットは県北地域が本

県を代表する大観光消費地、別府、湯布院、九

重飯田、日田の四大観光地と全てつながったこ

とではないかと考えます。令和２年度の県の観

光実態調査でも、宿泊先の約７０％が別府市、

由布市となっています。日田からの入り込みは、

既に中津日田道路の進捗で大いに期待されてい

るところですが、宇佐市で見ると別府から国道

５００号を通ってアフリカンサファリ、名瀑百

選の東椎屋の滝、楢本の石仏洞窟、地獄極楽を

通って安心院へ、また、県道鳥越湯布院線は湯

布院から塚原高原を通って真っすぐ安心院へ、

国道３８７号は九重飯田から玖珠を通って岳切

渓谷歩きを楽しんで石橋群を眺めながら安心院

のまちへと、いずれも所要時間は４０分から５

０分です。

今、一部例に挙げたように、この路線沿いに

は比類ない観光名所が多く点在しています。国

道３８７号と５００号の分岐点である二日市交

差点は、正に扇の要であり、宇佐市観光はもち

ろん中津、高田を含めた県北観光のハブになる

と思います。

特に安心院は、昔からスッポン、ドジョウ、

コイ料理や観光ブドウ狩り、温泉もあり、毎年、

県内外から多くの宿泊客が集まる有名な旅館や

食事どころもたくさんあります。フグ目的で泊

まりに来る臼杵のまちによく似ています。正に

食で人を呼べる観光地なのです。

また、グリーンツーリズム発祥の地でもあり、

安心院、院内には多くの農泊受入家庭が存在し、

長洲地区のブルーツーリズムにも広がっていま

す。アフターコロナを見据えて、コト消費の誘

客に向けて新たな取組も始めています。

宇佐市も第３次観光・交流ビジョンの中で、

国宝宇佐神宮とアフリカンサファリ、安心院ワ

イナリーを軸に、旧市２町のトライアングル宿

泊型周遊観光の構築に挑んでいます。

県として、四大観光地と結び付けて、コロナ

禍後の展開が期待できる県下の広域型滞在観光

の構築をどのように考えて、どのように支援し

ていこうとしているのか伺います。

三浦副議長 秋月観光局長。

秋月観光局長 お答えします。

県北地域は、国宝の宇佐神宮や日本三大紅葉

の耶馬渓、農泊発祥の地である安心院など、全

国に誇る観光資源が豊富に存在しています。

宇佐市を含む６市１町１村は、別府からの誘

客と域内周遊の促進を目指して、豊の国千年ロ

マン観光圏を平成２２年に設立されました。こ

れまで観光コンテンツの造成やインバウンド対

策など、様々な取組を実施してこられました。

最近では、コロナ禍で人気が高まるアドベンチ

ャーツーリズムのガイド育成にいち早く着手さ

れています。県ではこうした取組に対して、ア

ドバイスや補助金等により支援してきました。

また、旅行会社やメディアに対して、商談会

を通じて別府や湯布院などからの県北地域への

アクセスや魅力的な周遊ルートを提案するなど、

積極的なセールス活動を行っています。
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広域観光は、各地の観光資源を共通テーマな

どで結び、地域の魅力を互いに高め、滞在時間

の延長を促すことから、県はこれまで市町村の

主体的な取組を後押ししてきました。

現在、県では地域の課題解決の取組を支援し

ており、広域観光についてもしっかり応援する

とともに、魅力情報の発信も積極的に行ってい

きます。

三浦副議長 元吉俊博君。

元吉議員 広域観光は、例えば別府と宇佐市と

かで市町村内で相談して、お互いのルートづく

りをするというのはなかなか難しいと思います。

主体的な各市町村の取組を支援していますが、

正に県の観光局やツーリズムおおいたが中心と

なって農泊、漁泊を含めた６振興局内の本県の

観光地を結び付ける多くのプランを開発して、

もう一日の延泊をアピールして、ぜひ県が中心

となってその結び付けをやっていただきたいと

思います。見解を伺います。

三浦副議長 秋月観光局長。

秋月観光局長 これまでも市町村や観光事業者

で構成されているツーリズムおおいたと連携し

て、県内観光地を温泉や食、自然などの魅力的

なテーマでつなぐ周遊プランを企画して、積極

的に情報発信するとともに、旅行会社への商品

造成を促してきました。

滞在時間の延長と観光消費の拡大を促すため

には、新しいニーズに対応した地域の観光素材

磨きが大切です。現在、市町村と一緒になって

素材磨きなどの課題解決に取り組んでおり、こ

うした取組により宿泊日数の延長を促進してい

きます。

三浦副議長 元吉俊博君。

元吉議員 よろしくお願いします。

今申したように、広域連携による観光浮揚に

はアクセスのよさが最も重要ですが、中津日田

道路は着々と整備され、国道３８７号も宇佐市

の背骨軸として歩道設置など、順調に整備され

てきています。国道５００号もほぼ整備され、

安全・安心の観光道路の体をなしてきています。

残るは、湯布院からの最短入り込み道路、県道

鳥越湯布院線の整備です。宇佐土木事務所にお

ける平成１３年度からの改良予算額を見てみる

と、国費を含め約１４億円と聞いています。ま

た、湯布院市街地から塚原地区、小平地区、筌

ノ口地区から鳥越地区は合計約１３キロメート

ルにわたり立派に整備されていますが、中間の

本村地区から小平地区の間の杉山の中、約２．

２キロメートルは極めて狭隘なままです。特に

他市、他県からのドライバーが通る観光道路は、

全線整備することで効果が大きく発揮できると

思います。今後の整備計画について、土木建築

部長の考えを伺います。

三浦副議長 島津土木建築部長。

島津土木建築部長 県道鳥越湯布院線について

お答えします。

本県では、県内各地で魅力的な観光資源を活

用した地域振興の取組が進められており、道路

管理者としてもこれを下支えする道路網の整備

に取り組んでいます。

宇佐市安心院町と由布市湯布院町をつなぐネ

ットワークとしては、一般県道鳥越湯布院線に

並行した主要地方道安心院湯布院線が既に２車

線で整備されており、広域的な移動ルートとし

ての機能を担っています｡

鳥越湯布院線は、険しい山間部を通過してお

り、全長約２２キロメートルのうち約８キロメ

ートルの狭隘な未改良区間が残っていることか

ら、まずは沿線住民の生活道路としての機能を

しっかりと確保していくことが大切であると考

えています。

このため、地元の方々とも相談しながら、安

心院側から順次改良に取り組んできました。本

年度は平成２５年度から整備を進めてきた筌ノ

口３工区８００メートルが完成しました。

議員御指摘の本村から小平間の約２．２キロ

メートルについても、新たに事業手法の検討に

着手しました。当区間は特に地形が急峻である

ことから、コスト縮減と早期の事業効果発現を

念頭に、１．５車線的道路整備も視野に入れな

がら、着実に取り組んでいきます。

三浦副議長 元吉俊博君。

元吉議員 ありがとうございます。山の中とい

うことですが、割となだらかな山の傾斜なので、
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そんなに工事費も格段に上がることはないかと

思いますが、いずれしても、通りやすい、見通

しのよい、明るい道路を早く開通していただき

たいと思います。地元からも強い要望が上がっ

ているので、よろしくお願いします。

次に、教育関係の質問を２点します。

安心院高校の取組について伺います。

私の地元宇佐市で、県教育委員会の支援の下、

県立安心院高等学校を中心に、旧宇佐郡の小学

校７校と中学校２校で実施されている小中高連

携という県内では類を見ない取組が大変大きな

成果を上げています。

この取組は、平成１２年、中高連携から始ま

り、２７年には文科省の教育研究開発事業の指

定を受け、今年で８年目になるもので、地球未

来科という新教科を開発し、国際的視野を持ち、

地域振興を考える力を小中高１２年間で養うこ

ととしています。

地球未来科においては、学校の種別にとらわ

れない教育を実践するため、子どもたちの発達

段階に応じて４段階のステージを設定し、それ

ぞれのステージごとに目標を定め、学びの充実

を図るとともに、異年齢、異学年集団で協働し

た学習を取り入れ、教科横断型的研究活動を実

施しています。

例えば、小中連携のミドルリーダー活動では、

小学６年生の地域自慢の発表に、中学１年生が

これまでの経験を基にアドバイスを加え、交流

会での発表を成功させるプロジェクトを実施し

ています。また、小高連携のスチューデントテ

ィーチャー活動では、身近な地域をテーマとし

てこて絵を学ぶ小学４年生に対して、高校２年

生がこれまで学んできたことについて、英語を

交えながら紹介するなどし、地域観光における

魅力の発見や地域文化の習熟を図るとともに、

英語によるコミュニケーション力の向上にも力

を入れています。

このような活動により、地域の皆さんは、郷

土愛に満ちた子どもたちの育成が図られている

こと、子どもたちの学ぶ意欲が向上しているこ

とを実感しており、非常に好評です。加えて、

この地域課題解決の教科の実践を例にして、大

学のＡＯ入試において見事国公立大学に合格し

た生徒も多数いると伺いました。この先駆的な

取組を県内でも横展開して広げていただきたい

と考えますが、現状はどうなっているか伺いま

す。

このように、安心院高校の活動は非常に充実

し、地域や生徒、保護者の満足度も大変上がっ

てきています。地域外生徒も平成２５年は８人

であったが、３０年、令和元年、令和２年と毎

年２０人程度で推移しています。しかしながら

一方、両院地区の生徒数の激減が予想され、大

きく定員割れし、閉校も危惧されています。こ

の特色ある同校の活動を全国に周知し、生徒の

募集については、今後、少子化が進む中で地元

だけでなく、他県も含め広く募集してはどうか

と考えます。また、安心院高校の活動の中で他

の中学校、高校が取り入れられる活動もあるか

と思いますが、現状について教育長の見解を伺

います。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 安心院高校では、地球未来科とい

う小中高一貫した学校設定教科により、１２年

間を通じて地域素材を活用した探求的な学習を

推進しています。連携の成果として、スチュー

デントティーチャー活動などの校種を超えた学

び合いにより、児童生徒の学習に対する主体性

が向上しています。

安心院高校と同様の取組としては、由布高校

でも、地域をテーマとした学びを地元中学校と

協働で行っています。例えば、先生役の高校生

が中学生にドローンプログラミングを教えたり、

中高合同の生徒会活動などに取り組んでいます。

異なる校種間での系統的な学びは、生徒が体

験、振り返りを繰り返すことで、地域のよさや

課題などの認識が深まるものでもあり、他の高

校でも中学校との連携を引き続き推奨していき

ます。

このような取組は定員確保にもつながること

から、地域内外へのさらなる情報発信も進めて

いきます。

その上で県外からの生徒募集については、高

校の維持、活性化を図る一つの方策として検討
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したいと考えています。

三浦副議長 元吉俊博君。

元吉議員 ぜひ検討していただきたいと思うし、

宇佐市からはバスで通えますが、他市からとな

ると、やっぱり寮や生活の場が要るわけで、そ

の辺も含めて地域と話合いを持っていただけれ

ばありがたいなと思います。どうぞよろしくお

願いします。

昨年はコロナ禍でバス通学を嫌ったのか、地

元以外の入学者は１０人でした。１０人でした

し、来年度の入学者数も厳しい状況ですが、平

成３０年は２２人、令和元年は２０人、令和２

年は２３人が地区外入学者です。令和２年の進

学実態を見てみると、７４人中１２人が国立大

学、私立４大３３人となっています。我々が子

どもの頃は、両院の子がバス、バイク通学や下

宿して学区外の宇佐高校や四日市高校にかなり

来ていましたが、旧宇佐市から安心院高校へ行

くのは考えられませんでした。しかし、今日こ

の結果は、安心院高校が子どもたちに求められ

る学校に変わったあかしです。子どもの保護者

も何人か知っていますが、本当に安心院高校に

やってよかったと言います。そういう声がどん

どん広がって、安心院にやろうかということで

増えていったんではないかと思いますが、さき

ほど言ったように、広い範囲から生徒に来ても

らおうと思えば、やっぱり生活の場も必要なの

で、これをしっかりと吟味しなくてはいけない

だろうと思いますが、何とか前向きに検討して

いただければありがたいなと思います。

安心院高校を見ると、競争教育という中で、

安心院は下級生の面倒を見たり、あるいは同級

生で助け合ったりという人のためになる喜びを

体得させるというのが一番大きな特徴かな。そ

んな中で、自分も人のために役に立つんだとい

うことで、どんどんモチベーションが上がって、

内向的な子どもが本当に活発になったり、人前

で発言ができたということで、大変子どもが変

わったという声をよく聞きます。

また、分散型の一貫教育なので、そのメリッ

トは、さきほど教育長が言われたように、他の

高校でも参考になる事例は多いと思います。ぜ

ひともこれを県下全域で広げていただいて、地

元の小中が交流する、連携するということは、

地元の高校への進学希望率を上げるという大き

な要素ではないかと思います。ぜひともそうい

う方向性を広めていただければありがたいと思

います。よろしくお願いします。

最後に、新型コロナウイルス感染症は、私た

ちの生活様式を大きく変化させました。とりわ

け、不要不急の外出自粛や３密回避に伴う運動

やスポーツ活動への制限は、子どもたちの運動

不足を招き、健全な心身の発育、発達に大きな

影響を及ぼしたのではないかと考えます。

コロナ禍においては、学校の臨時休業や公園、

スポーツ施設の利用の制限に加え、多くのスポ

ーツ大会が開催中止となりました。

また、学校再開後も、密を避けるため曜日ご

とに校庭に出る学年を振り分けたり、運動会等

の体育行事を中止したり、時短や種目制限した

りと、子どもたちが十分に活動することが難し

い状況であったと聞いています。こうした運動

機会の大幅な減少は、体力の低下はもちろんで

すが、運動やスポーツそのものに対する興味関

心も薄れてしまうのではないかと危惧したとこ

ろです。

こうした中、昨年１２月に令和３年度の全国

体力・運動能力、運動習慣等の調査結果が公表

され、本県の体力合計点の全国順位は、小学校

５年男子で１位、小学校５年女子、中学校２

年男子で２位、中学校２年女子で５位となるな

ど、過去最高の結果となり、本県の子どもたち

の体力が全国トップレベルにあるということは

大変喜ばしいことです。

しかしながら一方で、体力合計点の年次推移

を見ると、全国、本県ともに平成３０年度をピ

ークに低下傾向にあり、新型コロナウイルスの

影響も考えられますが、体力が低下したという

事実は真摯に受け止める必要があります。体力

は、発育期の健全な成長はもちろん、生涯にわ

たって心身ともに健康で活力ある生活を営む根

幹の一つであり、子どもたちの体力向上は重要

な課題です。

そこで、コロナ禍における本県の子どもたち
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の体力の状況や課題について、県としてどのよ

うに分析し対策を進めていくのか、教育長の見

解を伺います。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 本県の体力が全国と比較して高い

水準を維持しているのは、小学校体育専科教員

等が中心となって子どもが楽しみながら運動量

を増やすよう、それぞれの学校が組織的に体育

活動の工夫や改善に取り組んできた成果だと考

えています。

課題としては、体力の低下傾向をはじめ、運

動をする子とそうでない子の二極化、運動への

愛好度が男子に比べて女子が低いことが挙げら

れます。

その主な要因としては、習い事などによる運

動時間の減少やパソコン、テレビなどの視聴時

間等の増加に加え、コロナ禍で学校の活動が制

限されたことによるものと考えられます。

この解決に向けては、体育授業の充実はもと

より、休み時間などに学校全体で楽しく運動に

取り組む一校一実践のさらなる工夫改善を進め

ていく必要があると考えています。

具体的には、体育専科教員等の優れた取組を

参考に教員の指導力向上を図るとともに、運動

意欲を高める教材や教具の工夫を通して、子ど

もたちの体力の向上に向けた取組を推進してい

きます。

三浦副議長 元吉俊博君。

元吉議員 ありがとうございました。

かつて高度成長を牽引した団塊の世代は、知

力もさることながら、バイタリティーの源であ

る体力もあり、エネルギッシュに活動すること

で我が国の経済成長を支えてきました。人口が

減少する中で国力を維持していくためには、知

力、体力の充実は大変大事です。今後の取組に

期待したいと思いますが、一方で、知・徳・体

と言われるように、道徳教育も大事です。郷土

を愛し、背負って立つ徳のある人材育成も忘れ

てはなりません。教育委員会には、ぜひこの点

もしっかり腰を据えて取り組んでいただくよう

お願いして、私の一般質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

三浦副議長 以上で元吉俊博君の質問及び答弁

は終わりました。

お諮りします。本日の一般質問及び質疑は、

ここまでとしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三浦副議長 御異議なしと認めます。

よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。

―――――→…←―――――

三浦副議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。

次会は、明日定刻より開きます。日程は決定

次第通知します。

―――――→…←―――――

三浦副議長 本日はこれをもって散会します。

午後３時 散会
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令和４年３月８日（火曜日）

―――――――――――――――――――――

議事日程第７号

令和４年３月８日

午前１０時開議

第１ 一般質問及び質疑

―――――――――――――――――――――

本日の会議に付した案件

日程第１ 一般質問及び質疑

―――――――――――――――――――――

出席議員 ４２名

議長 御手洗吉生 副議長 三浦 正臣

志村 学 井上 伸史

吉竹 悟 清田 哲也

今吉 次郎 阿部 長夫

太田 正美 後藤慎太郎

衛藤 博昭 森 誠一

大友 栄二 井上 明夫

鴛海 豊 木付 親次

古手川正治 嶋 幸一

元吉 俊博 阿部 英仁

成迫 健児 浦野 英樹

高橋 肇 木田 昇

羽野 武男 二ノ宮健治

守永 信幸 藤田 正道

原田 孝司 小嶋 秀行

馬場 林 尾島 保彦

玉田 輝義 平岩 純子

吉村 哲彦 戸高 賢史

猿渡 久子 堤 栄三

荒金 信生 麻生 栄作

末宗 秀雄 小川 克己

欠席議員 １名

河野 成司

―――――――――――――――――――――

出席した県側関係者

知事 広瀬 勝貞

副知事 尾野 賢治

副知事 黒田 秀郎

教育長 岡本天津男

代表監査委員 長谷尾雅通

総務部長 和田 雅晴

企画振興部長 大塚 浩

企業局長 浦辺 裕二

病院局長 井上 敏郎

警察本部長 松田 哲也

福祉保健部長 山田 雅文

生活環境部長 磯田 健

商工観光労働部長 高濱 航

農林水産部長 佐藤 章

土木建築部長 島津 惠造

会計管理者兼会計管理局長 森山 成夫

防災局長 梶原 文男

観光局長 秋月 久美

人事委員会事務局長 法華津敏郎

労働委員会事務局長 稲垣 守

―――――――――――――――――――――

午前１０時 開議

三浦副議長 皆さんおはようございます。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付の議事日程第７

号により行います。

―――――→…←―――――

日程第１ 一般質問及び質疑

三浦副議長 日程第１、第１号議案から第３９

号議案まで及び第１号報告を一括議題とし、こ

れより一般質問及び質疑に入ります。

発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。浦野英樹君。

〔浦野議員登壇〕（拍手）

浦野議員 おはようございます。浦野英樹です。

今回は、精神障がい者を取り巻く状況をテー

マとし、精神疾患や精神障がいに対する社会の

理解の促進、支援制度の周知、精神障がい者の

就労などについて質問します。

なお、質問にあたって、精神障がい者という

言葉を多用しますが、基本的に、精神障害者保

健福祉手帳をお持ちの方に限らず、手帳取得ま

第１回 大分県議会定例会会議録 第７号



- 126 -

でに至らない軽度な精神疾患を理由に生きづら

さを感じる方など、広い意味で使用するので、

御理解ください。

まず初めに、精神障がいに対する理解の促進

について。

メンタルヘルス・ファーストエイドの取組に

ついて質問します。

私は社会保険労務士として、業務外のけがや

病気で連続して休んだ場合に給付される傷病手

当金の申請手続に多く関わっていますが、ここ

１０年で申請件数がかなり増えたと感じていま

す。実際に、全国健康保険協会、いわゆる協会

けんぽが公表するデータを見ると、精神及び行

動の障がいを理由とした傷病手当金の給付件数

の全体に占める割合は、平成７年に４．４５％

だったものが令和２年度には３２．７２％と、

この２５年の間に激増しています。このデータ

を見る限り、自ら心の異変に気付き、会社に申

し出て休みを取る方が増えていると言えます。

そういう意味では、昔に比べ、心の病気をオー

プンに語ることができる世の中になってきてい

るのではないかと思います。

一方で、まだまだ働きづらさや生きづらさを

抱えながら生活、仕事をされている方も多いの

ではないかと思います。メンタルの不調や精神

疾患は誰もが経験し得るものですが、医療や支

援が必要であることに本人が気付かない、気付

いていても相談のしづらさを感じたり、どこに

相談してよいか分からないといったことから、

場合によっては病状を悪化させたり、最悪、自

死を選ぶ方もいらっしゃいます。そうならない

ようにするためにも、身近な人がその不調に気

付き、医療や支援につなげるといった後押しを

することが求められているのではないかと感じ

ます。

冒頭申したように、以前よりは社会の中で精

神疾患や精神障がいについての理解が深まった

ように感じますが、精神障がい者に対する差別

的な言動等をＳＮＳなどで見る機会もまだまだ

多く、社会の理解に向けたさらなる取組が必要

であると考えています。

現在、県では、大分県障がい福祉計画に基づ

き、精神障がい者が地域の一員として、安心し

て自分らしい暮らしをすることができるよう精

神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの

構築を目指し、様々な取組を進めていますが、

私はこの取組の言わば土台となるのが精神疾患

等に関する普及啓発の推進であると考えます。

そのような状況下、注目しているのがメンタ

ルヘルス・ファーストエイドの考え方です。聞

き慣れない用語かもしれませんが、精神疾患へ

の偏見と差別を減少させ、精神疾患への応急対

応法を伝えることを目的とした支援のことです。

県や市町村が取り組んでいる自殺対策における

ゲートキーパーや認知症サポーターはその取組

の一例です。私としては、ぜひ県としてメンタ

ルヘルス・ファーストエイドの取組を進めてい

ただき、県民一人一人が精神疾患への理解を深

め、悩みを抱えていらっしゃる方がいれば気付

き、傾聴し、正しい情報を伝え、専門家につな

ぐといった応急対応を行うことができる環境を

整えていただきたいと考えます。このことは、

周囲の方の心の健康と命を守るだけではなく、

自分自身がそのような状況に陥ったときにも非

常に役立つと思います。

そこで、知事に聞きます。県民の皆様にメン

タルヘルス・ファーストエイドの考え方を周知

し、県下全域に取組を広げてはいかがでしょう

か。見解をお聞かせください。

続いて、休みを取りやすくするための制度の

周知について。

精神疾患による病気休暇の活用について聞き

ます。

育児や介護においては、育児休業や介護休業

があり、家族のために休むことが社会的にも認

知されていると思いますが、精神疾患を理由と

して職場を休むことについては、いまだに抵抗

を感じる方がいらっしゃるのではないかと思い

ます。家族に向き合うための休みも重要ですし、

同じく自分の心と向き合うために休むことも重

要ではないでしょうか。

私は社会保険労務士の仕事をする中で、自社

の社員がメンタルに不調を来したが、どうすれ

ばよいかといった相談を受けることが多々あり
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ます。その背景には、日本の中小企業では病気

休職制度がある企業が少なく、精神疾患を抱え

る労働者がいるような場合にどのような支援が

受けられるのか、事業者も分からないことがあ

るのではないかと思います。

さきほど傷病手当金の話を少ししたが、この

手当金は業務外の事由による病気やけがで休職、

休業している期間について生活保障を行う制度

で、給与の支払いがなかったり、カットされて

いる場合、標準報酬日額の３分の２、おおむね

それまでもらっていた給料の３分の２が給付さ

れます。もちろん、精神疾患も対象となります。

給付が行われる間、事業主の負担はその労働者

の社会保険料の事業主負担分のみですので、こ

の制度を知っていれば、事業者は雇用の維持に

前向きとなるのではないでしょうか。もちろん、

一定の給付が行われるため、労働者にもメリッ

トがあり、仕事を休みやすくなるのではないか

と考えます。

傷病手当金の例は一例ですが、精神疾患等で

休職した際の支援制度は事業者側からすれば、

実務として必要な情報だと考えます。また、労

働者が不調を感じた際、早期に休みを取ること

ができるようにするためにもこのような支援制

度を様々な機会を捉え、県から労使双方に周知

していただきたいと考えます。

そこで、商工観光労働部長に聞きます。

精神疾患等で休職する際の制度の活用に向け

て、県としてその周知にどのように取り組まれ

るか、見解を伺います。

続いて、精神障がい者に関する通報等への対

応について質問します。

精神障がい者に対する偏見を生む要因の一つ

として考えられるのが犯罪行為に精神障がい者

が関与、関係したケースが大々的に報道される

ことがあります。残忍な犯罪が発生し、その実

行犯が精神障がい者である場合、怖いといった

イメージを持たれる方もいるのは、残念ながら

事実だと思います。また、刑法第３９条では、

「心身喪失者の行為は、罰しない。」、「心神

耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」とされ

ています。刑法に基づき、責任能力がないこと

を理由に精神障がいのある加害者が不起訴にな

ったり、減刑される事例を見ると、理不尽さを

感じる方もいるのではないでしょうか。その一

方で、精神障がい者が加害者となる犯罪は、犯

罪全体の中でどれぐらいの割合を占めるかとい

うことはあまり知られておらず、正確な知識や

理解不足が偏見解消の妨げになっているのでは

ないかと感じます。

今回の質問に至り、精神障がい者及びその疑

いがある方が加害者となる犯罪について警察の

統計を調べてみましたが、県内の刑法犯検挙人

員数のうち、精神障がい者やその疑いのある方

が占める割合は、令和３年で僅か０．８７％で

した。その前年の令和２年も０．８９％、令和

元年が０．９１％とその傾向は変わりません。

また、全国的に見ても、令和３年の全検挙者数

のうち、精神障がい者やその疑いがある方が占

める割合は０．７２％でした。想像よりもかな

り少ないのが率直な感想です。データを見れば、

精神障がい者の検挙割合が非常に少ないことが

明らかであるにもかかわらず、では、なぜ精神

障がい者と犯罪を結び付けるような偏見が生じ

るのか、このことをよく考える必要があります。

精神障がいについて語る際、障がいのために

自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすという

意味の自傷他害という言葉が使われます。しか

し、自傷行為と他害行為は異なる行動であり、

その対応も異なってきます。精神障がいの当事

者の中には、一部、自傷と他害、どちらの傾向

も持たれる方もいます。しかし、実際には他害

傾向がなく、自傷傾向のみの方も多いのではな

いでしょうか。しかし、社会の中では、精神障

がいと他害行為を結び付けてしまうイメージを

持たれている方も多いのが現状ではないでしょ

うか。

このように考えると、地域で精神障がい者に

対し、行政がどのような対応を行っているか、

どのように精神障がい者の人権と住民の安全を

守っているのかということを広く周知すること

も精神障がい者への偏見をなくしていくために

必要なことであると考えます。

そこで、警察本部長に聞きます。
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地域では、精神障がい者による言動や行動が

原因で、最初に警察に通報があるケースも多い

かと思います。そういった場合に、警察として

どのような初期対応を取られているのか、また、

その対応の中で特に重視している点があれば、

お示しください。

続いて、措置入院の現状と患者の権利保障に

ついて質問します。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に

基づく入院形態には大きく四つあります。この

うち、措置入院は２人以上の精神保健指定医の

診察により、自傷または他害のおそれがあると

判断された場合、都道府県の権限により、入院

が決定されます。言わば、本人の同意がなくて

も強制的に入院させる入院形態です。

令和元年の衛生行政報告例によると、県内の

新規措置入院患者数は６０人程度で、この５年

間は５０人台から６０人台前半で推移していま

す。

さきほど精神障がい者による犯罪について質

問したが、自傷行為と他害行為を未然に防ぎ、

当事者本人と周囲の人を守るためには、この措

置入院が適切な形で運用されることも重要です。

一方で、措置入院にあたり、当事者本人の人

権をいかに守るかという観点の対応も必要とな

ります。強制力があり、本人の行動にも様々な

制限のある措置入院ですが、手紙やはがきのや

り取りは制限されず、弁護士や人権擁護に関わ

る行政職員との電話や面会は認められています。

患者の人権を守りつつ、適切に措置入院を運用

していくことが肝要です。

そこで、福祉保健部長に聞きます。

県は措置入院に至り、どのような手順で対応

されているのか、その際、当事者の権利保護を

どのように行っているのか、その概略をお示し

ください。また、一連の措置入院の手続におい

て、特に重視している点があれば、お聞かせく

ださい。

続いて、精神障がい者の就労について。

まず、就労継続支援事業所における課題につ

いて質問します。

障害福祉サービスを受けながら働くことがで

きる就労継続支援事業所には、利用者と雇用契

約を結び、その就労にあたって、労働関係法令

の適用を受けるＡ型事業所、雇用関係のないＢ

型事業所の二つの形態があります。今回の質問

にあたり、それぞれの事業所からヒアリングを

行う中で、二つの課題について質問します。

まず、Ａ型事業所について。

昨年１０月６日から最低賃金が３０円引き上

げられ、大分県では８２２円となりました。こ

れに伴い、各企業、事業者は生産性向上等が必

要となり、県においても業務改善奨励金など、

最低賃金引上げに伴う事業者支援を行っていま

す。最低賃金が適用となるＡ型事業所において

も一般企業と同様の対策が必要になるわけです

が、福祉サービスの側面も持つ就労環境である

ため、３０円分の生産性を上げることが非常に

難しいという話を伺いました。Ａ型事業所の生

産性向上に向けて、県としてもさらなる支援が

必要であると考えます。

次に、Ｂ型事業所についてです。

Ｂ型事業所については、令和３年度に基本方

針が見直され、高い工賃を実現している事業所

の基本報酬を引き上げた一方、そうでない事業

所の報酬は一部実質引下げとなってしまった事

業所があります。工賃の多寡にかかわらず、利

用者の参加状況等により算定可能な報酬区分も

あるのですが、その額は低く設定されています。

私がお話を伺った複数の精神障がい者が多く

利用するＢ型事業所においては、工賃を上げる

ことが難しく、経営に苦慮しているという話を

伺いました。平均工賃の向上が期待できる事業

所には請け負う仕事の困難度が高い、利用者が

そのような仕事に対応でき、生産性が高いとい

った特徴があります。精神障がい者の場合、コ

ンディションにより働ける時間に制約があるな

ど、一定の生産性を保つことが難しいこともあ

り、工賃の向上につなげていくのが難しいとい

う状況があるようです。現場からは、請け負う

仕事のレベルを上げたいが、作業についていけ

ない利用者が出てきてしまう。平均工賃を上げ

るためには、生産性の低い利用者の割合を減ら

すことも検討せざるを得ないのだろうかと苦渋
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に満ちた声を伺います。利用者が安心してＢ型

事業所に通うことができるようＢ型事業所の経

営基盤の安定に向けた対策が必要ではないでし

ょうか。

そこで、福祉保健部長に聞きます。

まず、最低賃金引上げに伴うＡ型事業所への

影響と令和３年度の報酬改定がＢ型事業所に与

える影響についてどのように認識されているか、

お聞かせください。

また、それぞれの影響に対し、県としてどの

ような対応を行い、あるいは検討されているか、

お聞かせください。

続いて、軽度の精神障がいがある方への就労

支援について伺います。

一定以上の従業員がいる事業所に法定雇用率

以上の障がい者雇用を求める障害者雇用率制度

は、障がい者の就労支援の中でも重要な施策の

一つです。しかしながら、その算定対象となる

障がい者は、いわゆる障害者手帳を所持してい

る方に限定され、手帳を持たない軽度の精神障

がいがある方などは算定対象に含まれません。

私は社会保険労務士の仕事の中で、手帳を持

たず、障がいの程度が軽度であるがゆえに、職

場内で障がいの特性を理解されにくい、就職し

ても続かない、再就職先も見付からないといっ

た方を多く見てきました。このような手帳を持

たない軽度の精神障がいがある方への支援にお

いて、私は特に障害者就業・生活支援センター、

就労移行支援事業所が重要な役割を占めている

と考えます。

県下６地域にある障害者就業・生活支援セン

ターでは、障がい者雇用に関する相談に応じ、

助言等を行う障がい者雇用アドバイザーを配置

し、企業訪問を行い、仕事の切り出しへの助言

やマッチング支援等を行っています。支援が必

要と認められれば、手帳を持っていなくてもセ

ンターを利用することができるため、雇用アド

バイザーの活躍に大いに期待しています。

また、就労移行支援事業所は、就職に向けた

訓練や就職活動の支援を行う事業所で、こちら

も支援の必要性が認められれば、手帳がなくて

も利用することができ、さらには、仕事を休職

している方でも利用できる場合があります。こ

ちらも軽度な精神障がいがある方への支援機関

として必要とされる方が多いのではないかと考

えますが、県内の就労支援移行事業所数は減少

傾向にあります。減少要因を分析し、就労移行

支援事業所を質、量ともに充実させていくべき

ではないでしょうか。

そこで、福祉保健部長に聞きます。

障害者就業・生活支援センターにおける雇用

アドバイザーの活動状況と今後の展開について

お聞かせください。

あわせて、県内の就労移行支援事業所の現状

をどのように捉え、事業所の質、数の向上に向

けてどのように取り組むか、見解をお聞かせく

ださい。

最後に、精神障がい者の起業を含む就労相談

体制について質問します。

私は行政書士として会社の設立、運営のサポ

ート等を行っていますが、実は経営者自身が精

神障がい者というケースが一定程度あります。

事業を興した主なきっかけは、都会で働いてい

たが、精神疾患で会社を辞めざるを得なくなっ

た、Ｕターンして起業することにした、年齢的

に再就職は難しいので、得意分野で会社をつく

りたいといったものでした。順調に経営できて

いる会社も一定程度あり、そのような経営者を

見ていると、会社に属して働くよりも、事業を

興すほうが向いている精神障がい者が一定数い

るのではないかと考えるようになりました。

私はこのような経験から、就職に加え、自ら

事業を興す起業の選択肢を提示することも精神

障がい者の就労支援につながるのではないかと

考えています。

例えば、障害者就業・生活支援センターなど

の相談窓口の担当者等が精神障がい者による起

業事例を学び、精神障がい者から就労相談を受

けた際に、本人の状況を見極め、起業の道もあ

ることを提案する、必要に応じ、適切な起業支

援機関につなぐといったことも考えられるので

はないでしょうか。そのためには、まず相談業

務に携わる方々に精神障がい者の起業事例等を

知っていただく必要があると思います。
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そこで、福祉保健部長にお尋ねします。

県において、相談業務に携わる方に対して、

精神障がい者の起業事例やそのサポート方法に

ついて学ぶ機会を設けてはいかがかと考えます。

精神障がい者の起業も含めた相談体制の充実に

ついて、見解をお聞かせください。

以下、対面席で質問します。よろしくお願い

します。

〔浦野議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

三浦副議長 ただいまの浦野英樹君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 浦野英樹議員から精神障がいに関し、

諸課題について集中的に御質問いただきました。

まず、私からお答えします。

メンタルヘルス・ファーストエイドの取組に

ついての御質問でした。

近年、増加が続いています心の病は、全国で

約４２０万人が治療中であり、今や生涯を通じ

て５人に１人がかかると言われている身近な病

気です。

そこで、議員も御指摘があったように、不安

や悩みに早めに気付き、心の病を予防すること

が大切だと言われています。

本県では、不安を抱えた人が一人で悩まない

ように、保健所やこころとからだの相談支援セ

ンターで対面相談、あるいは、２４時間３６５

日体制の大分いのちの電話での電話相談に加え、

一昨年からＳＮＳによる相談も行っています。

コロナ禍においては、こうした相談窓口の役

割が一層求められる一方で、見ず知らずの人と

は話しづらいなど、相談をためらう声もよく聞

きます。相談につながらない人に手を差し伸べ

ることも大切です。そのため、まずは家族や友

人、職場の同僚など、身近な人が悩みにいち早

く気付き、耳を傾け、支援につなぐメンタルヘ

ルス・ファーストエイド、すなわち、心の応急

手当の普及が重要です。

そこで、来年度からはこのファーストエイド

の知識や傾聴、耳を傾けるなどのスキルを身に

つけて支援するための研修を実施します。働き

盛りの世代や高齢者の自殺が多いことを踏まえ、

まず、産業医のいない健康経営事業所の健康管

理責任者やケアマネジャーに受講していただく

予定です。修了者には「豊の国こころの“ホッ

”とサポーター」として、次のような役割を担

っていただきます。

一つは、心の不調や不安、悩みに気付き、声

をかけること、二つは、決めつけず、批判せず

に話を聞くこと、三つは、温かく寄り添いなが

らじっくりと見守ること、四つは、必要に応じ

て専門家のサポートにつなぐこと、そして五つ

は、メンタルヘルスに関する知識を広めること

などです。こうした役割を実践するサポーター

を今後３年間で１２０人養成し、早期支援の裾

野を広げます。

本県では、これまでにも認知症サポーター約

１４万人に加え、自殺の予兆に気付くゲートキ

ーパーも毎年千人程度養成しており、心の病に

対する県民の理解は着実に広がっています。

今後さらに、メンタルヘルス・ファーストエ

イドの普及にも取り組むことで、不安や悩みを

抱え、生きづらさを感じている方々に寄り添っ

て支えることができる社会づくりに一層努力し

たいというふうに思っています。

三浦副議長 高濱商工観光労働部長。

高濱商工観光労働部長 私からは、精神疾患に

よる病気休暇の活用についてお答えします。

企業と社会が持続的に成長するためには、誰

もが安心して働き続けられる職場環境をつくる

ことが重要であることから、県では企業や労働

者と一体となって働き方改革を推進しています。

こうした中、令和２年度の労働福祉等実態調

査では、病気に関する特別休暇制度を整備して

いる企業は２６．４％にとどまっており、精神

疾患等の病気を抱える労働者が休暇を取得しや

すい環境づくりが必要と認識しています。この

ため、病気休暇や傷病手当金などの活用につい

てホームページで周知するとともに、今年度も

社労士の方を講師としてオンライン労働講座と

いったものを２回開催し、約７０人の事業者等

に参加いただきました。

また、令和３年度は１月末現在で１７４件の

ハラスメントやいじめなどの相談が寄せられて
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おり、それらに起因した精神疾患による休職の

相談には、傷病手当金の受給をアドバイスして

います。

引き続き企業や労働団体等を対象にした講座

や各種広報媒体等により、病気休暇や傷病手当

金などの制度の活用について、労使双方へ周知

啓発を図っていきたいと考えています。

三浦副議長 松田警察本部長。

松田警察本部長 精神障がいのある方について、

通報があった場合の警察の初期対応についてお

答えします。

警察官が臨場した際、刑事事件として取り上

げるべき状況、そのような事実があれば、法と

証拠に基づき、検挙措置を講じています。

検挙に至らない場合においては、精神錯乱の

ため応急の救護等が必要と認めれば、警察官職

務執行法第３条の規定により、２４時間を超え

ない範囲で保護を行っています。

そして、精神障がいにより自傷他害のおそれ

がある場合は、精神保健福祉法第２３条の規定

に基づき、指定医による診察の必要性を判断す

るため、最寄りの保健所長を経て県知事に通報

しています。

さらには、ただいまお答えした検挙、保護、

通報等の措置が取れない場合においては、適切

な監護者等に監護を依頼するとともに、保健所

等の相談窓口を教示するなど、関係機関との連

携強化も図っています。

精神障がいのある方への対応にあたって重視

していることですが、これについては、法令に

基づき、また人権を尊重しながら、客観的かつ

合理的に判断、対処すること、そして、事態が

深刻化する前に医療機関につなぐなど、本人及

び関係者のため、早期対応に努めることを重視

しています。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 私からは４点お答えします。

１点目は、措置入院の現状と患者の権利保障

についてです。

措置入院の手順は、家族などから連絡を受け

た警察官等からの通報に基づき、まず、管轄保

健所の職員、大分市内については県の障害福祉

課の職員が直ちに現場に駆けつけ、本人や家族

等と面談、調査を行います。

精神保健指定医の診察を要すると判断した場

合は、本人にも説明の上、警察官の協力も得な

がら、指定医の元まで移送します。指定医２人

が入院が必要と判断した場合は、措置入院の決

定を本人に通告します。その際、入院中は外部

との通信や面会、処遇改善の請求や措置入院に

対する審査請求等ができることを職員が本人や

御家族に必ず書面と口頭により伝えることとし

ています。

措置入院は、本人の同意によらず強制的に行

う処分であり、人権の制限を伴います。そのた

め、決定にあたっては本人や家族からの聞き取

りだけでなく、関係機関からの情報収集も行い、

自傷他害のおそれがあるかを確認するとともに、

措置入院以外の可能性も検討するなど、慎重を

期しています。

今後も引き続き、本人の人権に十分配慮した

丁寧な対応に努めていきます。

次に、就労継続支援事業所における課題につ

いてお答えします。

Ａ型事業所については、最低賃金の大幅引上

げを理由に廃止したのは、現時点では１事業所

のみです。しかしながら、影響を感じている事

業所も少なからずあることから、今後、収益向

上に向けて経営改善指導に力を入れていきます。

Ｂ型事業所については、報酬が工賃の実績に

基づいて区分されており、今回の改定では、工

賃月額が最も低い区分のみではありますが、減

額されています。したがって、障がい特性等に

より、就労日数の少ない利用者を多く抱える事

業所では生産性が上がらず、工賃向上に結び付

かないため、報酬が低くなるという側面があり

ます。このため、県では経営コンサルタントを

派遣して、安定した生産活動ができるよう事業

所ごとの課題に応じたきめ細かな指導を行って

います。

また、Ａ型、Ｂ型両事業所とも経営の安定を

図るには受注量の拡大が重要となります。この

ため、県内事業所が共同運営している、おおい

た共同受注センターにおいて請負業務の多様化



- 132 -

第１回 大分県議会定例会会議録 第７号

や官公需の優先調達を促進し、事業所の経営力

強化や利用者の工賃向上を支援していきます。

３点目は、軽度の精神障がいがある方への就

労支援についてです。

障害者就業・生活支援センターは、障害者手

帳の有無にかかわらず支援を行っており、今年

度、雇用アドバイザーが就業につなげた２５０

人中６人が手帳を持っていない軽度の精神障が

いのある方となっています。こうした方にもセ

ンターの利用が可能な旨、引き続き周知を図っ

ていくとともに、ハローワーク等の関係機関と

の連携をより密にした支援に努めていきます。

就労移行支援事業所も軽度の精神障がいのあ

る方にとって重要な支援機関です。その基本報

酬は、平成３０年度の単価改定により、半年後

の就労定着率が高いほど評価される方式に変更

されました。こうしたことにより、事業所の総

数は減少傾向にあるものの、就労定着率が３割

以上の事業所はこの３年間で倍増しており、そ

の質の向上につながっているものと認識してい

ます。

また、県では今年度から事業所を伴走支援す

るコーディネーターを配置しており、就労移行

支援スキルの向上を図っています。

今後とも、軽度の精神障がいのある方も含め、

着実に就労につなげられるよう関係機関の機能

強化に努めていきます。

最後に、精神障がい者の起業を含む就労相談

体制についてお答えします。

障害者就業・生活支援センターでは、相談対

応をはじめ、受入企業や家庭への訪問等を行う

ほか、ハローワークなどの支援機関につなげ、

障がい者の雇用促進を図っています。中には、

組織での就労になじめない軽度の精神障がい者

も見受けられ、そうしたケースには、議員御提

案の起業も選択肢の一つとなり得ると考えます。

起業支援が必要な場合は、創業支援の拠点で

あるおおいたスタートアップセンターにつなぐ

ことで相談対応や伴走支援を行うことが可能に

なると思われます。

今後、両センターにおいて精神障がい者から

の起業相談があった場合、円滑に対応できるよ

う相互に連携を図っていきたいと考えています。

その中で、両センターの支援担当者への研修の

必要性等についても検討していきます。

三浦副議長 浦野英樹君。

浦野議員 答弁ありがとうございました。

まず、知事から答弁いただきました、メンタ

ルヘルス・ファーストエイドの考え方について、

知事からも心の応急手当という言葉が出てきま

した。例えば、体の不調で頭が痛いだとか熱が

あるとかであれば、これは病気ではないかな、

薬を飲もう、病院に行こうとなるわけですが、

やっぱり心の病気というのはなかなか気付かな

いのが現状だし、気付いていても認めたくない

雰囲気がまだまだあると思います。やっぱりな

るべく早いタイミングで気付く、自分の心とち

ゃんと向き合える環境をつくることが本当に必

要だと思いますし、知事から答弁いただきまし

たが、具体的には本当にメンタルヘルスの知識

を広めるサポーターの養成をスタートするとか、

やはりスキルだとかの研修を行うという答弁を

いただきました。これは本当に進めて、そうい

った知識を持った人をもっと周りの人が利用し

やすくなる環境もあわせてつくっていただけれ

ばと思います。ありがとうございます。

続いて、休みを取りやすくする制度の周知に

ついて、精神疾患に傷病手当金が使えるのかと

いう事業主が結構まだいるんですね。ですから、

とにかく精神疾患といったら、早めに休むこと

によって解決する、早く職場に復帰できて元の

仕事ができるケースも多々あると思います。

私は壇上では傷病手当金のみ例示したが、ほ

かにも障害年金ですね。障害年金を受給されて

いる方は、収入があっても、基本減額されませ

ん。例外があるのは、先天的な障がいがある方

については減額されるんですが、精神の方の場

合は先天的というケースはほとんどないです。

少ないので、収入があっても障害年金を受給し

ながら働くことはできたりします。障害年金と

傷病手当金は同時にもらうことはできないんで

すが、例えば、自分で職場の健康保険に加入し

ていない短時間の労働者であれば、傷病手当金

は使えないので、障害年金を受給されているの
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であれば、短時間で働くことも可能になったり

します。

制度のさらなる周知、ホームページやオンラ

イン合同講座で周知されているということです

が、さらなる周知と、さきほど答弁にありまし

たが、ハラスメントとこの精神疾患が結び付い

ているケースは本当に多いです。そこをうまく

情報を結び付けて周知いただければと思います。

警察での初期対応と、あと、措置入院の対応

について答弁いただきました。壇上の質問で、

精神障がい者の犯罪の比率は高くないという話

をしたが、確かに、統計はそうなんです。ただ、

犯罪の被害に遭った当事者やその周辺の人にと

っては、これは統計上の数値ではなくて、やっ

ぱり被害に遭った事件そのものが全てなわけで

す。仮に、重大な犯罪の被害に遭って、例えば、

精神的な責任能力が原因で不起訴になったり、

刑が軽くなる、残虐な事件にもかかわらず、死

刑ではなく、無期や有期の懲役刑に減刑になっ

たりすることに対して、やっぱりおかしいと感

じる方は少なからずいるわけです。私も法律的

な議論は抜きにして、気持ち自体は分かります。

刑法第３９条の「心身喪失者の行為は、罰し

ない。」、「心神耗弱者の行為は、その刑を減

軽する。」という規定に対して、やはりこのま

まの規定でいいのかという議論があるのも理解

できますし、私も個人的な意見ではありますが、

議論自体はしていくべきかなと思っています。

ただ、同時に、この刑法第３９条には、当然

その前と後の対応がある。その前の段階で犯罪

を防ぐためにいろんな取組をされています。そ

して、不起訴や無罪になった後も、今は医療観

察制度、これは壇上の質問では触れませんでし

たが、かなり長期間、本人の自由が制限された

形で入院生活を送ることもあるし、無罪になり

ました、不起訴になりました、すぐ社会復帰で

きるわけではないわけです。やはりそういった

ことがまだまだ知られていないという現状もあ

ると思います。

犯罪に至る前の段階について、今回、いかに

守っているか、防止しているかという質問した

が、やはり時間的な制約がない中で、緊張感が

高い状況でお仕事をされていることは改めて理

解できました。

こちらは再質問になりますが、いわゆる措置

入院の対応にあたっては、かなり緊張感が強い

られる中での職務になると思いますが、当事者

本人や家族、周囲の人を守ることに加え、やは

り職務として携わる職員の方も守られる必要が

あると思います。他害の傾向のある当事者に対

しては、もちろん、物理的な暴力に加え、精神

的な威圧行為、例えば、最近ですと、写真に撮

って、これをＳＮＳに投稿するぞというような

ことも言われる可能性もあると思います。担当

職員を守るためにどのようなサポートをされて

いるか、また、メンタル面でのサポートも含め

て、どのような対応をされているのか、福祉保

健部長に聞きます。そこで再質問をお願いしま

す。

あと、警察の初期対応にて人権を守ることに

ついて、書面で提示しているという話がありま

したが、やはり口頭でのコミュニケーションだ

と、やっぱり十分理解できないということもあ

るかと思うので、それは分かりやすい形でこう

いった権利があるんだということを伝えていた

だければと思います。

続いて、就労継続支援事業所についてです。

まず、Ａ型、Ｂ型です。Ａ型は最低賃金の引上

げの問題、これはもちろん、Ａ型の事業所も対

応はしているし、準備もしているんですが、一

般企業と比べたら、どうしてもやっぱり時間が

かかります。一般企業であれば、３か月、４か

月でできる準備が半年、１年かかってしまうと

いう部分があると思います。やはり最低賃金が

上がれば当然──もちろん最低賃金を上げてい

くことは必要かもしれないんですが、Ａ型事業

所についてはかなりの、それに見合う生産性を

上げるというのは難しい問題でもあるので、特

に、こういったことが起こり得るだろうという

初期段階でのサポートをお願いします。これは

お願いです。

あと、Ｂ型について、国の方針ですね、工賃

が高い事業所をバックアップしていこうという

方向性自体には私も異論があるわけではありま
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せんし、実際、Ｂ型の事業所の経営に携わって

いる皆さんもそのこと自体には異論はないわけ

ですが、当然作業所内の仕事の配分にあたって

は、福祉の事業所ですから、利用者一人一人の

能力だとか個性に応じて仕事の配分を決めてい

くわけです。ですから、平均工賃というのは、

国の報酬の基準としてはもっともな基準の一つ

なのかもしれませんが、答弁でもありましたが、

平均ゆえに起こり得る課題について、県として

も状況を把握し、やはり国に意見を上げていく、

また、地域の中でサポートできる体制をお願い

します。部長からも答弁がありましたが、受注

量の拡大について、やはりＡ型、Ｂ型の事業所

を支えていくためには、質のよい仕事をきちん

と確保していくということだと思いますし、需

要はあるが、一般企業がまだまだ取り組んでい

ないマーケットは結構あると思います。これは

福祉の部局だけではなくて、商工とか農林の部

局も含めてそこは開拓して、つなげていただけ

ればと思います。

また、就労継続支援事業所での製品というと、

お菓子だとか工芸品だとか、そういうイメージ

を持たれる方が多いと思いますが、精神障がい

の方が携わっている事業所には、例えば、ユー

チューブで流す動画の制作だとか、そういった

ことを行っている事業所もあります。ですから、

精神障がい者の場合はＩＴスキルが高い方が結

構いらっしゃいます。こんな仕事も実は就労継

続支援事業所でできるんだということをもっと

いろいろ周知していただければと思います。こ

れは要望です。

軽度の発達障がいの方の対応について。

私も問題社員がいるので、ちょっと相談に乗

ってほしいと依頼され、履歴書を見ると、入社、

退社を繰り返している。ただ、よくよく調べて

みると、この方は発達障がいではないかという

ことがいまだにあるわけです。それに対して、

やはり教育の現場では、発達障がいに対する対

応は今かなりされているし、素早い対応をされ

ていると思いますが、職域ですね、やはり企業

の方はまだまだ発達障がいに対する理解が進ん

でいないのではないか。早い段階で本人や周り

の人が気付いて必要なサポートを受けられたら、

もっと落ち着いた環境で働き続けることもでき

るのではないかと思います。やっぱりそのため

にも、軽度の発達障がいに関して、やはり障が

い特性について、特に職域、企業に認知を高め

る必要があるのではないかと思いますが、これ

は再質問になりますが、軽度な発達障がいの職

域への理解を深めるための取組をさらに進めて

いただきたいと考えます。これについて見解を

お聞かせください。

最後に、起業について。

私の周りにも代表取締役が障害年金を受給し

ていたりとか精神疾患だったりするケースがあ

るし、順調に進んでいるケースもあれば、進ん

でいないケースもあります。進んでいないケー

スはどういうケースかというと、過去の自分の

実績にとらわれ過ぎてしまっているということ

なんですね。過去の自分の実績というのは、自

分の能力ではなくて、周囲の環境があって、そ

れが初めてできているという部分がありますが、

今の自分にどこまでできるか、逆に言うと、足

りない部分は誰にサポートを頼めばいいのかを

理解できているところは、やはりそこそこうま

くいっているというケースがあります。ですの

で、いろんな場面で県として起業のサポートを

されていると思いますが、精神障がい者に起業

という選択肢があることをもっといろんな面で

知識を持って対応していただければなと思いま

す。

再質問を２点、お願いします。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 質問を２点いただきました。

１点目は、措置入院の担当者に対するサポー

トについてです。

今年度を例に取ると、県下の措置通報件数は、

１月末現在で２０６件、一月当たりで換算する

と、２０件程度となります。これに対して、保

健所、あるいは、県の障害福祉課の職員が対応

するわけですが、通常は２人体制で対応すると

ころを、暴力等のおそれがある場合は職員を増

員したり、移送や診察のときに警察官に同席し

てもらうなどして、安全確保を図っています。
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職員は、通報があれば、日中、夜間を問わず、

即座に対応することになるので、議員御指摘の

とおり、常に緊張を強いられることになります。

そのため、当番制の導入や対応の後の休暇取得、

あるいは、担当班だけでなく、所属全体での分

担などにより、身体的、精神的な負担が軽減す

るように配慮しています。

また、精神的なケアが必要な場合は健康サポ

ートセンターなどとも連携して、早期に不安解

消を図るようにしています。

２点目の企業、職域への軽度の発達障がいに

対する理解を深めるための取組についてお答え

します。

県では、本人や周囲も気付きにくい発達障が

いの特性や職場での対応のコツについて分かり

やすく紹介したパンフレットを毎年作成してい

ます。発達障がい支援センターＥＣＯＡＬ（イ

コール）が企業を訪問する際にそれを活用した

り、あるいはハローワークや障害者就業・生活

支援センターを通じて関係者に配付し、広報、

啓発に努めています。

加えて、保育や教育、労働等の各分野で相談

支援を行う発達障がい者支援専門員をこれまで

３１０人養成してきています。これらの専門員

が必要とする企業に助言を行うことで、企業か

らは発達障がい者の特性の理解や今後の対応の

仕方が明確になったといったような声もいただ

いています。

今後とも、軽度な発達障がい者も含め、精神

障がい者が周囲の理解の下で生き生きと働くこ

とができるような環境づくりに努めていきます。

三浦副議長 浦野英樹君。

浦野議員 福祉保健部長、ありがとうございま

した。職員を守ることは、本当に緊張感を強い

られている中で作業されているし、職員の方が

しっかり仕事ができて当事者、周りの方が守ら

れると思います。また、軽度の発達障がいに対

する周知ですね、学校等もさらに連携を深めて

周知をいただければと思います。

今回の質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

三浦副議長 以上で浦野英樹君の質問及び答弁

は終わりました。吉竹悟君。

〔吉竹議員登壇〕（拍手）

吉竹議員 ３番、自由民主党、吉竹悟です。令

和４年第１回定例会において一般質問の機会を

いただきました自由民主党会派の諸先輩の皆様

に心より感謝します。広瀬知事、担当部長には、

質問に関係する方々に届くような答弁をお願い

します。

今回は３案件について質問します。

初めに、今後の畜産振興の展望について県の

考えを伺います。

大分県長期総合計画、安心・活力・発展プラ

ン２０１５の中で、いきいきと、多様な働き方

ができる環境づくりでは、本県経済の発展を支

える若年者の県内就職、定着を促進するととも

に、ＵＩＪターンの推進による人材の確保を図

ることが重要だと位置付けています。

しかしながら、後継者不足から見える農業の

問題点は深刻さを増しているように思えます。

農業が持つ大きな役割は、食料を生産すること

により、社会、そして、経済の安定を担う最も

重要な位置付けにあるべきなのですが、天候に

左右される不安定な収入や、耕作等に力仕事が

多く体力的にきついなど、農業についてネガテ

ィブなイメージで捉えられる傾向があることが

就労人口の減少の一因となっていると考えます。

このことは今回取り上げる畜産業においても同

様です。

例を挙げれば、私の出身地である竹田市久住

町では、昭和５４年の繁殖農家数は５５７戸で

飼養頭数は１，８７１頭でした。その戸数も平

成元年には３９８戸と１５９戸減少しています。

しかし、飼養頭数は２，３０７頭でした。２０

年後の平成２６年では戸数は１３０戸に減少、

飼養頭数は２，２１５頭と横ばいで、令和元年

には１１７戸と減少していますが、飼養頭数は

２，４２４頭と増頭しています。昭和５４年か

ら令和元年までに畜産農家数は４４０戸の減少

ですが、飼養頭数は５５３頭増えています。

頭数のピークは平成２１年の２，９７８頭で

す。農家戸数は１７０戸でした。もちろん、頭

数がそれほど減少していないのは、国や県の事
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業効果により一定の後継者が育っていることと

多頭飼育の傾向にあるということです。

若手の畜産農家からは、畜産というなりわい

を子どもが継いでくれるだろうかと心配の声を

伺っています。

県の農業生産額を牽引する竹田市の農業産出

額のうち和牛、養豚、養鶏等の畜産業は、およ

そ２分の１を占めています。現在、原油価格や

飼料価格が高騰していることも負担増につなが

り、農業経営にとって厳しさを増幅させる要因

となっています。

一方で、竹田市久住町は、雄大な草原があり、

放牧による年間飼育の軽減化や草地での牧草の

採草による餌代負担の軽減というスケールメリ

ットがあります。こうした地域特性を生かし、

農業経営の効率化を図っていくことは畜産分野

においても大事なことであると考えます。

また、肉用牛については、今年、第１２回全

国和牛能力共進会鹿児島大会が開催されます。

ここで優秀な成績を収め、全国に県産牛のおい

しさをＰＲすることは、農業産出額の向上、後

継者の確保にも重要な役割を担うものと考えま

す。大分で畜産業をすることで夢を持てるよう

に、施策を展開することが最も重要ではないで

しょうか。広瀬知事に今後の畜産振興に対する

展望を伺います。

次に、畜産業の担い手確保について伺います。

大分県の農業産出額を再び上げていくために

も、畜産振興は欠かせません。しかしながら、

さきほど述べたように、畜産農家数が減少する

傾向は進んでいます。地元の県立久住高原農業

高校には、うし部があり、成果を上げています。

専門的な知識を学び、畜産の自営農家として希

望を持っている生徒もいます。しかし、農業に

欠かせない高校への農業機械の導入は、徐々に

改善はされているようですが、十分とは言えな

いのではないでしょうか。生徒の将来を見据え

て、最先端機械の導入も検討されるべきではな

いでしょうか。

農業は日本の社会経済に重要な役割がありま

すが、農業という仕事がネガティブなイメージ

で捉えられがちであるために、必ずしも高い評

価をいただいていない状況です。そのイメージ

があるゆえに、なかなか結婚できずに跡を継ぐ

ことを諦めてしまう農家も多くあります。取り

巻く環境は年々厳しさを増していますが、若い

人材の確保は重要な課題です。省力化による業

態そのものの負担軽減と将来展望を持った経営

戦略の立案も急務です。その意味では婚活もラ

イフスタイルの確立の一助となるでしょう。必

要な施策を講じて、将来安心して畜産経営や地

域活動に取り組めるように畜産業の担い手確保

に向けた総合的な戦略が必要だと考えますが、

現実として減少傾向にある畜産農家の状況を踏

まえ、担い手の確保にどのように取り組むのか、

農林水産部長に伺います。

続いて、畜産研究部の施設整備について伺い

ます。

竹田市久住町にある県有施設である県農林水

産研究指導センター畜産研究部は、明治３９年

に大分県種畜場として現在の位置に設置されて

います。昭和２８年４月に大分県久住種畜場と

改称し、昭和４１年４月には大分市にあった分

場である高城種畜場を大分県農業技術センター

畜産部に改め、昭和４３年９月には久住種畜場

放牧試験地の業務が開始されています。そして、

昭和４４年４月には大分県畜産試験場に、翌４

５年４月には草地畜産開発センターを併置と、

その歴史も当時の社会背景の中で進化してきま

した。現在、施設の老朽化が進行し、中には昭

和２７年に建てられ、使用されていない建屋も

あるとのことです。また、事務所も老朽化が進

んでいます。雨漏りもあり、床や壁にも亀裂が

入っているといった具合です。

県有施設は優先順位を付けて整備しているの

でしょうが、県内の多くの畜産農家が出入りす

る施設であることも鑑みると、そろそろ同施設

も順次更新していく時期が来ているのではない

かと強く感じています。農林水産部長に今後の

更新についてどのように考えているのか答弁を

求めます。

後段の質問は対面席で行います。

〔吉竹議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

三浦副議長 ただいまの吉竹悟君の質問に対す
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る答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 吉竹悟議員から、畜産振興の展望に

ついて御質問いただきました。

農業産出額の３６％を占める畜産業は、本県

農業を牽引する分野であり、今後の成長産業化

に向けて、その振興は大変大事です。

そのためにも、議員御指摘のとおり、魅力あ

る産業となって、後継者が夢を持ち、就農でき

るような環境の整備が必要です。このため、私

どもは次の３点に重点的に取り組みます。

一つは、規模拡大と力強い担い手の育成によ

る生産基盤の強化です。おおいた和牛のさらな

る増頭には作業の外部化、省力化が欠かせませ

ん。このため、繁殖農家で生まれた子牛を預か

り、共同育成するキャトルステーションを豊肥

地区に加え、西部地区に整備します。これによ

り、各農家の労力の軽減を進め、牛舎の空きス

ペースを生かした繁殖雌牛の増頭を図ります。

また、規模拡大を進める上での大きな課題で

ある畜産堆肥についても、耕畜連携による円滑

な流通体制の構築を進めて、県域での需要と供

給のマッチング機能を強化していきます。

担い手の育成に向けては、竹田市で先進的に

取り組まれてきた和牛ヘルパー制度の活用を県

域に拡大するとともに、分娩予知装置の導入な

どＩＣＴ化を加速させ、効率的で持続性のある

経営を実現します。

さらに、新たな担い手の確保に向けて、キャ

トルステーションを活用した研修体制の充実や、

就農時の施設整備、繁殖雌牛の導入等、就農形

態に合わせたきめ細かな支援を進めていきます。

以上の生産基盤の強化とともに、二つは、消

費者ニーズにマッチした高品質な大分らしい和

牛肉の生産です。

ゲノム選抜により新たに造成した種雄牛の枝

肉出荷が本年度から本格化しています。中でも

「加代白清」は１０道県が参加した調査会で、

重量、肉質ともにトップの成績となっており、

生産者の期待も高まっています。これら種雄牛

の活用に加え、高品質化に向けた繁殖から肥育

までの一貫した指導を進めていきます。

三つは、おおいた和牛の販売力強化です。こ

れまでＰＲ大使を活用したキャンペーンの強化

や、小売店、飲食店でのフェア等を支援してき

た結果、おおいた和牛取扱店舗数は昨年より６

８店舗増加し、２４６店舗になりました。

また、牛肉輸出も令和２年度が１９．８トン

と過去最高となっており、畜産公社の輸出機能

強化を通じて、さらなる拡大を図っていきます。

本年は、いよいよ５年に１度の全国和牛能力

共進会を迎えます。１０月に鹿児島県で開催さ

れる本大会において優秀な成績を収めることが、

何よりもおおいた和牛の認知度向上になると思

っています。

県としても、もうかる畜産を実現するために、

生産者、関係団体と一丸となって、全共日本一

を目標に、畜産振興に全力を注いでいきます。

私からは以上ですが、その他、大変大事な御

質問がありました。これについても担当部長か

ら答弁させます。

三浦副議長 佐藤農林水産部長。

佐藤農林水産部長 私から２点お答えします。

まず、畜産業担い手確保についてです。

担い手の確保については、就農フェア等で畜

産に興味を持った方や農業系学校で学んだ方に

農場体験や肉用牛ヘルパーの仕事をあっせんす

るなど、インターンシップとして畜産業を経験

してもらうことから進めています。

一方で、初期投資が高額となることや休みが

ないなどが就農開始する上で課題です。

牛舎整備については、独立就農の場合は４分

の３、親元就農の場合でも３分の２の高率補助

で支援しています。また、独立就農には牛の導

入にも支援し、加えて第三者継承についても推

進し、初期投資の軽減を図っています。

さらに、働き方改革を推進するため、分娩監

視システム等の省力化機器の導入や、ヘルパー

制度の利用に対する支援を行っています。

こうした取組の結果、過去３年間で独立就農

が１４人、親元就農が２８人、計４２人が新た

に就農しています。竹田市では県外から２組の

夫婦を含む９人が新規就農し、インターンシッ

プに手応えを感じています。
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今後も多様化する就農者の要望に応え、総合

的な担い手確保対策を推進するとともに、人材

育成のためにキャトルステーションの活用や農

業系学校との連携にも努めていきます。

続いて、畜産研究部の施設整備についてです。

畜産研究部では、生産者の経営安定や所得向

上を図るため、種雄牛の造成や精液供給、肉用

牛の繁殖・肥育技術の確立などの試験研究に取

り組んでいます。

研究施設は老朽化が進んでいる状況ですが、

試験研究に支障を来すことがないよう順次補修

等を行っています。

種雄牛用の牛舎等は、家畜防疫体制の強化を

図る観点から、平成２４年に敷地内で場所を移

して新たな整備を行いました。

これらの施設を活用して造成を行っている種

雄牛のうち「松吹雪」号は、昨年度実施した能

力を判定する検定において、枝肉重量の成績が

歴代最高となるなど試験研究の成果を上げてい

ます。

これからも生産現場のニーズに応じた試験研

究を実施するため、必要な施設の改修等を計画

的に行う予定であり、繁殖研究棟については令

和６年度に大規模改修を計画しています。その

後、事務所棟についても計画的に改修していき

たいと考えています。

今後とも生産者の所得増加と産出額向上に貢

献する技術開発等にしっかりと取り組んでいき

ます。

三浦副議長 吉竹悟君。

吉竹議員 ただいま答弁いただきました。知事

から力強い言葉、全力を注ぐという答弁だった

ので期待するし、耕畜連携、その中で、堆肥の

ことも後で触れますが出ました。循環型社会を

農家の方々で、循環させることは非常にいいこ

とだと思うので、そのことも含めて、さらに力

を入れていただきたいと思うし、今、部長の答

弁にありました畜産研究センターは、本当に老

朽化が進んでいます。第三者が来たときに、こ

んなにひどいのかと恐らく思うでしょう。事務

所棟に行ってみて、皆さんが仕事をするその場

に亀裂が入って、床はめくれて、壁は落ちかけ

ている、そういう状況で果たしていい仕事がで

きるのかなと、そういう思いをしました。地元

なのでよく行きます。それから、農家の方から

もお話を聞きます。ひどいなと、その一言です。

できるだけ早く、もちろん他の施設も多々ある

から、ここだけということはないんでしょうが、

やっぱり順次計画的にやっていただきたいし、

今は急ぐところです。

それから、さきほど申したように、本当に古

いものがあります。使わない施設があることは

本当に危険なんです。そこにも第三者が入り込

むわけですから、そのことも含めて、壊すのな

ら早く壊す、それが安心対策になると思うので、

よろしくお願いします。

また、農業振興で、おがくずの利用促進につ

いて再度質問します。

畜産農家の声に、林業振興によって発生する

おがくずを畜産農家に提供する仕組みをつくっ

ていただきたいとの声があります。稲わら、も

み殻よりも排せつ物の吸収率がよく、水田や畑

地への供給も効率がよいということです。林業

振興によって生み出されるおがくずが畜産農家

によって利用され、双方の振興がさらに進むの

ではないかと考えられますが、農林水産部長の

見解を伺います。

あわせて、畜産農家への支援について伺いま

す。

県が農業振興に対し広範囲に補助事業を展開

していただいていることに、まずもって感謝し

ます。さきに述べたように、畜産振興には経営

拡大も重要な位置付けです。

そこで、中小規模の畜産経営者が拡大しやす

い補助メニューを整備してはと考えています。

現行では、県単事業で施設整備を実施する場合

には、既繁殖経営者は３年後に５０頭規模への

規模拡大が要件となっています。仮に２０頭飼

養している高齢の農家に後継者が帰農するため

に施設整備をする場合、施設整備の費用プラス

３年で３０頭の増頭資金が重くのしかかり、踏

み切れない状況です。一律に５０頭を要件にす

るのではなく、増頭率を要件にするなど、特に

親元就農をする方などに柔軟なメニューの構築
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ができないものでしょうか。

また、近年の牛舎建設は設備費用を含めると

平米当たり４万円ほどかかってしまいます。仮

に５００平米の施設整備をすると、総事業費は

５００平米掛ける４万円の場合、２千万円とな

ります。現在、補助制度では５００平米掛ける

２万１千円の２分の１となり、５２５万円の補

助となります。つまり、４分の１の補助金額と

なってしまいます。国庫の補助基準があり、な

かなか難しいと思いますが、国に対して現状を

しっかり訴えて、補助単価の改定ができないも

のかと思います。

２点について農林水産部長の見解を求めます。

三浦副議長 佐藤農林水産部長。

佐藤農林水産部長 まず、おがくずの利用促進

です。

おがくずについては、宿舎の敷料として、乳

房炎などの疾病予防や横転などの事故防止、さ

らには悪臭発生の緩和などの有用な資材です。

これまで県では、畜産農家や製材業者などの需

給状況の把握に努め、不足している農家には情

報提供やあっせんなどを行ってきました。

ただ、近年、バイオマス発電原料の需要増加、

また、昨年来の木材の高騰の影響などがあり、

また、運搬時にも燃油高騰の関係で燃油や人件

費の上昇があります。販売単価も上がっていま

す。そういったことで、入手が困難となる状況

も見受けられます。

そのため県では、おがくずを再利用する戻し

堆肥、また、比較的入手が容易であるもみ殻の

混合利用を進めています。

次に、親元就農のときの施設整備の要件緩和

です。

親元就農を含む生産基盤のある経営体につい

ては、所得１千万円を目標として、安定的な経

営を早期に実現してもらいたいと考えており、

そのため５０頭規模の経営確保要件としていま

す。

一方、独立就農では、まずは５００万円程度

の所得を得ることを目標に、３０頭の計画を定

めて、その後、５０頭まで段階的に拡大してい

くことで、やはりもうかる畜産農家になってい

ただきたいということで、経営規模の拡大では

ある程度必須と考えています。

それから、建築基準単価の引上げについてで

す。

過去３年間、県の事業で整備した牛舎の１平

方メートル当たりの平均単価については３万４，

８０２円となっていますが、中には廃材などを

活用して平米２万円以下で整備した事例もあり

ます。経営者として、初期投資の軽減を図る努

力も必要だと考えています。

引き続き低コストな畜舎整備を推進していき

たいと考えていますが、建設資材などが高騰し

ていることもあるので、県単の事業については

補助上限単価の引上げについて検討したいと思

っています。

三浦副議長 吉竹悟君。

吉竹議員 部長ありがとうございました。補助

金額の見直しも含めて考えていただけるという

ことで、特に建築の場合、従前、クラスター事

業がありました。本当に高額で、地元の方々は

非常に悲鳴を上げています。四角四面の設計図

どおりするとどうしても安くなりません。今言

った低コストの中でできるという形がもっと広

まれば、畜産農家も挑戦しやすくなると思うの

で、ぜひともよろしくお願いします。

最後に、もう一つ伺います。

畜産研究部の建物については、今、部長の答

弁にあったように、計画的に修繕していただく

ということで一つ安心しました。

一方で、今年は久住一帯では積雪が多く、セ

ンターに行くのにも職員の皆さんが一苦労して

いらっしゃるのではないかと思っています。台

風のときもそうですが、もう少し近くに職員の

方がいらっしゃるとよいのかと思います。

住居をどこにするのかはさておき、センター

が災害などで回らないことがあっては、本県の

畜産農家にとって一大事です。トラブルがあっ

たときでも職員が駆けつけられる体制になって

いるのでしょうか。牛の餌やりなどもあり、誰

かがいる体制でしょうが、機能的に問題がある

と困ります。

その意味で、ＢＣＰ、事業継続計画の設定が
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重要だと思われます。畜産研究部のＢＣＰにつ

いて、農林水産部長にお尋ねします。

三浦副議長 佐藤農林水産部長。

佐藤農林水産部長 畜産研究部のＢＣＰについ

てお答えします。

畜産研究部では、災害発生時や感染症の蔓延

時など、非常時においても優先すべき業務を円

滑に遂行できるようにＢＣＰを策定しています。

ＢＣＰについては、月ごとに研究部の業務は

変わってくるので、毎月更新を行っており、業

務内容ごとに非常時の場合の対応職員を設定し、

初動対応ができる体制を整えています。

また、土日、祝日も昼間は職員が交代で出勤

しており、トラブル等が発生した場合は初動対

応などの連絡を取れるようにしています。あわ

せて、夜間と土日、祝日は、舎監の方が定期的

に見回りを行っており、トラブル等が発生した

ときには初動対応及び連絡が取れる体制を取っ

ています。

三浦副議長 吉竹悟君。

吉竹議員 ありがとうございました。畜産研究

部は生き物を飼っています。万が一も許されな

いと思うので、やっぱり職員を大事にしながら、

本当に大変な思いをしていると思うので、よろ

しくお願いします。

次に、地域公共交通について伺います。

最初に、過疎地域における公共交通の在り方

について伺います。

近年、地域公共交通を取り巻く環境は厳しく

なるばかりです。日本は人口減少・少子化高齢

化が進展し、２０５３年には人口が１億人を割

り込み、高齢化率が約４０％になると推計され

ています。あわせて、人の流れは地方から都会

へ集中しています。そのために地方の人口減少

は深刻さを増すばかりです。また、地方ではモ

ータリゼーションの進展により自家用車の普及

が進み、公共交通機関の利用者が激減していま

す。それにより、交通事業者の経営が厳しくな

り、経営上赤字となる路線を廃止する結果とな

ります。

令和元年度の状況ですが、地域鉄道は約８割

の事業者が赤字、乗合バス事業では約７割の事

業者が赤字となっているようです。周辺部の交

通事業者は新型コロナウイルス感染症の蔓延も

重なり、さらに厳しい経営に陥っており、地域

公共交通はますます衰退し、周辺部では特に必

要な公共サービスを受けることができない地域

住民、特に高齢化の進展する地域では深刻な問

題となっています。通院や買い物等の日常の生

活に不便な思いをしています。買い物が不便だ

とする買い物難民の増加は社会問題として取り

上げられています。

また、総務省の自治体デジタル・トランスフ

ォーメーション（ＤＸ）推進計画では、新たな

日常の原動力として、制度や組織の在り方等を

デジタル化に合わせて変革していく社会のＤＸ

が求められており、それにより一人一人がニー

ズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な

幸せが実現できる社会を目指すべきだとしてい

ます。

その中で、県が策定予定のＤＸ推進戦略の中

で取り組もうとしていることの一つに、暮らし

を支えるＤＸがあります。この中に、過疎地域

においても、移動を通じて社会活動、経済活動

に参画することができる次世代モビリティがあ

ります。どこに住んでいても最低限の行政サー

ビスが受けられる環境は、移住定住政策の中で

も重要な位置付けとなると考えます。

このような状況を踏まえ、今後の地域公共交

通のあるべき姿をどのように考えているのか、

広瀬知事の見解を伺います。

続いて、過疎地域での運転免許自主返納につ

いて伺います。

近年、高齢者の運転による交通事故の割合が

増加していることから、県、県警察本部、交通

安全推進協議会では、関係機関や団体と連携し、

高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環

境づくりを進めることにより、高齢運転者の交

通事故防止を図るために運転免許証自主返納支

援制度に取り組んでおり、対象者は県内在住の

７０歳以上の方となっています。

よく報道される高齢者の事故の状況を鑑みれ

ば、返納制度の必要性は十分理解できますが、

過疎地域の公共交通機関の縮小傾向を考えたと
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きに、支援制度の内容が十分であるのか疑問を

抱きます。

さきほど質問で申したように、周辺部では買

い物難民が増えています。現状では８０歳以上

でも運転せざるを得ない方が多くいます。バス

運行が廃止された地域の方は、タクシーを日々

利用することは経済的にできないと言われます。

まだ公共交通を利用できるエリアの方と周辺部

では著しく環境が違っています。過疎地域にお

ける免許返納についてどのようにお考えか生活

環境部長の見解を伺います。

三浦副議長 広瀬知事。

広瀬知事 初めに私から、過疎地域における公

共交通の在り方についてお答えします。

地域公共交通は、住民の通勤、通学、通院等

の日常生活を支える大変重要な役割を担ってい

ます。その維持、確保を図ることは行政にとっ

て非常に大事なことだと思います。

一方、議員御指摘のとおり、人口減少や少子

高齢化の進展等から、地域公共交通は従来にも

増して厳しい状況に直面しており、特に高齢化

が進んでいる過疎地や山間部では、移動手段の

確保が喫緊の課題となっています。

将来にわたり持続可能な地域公共交通を実現

するためには、地域の多様な輸送資源を総動員

するとともに、ＩＣＴ等の先端技術を最大限活

用し、利便性の高いサービスを提供することが

重要だと考えています。

そこで、県では、三つの観点から持続可能な

地域公共交通の実現に向けた取組を行っていま

す。

一つは、過疎地域の移動手段の維持、確保の

ための支援です。交通空白地域や不便地域の移

動を支えるコミュニティバスやデマンドタクシ

ーについては、運行赤字に対する補助や車両購

入への支援を行うことにより、その維持、確保

を図っています。

二つは、地域が自らデザインする地域公共交

通ネットワークの構築です。住民ニーズに対応

した地域公共交通を実現するためには、交通事

業者や行政のみならず、実際にそれを利用する

住民にも主体的に関わってもらうことが重要で

す。

そこで、自治会の代表も参加する地域公共交

通活性化協議会において、利用者の意見も踏ま

えた運行内容の改善や、スクールバス等の地域

の輸送資源の活用等を検討しています。

三つは、事業の満足度を高め、効率化を進め

るために、ＡＩオンデマンドやＭａａＳ等の次

世代モビリティを活用することです。県では、

令和元年度に次世代モビリティサービスの在り

方に関する検討会を立ち上げ、交通事業者をは

じめとした関係者と共に、地域の幅広い交通課

題に対して、先端技術を活用した解決策の検討

を行っています。今年度は竹田市において、ボ

タン一つでタクシーが呼べる仕組みについて実

証実験を行いました。

今後とも県としては、既存の公共交通ネット

ワークの維持を図るとともに、先端技術も活用

しながら、交通事業者や市町村等と連携して、

過疎地における移動手段の確保に向けた取組を

行っていきます。

三浦副議長 磯田生活環境部長。

磯田生活環境部長 過疎地域での運転免許自主

返納についてお答えします。

過疎地における高齢者の通院や買い物を支え

る移動手段を確保することは、住み慣れた地域

で暮らし続けるためにも重要であると認識して

います。

道路交通法の改正により、本年５月からは、

より安全なサポートカーのみ運転できる限定条

件付免許制度が導入予定となっています。自主

返納だけではなく、運転継続という選択肢も広

がってきた状況です。

さらに、コミュニティバスやデマンドタクシ

ーの運行支援のほか、運転免許返納後の支援に

ついては、タクシー事業者に働きかけており、

現在４３の事業所で料金割引のサービスが提供

できる状態になっています。

加えて、市町村では、バスの回数券やタクシ

ーチケットの配布などの支援も独自に実施して

います。

地域の実情により、免許返納者の課題は多様

となっていますが、それを解決する手法もまた
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増えてきています。近年充実してきたサービス

もあります。例えば、買い物については、商工

会や近隣事業者による宅配サービスのほか、近

年は通販が充実して、利便性は非常に向上して

います。

今後も、県と市町村が連携するとともに、県

でも各部横断的に、ドローンなど先端技術の活

用も検討しながら、免許返納後の課題について

取り組んでいきます。

三浦副議長 吉竹悟君。

吉竹議員 ありがとうございました。知事の答

弁はありがたいというか、竹田で実証実験した

ことも含めて、とにかく高齢者の事故が多いこ

とは本当に危惧されます。また竹田市は広いで

す。４４７平方キロあります。山間部から出る

のに、コミュニティバスも従来のバス停と同じ

ようにバス停をつくります。そのバス停までが

２キロ、３キロ、４キロある方もおられます。

そういう方々はどうしてもバスを利用したくて

も出られない。

それともう一つ重要な問題が、バスが廃止路

線になるときにアンケートを取ります。アンケ

ートを取るときに、あなたはどのくらいバスを

利用しますかとの問いに、月に１回とか、多く

て週に１回という形です。だから、乗らないこ

とが多いんです。ということは、結局、バスが

エアバス化してしまう、空気を運んでしまう、

だから、採算性が取れなくなる。でも、なくな

ると困るというアンケートです。

究極のサービスは、さきほど知事が言われた

ように、デマンド交通で、しかも、それがドア

・ツー・ドア、タクシーのような感じです。歩

けない人、膝を壊している、周辺部にはたくさ

んそういう方がおられます。そういう方々の家

に回れるような仕組みが本当に構築できれば、

安心して暮らせるまちづくりができるのではな

いかと思っているので、そういうこともぜひと

も研究していただきたいし、そういう支援もし

ていただきたいと思っているので、これは要望

になりますが、よろしくお願いします。

最後の質問に入ります。今後の県立高校の在

り方についてです。

平成１７年４月、日本は市町村合併という選

択を余儀なくされ、都会を除く、地方の町は人

口減少という波に飲み込まれています。合併当

時、新たな市となり、その周辺部が寂れないよ

うに十分配慮するとあったが、人口減少の加速

化を止める策はなかなか見いだせず、今日に至

っています。

当然、人口減少がもたらす社会構造の変化は、

地方、地域の活力をも減少させています。最も

危惧されることは、周辺部に児童生徒がいなく

なることです。子どもの声が聞こえなくなるこ

とがいかに寂しいことなのか、恐らく都市部の

方には理解できないことでしょう。

この現象がもたらす最悪のシナリオは、周辺

部に学校がなくなっていくことです。特に児童

生徒の減少が著しい地域は、学校の統廃合とい

う方向になります。大分県が進める移住定住政

策に逆行することになりかねません。現在、コ

ロナ禍の影響から、都会より地方へ安心を求め、

移住の声が多く上がっています。しかしながら、

子育て環境の大切なことの中に、学べる環境、

すなわち教育環境が整っているかということが

大きな課題となっています。

そして何より、地域に高校があることも重要

な選択肢となります。竹田市の進学校、普通科

高校は、大分県立竹田高等学校だけです。竹田

高校には１２４年の歴史があります。近年、少

子化の影響を受け、定員割れという厳しい現状

です。豊肥地域の住民は大きな不安を抱いてい

ます。

県では、平成１７年に高校改革推進計画を策

定し、２０年４月より、全県一区の通学区域に

改め、人口減少社会に対応した教育の在り方を

模索してきました。生徒への教育の機会均等を

図ることは決して間違いではないと思います。

できるならば進学したい高校へ行かせたいと思

うことは保護者も同様だと思います。

しかしながら、周辺部の地域社会を存続しな

がらまちづくりを進めるのであれば、竹田市に

普通科高校という進学校が存続することは非常

に重要なことだと強く思っています。

通学区域の変更後、周辺部の高校は閉校し、
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大分市へと集中している状況です。地方創生を

掲げる広瀬県政において、その担い手となり、

将来にわたり地域を背負って立つ子どもたちを

地域で育てられない現状に少しばかり歯がゆさ

を感じます。

このような状況を踏まえ、少子化の進む中で

の県立高校の将来展望について、教育長の考え

を伺います。

次に、竹田高校の将来像について伺います。

現在、県教育委員会の指定を受け、県立竹田

高等学校は、市や小中学校と連携、協働し、生

徒の学力向上や学校の特色化を図る取組を行い、

生徒の進路実現を図るとともに、地域に信頼さ

れ、中学生に選ばれる魅力ある学校づくりを推

進しています。

特に、春の岡城桜祭りや竹楽のイベントに積

極的に参加して地域貢献を実行しています。伝

統文化の保護などにも率先して活動しています。

したがって、地域住民にとっては非常に重要な

位置付けにある高校です。しかしながら、周辺

部で加速する少子化を鑑みれば、市民が危機感

を持ってしまうことは当然なことだと思います。

これからの高校に求められる機能は肥大化、

多様化していくと思われます。それに対処する

ためには、外部との開かれた連携が不可欠とな

ります。ＮＰＯ等外部機関による高校への協力

も必要となるでしょう。

現在、竹田高校については、地元では同窓会

や一般社団法人修道記念学林会が、同校の存続

のためにできることは何でもやろうという思い

を一つにして活動しています。

全国統計では、令和３年度、高校生の卒業後

の進路状況は、普通科卒業後の大学等への進学

が６６．９％で最多、専門学科の卒業後の進路

は、就職が４３．１％で最多、総合学科の卒業

生の進路は、大学等、専修学校、就職が約３割

とほぼ同数となっており、大学等への進学率が

高い状況が読み取れます。竹田高校に通う子ど

もたちも当然こうした希望を持っていると思い

ます。彼らの希望をかなえることが竹田高校の

存在価値を上げていくことにつながるのではな

いでしょうか。

以上のような状況から、豊肥地域に地域性を

踏まえ、未来ある教育環境の継続を重要な位置

付けとして、ぜひとも最善の対処をしていただ

きたいと考えますが、教育長の見解を伺います。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 まず、県立高校の将来展望につい

てお答えします。

今後の中学校卒業予定者数を見ると、現在の

小学校１年生では、今からさらに千人ほどの減

少が見込まれており、特に地域の高校について

の定員確保、学校の維持、活性化が課題である

と認識しています。

現在、地域の高校では、学校規模の維持を図

る工夫として、１学級の人数を３５人、あるい

は３０人と設定するなどの措置で対応してきて

います。

また、耶馬溪校や久住高原農業高校など地域

の４校では、コア・ハイスクール・ネットワー

ク構想により、県内どの地域においても多様な

学びを支援できるよう、ＩＣＴを活用した遠隔

授業などの学習環境づくりを進めています。

さらに、玖珠美山高校のコミュニティ・スク

ールの取組や、佐伯豊南高校の地域への積極的

な情報発信などにより志願者増の成果が出始め

ている例も踏まえ、地域と学校の協働を持続的

に進めるための組織として、地域連携に向けた

高校魅力化事業の採択１８校全てでコンソーシ

アムを構築しました。

今後に向けて、まずは高校の魅力向上に注力

し、生徒の自己実現につながる学びや、地域の

中学生が学びたいと思う魅力ある学校づくりを

進めながら、地域の高校が存続できるよう学校

の活性化に取り組んでいきます。

続いて、竹田高校の将来像についてお答えし

ます。

現在、県立高校には、生徒の主体的かつ多様

な進路選択を踏まえ、県内各地域に普通科と専

門学科を複数配置しています。

高校教育においては、生徒個々の自己実現を

図ることが最も重要です。中でも、普通科では、

進学に加えて、将来の地域像を見据え、地域を

支える人材を育てていくという視点も一層重要
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になると考えています。

竹田高校では、地域課題をテーマにした現地

調査とか、市役所とオンラインでつないだ学習

発表会など、地域のことを主体的に考え、提言

につなげる取組を行っています。また、地域連

携を支えるコンソーシアムには、市長をはじめ、

地元小中学校からも協力いただいています。

このように、地元への理解や愛着を育む教育

を通して、地域の魅力や課題を常に意識し、考

えことのできる生徒を育成したいと考えていま

す。また、そのような生徒の中から、将来の地

域発展の核となるような人材が出てくるよう、

今後も竹田高校での取組を進めていきます。

三浦副議長 広瀬知事。

広瀬知事 竹田高校の件について御心配があり

ました。今、教育長から答えたとおりですが、

もう少しはっきり申すと、あの地域に大事な伝

統もあるし、それから、実績もある大事な高等

学校です。ぜひこれからも末永くあの地の拠点

としてしっかり活動してもらいたいなと思って

おり、そのために私どもも努力をいろいろしな

ければいけませんが、生徒がいなくなってしま

ったのでは、いくら置いておきたいといっても、

教育上、切磋琢磨できる人数、あるいは部活も

できるような人数でなくなってしまったら存続

できないわけで、それが何年か続いたときには

やめざるを得ないことになるわけですから、と

にかくそこで学ぼうという人がい続けることが

大事で、我々もそのために魅力ある学校づくり

を努力する、これは本当に努力しないといけな

いと思います。

他方、地域の皆さん方もぜひそういう意味で

竹田高校を盛り上げていくことも考えていただ

かなければならないと思います。玖珠美山高校

の話もありました。それから、佐伯豊南高校の

話もありました。その前に由布市の由布高校の

話もありましたが、地域を挙げて存続のために

長きにわたって努力しているわけで、そういう

努力を我々もやらないといけないし、地域の皆

さんにもぜひそこのところを考えていただきた

いと思います。

これまで竹田高校の存続について心配してい

た市町村の話を聞いたことがありませんので、

一言申しておきます。

三浦副議長 吉竹悟君。

吉竹議員 ありがとうございました。涙が出そ

うになります。

県庁にも２００人ほどの竹田高校出身の方が

おられるし、この議会の中にも竹田高校ＯＢの

議員もおられます。やっぱり同じような思いだ

と思うし、知事のおっしゃるように、地域がど

う竹田高校を育てるかというのを私も十分動か

なければいけないかなと思っているし、今そう

いう中でいろんな活動をしています。とにかく

それは地域の問題として皆さんがどのくらい取

り上げて一緒になって思いを一つにするか、そ

れは本当に重要だと思います。頑張ります。

そこで、教育長に再度質問します。

平成１７年に高校の改革推進計画の中で、校

区制度を廃止して現状のようになっています。

これはあくまでも私の私的な考えですが、竹田

高校を今テーマに出しました。周辺部を見れば、

やっぱり同じような悩みがあるのではないかな

と推察されます。一極集中という形が、例えば、

大分県でいえば、東京に皆さん行ってしまうの

か、それも考えようねということがあると思い

ます。でも、今高校の問題で考えれば、校区制

度廃止が一極集中を招いているのです。でも、

ここで地方創生とか地域をどうするのかを考え

たときに、そこも選択を広げることを阻害して

はならないと、十分その気持ちは分かります。

だけど、メリット、デメリットで、デメリット

があまりにも大きいのではないかと思っていま

す。そこを机上で話をするのではなくて、現場

に行って、現地に行って多くの人たちと会話し

ながら、どうあるべきかを県下全域の状況を調

べてですね。子どもが減ってくるのは事実です。

だけど、最大限残す工面を考えないといけない

と思いますが、一極集中についてどうお考えで

しょうか、答弁をお願いします。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 議員は一極集中とおっしゃいます

が、私は県内の全ての生徒にひとしく教育を受

ける権利を提供したいと考えています。
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三浦副議長 吉竹悟君。

吉竹議員 教育長の考えも十分分かります。そ

の選択肢はこうやって広げてあげる、学びたい

学校に行く環境をつくり上げるのも、大人社会

の中では子どもを思うときに、保護者も一緒だ

と思うし、私もそう思います。しかしながら、

それと社会経済を考えたとき、今、大分県がど

ういう状況なのかもやはり捉えるべきではない

かと思います。そういうことをできれば教育委

員会の中で議論しながら、これから先、５年先、

１０年先、いやいや、３年先を考えてください。

私はそう思っているので、よろしくお願いしま

す。

以上で一般質問を終わります。（拍手）

三浦副議長 以上で吉竹悟君の質問及び答弁は

終わりました。

暫時休憩します。

午前１１時４７分 休憩

―――――→…←―――――

午後１時 再開

御手洗議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問及び質疑を続けます。荒金信生君。

〔荒金議員登壇〕（拍手）

荒金議員 議席番号４０番、しんせい大樹会、

荒金信生です。一般質問に入るので、よろしく

お願いします。

新型コロナウイルスの感染が確認されてから

３年目になりました。変異するウイルスに対応

し乗り越えていく日々が続いています。２年に

も及ぶコロナ禍は、社会活動をリモートなどの

非接触型に変化させました。

そこで重要となるのがデジタル技術であり、

世界における我が国のデジタル化の遅れが露呈

したことで、官民を挙げてＤＸの流れを加速さ

せようとしています。

本県では、職員に対する研修など、県庁にお

ける行政のＤＸに向けた取組が行われたと伺っ

ています。また、コロナ対策で実施した時短要

請協力金や応援金、事業継続支援金など、事業

者への給付事業にあたっては、スマートフォン

での申請を前提としたシステムを構築し、迅速

な給付を実現しました。これはＤＸを早速実践

に移したよい事例です。

今後は行政に加え、民間企業、産業のＤＸを

進めていくことも求められます。産業のＤＸに

ついては、国でも様々な角度から議論がされて

いますが、ＤＸのゴールにおける企業の姿につ

いて、端的に申せば、企業の内部はもちろん、

顧客、取引先とのやり取りは全てデジタルとな

り、そこから得られるデータを活用して、提供

するサービスが瞬時に変化していくような状態

になることと理解しています。そうした姿を実

現するためには、デジタル技術を活用する側の

企業が変わるだけでなく、ＩＴシステムを供給

する企業が、これまでの受託型ビジネスから脱

却し、利用する企業と協働してアイデアを具体

化していくことが必要との指摘がなされていま

す。

他方で、足下の県内企業を見たとき、多くは

業務管理システムの利用やインターネット通販

サイトの開設など、個別の業務やサービス提供

でのＩＴ技術の活用にとどまっているものと考

えています。そこからＤＸへ進めるのは決して

容易ではなく、取組にあたってはさらなる工夫

が求められるものと考えます。

そうした中、県では、昨年よりＤＸ推進本部

会議を設置し、今後の戦略について議論を重ね

てきています。行政のＤＸをこれからどう進化

させていくのか、さらには高いハードルが待ち

構えている産業のＤＸをどのように進めていく

のか、ＤＸ推進戦略の内容について、知事の考

えを含め聞かせてください。

〔荒金議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

御手洗議長 ただいまの荒金信生議員の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 荒金信生議員から、ＤＸの推進戦略

について御質問いただきました。

暮らしや産業活動、行政の現場など、日常の

様々な場面において、デジタル化の波が急速に

押し寄せています。こうした中、県では、県政

のあらゆる分野でＤＸを推進するため、ＤＸ推

進戦略を策定しました。

ＤＸで大事なことは、県民目線で将来のビジ
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ョンをデザイン思考で描くことです。例えば、

電子申請の目的は、やり方の改革や事務の効率

化ではありません。受け手の県民が求めるもの

は何かという視点から、いつでもどこでもスマ

ホ等で手続が完結することです。同じように、

各部局と県民目線で考え、デザイン思考で議論

を重ね、暮らし、産業、行政、推進基盤の四つ

を柱とする戦略をまとめたところです。ビジョ

ンの実現に向けて、当初予算に１２７事業、４

１億円をＤＸ関連事業として提案しています。

これからＤＸ推進戦略をより高いレベルで着

実に実践することが重要です。

まず、行政ＤＸについては、県自らがＤＸに

強い体制へと進化する必要があります。県職員

の学び直しを民間企業と連携して行い、デザイ

ン思考を学ぶ研修は延べ１００を超える職場で

約１，１００人、オンラインのデジタル研修は

約３，２００人が既に受講したところです。加

えて、各部局の若手職員による事例研究や、こ

れから本格的に導入するデジタルマーケティン

グのワーキンググループなど、ＤＸの実践に向

けた体制づくりや人材育成も進めています。

また、ＤＸ推進には、専門家の力も必要です。

県が目指すビジョンに共感する外部人材の専門

的知見も取り入れて、デジタルマーケティング

をはじめ、各部局の事業を強力に推し進めると

ともに、ＤＸに強い組織、職員を育てて、ＤＸ

先進県を目指します。

次に、産業ＤＸについては、民間のＤＸを支

援し、産業の活力を創造していきます。

まず、人づくりです。企業向けにＡＩやビッ

グデータなどを活用できるデジタル人材を育成

します。また、小中学生向けプログラミング教

育の充実、宇宙を題材としたＳＴＥＡＭ教育の

推進など、未来に向けた人材の裾野も広げてい

きます。

ＤＸの推進は、専門的知見を有するデジタル

企業と一緒に取り組む体制づくりも必要です。

パートナーシップの形成により、個別システム

の効率化にとどまらない新たな価値を創造する

好事例をつくっていきます。

誰一人取り残さない取組も重要です。経営指

導員のデジタルスキルの向上など、中小企業が

身近にＤＸを相談できる環境を整備します。ま

た、商工団体と連携し、成功事例を様々な業界

や地域に波及させていきます。

「ＤＸで笑顔あふれる未来を創る」が戦略の

ビジョンです。その実現に向けて、県民中心の

ＤＸを進めていきます。

御手洗議長 荒金信生君。

荒金議員 デジタルの時代には、私も周りに助

けられながらインスタグラムを始めました。毎

日投稿しているので、ぜひ見てください。

次に、インバウンドについて質問します。

国においては、観光を地方創生の切り札、我

が国の成長戦略の柱として位置付け、オリンピ

ック・パラリンピックの開催が予定された２０

２０年には、海外からの観光客を４千万人とす

る目標を掲げていました。本県観光にとっても

インバウンドは大きな柱であり、２０１８年の

外国人延べ宿泊者数は１４４万人と過去最高と

なりました。２０１９年には、ラグビーワール

ドカップの本県開催を契機に、なじみの薄かっ

た欧米・大洋州へも展開するなど、順調に成長

してきました。しかし、やはり新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、大きな打撃を受けま

した。

一方、世界ではワクチンの普及や検査の徹底

等により、観光客の受入れを再開する国も出て

きました。日本では実施は見送られたものの、

昨年末に海外からの団体旅行客の受入再開に向

け、観光庁によるモニターツアーが全国で予定

されるなど、インバウンド再開に向けた希望も

見えるようになりました。

大分空港が宇宙港になることやホーバークラ

フト復活への道のりは、コロナ後を見据えた観

光振興の取組と理解していますが、本県観光に

とって、インバウンドの復活は絶対に必要であ

ると考えます。コロナ禍においてどのような取

組を進めてきたのか、また今後、観光目的の入

国が再開された後、外国人観光客を早期に呼び

戻すためにどのような取組を考えているのか、

観光局長に尋ねます。

御手洗議長 秋月観光局長。
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秋月観光局長 令和２年からの入国制限による

外国人宿泊客数の大幅な減少は、本県の観光事

業者にとって大きな打撃となりました。

県では直ちに、観光情報発信チャンネル沸騰

大分の開設や４０回を超えるオンライン商談会

の開催など、往来できずとも本県の魅力発信を

強化してきました。その結果、大分ファンとな

る約１５万人のチャンネル登録者を獲得したほ

か、現地旅行会社やメディア等との関係強化を

図ることができました。来るべき観光目的の入

国再開に向けては、こうした成果を実際の来県

につなげる取組が必要です。

まずは、コロナ禍で変化した各国・地域の旅

行ニーズに応じた誘客戦略を新たに構築してい

きます。宇宙港やホーバークラフト、東アジア

文化都市２０２２など、大分ならではの強力な

コンテンツも活用していきます。また、関係を

築き上げてきた旅行会社等を対象にモニターツ

アーを実施し、旅行商品の造成を促進していき

ます。

さらに、デジタルマーケティングで学んだＳ

ＮＳの効果的な運用スキルを生かし、世界との

懸け橋である県内留学生と連携するなど、情報

発信も強化していきます。

先日、ポストコロナを見据えて欧米豪をター

ゲットとした広域観光協定を別府市と高千穂町

などが結びましたが、こうした地域から生まれ

る機運もインバウンドの復活に結び付けていき

ます。

御手洗議長 荒金信生君。

荒金議員 ありがとうございました。コロナ禍

は地元別府の観光にも大きな影を落としていま

す。先が見えない今だからこそ、夢のある希望

の光となる取組をお願いします。

次に、水産物の販売戦略について伺います。

本県では豊かな海の恵みを生かした水産業も

盛んです。令和元年の本県の海面漁業生産額は

４０６億円で、そのうち養殖業が６９％、漁船

漁業が３１％を占めています。

養殖業は、生産者の努力により近年ではカキ、

ブリ、ウニ、マグロなど新たなブランドが生ま

れるなど、生産額は緩やかな増加傾向となって

いますが、一方では、燃油の高騰により生産コ

ストの増大や、昨年はブリ養殖において、モジ

ャコの不漁が発生するなど、越えなければなら

ないハードルも多くあります。

また、漁船漁業では関あじ、関さばなど、本

県はいち早くブランド化に成功したものの、資

源量の減少等により生産額は１０年前の６８％

まで減少しています。漁業者による藻場の増殖

や、ハモを加工することで単価の底上げを図る

など、生産額増加への取組も行われているが厳

しい状況が続いています。

この状況に輪をかけたのがコロナ禍です。大

都市圏での緊急事態宣言に伴い、飲食店が時短

営業や休業し、本県の強みである高級魚介類を

中心に需要が減少した結果、生産活動を控えざ

るを得なくなった漁業者もいると聞いています。

その一方、全国豊かな海づくり大会の開催の

決定という明るい話題もあります。本大会につ

いては、さきの議会で知事から水産業の発展に

つながるようしっかり準備するとの力強い答弁

がありました。大会の成功はもちろんのこと、

水産業の発展につながることも大事な目的です。

私は、本県水産業発展の鍵は流通販売の強化

にあると聞いています。全国から注目が集まる

大会開催のタイミングを見据えて、本県水産物

の販売力の強化を着実に進めていかなければな

りません。加えて現在は、コロナ禍による巣籠

もり消費を機に水産物への関心が高まっている

と聞きます。

そこで、県内外で関心が高まるこの機を逃さ

ず、どのような戦略を基に本県水産物の販売力

の強化を図っていこうとしているのか、知事に

伺います。

御手洗議長 広瀬知事。

広瀬知事 県内水産物の販売戦略について御質

問いただきました。

水産物の販売には、アンテナを高くして、そ

の時々の消費者ニーズを的確に捉え、販路を切

り開いていくことが求められます。

コロナ禍では、外食利用者の激減により高級

魚の販売量や単価が低迷する一方で、巣籠もり

需要による家庭内消費が増加しました。
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今後はコロナ禍の経験を生かしながら、コロ

ナ後の需要拡大も見据えた戦略を立てることが

重要であり、販路拡大と消費拡大の２本柱で取

り組んでいきます。

一つ目の販路拡大では、コロナ禍においても

堅調な販売を続ける関東圏の大手量販店３社を

おおいたの魚パートナーシップ量販店として認

定しました。量販店販売では、コロナの中でも

大分を応援するフェアが開催され、県産魚の認

知度向上と定番化により養殖ブリの取扱量が増

加しており、今後とも連携を強化していきます。

また、コロナ後の外食需要の回復をいち早く

見据え、来年度から飲食チェーン店をパートナ

ーシップ店として認定する制度を創設し、県外

販路のさらなる拡大を図ります。量販店に続い

て、飲食チェーン店をパートナーとして運営し

ていきます。

さらに、魚の購入形態が変化する中、産地加

工の重要性が増大しています。活魚販売が主流

であったハモでは、新たに骨切り加工場を整備

し、量販店や飲食店への売り込みを強化しまし

た。大変好評で、令和３年の県漁協取扱量は、

コロナ禍で落ち込んだ前年の２倍となり、今後

もさらに売り込んでいきます。

輸出においても主要品目の養殖ブリでは、こ

れまでの生鮮フィレに加えて、冷凍切り身等の

ニーズに対応する高次加工施設を新たに整備す

るとともに、米国等での商談、量販店でのフェ

アを開催しマーケットの開拓に努めます。

二つ目は消費拡大です。大分市の１世帯当た

り生鮮魚介類の令和元年購入額は、１０年前の

６８％まで減少しましたが、令和２年は巣籠も

り需要で前年から２５％増加しました。

毎月第４金曜日の県産魚の日では、今年度か

ら始めた旬の魚のフェアや漁業者自身のＰＲ等

により、県漁協直営店の集客や売上増加ととも

に、魅力発信につながりました。来年度は、さ

らなる消費拡大に向けた対面販売の強化に取り

組みます。水産物販売の第一線を担う県内量販

店等の販売員を対象に、県産魚の魅力を消費者

へ分かりやすく伝えるための講座を開設します。

また、著名な料理人によるメニュー開発や、そ

の料理動画をユーチューブ等のＳＮＳで情報発

信します。

このような取組を着実に進めるとともに、全

国豊かな海づくり大会に向けた様々な行事もＰ

Ｒの場として大いに活用しながら、県産魚の販

路拡大と消費拡大を進めていきます。

御手洗議長 荒金信生君。

荒金議員 ありがとうございました。地元別府

はもちろん、佐伯で水産業をしている知り合い

も、コロナ禍で厳しいながら懸命に頑張ってい

ます。水産業に活力が戻れば大分県の活力にも

なると信じているので、ぜひよろしくお願いし

ます。

次に、大分県立病院について伺います。

大分県立病院は平成４年８月に現在の場所に

新築移転して、間もなく３０年が経過します。

この間、総合周産期母子医療センターや救命救

急センター、循環器センターを開設するなど高

度、専門医療が充実してきました。加えて、基

幹災害拠点病院や第一種感染症指定医療機関の

指定、さらには精神医療センターを開設し、新

たな政策医療を担うなど、着実に医療機能の充

実に取り組み、我々県民の安全、安心を医療面

で支えていただいています。

他方で、経営の面では、平成１８年度の地方

公営企業法の全部適用への移行を機に、職員が

一丸となって病院改革した結果、単年度収支の

黒字化を達成、以来、黒字基調を継続し、安定

した病院運営を続けています。

以上のように取組が評価された結果と思われ

ますが、地域医療の確保に重要な役割を果たし、

過去５年以上連続して経営の健全性が確保され

ている病院に与えられる自治体立優良病院総務

大臣表彰を昨年９月に受賞したことは、大変喜

ばしい限りです。

さて、発生から２年が経過した新型コロナウ

イルス感染症への対応では、県内の医療機関の

中心的な役割を担い、今日に至るまで多くの県

民の命を守ってきました。職員の皆さんの献身

的な努力には心より敬意を表します。今回のコ

ロナの経験を踏まえ、新たな感染症へのさらな

る備えを検討しておくことが不可欠であると考
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えます。

また、医療技術の進歩は目覚ましく、がん遺

伝子情報を活用したゲノム治療や内視鏡手術を

発展させたロボット手術など、さらに高度な医

療が診療現場で普及しつつあります。県民医療

の基幹病院である県立病院には、このような高

度な医療にも着実に取り組んでもらいたいと大

いに期待しています。県民の期待に引き続き応

えるため、県立病院の今後の運営について、病

院局長の考えを伺います。

御手洗議長 井上病院局長。

井上病院局長 大分県立病院の今後の運営方針

についてお答えします。

これまで多くの新型コロナウイルス感染症の

患者を受け入れた経験から、感染症拡大時にお

いても、感染症医療と通常の一般医療の両立を

図る必要性を痛感しています。

今後、新たな感染症に対応していくためにも、

平時から専門人材の育成を強化するほか、機動

的に人員配置が可能となる体制の構築に向けた

検討を深めていきます。

高度医療についても、今年度がんゲノム医療

連携病院の指定を受けたことで、詳細ながん遺

伝子検査の実施が可能となり、その情報を基に

一人一人の患者に適したがん医療を提供できる

体制づくりに着手しました。

さらに、ロボット手術などの高度医療の充実

を図ることにより、県民のニーズに応えるとと

もに、医師をはじめとする医療スタッフ全体の

モチベーションを高め、質の高い医療提供につ

なげていきます。

以上のような取組を進めるにあたっては、安

定した経営基盤が必須であることから、今後と

も健全な病院運営に努めます。

御手洗議長 荒金信生君。

荒金議員 ありがとうございます。県立病院の

しっかりとした運営方針を聞いて安心しました。

これからも患者に寄り添った医療を期待します。

次に、原子力災害対策について伺います。

死者、行方不明者が約２万人を超え、未曽有

の大災害となった東日本大震災から間もなく１

１年がたとうとしています。マグニチュード９

という国内での観測史上最大となる巨大地震は、

東日本全体に大きな痛手を与え、今なお復興作

業が続いています。

一方、今後３０年以内に７０％から８０％の

確率で発生すると予想されている南海トラフ地

震は、想定の最大規模となった場合、東日本大

震災より強いマグニチュード９．１となり、悪

条件が重なった場合、死者３２万人を超えると

も言われています。

そんな中、令和４年１月２４日に愛媛県の伊

方原子力発電所が通常運転を再開しました。エ

ネルギーの安定的な確保と脱炭素化などの対応

から、現実的には安全性を大前提として、原子

力発電にある程度頼らざるを得ないと考えてい

ます。

一方で、福島第一原子力発電所の事故以来、

万が一、伊方発電所の事故が発生した場合、本

県にどのような影響が及ぶのか心配している県

民も多くいます。今年１月、日向灘の地震では

県内で震度５強を観測しており、県民の不安は

さらに高まっているのではないでしょうか。

県では、これまで愛媛県から避難者受入訓練

や国との情報伝達訓練を愛媛県と共同で実施し

ているが、万が一、伊方発電所で事故が発生し

た場合の県の対応を防災局長に伺います。

御手洗議長 梶原防災局長。

梶原防災局長 伊方発電所は、地震や津波の影

響で電源や冷却機能の喪失を引き起こさないよ

う、原子力規制委員会の厳格な審査により安全

対策が講じられています。

県では、平常時から発電所で発生する全ての

異常な事象について、速やかな情報収集を行う

ため、愛媛県から直接連絡が入る体制を整えて

います。

本県に影響を及ぼすおそれがある場合には、

直ちに職員を派遣するとともに、その情報を市

町村等関係機関とも共有し、迅速な初動対応に

備えています。

原子力規制庁の試算では、避難を要する放射

性物質は本県に到達しないとされているが、想

定外に備えた対応は必要です。平常時から県内

５か所で放射線量の観測体制を取っていますが、
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万が一、事故の影響が及ぶと判断される場合に

は、観測体制を強化し、屋内待避等が必要とな

れば、あらゆる手段を使い、住民への迅速な伝

達を行います。

今後とも、県民の不安解消と混乱防止を図り、

安全、安心を守るため、的確かつ速やかな情報

収集、伝達に努めるとともに、必要な対策をし

っかりと講じていきます。

御手洗議長 荒金信生君。

荒金議員 ありがとうございます。原発での事

故は万が一にもあってはならないものですが、

もしものときのために、国や隣県とも協力し訓

練を続けることは大切だと思います。

次に、防災教育について伺います。

日本における近年の災害は、地震だけでなく

豪雨災害など、地球温暖化の影響と思われる甚

大な気象災害も多く発生しています。広い範囲

で水害、土砂災害を引き起こした平成３０年７

月豪雨、日田市などを襲った令和２年７月豪雨

など、数十年に一度と言われる大雨に毎年のよ

うに見舞われており、台風も年々勢力を増して

います。

このように災害のリスクは高まっており、地

球環境が変化する中、我々は災害と向き合って

いかなければなりません。とりわけ、子どもた

ちにとっては、将来にわたっての大きな課題だ

と言えます。かつてない災害に遭遇しようとも、

それにも耐え、生き抜いていかなければなりま

せん。

未来を担う子どもたちが、必要な防災力を身

につけるよう、防災教育をどのように行ってい

るのか、教育長に伺います。

御手洗議長 岡本教育長。

岡本教育長 防災教育においては、いかなる状

況下でも自らの命を守り抜き、主体的に行動す

る力を育成することや、危険を予測し回避する

能力を身に付けさせることが重要です。

学校では、防災訓練はもとより、気象現象、

地形と災害リスク、避難時の衣食住の確保など、

防災に関わる幅広い内容を各教科等で扱ってい

ます。こうした学習を学校全体で効果的に行う

ことや、防災における地域連携を進める教員を

防災教育コーディネーターとして各校で任命し

ており、研修等でさらに資質向上を図ります。

また、より実践的な防災教育や防災訓練を推

進するため、毎年度、モデル校を指定し、先進

的な取組を進めています。例えば、児童生徒が

主体となったフィールドワークによる安全マッ

プづくりや進行型の災害に備えるマイタイムラ

イン学習などに取り組んでおり、これらの実践

を研修や学校への出前講座等を通じ県下全体に

普及していきます。

このような取組を進めながら、自他の生命を

尊重するとともに、地域社会の安全活動に進ん

で参加、協力し、安全な社会づくりに貢献でき

る人材の育成を図っていきます。

御手洗議長 荒金信生君。

荒金議員 ありがとうございます。自分の身は

自分で守る意識がないと、とっさのときに行動

が取れないこともあります。子どもの頃からの

教育が重要なので、しっかりと防災教育をお願

いします。

次に、災害時に県民のよりどころとなる公共

施設について伺います。

公共施設の多くは、インフラ施設も含め、高

度経済成長期やバブル経済崩壊後の国の経済対

策に呼応し、昭和５０年代を中心に集中的に整

備されました。その中でも、県有建築物につい

て、大分県公共施設等総合管理指針の進捗状況

によると、令和２年度末現在、築３０年以上の

建築物が６０．２％であり、築２０年以上とな

ると８７．３％にも上ります。このように老朽

化が進むと、建て替えや改修には多額の予算が

必要となることから、更新時期が来ても更新で

きない、更新する代わりに必要な事業が実施で

きないといった事態に陥るおそれがあります。

そこで、県では全体の数の縮小や建物の長寿

命化、管理体制の一元化を基本方針として、財

政負担の軽減、平準化を図る取組を進めていま

す。

私の地元の別府総合庁舎は、約１万５千平方

メートルの敷地に、東部保健所と別府土木事務

所、別府県税事務所、別府教育事務所の四つの

庁舎からなり、２１棟もの建物が集まった施設
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となっています。耐震改修は行われていると思

うが、築年数が４０年を超えた建物もあり、建

て替え、または改修の時期が来ているのではと

考えます。

そこで、長寿命化対策を行うことも選択肢の

一つですが、約１万５千平方メートルの敷地の

中に２階建てや３階建ての建物が乱立している

現状は土地の利用という観点からも維持管理の

面からも有効な状況とは思えません。土地の有

効活用と維持管理する経費の削減を見越し建物

を集約するなど、県民が利用しやすい庁舎にす

ることで、災害時にも今以上の機能を発揮でき

ると考えるが、別府総合庁舎を含む県有建築物

の老朽化対策について、総務部長に伺います。

御手洗議長 和田総務部長。

和田総務部長 県有建築物の老朽化対策につい

てお答えします。

財政上の制約がある中で、今後大量の県有建

築物が更新時期を迎えることから、建物の長寿

命化対策を実施し、ライフサイクルコストを抑

制するとともに、施設総量そのものを縮小する

ことも必要であると考えています。

建物の長寿命化については、予防保全型維持

管理の実施など適切な管理により、財政負担の

軽減や平準化を図るようにしています。

施設総量の縮小では、建物の改修期において、

施設の利用状況等を踏まえ、集約化や廃止など

を検討するようにしています。

御質問の別府総合庁舎については、老朽化に

加え、エレベーターが設置されていないことや

庁舎が分散しているため、行き先が分かりづら

いなどの声をいただいています。２１棟の建物

全てを長寿命化しても、これらの課題を十分に

解消することは困難な上に、コスト面でも新庁

舎を建設したほうが財政負担を軽減でき、施設

の機能向上も図られるため、建て替える方向で

準備を進めています。

今後とも、施設の状況に応じて様々な手法を

組み合わせながら、県有建築物の適切な老朽化

対策を進めていきます。

御手洗議長 荒金信生君。

荒金議員 ありがとうございました。別府総合

庁舎には、災害時に県民が一番頼りとする別府

土木事務所も入っているので、よろしくお願い

します。

以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

御手洗議長 以上で荒金信生君の質問及び答弁

は終わりました。今吉次郎君。

〔今吉議員登壇〕（拍手）

今吉議員 ５番、自由民主党、今吉次郎です。

今回、質問の機会をいただいた同派の先輩の

皆さんありがとうございました。大変感謝しま

す。新型コロナ感染症で、医療関係はじめ多く

の人々がパニックで大変です。また、ロシアの

問題等もあり外交も心配です。知事、県職員の

皆様も福澤諭吉の独立自尊を心に秘めて一緒に

頑張りましょう。

最近は人口減に歯止めがかかりません。国の

発表の２０２０年の国勢調査によると、経済活

動の担い手の生産年齢人口１５歳から６４歳は

７，５０８万人余りで、５年前の調査から２２

６万人の減少でした。私は６４を超えています

が、子づくりではなくて子育てを頑張っていま

すが、これからの日本の課題が多くて若い世代

の方は大変です。これからの社会は働き手等の

問題もあり、海外との交流がある多文化共生社

会にならざるを得ないと思います。

そこで、大分県の海外戦略について知事に伺

います。

新型コロナウイルス感染症が何よりもまず海

外との人の往来に大きな影響を与えていること

は言うまでもありません。インバウンド客の大

幅な減少はもちろんですが、留学生や技能実習

生をはじめ、県内を生活の場とする外国人の皆

さんもなかなか入国できない状況が続いていま

す。

出入国在留管理庁の在留外国人統計によれば、

県内の在留外国人の数は、平成２５年の９，８

６２人から令和２年には１万３，７３５人まで

増加して過去最高を記録しました。しかし、令

和３年には約千人減少し、１万２，６６５人と

なっています。

ただし、この減少は新型コロナウイルスによ
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る入国制限に伴う一時的なものですが、国もそ

ろそろ入国規制の解除に向かっています。状況

が改善し、入国制限が緩和された暁には、これ

まで以上に多くの外国人を本県にお迎えできる

のではないかと考えています。

特に、留学生については、立命館アジア太平

洋大学を中心に受入体制が充実しているのは本

県の強みです。こうした留学生を単に本県で学

ぶだけではなく、県内企業に就職し、定住して

もらえるような社会こそが正に多文化共生社会

だと思います。

また、産業分野では東九州メディカルバレー

構想に基づき、タイ王国において県内企業が医

療関係機器の展開開始に向けて動き出すなど事

例が生じており、世界的に品薄の半導体などの

分野においても優位性のある県内企業のグロー

バル展開を後押しすることも必要です。

本県では、平成２３年に大分県海外戦略を策

定し、農林水産物等の輸出促進、インバウンド

の推進、文化、スポーツ等を通じた国際交流、

グローバル人材の育成などの様々な分野で果敢

に海外に打って出たことにより、一定の成果を

上げてきたと認識しています。

コロナ禍の影響が残っていても、ウィズコロ

ナの考え方の下で、県民のグローバルな思考を

止めることなく、外国人の留学や就労環境の改

善と民間事業者が海外展開しやすいような支援

を進め、世界に選ばれる大分県を実現させるこ

とが重要です。

そこで、来年度から３年間の国際関連施策の

羅針盤となる第４期大分県海外戦略ではどのよ

うな取組を行っていくのか、知事に伺います。

あとは対面席でよろしくお願いします。

〔今吉議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

御手洗議長 ただいまの今吉次郎君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 今吉次郎議員から大分県の海外戦略

について御質問いただきました。

新型コロナウイルスの世界的流行に全国を挙

げて対応している矢先でしたが、隙間をつくよ

うに今度はロシアがウクライナへの侵略といっ

たようなことで、正に内外の情勢は予断を許さ

ない状況が続いています。

一方で、今年１月には新たな自由貿易の枠組

みとしてＲＣＥＰが発効するなど、社会、経済

のグローバル化は歩みを止めることなく進んで

います。

こうした時代の潮流を踏まえ、次期海外戦略

では海外の成長を取り込み、共に発展するとい

う基本理念の基に主に三つの柱で取組を進めま

す。第一は、海外の活力を取り込むものです。

国内市場の縮小が懸念される中、海外のマーケ

ットや人材、先端技術といった活力を取り込ん

でいくことはこれまで以上に重要となります。

企業の海外進出や県産品輸出、あるいはイン

バウンドについてオンラインでの商談や越境Ｅ

Ｃ、デジタルマーケティングなど、コロナ禍で

急速に拡大してきた手法も活用しながら、一層

の市場開拓を図っていきます。

また、本県の大きな強みである留学生につい

ては、３月に水際対策が緩和されたことにより、

再び来県が活発になることが期待されます。就

職に向けた日本語講座の開催や、採用に関心を

持つ企業の開拓等に加え、新たにインターンシ

ップを活用し、企業とのマッチングを強化する

など、県内定着を促進します。

日々進化を続ける先端技術の取り込みも重要

です。今後、大いに成長が見込める宇宙産業で

は世界の関連企業と連携し、アジアにおける宇

宙ビジネスの中核拠点となることを目指します。

こうして海外の活力を取り込みながら、第二

は、多文化共生の推進です。

外国人材への期待の高まりを受け、今回、新

たな柱として加えた技術実習生等についても入

国が再開され、これから人材獲得競争の激化が

予想されます。本県が選ばれ、地域の一員とし

て安心して活躍してもらうため、外国人総合相

談センターでの対応、言語の拡充など、支援体

制の充実を図っていきます。

あわせて、市町村や企業が運営する日本語教

室の設置支援やボランティアの育成など、外国

人がより一層地域へ溶け込めるよう支援します。

第三は、国際交流の推進です。
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ラグビーワールドカップ２０１９での代表チ

ーム来県が契機となり、今月１日でしたが、英

国、ウェールズ政府との間で友好と相互協力に

関する覚書を締結しました。こうした覚書も活

用しながら、芸術文化やスポーツ、教育、観光

など様々な分野で国や地域との交流を深めてい

きたいと考えています。

また、東アジア文化都市、ツール・ド・九州

など、今後予定されている国際イベントについ

ても一過性のものにすることなく、さらなる交

流促進につなげていきます。

変化の激しい国際情勢を注視しつつ、新たな

戦略に基づく取組を着実に推進し、海外に開か

れた飛躍する大分県づくりを目指していきます。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 答弁ありがとうございました。

大分県は外国人相談センターを九州でも一番

早く作ったぐらいですし、宇宙港も含め、いろ

いろな分野で、ますます多文化も進みます。ぜ

ひとも気合を入れて頑張ってほしいと思います

し、また、今知事が言われた中で、多文化が進

めば進むほど外国人との交流が大事だと思いま

す。

以前も外国人との共生社会の実現について質

問しましたが、御承知だと思いますが、中津市

は約千人を超える外国人技能実習生が存在し、

県内でも多い状況です。その中で中津市の今津、

犬丸地区自治会は地域の人々や子どもたち、そ

して、技能実習生の外国の方々と交流をコロナ

禍でも行っています。コロナ禍で大変なので、

技術実習生にお米を配ったり、一緒にインドネ

シアやベトナムの料理教室をしたりと心の触れ

合いがある活動をしています。こうしたことは

技能実習生に限る必要はありません。各市町村

とも国際交流をしていますが、地域住民と交流

を重ねて活動することが大事であり、毎年継続

することが肝腎です。

別府の立命館アジア太平洋大学では、こうし

た活動が行われていると思いますが、県内他地

域でも、こうした正に草の根的な地域住民との

交流を広げてほしいと思います。

知事答弁がありましたが、これからの世界は

多文化共生社会です。その中で一番必要なこと

は、日本の未来を背負っていく子どもたちが少

しでも外国の方々と触れ合いながら成長してい

くことだと考えます。外国の方々を単なる働き

手と見るのではなく、地域住民として積極的に

受け入れることがいろいろな意味で地域活性化

になるでしょうし、県内の子どもたちの身近な

ところに様々な国の人々との交流があり、彼ら

と触れ合った記憶が残ったまま成長してもらう

ことが世界の中の日本の将来につながると思い

ます。

国際政策課の資料等も拝見しましたが、国際

交流の企画、活動行動は大変多く、すごいこと

は理解しています。外国人とのコミュニケーシ

ョン拡大事業も県内各地で実施していますが、

この中でもさきほど紹介した中津市今津、犬丸

地区のような触れ合い活動は県内では例がない

と思います。

どこかの国の大使と知事の会談や領事と市長、

あるいは訪問団との交流ではなく、日々の日常

から生じる交流が本当の国際感覚を身につける

ことにつながるのではないかと思います。

宮城県では、外国人技能実習生と地域住民と

のつながりづくりの活動を何年か前から実施し

ているそうです。コロナ禍においても、こうし

た日常的な国際交流をぜひ推進し、未来の大分

県を担う子どもたちの国際感覚を養っていくた

めにも、中津市の今津、犬丸地区での触れ合い

交流活動等を県内他地域でも同様な取組を進め

てほしいと思います。企画振興部長の見解を伺

います。

御手洗議長 大塚企画振興部長。

大塚企画振興部長 地域に住む外国人との交流

についてお答えします。

多文化共生を進めるにあたっては、日本人住

民と外国人住民との円滑なコミュニケーション

づくりが第一歩となります。そのため、県では

県内各地の日本語教育の充実を図っており、日

本語教室の開設、運営支援や日本語講師のスキ

ルアップ研修などを行っています。

また、中津市の犬丸地区自治会をはじめ、県

内各地においてもサッカーやグラウンドゴルフ
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等を通じたスポーツ交流、外国人を講師とした

料理や語学教室など様々な活動が行われていま

す。

中でも、佐伯市のよのうづ国際交流の会では、

技能実習生にお祭りや防災訓練等に参加しても

らうことに加え、地元の小中学校で交流授業を

実施するなど、子どもとの触れ合いの場をつく

っています。県では来年度、県内の国際交流団

体をネットワーク化し、犬丸地区自治会をはじ

めとした優良事例を共有しながら地域での交流

を活性化していきたいと考えています。

こうした取組を通じ交流を盛んにし、子ども

の国際感覚の養成にもつなげていきます。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 どうもありがとうございました。

私も国際政策課の活動記録を見て、あまりそ

れは載っていなかったですね。だから、本当に

触れ合いができるようなことをどんどん進めて

ほしいと思うので、よろしくお願いします。

では、次は発達障がい児などの子どもたちへ

の支援についてです。

発達障がいについて、特別支援学級もありま

すが、児童生徒の在籍クラスは通常の学級で必

要な時間だけを支援教室で学ぶ時間が確保され

ていく、それを通級指導教室といいます。

平成２８年４月に障害者差別解消法が施行さ

れるとともに、各地方で条例が制定されていま

す。本県でも、障がいのある人もない人も心豊

かに暮らせる大分県づくり条例も制定され、障

がいのある方への合理的な配慮がより一層求め

られることになります。

障がいについては、様々な態様がありますが、

今回は特に小中学校における発達障がい児に対

する合理的な配慮に注目して質問します。

小中学校における発達障がい児への合理的配

慮を行う仕組みとしては、学校教育法施行規則

第１４０条で認められている通級指導教室があ

ります。県教育委員会の統計によれば、通級指

導教室は５９室と１０年前の平成２３年と比べ

２３教室の増となっています。この要因として

は、発達障がいの児童生徒が多くなってきたこ

ともあり、さらに掘り下げると、平成１７年発

達障害者支援法の施行による発達障がいの認知

度が高まり、専門医などによる診療体制の確立

と保護者の認識の変化もあり、発達障がいと診

断される児童が多くなったことも一因と考えら

れます。

いずれにせよ、こうした発達障がいのある児

童生徒に適切な支援を行うには、通級指導教室

に関わる教職員の障がいの特性を理解した上で

指導力を発揮する必要があると思います。また、

そのための同教室を学校関係者、県及び市の教

育委員会、保護者等がしっかり支援できる体制

づくりが必要です。

こうした点を踏まえ、教育委員会としての通

級指導教室をどのように充実させていこうと考

えているのか、教育長に伺います。

御手洗議長 岡本教育長。

岡本教育長 小中学校の通常学級に在籍する発

達障がいや弱視、難聴など、特別な支援が必要

な子どもへの合理的配慮の充実のため、個別の

指導計画の作成、活用とともに、教育環境の整

備を進めています。

通級指導教室においては、発達障がいの子ど

もに対して他者とのコミュニケーションや自身

の感情の抑制など、困りに応じた専門的な指導

を行っていますが、各担当教員のスキルを一層

上げる必要があると考えています。

そのため来年度、モデル校を４校に個別の指

導計画推進教員等を派遣し、子どもの特性理解、

適切な教材や教具の貸し出しなどにより指導力

の向上を図りたいと考えています。

モデル校で実践した好事例については、事例

集を作成し、横展開も図りたいと考えています。

このほか、こうした子どもの対応には、通級

指導教室の設置等を行う市町村教育委員会の理

解が欠かせないことから、特別支援教育連絡協

議会などを通じて連携を深め、学びの充実を図

りたいと考えています。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 ありがとうございました。

ただ、一番大事なことは、いろいろやります

が、そういう子どもが減るということを目標に

頑張ってほしいと思います。
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次は要望ですが、福祉保健部の所轄になると

思いますが、発達障がい児も３歳から５歳ぐら

いから多くなってきているそうです。小学校に

行く前に保育所でも発達障がい児の障がいの状

況を把握し、対応しないといけないようになっ

てきました。発達障がいを持つ児童等に対して

適切な対応がなされない場合は２次障がいで非

行や問題行動に走るケースもあるそうです。大

分県豊後大野市の施設では率先して対応してい

るそうですが、そういう施設としっかりと連携

し、保育所や幼稚園等も場合によっては支援を

お願いしたいと思いますが、ぜひとも検討して

ください。

御手洗議長 岡本教育長。

岡本教育長 ただいま議員から要望いただきま

した。確かに保育所、あるいは認定こども園と

いうのは福祉保健部の所轄になっていますが、

そういった子どもたちに対する支援、教育委員

会でもう既に行っているので紹介します。

保育所、幼稚園、認定こども園などで支援を

必要とする子どもに対しては、県内各地域にあ

る支援学校が拠点となって既に支援を行ってい

ます。

具体的には、学校から教員を派遣しての巡回

相談であるとか、支援学校に来ていただいての

来校相談といったものなどを実施しています。

このほか、年２回ですが、専門の医師、言語

聴覚士等で構成する専門家チームによる相談会

を開催し、子どもの指導方法とか、校内体制へ

の助言を行っています。昨年度の実績として巡

回相談が４９２件、学校に来てもらっての来校

相談が１２２件、専門家チームの相談会３０件

という実態があります。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 ぜひともそういう子どもが減るよう

にまたいろいろとよろしくお願いします。

では、次は不登校対策です。

昨今、８０５０問題という大人のひきこもり

が問題になっています。不登校になる原因の一

つとして、このひきこもりが考えられます。

一方で、教育機会確保法の施行にあわせ、必

ずしも物理的に学校に来ることができなくなっ

ても、一定の条件下で出席扱いにしたり、ＩＴ

技術を使った参加も進んできており、子どもに

寄り添った対応が可能となってきています。ひ

きこもりを成人するまでに持ち直してもらうた

めにはやはり社会に参加してもらうこと、社会

的に自立することが重要です。フリースクール

ももちろんですが、学校についても居場所の一

つとして、そこに参加してもらうこともまた選

択肢の一つとして考えるべきものではないかと

思います。

一つ事例を紹介すると、広島県教育委員会で

は、３年ぐらい前から県内のいくつかの小学校

にスペシャルサポートルーム、ＳＳＲを設置し、

子どものペースに合わせて未来を見据え、子ど

もたちが社会で自立できるような活動を行って

います。例えば、折り紙に興味のある児童の作

品を相談室に飾り、作品の顕彰を行いながらク

ラブ活動に参加させ、学校活動に参加させると

いったことを実践していると伺いました。自己

肯定感や有用感を学校という社会に持ってもら

うことで出席へとつながった事例であると思い

ます。

さらに、こうした小学校、中学校の取組に県

教育委員会の指導主事が出向き、学習計画の作

成にも連携して取り組んでいると伺いました。

本県においても、教育センターにおいても不

登校への対応を実践していると思いますが、こ

うした広島県教育委員会の小中学校との連携な

どのように現場を中心とした不登校対策を実施

していただきたいと思います。今後の不登校対

策について教育長に伺います。

御手洗議長 岡本教育長。

岡本教育長 不登校の児童生徒の学校内での居

場所づくりを充実するため、今年度から新たに

教員ＯＢなどを登校支援員として中学校１４校

に配置したところです。この登校支援員は教室

以外の別室で過ごす児童生徒を教員と連携し、

きめ細かな支援を行う役割を担ってもらってい

ます。

支援員の配置校では学習支援のほか、野菜作

りや手芸といった興味や関心のある活動を行う

ことで意欲や自信を持たせたり、少人数での話
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し合い活動により、コミュニケーション力を高

める取組などが行われています。

生徒からは安心できる空間でうれしい、教室

でも頑張ろうという気になったなど、肯定的な

意見が上がっています。

こうした支援などにより、配置校全体で約９

０人の生徒が不登校から別室登校でき、約４０

人が別室から教室に戻るなど、成果が現れてい

ます。

来年度に向けては不登校対策の手だてとして

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーの配置時間を増やしたいと考えており、

登校支援員とこれら専門スタッフの連携強化な

どにより、不登校児童生徒の支援の充実を図っ

ていきたいと考えています。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 一部成果は上がって減ってきている

ということですね。私も地域おこしで和傘工房

をやっていますが、一昨年か、市内小学生の発

達障がいの子どもに和傘あんどんを作らせてあ

げました。そうすると目も顔も変わりますが、

そのできたものを子どもたちに持っていって家

に飾るようにして、そういう活動もやっている

ので、ぜひとも障がい者アートのああいうこと

も踏まえてやってほしいと思います。

では、次は空き家対策について質問します。

５年ごとに行われている総務省の住宅の統計

ですが、最新の平成３０年の調査によると、大

分県内の住宅約５８万戸のうち９万７千戸が空

き家で住宅総数に占める割合は１６．８％とな

っています。そのうち賃貸用の住宅や別荘を除

いた空き家は約４万８千戸で割合は８．４％と

なっており、平成２５年の調査と比較すると、

戸数にして約５千戸、率にして０．６ポイント

増加しています。

このような中、県は市町村とともに平成２４

年から空き家対策検討会を設け、流通可能な空

き家の活用促進などに一体となって取り組んで

います。

また、平成２７年に施行された空家等対策の

推進に関する特別措置法において、市町村での

策定が定められている空き家対策計画について

も、県が積極的に支援することで、平成３０年

までに全ての市町村で策定が完了しています。

これは全国２番目の早さで、本県の空き家対策

に対する真剣さを物語るものだと思います。

現在、これらの計画に基づき、空き家バンク

の設置や移住者向けの補助など、空き家利活用

の促進に加え、倒壊のおそれがある危険空き家

の除却支援等の取組が行われていますが、国の

統計にも表れているように、今一つ、空き家増

加の抑制につながっていないのではないかと懸

念しています。管理されていない空き家が増え

ることで倒壊のおそれや、ごみの不法投棄、空

き巣などの犯罪など、地域によっては様々な問

題を引き起こすことが危惧されています。

さらに、これらの問題が地域の魅力低下の一

因となり、移住定住の促進や地域コミュニティ

ーの維持等に少なからずマイナス効果をもたら

すことも考えられます。それより踏み込んだ対

策が必要ではないかと考えます。

そこで、空き家問題に対処するにあたり、県

の現状認識と今後の取組について知事に伺いま

す。

御手洗議長 広瀬知事。

広瀬知事 空き家対策について御質問いただき

ました。

空き家を放置することは衛生の問題や防災性、

あるいは防犯性の低下を引き起こしたり、また

景観の悪化等の問題も出てくるので、所有者等

に適正管理を働きかけるとともに利活用を促進

し、老朽空き家の除却に取り組むことは非常に

大事になってきました。

これまで県は市町村と連携し、移住者向け空

き家改修費等の助成や、ワンストップ相談窓口

の設置、地域の活動拠点としての活用など様々

な取組を行ってきました。

しかしながら、所有者の問題意識の低さや空

き家の解体、改修に多額の費用がかかることな

どから抜本的な解決に至っていないのが実情で

す。

そこで、県と市町村に加え、民間のノウハウ

を最大限に活用し、空き家対策の強化を図って

いきます。
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一つは、空き家がもたらす諸問題への所有者

の気付きです。自治会等に直接伺い、適正管理

を促すハンドブック等を用いて所有者の意識の

向上を図ります。

さらに、県外に住む所有者や相続人をターゲ

ットにしたＳＮＳ広告を行うなど、幅広い広報

により、専門相談窓口に所有者を導き、解決へ

の第一歩を踏み出します。

二つは、きめ細かな相談対応です。これまで

の電話やメールによる相談対応に加え、必要に

応じて空き家の現況確認や写真撮影など行い、

遠方に住む所有者に対してアドバイスをするな

ど、積極的な働きかけを行います。

また、空き家を求める移住者や県民を対象に

建築士や宅建士、行政職員などによるマッチン

グチームを県下６ブロックで編成し、希望する

物件の探索や取得に向けた所有者との交渉等を

サポートします。

三つは、空き家バンクへの登録と利活用の後

押しです。所有者が空き家バンクの登録をため

らう理由の一つが家財の処分に経費がかかるこ

とです。費用の一部を助成することで、空き家

バンクに魅力ある物件を増加させます。

また、地域活力づくり総合補助金に特別枠を

設け、空き家を使ったゲストハウスやカフェの

開設など、ビジネス展開を後押しすることで地

域ににぎわいをもたらす利活用を促します。

このような取組を実効性あるものとするため、

県と市町村、民間の専門家で構成する官民連携

空き家対策会議を設置し、市町村や地域ごとの

課題に対応した解決策の検討を行って実行して

いきます。

空き家の問題にしっかりと対応し、県民が安

心して暮らすことのでき、移住者からも選ばれ

る魅力ある地域づくりを推進していきたいと思

います。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 ありがとうございました。

ただ今回、空き家で一番問題があるのは、使

えるものはいいですが、要は問題がある空き家

が多いです。相続できていないとか、境界も確

定していないとか、倒壊しそうとか、そういう

問題がある空き家対策について何か法的な対応

がないかということで、我々の業界でも不動産

業ですから言われています。だから、そういう

形で問題の多い空き家を減らすこともぜひ考え

てほしいと思います。よろしくお願いします。

では、４番目は健康長寿のための口腔ケアの

推進についてです。

昨年１２月２０日に厚生労働省から発表され

た都道府県別令和元年時点の健康寿命の最新値

によれば本県の男性の健康寿命は７３．７２歳

で全国１位となりました。知事の大きな功績で

あり、県民にも誇らしいニュースだったと思い

ます。

健康寿命を延ばすには日々の運動や定期的な

健康管理も重要ですが、歯の健康を保つこと、

口腔ケアを図ることも重要です。口腔ケアにつ

いては、口腔の衛生環境維持が死亡率を下げ、

入院日数を減らす効果もあり、病院等での歯科

衛生士の雇用も進んでいます。

口腔はウイルスの主要な感染経路であり、新

型コロナウイルス感染症の重症化原因として細

菌等の重複感染が指摘されることから口腔機能

の管理は重要です。また、歯周病と何らかの因

果関係が考えられる病気が１００種類以上ある

と言われています。一方、我が国では口腔ケア

の意識はあまり高くありません。

本県では大分県歯と口腔の健康づくり推進条

例の中で行政も一体となって口腔の健康づくり

のために取り組むとしていますが、現段階の取

組はどうなっているでしょうか、福祉保健部長

の見解を伺います。

御手洗議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 健康寿命のための口腔ケア

の推進についてお答えします。

県内では、歯科医師会が病院と連携し、手術

や化学療法の前後に歯磨き指導や歯石の除去な

どの口腔ケアの普及を進めています。

こうした取組が肺炎などの術後合併症の予防

につながって平均在院日数の短縮に効果を上げ

ています。

また、県内各地で開催される地域ケア会議に

おいても、口腔ケアの専門家として歯科衛生士
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が出席し、介護予防の推進にも重要な役割を果

たしています。

そこで、県では、こうした介護予防に携わる

歯科衛生士のさらなる資質向上を図るため、大

分県歯科衛生士会に委託し、専門研修を毎年実

施しています。

市町村においても、広く住民に対し、地域の

健康教室、歯周病検診等の機会を通じて口腔ケ

アの普及も含めた８０２０運動に力を入れてい

ます。

こうした取組により、８０歳で２０本以上の

自分の歯を持つ方は直近の調査では５５．１％

と５年間で２０ポイント以上改善しました。

今後も市町村や関係機関と連携し、口腔ケア

の推進を図り、男女ともに健康寿命日本一の達

成につなげていきたいと思います。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 では、質問ですが、日本で歯科国家

試験第１号は誰か執行部は知っていますか、知

っている方。では、福祉保健部長なら分かるで

しょう、答えてください。

御手洗議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 実は先日、今吉議員に教え

ていただきましたが、我が郷土が誇る偉人の一

人で小幡英之助さんという中津市出身の方だと

思います。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 そうです。中津市出身の小幡英之助

が中津から出ているので、今回、やっぱり歯科

医師も医療と手を組むということで質問しまし

た。

これは最後、要望になりますが、口腔ケアに

は歯科医師と歯科衛生士が必要です。特に、歯

科衛生士について不足していると現場の声をよ

く耳にしますが、勤務労働条件や職場環境に原

因があるかもしれませんが、地域包括ケアシス

テムの推進にも口腔ケアには欠かせない人材で

す。いきなりデータがそろっていないですが、

全国的に不足している状況があります。本県も

同様ではないかと思います。

歯科衛生士の確保について動向を注視し、必

要となれば何らかの施策を検討していただきま

すようお願いします。

あわせて、在宅歯科医師の推進や障がいのあ

る方の歯科保健医療の推進など、歯科保健医療

対策を実施することで県民の健康寿命の延伸を

図り、質の高い生活を営むことができる社会の

実現を目指すため、大分県歯科医師会が運営し

ている大分県口腔保健センターのさらなる支援

もよろしくお願いします。

では、中津港についてです。

中津港の役割について、県の一番北にあり、

福岡県に隣接する中津市では、知事や県職員の

皆様のお陰で中津日田道路が整いつつあります。

まだ年数はかかりますが、東九州自動車道、中

九州横断道路、中津日田道路の連携で九州管内

や中国地方の各都市との所要時間の短縮が進む

と中津市も九州の東の玄関口として経済的に大

きな効果が上がると思います。

その中で、中津港の果たす役割が重要になっ

てくると思います。現状はダイハツ九州の工場

稼働により取扱貨物量も急増しているし、ウッ

ドショックもあり県産木材の輸出も増えていま

す。

平成１１年には国の重要港湾に指定され、そ

の後、県も九州の東の玄関口としての拠点づく

りに取り組んでいます。このまま広域交通ネッ

トワークが整備されれば、交通、観光、物流、

経済等の利便性が向上し、中津港の九州の東の

玄関口としての役割は高くなると考えます。

今後の中津港についてどのような役割を期待

し、整備を進めていくつもりなのか、土木建築

部長の見解を伺います。

御手洗議長 島津土木建築部長。

島津土木建築部長 県では、平成２９年３月に

策定した九州の東の玄関口としての拠点化戦略

において、中津港を県北地域の貨物の集積港と

位置付け、官民一体となって港の利用促進に取

り組んでいます。

近年、バイオマス発電用の木材チップなど、

新たな貨物も取り扱われるようになりました。

こうした貨物の増加にも対応するため、現在、

航路や泊地の浚渫のほか臨港道路の整備を進め

ています。
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中津港がその役割をさらに高めるためには、

県北地域のみならず九州北部地域を視野に入れ

た集荷エリアの拡大が必要です。そのため、広

域道路ネットワークとして中津日田道路の整備

を重点的に進めています。

令和５年度には田口インターチェンジから青

の洞門・羅漢寺インターチェンジ間の供用が予

定されており、中津港へのアクセスが向上しま

す。

今後も、港の競争力の強化につながる中津日

田道路の整備とあわせ、荷主開拓などのポート

セールスにより中津港への貨物の集積を進めな

がら、需要の拡大を見据えた岸壁や埠頭の整備

の在り方を検討していきます。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 今の部長の答弁でも、やはり道路網

が整備されてくると、かなり重要な位置になる

ことは分かります。ただ、それについて県とし

てはそういう思いがありますが、大分県と福岡

をまたぐようなエリアで集積してくるので、そ

ういうところについてもっと全力的に動くとい

うのは知事はどうでしょうか、そういう思いは

ないでしょうか。

御手洗議長 広瀬知事。

広瀬知事 時間はかかりましたが、やはり中津

日田道路ができてくると、これまで大分県内を

物流がずっと全体を回っていたところが、九州

北部の北九、中津、日田、福岡県辺りでひとつ

物の流れが出てくると。それから、もうちょっ

と東の流れとか物の流れが非常に複雑かつスム

ーズになっていくのではないかと思っています。

それだけまた九州の北部がにぎわってくること

にもなるのではないかなと思っています。

ちょうど国東が今度宇宙港ということでにぎ

やかになりますが、そっちと輸送力を分散して

非常によくなるのではないかと思っています。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 知事の心強い答弁ありがとうござい

ました。

そういう思いを持って、中津港へのフェリー

誘致について伺います。

地元中津市では、旅客定期航路等の誘致活動

を約２０年前から活動してきています。なかな

か難しいですが、ここ数年で今、知事が言われ

たように、道路網が整備され、また、大分、福

岡両県にとっても重要性が増してきている。中

津港は経済圏的には北九州から大分からも両方

で活用できると思います。

昨日の藤田議員の質問でしたが、県内のフェ

リーの収益が減って、いろいろ大変でハードル

も高いと思いますが、中津港へのフェリー誘致

についての企画振興部長の考えを伺います。

御手洗議長 大塚企画振興部長。

大塚企画振興部長 中津港へのフェリー誘致に

ついてお答えします。

一般的には新たなフェリー航路開設は県民の

利便性向上や誘客促進などに寄与すると考えて

います。

一方、航路開設にあたっては、まずは中津港

側のみならず、就航先にも収支が成り立つだけ

の安定した需要の確保が不可欠です。

その上で就航に必要な船舶、船員等を有する

運航事業者を確保できるかなど、現時点では高

いハードルがあると認識しています。

このため、まずはこれらの課題を整理しなが

ら、就航の実現可能性についてしっかりと地元

において議論を深めていくことが必要と考えま

す。

県としても、九州の東の玄関口としての拠点

化の着実な実現を目指し、フェリー航路の利用

促進などに取組、人、物の交流の拡大を図りま

す。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 部長の言うことも分かりますし、た

だ、知事の期待もあるようにやはり重要性がか

なり増しているので、収益性というのは今の時

代、特にみんな落ちていますね、そういうとこ

ろがフェリーにも。ただ、それは当然ハードル

が高いですが、最終的には福岡、大分をまたぐ

ようなところで、ぜひともまたいい知恵を出し

てほしいと思うので、よろしくお願いします。

では、知事も言いました宇宙港について一つ

関連ですが、工科短期大学での先端技術者養成

についてです。
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大分空港がアジア初の水平型宇宙港に選ばれ

て３年がたとうとしています。工科短期大学校

では高度な専門知識と技術、技能を兼ね備えた

即戦力となる技術者の育成を目的としており、

こうした先端技術で前向きに取り組んでほしい

と考えています。

昨年、第１回定例会において同校に情報処理

に重点を置いた学科の増設をと質問しましたが、

商工観光労働部長より、宇宙に限らずデジタル

化という流れもあり、県内企業から求められる

人材を前提に指導体制や他の養成施設、大学等

の状況も踏まえ判断していきたいとの答弁があ

りました。

宇宙港も世界的には大変な競争です。どんど

んチャレンジし、前向きに進めていく必要があ

ると思います。同校は開校より地元産業発展と

技術力向上のために多くの人材を輩出し、貢献

してきました。

２０２５年から大学入試共通テストに情報Ⅰ

という科目も採用されるそうです。情報Ⅰは、

高校等で実施されるプログラミング、データの

分析等を学ぶ科目で、全国の高校の授業では２

０２２年度から実施されているそうです。

対応できる教員が少ないということもあって、

時代に合った、時代の変化に対応していく人材

を育てることは大事だと思います。また、令和

４年度当初予算の説明の中でも、県は高校教育

課の次世代人材育成推進事業や、地域とつむぐ

技術人材育成事業等、先端科学技術分野で活躍

できる人材育成に、高校生に力を入れているの

で、ぜひとも工科短期大学にもチャレンジをさ

せてください。工科短大校長室に掲げられてい

る工科短大の目標の中に「時代の変化に対応す

る職見を持った人材の育成」等も記載されてい

ます。

時代の潮流に乗り遅れないように先端技術を

学ぶ体制を強化し、新しい時代へ挑戦していく

人材育成を図る必要があると考えます。商工観

光労働部長の見解を伺います。

御手洗議長 高濱商工観光労働部長。

高濱商工観光労働部長 工科短大での先端技術

者養成についてお答えします。

本県の産業を支える高度な専門的知識と技能

を備えた優秀な人材の育成は、工科短期大学校

の使命でもあり、これまでも先端技術を活用し、

社会課題の解決に挑戦する学生の育成に取り組

んできました。

一昨年のＲＴＫ測位、リアルタイムキネマテ

ィックスといいますが、その基準局設置に続き、

本年度は卒業研究の一環で宇佐産業科学高校と

連携しＩｏＴ技術を活用し、温室環境を遠隔で

監視するシステムを構築したりしています。

加えて今後は、デジタル技術やデータを活用

できる優秀な人材をどのように育成し、輩出す

るかが本県経済の持続的発展を考える上で重要

となってきています。

このため、本校では令和５年度から新たに電

気エネルギー制御科を設置し、ＩｏＴやビッグ

データ、ＡＩ等を活用した県内企業の新たな挑

戦にも対応できる次世代技術者の育成を目指す

こととしています。

引き続き、社会情勢の変化に応じてカリキュ

ラムの見直しや機器の整備等を行い、産業界の

期待に応える優秀な技術、技能人材の育成に取

り組んでいきたいと考えています。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 部長の答弁で、今度、工科短大も電

気何とか科というんですか、そういうのを新設

したというのはこの前聞きましたが、今、工科

短大も定員割れしています。だから、やっぱり

今の時代に合った情報という言葉を入れての科

でないと、情報が入っていないと受ける人が分

からないと思います。

だから、やっぱりその時代の中で、本当に今

ＤＸも進んで、どんどんデジタル化する中でい

うと情報的な言葉を入れた科として新設してほ

しいと思うので、よろしくお願いします。

では、工科短大の今後の在り方についてです。

今後の本県ものづくり人材の一層の充実を図

るため、４年制への移行など、工科短期大学校

の教育プログラムの拡充を検討してはどうかと

考えます。当然、専任教員の人材確保や研究業

績の向上等、壁が高いことはよく理解していま

す。同校は文科省の学校教育法上の第１条校で
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はないので、４年制になるためには専門職大学

として大学設置・学校法人審議会の設置審査に

通らなければなりません。

他県の事例ですが、静岡県の農林大学校が公

立の専門職大学校として、令和２年４月に同審

議会の許可を得て、静岡県立農林環境専門職大

学に生まれ変わりました。４年制です。時代の

流れに合わせてレベルアップすることが大事だ

と思います。

工科短期大学校のレベルを上げるため、４年

制大学への移行を検討してはどうかと思います。

これもなかなか文科省など、ハードルは高いで

すが、商工観光労働部長の見解を伺います。

御手洗議長 高濱商工観光労働部長。

高濱商工観光労働部長 工科短期大学校におい

てもデジタル技術の進化やグローバル化の進展、

県内の産業構造の変化を見定め、時代の流れに

あわせレベルアップを図ることは重要と認識し

ています。今回の学科再編もその取組の一つで

す。

御指摘のとおり、４年制にするためには専門

職大学校等文部科学省所管の学校に移行しなけ

ればなりませんが、教員確保に加え、施設、設

備等、多くの課題があります。

現在、本校においては産業界の人材ニーズに

応えるため、実技、実習に重点を置いた少人数

カリキュラムにより、ものづくり現場の即戦力

となる技術者の育成を行っており、地域の企業

から高い評価をいただいていると認識していま

す。

さらに、研究を深めるため、進学を希望する

学生は、国が全国に１０か所に設置している職

業能力開発大学校が行う２年間の応用課程に進

むこともできます。

即戦力人材の育成や高い就職率といった本校

の強みを生かし、学生や地域の企業にとって魅

力ある学校であり続けるためにベストな形を考

えながらレベルアップを図っていきたいと考え

ています。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 部長の答弁もいいですが、この前、

県が協定を結んだ兼松さんという会社がありま

すね、東京かどこか。その顧問にお会いしまし

たが、宇宙に対する競争もすごいらしいです。

やっぱり人材育成というか、今、工科短期大学

校も定員割れというか、受験する人がいなくて

定員割れするんです。だから、地元の就職率は

いいが、入学する人も少ないということなので、

ぜひともレベルを上げてもらうようにお願いし

ます。

では、最後に技術者の能力向上についてです。

昨年第３回定例会において、公共施設の維持

管理について質問しました。今年１月に大分市

を中心に震度５強の地震も発生しており、橋梁

やトンネルの耐震化による災害時の緊急輸送用

道路の確保の必要を痛切に感じたところです。

公共施設の保守点検等は大変重要です。修繕

等を行うに際しては、劣化の状況とその原因を

十分に把握しないまま施工すると再劣化の原因

となり、予定以上のコストがメンテナンスにか

かることになります。保守管理の質を上げて高

度な点検ができるような人材の育成も大事です。

昨日の藤田議員の質問でも保守点検等のサポ

ート対策等の質問がありましたが、保守点検や

修繕に対して行う強度測定にはやはり技術に関

する知識が必要であると思います。施工する業

者において、この技術の習得のためにこれまで

ＯＪＴを含め、企業内教育を充実させてきてい

ます。県においても、保守管理や工事請負契約

が十分に履行されているかをチェックするため

には、こうした技術を解析する能力が必要であ

ると思います。

一方、現在、ＩＣＴの進展により、こうした

解析技術も日進月歩であり、技術力を向上させ

ていくには絶えず技術者としての研さんを積ま

なければ時代に取り残されると思います。

この思いは官民共通ではないでしょうか。こ

れまで官民それぞれで技術力向上に取り組んで

きたと思いますが、ＩＣＴの活用を含め同じ土

俵で勉強する情報共有と交流の場づくりを企画

してはどうでしょうか。

官と民の職員も技術の質を上げるために、広

域的な見地から失敗例や成功事例の情報を共有

し、交換することが重要であり、専門的な技術
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力が上がるように多くの現場で活躍する民間の

技術者と交流して優秀な人材が多く育つような

体制が必要であり、重要です。技術者の不足も

ありますが、官民の技術者の能力向上により、

さらなる安全で安心な県内のインフラ整備がで

きるのではないかと考えます。土木建築部長の

見解を伺います。

御手洗議長 島津土木建築部長。

島津土木建築部長 行政の技術職員に求められ

る技術力は社会情勢の変化に伴い、設計、積算、

現場監督に加え、企画立案や合意形成、激甚化

する災害への対応など多岐にわたっており、課

題に応じたスキル向上に努めています。

近年、インフラの老朽化が進展する中、保守

管理に関する技術力の確保も重要です。このた

め、毎年、保守管理のポイントなどの座学研修

に加え、点検診断の現場研修も実施し、知識、

技術の向上を図っています。

また、先端技術を活用できる人材の育成も喫

緊の課題です。３次元測量やＩＣＴ建設機械の

操縦等について、官民双方の職員を対象とした

セミナーや、体験会を昨年度から２１回開催し、

７８１人が参加するなど積極的に取り組んでい

ます。

加えて、建設業協会など関係１１団体との意

見交換会を継続的に開催し、それぞれが抱える

技術的課題を共有するとともに、解決策を議論

しています。引き続き官民が連携し、専門技術

の研さんに努めるとともに、様々な時代の要請

や新たな課題に対応できる人材を育成していき

ます。

御手洗議長 今吉次郎君。

今吉議員 ありがとうございました。

やっぱり官と民の連携が大事だということで、

今回質問しましたし、土木建設分野でのＩＣＴ

化、ＤＸの推進は近年すごい速さで進んでいる

と思います。土木事務所においてもドローンの

活用が当たり前のように行われていきます。官

が民より進んでいるところがあれば、その分、

民の技術力向上に力を入れる。また、常に様々

な現場の最先端で施工している業者の現場経験

的なノウハウを管理、提供する場があればと思

い質問しました。

本県の技術力がしっかり担保されるよう要望

します。

それと、さきほど１件要望を忘れていたので、

今から言いますが、工科短期大学の件で、工科

短期大学校の施設設備について要望します。

工科短期大学校が地域の技術の拠点であるの

はさきほど申したとおりですが、実は体育館を

避難所として使っています。文字どおり地域の

拠点なわけで毎年避難訓練をするのですが、そ

の際、和式トイレが問題になっています。近所

にはお年寄りもいるし、障がいのある方もいて

避難訓練のたびにトイレの問題が要望で上がっ

てきます。だから、避難所として使われること

を考慮していただいて、ぜひともトイレの洋式

化を進めていただきたいと思います。これは知

事要望ですが、よろしくお願いします。

以上で終わります。ありがとうございました。

（拍手）

御手洗議長 以上で今吉次郎君の質問及び答弁

は終わりました。

お諮りします。

本日の一般質問及び質疑はここまでとしたい

と思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。

―――――→…←―――――

御手洗議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。

次会は、明日定刻より開きます。

日程は決定次第通知します。

―――――→…←―――――

御手洗議長 本日はこれをもって散会します。

午後２時５５分 散会



令 和 ４ 年　 第 １ 回

大分県議会定例会会議録

第８号　３月９日



- 163 -

令和４年第１回大分県議会定例会会議録（第８号）

令和４年３月９日（水曜日）

―――――――――――――――――――――

議事日程第８号

令和４年３月９日

午前１０時開議

第１ 一般質問及び質疑、委員会付託

第２ 特別委員会設置の件

―――――――――――――――――――――

本日の会議に付した案件

日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託

日程第２ 特別委員会設置の件

―――――――――――――――――――――

出席議員 ４３名

議長 御手洗吉生 副議長 三浦 正臣

志村 学 井上 伸史

吉竹 悟 清田 哲也

今吉 次郎 阿部 長夫

太田 正美 後藤慎太郎

衛藤 博昭 森 誠一

大友 栄二 井上 明夫

鴛海 豊 木付 親次

古手川正治 嶋 幸一

元吉 俊博 阿部 英仁

成迫 健児 浦野 英樹

高橋 肇 木田 昇

羽野 武男 二ノ宮健治

守永 信幸 藤田 正道

原田 孝司 小嶋 秀行

馬場 林 尾島 保彦

玉田 輝義 平岩 純子

吉村 哲彦 戸高 賢史

河野 成司 猿渡 久子

堤 栄三 荒金 信生

麻生 栄作 末宗 秀雄

小川 克己

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――

出席した県側関係者

知事 広瀬 勝貞

副知事 尾野 賢治

副知事 黒田 秀郎

教育長 岡本天津男

代表監査委員 長谷尾雅通

総務部長 和田 雅晴

企画振興部長 大塚 浩

企業局長 浦辺 裕二

病院局長 井上 敏郎

警察本部長 松田 哲也

福祉保健部長 山田 雅文

生活環境部長 磯田 健

商工観光労働部長 高濱 航

農林水産部長 佐藤 章

土木建築部長 島津 惠造

会計管理者兼会計管理局長 森山 成夫

防災局長 梶原 文男

観光局長 秋月 久美

人事委員会事務局長 法華津敏郎

労働委員会事務局長 稲垣 守

―――――――――――――――――――――

午前１０時 開議

御手洗議長 おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

―――――→…←―――――

御手洗議長 来る１１日で東日本大震災発生か

ら１１年目を迎えます。

日程に入るに先立ち、ここに改めて震災によ

り犠牲となられた方々に対し、深く哀悼の意を

表するため、黙祷をささげたいと思います。

御起立願います。黙祷

〔黙祷〕

御手洗議長 黙祷を終わります。

御着席願います。

―――――→…←―――――

諸般の報告

御手洗議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告

をします。

まず、第１８号議案職員の服務の宣誓に関す

る条例等の一部改正について、第１９号議案職

第１回 大分県議会定例会会議録 第８号
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員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て及び第２０号議案職員の給与に関する条例等

の一部改正について、地方公務員法第５条第２

項の規定により人事委員会の意見を聴取した結

果、適当と考える旨、文書をもって回答があり

ました。

以上、報告を終わります。

本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程

第８号により行います。

―――――→…←―――――

日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託

御手洗議長 日程第１、第１号議案から第３９

号議案まで及び第１号報告を一括議題とし、こ

れより一般質問及び質疑に入ります。

発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。太田正美君。

〔太田議員登壇〕（拍手）

太田議員 おはようございます。７番、自由民

主党、太田正美です。質問の機会をいただき感

謝します。

質問に先立ち、先日お亡くなりになられた近

藤和義先生へ心より哀悼の意を表します。

近藤先生は、２０年にわたり議会活動に貢献

され、第７０代大分県議会議長として歴任され

ました。生涯現役として重ねられた多くの実績

に感謝するとともに、志を引き継ぐ者として身

を引き締め、本日の質問に臨みます。よろしく

お願いします。

さて、３月１日は由布院盆地では辻馬車開き

が行われました。５日には由布岳の南側にある

原野の野焼きを行いました。強風の中ではあり

ましたが、無事終了して、昨日の合同新聞の写

真にあるように、きれいに野焼きが行われまし

た。これも由布院盆地の春の風物詩かと思って

います。

そういう点で、今回、観光振興について３点

伺います。

まずは、観光の今後の展望です。

新型コロナウイルスの感染拡大は、大分県の

観光に未曽有の危機をもたらしました。

観光庁宿泊旅行統計調査の令和３年の速報値

によると、県内の延べ宿泊者数は４２９万人で、

調査開始以来、過去最低だった令和２年に引き

続き厳しい状況となりました。ラグビーワール

ドカップの開催に沸き、過去最高を記録した令

和元年の７９０万人に比べると、４５．７％も

減少し、観光産業にとって長い冬の時代が続い

ています。

先行き不透明な状況の中、県ではこれまで、

新しいおおいた旅割による観光需要の喚起策の

実施、宿泊施設受入環境整備緊急支援事業費補

助金による感染防止対策や新たな観光需要の創

出に対する支援などを通じて、観光事業者の事

業継続を下支えしていただいていますが、今後

はコロナ禍の収束も見据え、新たな展開に向け

た取組も必要です。

旅行情報誌じゃらんが新型コロナウイルス感

染症の影響下の旅行意欲について時期ごとの変

化を分析した結果、旅行に行きたいが、様子を

見ている層、予定をしており、気をつけながら

行く層、予定をしており、気にせず行く層を合

計した旅行意欲ありの層が令和３年１１月末時

点で令和２年３月の調査開始から最も高い値と

なり、ワクチン接種の広がりなどにより、徐々

に旅行の再開を検討しているようです。

また、令和２年１２月に、日本政策投資銀行

と公益財団法人日本交通公社が実施した訪日外

国人旅行者の意向調査によると、新型コロナウ

イルスに対する不安は引き続き強いものの、コ

ロナ禍収束後の海外旅行意欲は高まっています。

また、観光旅行をしたい国・地域として日本の

人気は高く、食事のおいしさ、清潔さ、治安の

よさが評価されています。

一方で、１月２７日から先月２０日まで、オ

ミクロン株の影響により、まん延防止等重点措

置が本県にも適用され、不要不急の往来の自粛

や営業時間の短縮が求められ、観光業に携わる

者として繰り返される活動制限に非常に辟易と

した感を抱いています。このままだとやはり心

が折れ、倒産や廃業、身売りといった方向へ向

かう旅館経営者も少なからずいるのではないか

と危惧しています。

これから春休み、ゴールデンウイークと旅行

シーズンが待っています。観光業は人の移動が
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なければ立ち行きません。徐々に進んできた治

療薬の開発も待たれるところですが、感染の波

が落ち着いている時期にしっかりと感染対策を

取り、人の移動に支障がないように取り組む必

要があります。その上で、大分のおもてなしを

存分に発揮できるよう、県として準備を進める

ことが重要です。

また、インバウンドの回復には多少時間がか

かると思います。それを補完するためにも、ま

ずは国内旅行への注力は必要です。しかし、人

口減少が進み、国内旅行者が頭打ちとなってい

る状況では、旅行者獲得に係る地域間競争の激

化が予想され、これまで以上に旅行先として大

分県を選んでいただく取組が求められていると

思います。

ウィズコロナの中での大分県観光の復活、そ

して、さらなる躍進に向け、県としてどのよう

な取組を推進していくのか、知事の見解を伺い

ます。

次に、宿泊事業者に対する支援について伺い

ます。

昨年１２月にリクルートが発表したじゃらん

人気温泉地ランキング２０２２の全国あこがれ

温泉地ランキングには、本県が全国に誇る温泉

地である由布院温泉が３位に、別府温泉が１０

位にランクインされました。トップテンに二つ

の温泉地が入っているのは本県のみであり、正

におんせん県おおいたの面目躍如といったとこ

ろです。

また、同社が昨年７月に公表したじゃらん宿

泊旅行調査において、訪問した旅行先を選んだ

理由として、良い宿・ホテルがあったからの都

道府県ランキングでは、本県が１位に評価され

ています。

本県の温泉地が旅行者の人気を集めているの

は、多種多様な温泉に加え、魅力的な旅館やホ

テルがあることも重要なポイントとなっている

と考えています。新型コロナウイルス感染症の

影響を受けつつも、本県観光業を牽引する宿泊

事業者の経営をしっかりと支え、さらにその魅

力を高めていくことこそ、本県の観光産業の一

層の発展に寄与するものと考えます。特に、今

年に入ってからのオミクロン株の流行により、

さきほども申しましたが、もうやっていけない

との声を上げる方も少なくないと思います。本

県の観光業の中核となる宿泊事業者に対する支

援について、これまでの実績と今後の方策につ

いて観光局長に伺います。

次に、温泉資源の保護について伺います。

本県の温泉は、令和２年３月末において源泉

数５，０８８個、湧出量は毎分２９万４，６４

６リットルで、ともに日本一であり、県内のほ

ぼ全域で湧出しており、また、含有する成分も

多様で様々な泉質を楽しむことができます。

温泉は古くから湯治などの治療や地獄巡りな

どの観光資源として利用されるだけでなく、ク

リーンエネルギーとして、温泉熱を利用した暖

房や地熱発電等の産業面にも広く利用されてい

ます。

しかし、温泉は雨水等を起源としている限り

ある資源です。今後も持続可能な利用を行うた

めには適切に保護することが不可欠となります。

県を代表する別府温泉では、近年、泉温の低下

や噴気等の減少が確認されており、県と別府市

が共同して温泉資源量調査を実施しました。

この調査では、全ての泉源を対象とした現地

調査を行い、実際の泉温や湧出量などのデータ

を集約し、地熱や地質などの専門家の意見をい

ただくことで様々なシミュレーションを行うこ

とが可能となり、現状のまま温泉を使い続けた

場合と、温泉蒸気を利用したバイナリー発電の

影響を加味した場合のシミュレーションを行っ

ていますが、いずれの場合も泉温の低下が予想

されています。

このような調査結果を受け、大学教授などの

有識者で構成する大分県環境審議会温泉部会に

おいて、別府温泉のうち、既存の泉源への影響

が大きい鉄輪温泉南側の西部特別保護地域と堀

田温泉や観海寺温泉が位置する南立石特別保護

地域の二つのエリアを新規の温泉掘削を認めな

い特別保護地域に指定しました。

私の地元湯布院も温泉資源を活用した観光地

です。正に他人事ではありません。このような

温泉特別保護地域の指定は別府温泉に限らず、
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将来にわたって本県の温泉資源を守り利用して

いくためには、非常に大事なことだと考えます。

そこで伺います。おんせん県おおいたのかけ

がえのない財産である温泉資源の保護について、

今後どのように取り組んでいくのか、生活環境

部長の考えを伺います。

以下は対面席で伺います。よろしくお願いし

ます。

〔太田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

御手洗議長 ただいまの太田正美君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 太田正美議員から御質問いただきま

した。

まず、私から観光振興についてお答えします。

世界的な流行となった新型コロナウイルス感

染症の拡大により、観光産業は２年にわたり厳

しい状況が続いています。

そのような中でも、観光事業者の不断の感染

防止対策と旅行者の感染予防の徹底により、宿

泊施設や観光施設ではクラスター発生が抑えら

れています。

この苦境を乗り越えて、ポストコロナを見据

えた大分県観光の新たな魅力への展開や安全、

安心なおもてなしを推進するためには、四つの

ポイントが大切だと思っています。

一つは、国内観光の再認識と活性化です。コ

ロナ禍で、マイクロツーリズムや３密を避けた

自然志向への変化もあり、国内旅行が見直され

ています。このため、宇宙港など大分ならでは

の新たな素材を生かしたコンテンツの造成に加

え、自然や芸術文化、スポーツ等を活用した多

様なツーリズムを推進し、地域間競争に打ち勝

つ誘客に取り組みます。

あわせて、新しいおおいた旅割やＧｏＴｏト

ラベルにより、観光需要を切れ目なく喚起しま

す。

二つは、多様化する旅行ニーズを捉えた受入

環境の整備です。多くの旅行者に大分を訪れて

いただくには、食の魅力向上、消費機会の拡大、

２次交通の充実など、地域が抱える課題を克服

し、地域の魅力を一層高める必要があります。

そのため、県では観光関係者と市町村が一体と

なって観光課題を解決する取組を積極的に支援

しています。

三つは、ＤＸや先端技術の活用です。ＤＸ導

入による観光産業の経営力強化や業務効率化を

後押しするとともに、デジタルマーケティング

を活用し、旅行形態やニーズ、関心度合いに応

じた誘客を展開します。

また、県内でも、ＶＲ動画を用いたバーチャ

ルツアーや観光名所でのドローン撮影などの取

組が進んでいます。こうした先端技術を用いた

観光コンテンツの充実も図っていきます。

四つは、インバウンド回復を見据えた対策で

す。約１５万人の登録者を獲得した観光情報発

信チャンネル沸騰大分や、現地旅行会社との関

係を強化するオンライン商談会等を通じて、引

き続き大分の魅力を発信します。

また、今後、段階的な入国制限の緩和が見込

まれます。東アジア文化都市２０２２、ツール

・ド・九州２０２３の機会も活用し、旅行会社

の招請による商品造成や旅行博等でのプロモー

ションの実施などにより、実際の来県につなげ

ます。

「日本一のおんせん県おおいた 味力も満

載」は、間もなく１０年になります。観光関係

者、県民と一丸となって、未来へと挑戦する大

分県観光の新たなステージに向けて邁進します。

このほかに観光事業者の支援、あるいは観光

資源の保護について御質問いただきました。こ

れについては担当の局長から答えさせます。

御手洗議長 秋月観光局長。

秋月観光局長 私からは、宿泊事業者に対する

支援についてお答えします。

これまで県は４回の旅行代金割引支援を行い、

総額７０億円以上の宿泊需要等を喚起してきま

した。今後、国のＧｏＴｏトラベルも実施され

て、ＧｏＴｏ後からは県版事業で３００億円相

当の需要を喚起します。

加えて、ワーケーション等の新たな旅行ニー

ズに対応した施設改修や感染症対策の物品購入

等に対する国の助成に県独自の上乗せを行い、

５００を超える事業者に約１７億円を支援して
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います。

資金面でも、雇用調整助成金や事業復活支援

金等の給付金制度、実質無利子・無担保の融資

制度等の活用を促し、サポートしています。

また、中長期的な視点に立った経営力向上の

取組も重要です。生産性向上やコスト削減等を

進めるための現場リーダー向けの研修を開催し

ています。

また、地域の事業者が連携して取り組む課題

解決のための実証事業も展開しています。例え

ば、筋湯では星空を活用した温泉地のブランデ

ィング、長湯では地域食材を活用した魅力ある

朝食メニューの開発などを行いました。

さらに、ＤＸに関するニーズ調査を行い、今

年度は活用セミナーやアドバイザー派遣を実施

しました。来年度はＤＸの取組をさらに進めて、

デジタル化した宿泊客データを地域で共有し、

自社のマーケティングに活用する仕組みを構築

したいと考えています。

観光産業の力強い復活に向けて引き続き支援

していきます。

御手洗議長 磯田生活環境部長。

磯田生活環境部長 温泉資源の保護についてお

答えします。

温泉は本県にとって、正にかけがえのない財

産であると認識しています。本県では、温泉資

源保護のため、新たな掘削を認めない特別保護

地域や、既存の温泉から一定の距離内での掘削

を認めない保護地域の指定を行ってきました。

特別保護地域は、別府市の５地域、由布市の

３地域、合計８地域あります。また、保護地域

は全県で８地域を指定しています。こうした規

制は、個人の権利を制限することにもなるので、

明確な根拠に基づいて行う必要があります。

今回の別府市の特別保護地域については、３

か年にわたる温泉資源量調査の結果や専門家の

意見も踏まえ指定に至りました。

現在、県下各地の３３地点に温泉のモニタリ

ングポイントを設けています。泉温や湧出量、

成分分析を継続して行っています。

その上で、有識者による温泉監視調査委員会

において、泉温の低下、噴気量の減少等の状況

を把握し、保護対策の効果を継続的に検証して

います。

今後もモニタリングデータや資源量調査など

により、大きな変化が認められた場合は、科学

的根拠に基づいた掘削規制を検討していきます。

また、未利用泉の埋め戻しを指導するなど、温

泉利用の総量抑制にも努めていきます。

御手洗議長 太田正美君。

太田議員 県としても感染の状況を見ながら戦

略的な対応を取っていただけるとの話だと理解

しています。観光業界とよく連携し、こうした

意図を十分把握して支援していただきたいと思

います。

今、観光事業者の苦境について申しましたが、

実は意外と見落とされているのが、観光関連事

業者組合、観光協会とかの支援策が不足してい

るのではないかと感じています。また、地域の

旅館組合、料飲業組合、観光協会では、会員の

苦境を考慮して会費の引下げ等を実施して、何

とかコロナ禍での組織維持と地域力を維持する

ために必死に戦っている現状です。

大分県リバイバル補助金等の施策が行われて

いることは存じていますが、さらに踏み込んで

各種団体を支援することで、スケールメリット

を生かしたアフターコロナに向けた地域力の向

上が図られるのではないかと考えるが、県の見

解を伺います。

御手洗議長 秋月観光局長。

秋月観光局長 これまでも観光事業者のみなら

ず、地域の観光協会の皆さん方、宿泊事業者の

皆さん、様々な御意見を伺ってきました。今後

も引き続き、皆さん方の状況をよく見つつ、施

策に生かしていきます。

御手洗議長 太田正美君。

太田議員 よろしくお願いします。

次に、大分空港の活性化について。

大分空港は、本県唯一の空の玄関口であり、

県民の社会経済活動を支えるとともに、交流人

口の拡大など地方創生の実現に必要不可欠なイ

ンフラです。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、航空需要は世界的に過去に例を見ない規模
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の大きな減少に見舞われ、大分空港においても、

昨年度の空港利用者数は５６万人と、コロナ禍

前の３割以下にまで落ち込みました。しかしな

がら、ワクチン接種が進んだこともあり、オミ

クロン株が流行する直前の昨年１２月における

大分空港の利用者数は、コロナ前の８割程度に

まで順調に回復していました。

こうした中、県はポストコロナを見据えた航

空需要と航空ネットワーク回復、充実に向けて、

アジア初となる水平型宇宙港の実現や国内唯一

となるホーバークラフトによる海上アクセスの

導入など、大分空港の活性化による本県の地方

創生に果敢に取り組んでおられます。

宇宙港については、米国ヴァージン・オービ

ット社との連携の下、小型人工衛星打ち上げに

向けた取組が進められています。先月２６日よ

り、おおいたそらはくが別府市で開催され、ま

た、２７日に同所で大分空港を米国シエラ・ス

ペース社の宇宙往還機ドリーム・チェイサーの

アジア拠点として活用するための検討を進める

ことが発表され、宇宙港に対する期待が高まっ

ています。

海上アクセスの導入については、昨年１１月

に英国グリフォン・ホバーワーク社とホーバー

クラフト購入の本契約を締結し、船舶の建造に

向けた作業が進められるとともに、発着地整備

についても、いよいよ来年度から工事に着工す

るための予算案が本定例会に提案されており、

令和５年度中の運航開始に向け、着実に取組が

進められています。

また、その海上アクセスの導入にあわせて、

大分空港を起点としたＭａａＳの導入について

も、行政や交通事業者などで構成される大分空

港利用促進期成会の部会において検討が進めら

れており、実証実験を実施するための予算案も

あわせて提案されました。

加えて、大分空港のコンセッション方式の導

入についても国の調査事業を活用して導入可能

性の検証が進められていましたが、今後、県に

おいて導入に向けた検討が進められるのではな

いかと思われます。

そこで、これらの取組を通じた大分空港の活

性化について、知事の考えを伺います。

空港そのものが観光の目的地となるぐらい活

性化することは非常に喜ばしいことです。一方

で、交通の結節点、空港であれば、正に玄関口

としての役割が重要です。県の中心都市である

大分市はビジネスの往来も多く、空港からのア

クセスが最もよくあるべきなのは当然であると

思います。しかし、観光県大分としてはそれだ

けでは不十分です。

かつて、地元湯布院が全国的に注目を浴び、

テレビドラマや雑誌で取り上げられた際、東京

からのアクセスとして、福岡空港経由のルート

を推奨するものが多くあったことを御記憶の方

もいらっしゃると思います。これは裏を返すと、

大分空港が残念ながら湯布院へのアクセスとし

て不便である点が見透かされた結果であるとも

考えます。地元の観光関係の経営者としては、

どちらのルートからでもより多くの観光客に来

ていただければよいのですが、やはり大分県全

体の発展を考えると、大分空港からのルートが

しっかりとしたものであることが望まれます。

こうした観点から大分空港を見てみると、観

光地へのアクセスがどうしても不十分であると

考えます。さきほど申したように、デジタル技

術を活用し、よりよい交通機関を選択するＭａ

ａＳのようなものを実装したとしても、そもそ

も交通体系が整備されていないことには十分な

活用はできないのではないかと考えます。空港

発観光地行き、あるいは観光地発大分空港行き

の交通体系をどのように整備していくか、考え

を企画振興部長に伺います。

御手洗議長 広瀬知事。

広瀬知事 大分空港の活性化について御質問い

ただきました。

大分空港は、本県唯一の空の玄関口であり、

地域発展のための重要な交通基盤です。観光振

興や企業誘致、関係人口の増加など、本県の地

方創生を加速させるためには、議員御指摘のと

おり、その活性化を図ることが大変重要だと思

います。

そこで、県では、三つの夢の大きなプロジェ

クトに取り組んでいます。
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一つは、アジア初となる水平型宇宙港の取組

です。航空機による小型人工衛星の打ち上げを

目指すヴァージン・オービット社に続き、先日、

米国のシエラ・スペース社、兼松株式会社と三

者で、新たなパートナーシップを締結しました。

これは、大分空港をシエラ・スペース社が運用

する再利用型の宇宙往還機、シャトルですね、

ドリーム・チェイサーの着陸拠点として活用で

きないか、本格的な検討を始めるものです。こ

れらの取組を通じて、アジアにおける宇宙ビジ

ネスの中核拠点となることを目指します。

二つは、ホーバークラフトによる海上アクセ

スの導入です。これにより、空港へのアクセス

時間を短縮し、利用者の利便性を大きく向上さ

せることができると考えています。あわせて、

大分港西大分地区と大分空港の発着地には、宇

宙港大分を象徴する魅力的なターミナルを整備

します。国内唯一の速くて楽しいホーバークラ

フトへの乗船を目的とした他空港からの利用転

換や新たな観光需要の創出により、大分空港や

ホーバー発着地とその周辺地域が大いににぎわ

うものと期待しています。

三つは、大分空港を起点としたＭａａＳの導

入です。バスやタクシー、鉄道など複数の交通

手段を最適に組み合わせて、検索・予約・決済

を一括で行うことを可能にし、空港から目的地

までの移動の利便性を高めます。さらには、観

光や宿泊、飲食など、目的地における交通以外

のサービスとの連携により、広域的な人の流れ

を創出し、宇宙港の始動やホーバークラフトの

就航による空港活性化の効果を県内の隅々にま

で届けたいと考えています。

そして、これら三つのプロジェクトを中心に、

空港活性化を推し進めるため、産学官の関係者

から柔軟な発想による知恵を存分に出してもら

いながら、大分空港・宇宙港将来ビジョンの策

定に向けた議論を現在重ねています。将来ビジ

ョン達成に向けて、民間による戦略的な空港運

営を可能とするコンセッション方式の導入につ

いても、そこでしっかりと議論を深め、国にお

ける検討状況も踏まえながら、ベストなタイミ

ングで判断したいと考えています。

こうした取組を通じ、大分空港が海から空、

そして、宇宙へとつながる唯一無二のドリーム

ポートおおいたとして、県民に愛される存在と

なるよう、今後も力強く取組を進めます。

御手洗議長 大塚企画振興部長。

大塚企画振興部長 空港から観光地へのアクセ

スの改善についてお答えします。

議員御指摘のとおり、大分空港と観光地を結

ぶアクセスの充実を図ることは、大分空港の活

性化はもとより、本県の観光振興の観点からも

非常に重要と認識しています。

一方、空港アクセスの充実には、安定的な需

要の確保が何よりも大事であり、これを実現す

るためには、公共交通の利便性の向上を図り、

利用者の移動行動に変化をもたらす取組が必要

と考えています。

そこで、昨年１０月に大分空港を起点とした

ＭａａＳ検討部会を立ち上げ、ＭａａＳの導入

に向けた検討を開始しました。

複数の交通手段を最適に組み合わせて検索・

予約・決済等を一括で可能にし、観光施設等と

連携したサービスの提供を行うことで、インバ

ウンドを含めた利用者の利便性向上を図り、公

共交通の利用を促進していきます。

こうした取組により、公共交通の需要を高め

ていくことが、将来的には空港と観光地を結ぶ

アクセスの充実につながるものと考えています。

県としては引き続き、来年度予定しているＭ

ａａＳの実証実験に向けて、関係者と共に検討

を進めていきます。

御手洗議長 太田正美君。

太田議員 大分空港は、水平型宇宙港の発表以

来、宇宙関係の事業の核となっています。先月

末のシエラ・スペース社とのパートナーシップ

締結についても、大きな驚きと、また、期待が

膨らんでいると思います。しかしながら、県民

にとっては、夢や希望は持てるが、現実として

はまだまだ遠い存在であることには変わりない

と思います。空港へのアクセス改善は、県民の

現実のニーズとしてしっかりと対応していかな

ければならないと考えています。観光振興の観

点からも、大分空港が観光の一つの拠点になる
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という考えにも注力していただいて、これから

も考えていただきたいと思います。

次に、農業の経営戦略について伺います。

本県の令和元年の農業産出額はほぼ全ての項

目で減少し、３年連続の減少と危機的状況とな

ったことから、生産者と農業団体、行政を含め

た参加１１団体が共同で大分県農業非常事態宣

言を発出しました。そして、１０月には農業シ

ステム再生に向けた行動宣言を取りまとめ、着

実に歩みを進めているものと思います。

昨年１２月に農林水産省が公表した令和２年

の農業産出額は、こうした取組を後押しするよ

うに前年から１．１％増の１，２０８億円であ

り、４年ぶりに増加に転じました。コロナ禍に

よる外食需要の減少が影響したのか肉用牛で減

少したものの、園芸品目は大きく増加し、農業

産出額全体を押し上げています。これは本県が

進める水田の畑地化をはじめ、高収益作物への

転換など、もうかる農業による危機的な状況か

らの脱出に向けた取組を応援するものとなって

いると思います。ただ、令和２年の農業産出額

を九州各県で比較すると、前年の６位から佐賀

県に抜かれ、九州最下位の７位となっており、

さらにもうかる農業への転換が急がれます。

もうかる農業の施策の一つに、今年度から始

まったねぎ産出額１００億円プロジェクト推進

事業があります。ロットを拡大し、市場におけ

る影響力とブランド力をつけて農業産出額を向

上させる事業は、農家所得を確実に向上させる

ものだと思っています。また、今年はねぎの生

産が全国的に豊作になっていると農家からは聞

いており、大分県の生産量も大幅に伸びたので

はないでしょうか。

ただ、昔から農家には豊作貧乏という言葉が

あるように、豊作がゆえに価格は下落し、売れ

ば売るほど赤字になることもあります。今年の

ねぎの生産については、豊作貧乏の状況になっ

てしまうのではないかと心配しています。企業

においてもリスクの分散が重要なように、農業

においてもねぎだけに偏った経営ではリスクが

大きくなってしまいます。しっかりとした経営

戦略を立て、リスクの分散が必要であると思い

ます。

そこで提案ですが、リスクの分散のため、ね

ぎ生産にあわせて、ねぎ以外の品目の生産を推

奨してはどうでしょうか。また、ねぎとあわせ

る品目は地元でしっかりと消費される手堅い品

目にしてはいかがでしょうか。さらに、コロナ

禍で注目された巣籠もり需要の中にはポストコ

ロナでも残り続けるものがあると思います。

こういった問題は、ねぎだけに限らず、ベリ

ーツ、甘太くんに代表される戦略品目全般に言

えることだと思います。しっかりと地元の市場

を分析し、今後を見据え、産地に合った地元で

消費される品目をリスク分散のための品目とし

て支援の対象に加え、農家の経営安定を図って

はどうかと考えるが、農林水産部長に伺います。

御手洗議長 佐藤農林水産部長。

佐藤農林水産部長 農業の経営戦略についてお

答えします。

県では、マーケットニーズがあり、加速度的

に面積拡大の見込める品目を重点支援すること

で、大分の顔となる園芸品目の産地拡大を目指

しています。

農家が安心して取り組めるように、生産技術

の定着に加え、単価を維持、安定化させる販売

対策を進めています。

先行して取り組む白ねぎは、令和５年までに

１８４ヘクタール以上の栽培面積を拡大します

が、販路開拓アドバイザーの配置や消費量の少

ない関西、九州での消費喚起など、販路拡大を

進めることで価格の安定化を図ります。

その他の品目についても、農家の意欲向上に

つながる価格形成に向け、農業団体が実施する

戦略的な販売対策を強力に支援します。

一方、品目によっては、端境期や余剰労力を

活用して他品目を導入し、一層の農家所得向上

を目指すことも必要です。例えば、豊肥地域で

は、ピーマンの農家が閑散期となる１１月から

収穫できる白ねぎを複合的に導入する取組を進

めています。

今後とも、地域特性を生かし、県内市場も含

めたマーケット起点の品目を戦略的に推進し、

もうかる産地を各地に拡大していきます。
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御手洗議長 太田正美君。

太田議員 私もねぎを少し生産しており、市場

と近くのスーパーに出していますが、そこでた

まに他の産地のねぎの価格を調査すると、大分

県のねぎは一束１５０円から２００円ぐらいで

すが、長崎とか宮崎のねぎが２５０円ぐらいし

ている。極端に言えば、一束１００円の差があ

るので、売り方の問題なのか。決して商品とし

ては劣るものではないが、売り方について、そ

の辺の販売力の弱い部分がまだまだあるのでは

ないか。物はしっかりできているが、売り方が

もう少し下手なんではないか。その辺を大分県

としても後押ししながら、せっかくいいものが

できているにもかかわらず、農業所得につなが

っていないという農家のぼやきを最近聞くので、

よろしくお願いします。

次に、高齢者の生きがいづくりについて。

昨年第３回定例会において、団塊の世代が全

員７５歳になることによって生じる介護保険や

後期高齢者医療費の増嵩に関する２０２５年問

題について触れました。その際、知事より介護

予防について、高齢者が地域の集会場に定期的

に集まり、健康体操や会話を楽しむ通いの場の

普及を進めている旨の答弁をいただきました。

今回はこの点について少し掘り下げて質問しま

す。

健康寿命の男性日本一の達成は誠に快挙です。

この背景には、通いの場の活動に参加する高齢

者が全国トップの実績があったこともあるので

はないかと思います。また、通いの場のような

サロン活動ではなく、農業など生産活動に従事

するパワフルな高齢者や地域貢献活動などで社

会参加する高齢者など様々な形で社会とともに

ある高齢者が増えてきたことも一因ではないで

しょうか。

２０２５年に向け、高齢者人口は増加してい

きます。２０２５年、令和７年を問題と捉える

のではなく、元気な高齢者は元気なままで、介

護や医療のお世話にならないように、生きがい

づくりを進めていくのが、２０２５年問題を解

決する第一歩ではないかと考えます。大分県長

期総合計画安心・活力・発展プラン２０１５に

おいても、生涯現役社会の実現に向けて高齢者

の活躍の機会の拡大を掲げています。この目標

の実現には、私は、就労の場やサロン活動だけ

ではなく、あらゆる分野への挑戦に後押しが必

要であると考えています。住民と身近に接する

市町村はもちろんのこと、こうした元気な高齢

者の生きがいづくりを支える取組を県としても

実施していただきたいと思いますが、福祉保健

部長の見解を伺います。

続いて、生涯スポーツの推進について。

今申した高齢者の生きがいづくりの一つの手

段として考えられるのがスポーツの振興です。

高齢者なので、競技スポーツとかはなかなか難

しいんですが、楽しむスポーツとしてこの問題

を取り上げます。

我が国のスポーツは学校体育や企業スポーツ

を中心に発達してきました。そのため、学校を

卒業するとスポーツに親しむ機会が減少する傾

向にあります。残念ながら生涯を通じてスポー

ツを楽しむ方は少ないのではないかと思います。

第２期大分県スポーツ推進計画には、生涯に

わたってスポーツに親しむ機運の醸成を一つの

基本目標として、ライフステージに合った幼児

期・少年期、青年期・壮年期、高齢期における

スポーツの推進とそれらに応じたスポーツイベ

ントの推進について記載があります。しかしな

がら、多世代交流型のスポーツ推進、つまり、

ライフステージに横断的なスポーツの推進につ

いては、記載が少ないのが残念でなりません。

スポーツを始めるには年齢は関係ありません。

これから多くの方にスポーツに関心を持っても

らい、生涯にわたってスポーツに携わっていた

だくには、その参加に至るまでの心のハードル

を下げ、例えば、総合型地域スポーツクラブ等

に加入しやすくする必要があります。また、総

合型地域スポーツクラブにおいても、世代や性

別を問わず参加者を受け入れる素地をつくって

いくことも大事です。誰もが気軽にスポーツに

参加する、そして、生涯の活動としていくこと

ができれば、健康寿命もおのずと延びていくの

ではないかと考えます。

誰もが生涯にわたりスポーツに親しむ環境づ
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くりをぜひ推進していただきたいと思います。

教育長の見解を伺います。

御手洗議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 私からは、高齢者の生きが

いづくりについてお答えします。

地域活動の担い手が減少する中、高齢者が豊

かな知識や経験を生かし、様々な分野へ挑戦す

ることは、高齢者はもとより、社会にとっても

大切であると認識しています。

県では、地域の高齢者グループが新たに取り

組む生きがいづくりを支援するパワフルシニア

活動応援事業を実施しています。例えば、由布

市では老人クラブが小学生と野菜作りを通した

交流を行い、収穫の一部を子ども食堂に提供し

ています。

また、日出町高平地区では、平均年齢７０歳

の女性グループが高齢者の見守りを兼ねた手作

り弁当の配達を行うなど、生きがいを持って積

極的に地域に御貢献いただいています。

加えて県では、自らの特技を生かして地域活

動を行う高齢者をふるさとの達人として登録し、

その活躍を支援しています。現在６１５人の達

人がスポーツや芸術活動に加え、コロナ禍の健

康づくりとしてオンライン笑いヨガや子どもた

ちに喜ばれているおもちゃ病院など、ユニーク

な活動も展開しています。

今後とも、高齢者の地域活動への参加を後押

しし、いつまでも生きがいを持って元気で暮ら

せるよう支援していきます。

御手洗議長 岡本教育長。

岡本教育長 生涯スポーツの推進についてお答

えします。

生涯にわたってスポーツに親しむ環境をつく

るため、現在、第２期大分県スポーツ推進計画

に基づき、まずは各ライフステージに適した推

進施策に取り組んでいます。

幼・少年期では、休み時間に縄跳びなどの楽

しい運動に学校全体で取り組む活動を推進する

ことにより、運動好きの子どもを増やす取組を

進めています。

青年期から高齢期にかけてのスポーツの推進

には、男女を問わず身近で気軽に取り組める環

境の整備に重点を置き、総合型地域スポーツク

ラブにおいて特徴的なプログラムの創出等を支

援しています。具体的には、働き盛り世代や子

育て世代などを対象に、地域の特色を生かした

プログラムを創出するほか、介護予防や認知機

能向上に役立つ健康増進型プログラムの指導者

養成を支援しています。

今後も計画に基づく施策の実施で、県民のス

ポーツ実施率を高めながら、これを議員御指摘

の多世代交流型のスポーツの推進にもつなげた

いと考えています。

御手洗議長 太田正美君。

太田議員 学校で少子化によって人数が少ない

ために、チームスポーツとしてのクラブが成り

立たないと各自治体のスポーツ担当の人から聞

いています。そして、各小学校でそういう競技

が人数が少なくて成り立たなくて、各学校では

なく、それぞれの大きな枠組みとして学校間を

超えたチームスポーツに取り組まないと、これ

からそういう競技はどんどんできなくなるとい

うことと、またもう一方で、学校においてそう

いう指導者が今非常に足りないという部分で、

民間のボランティアのチームスポーツの競技が

できる指導者をぜひ考えてほしいという希望が

あるんですが、教育長、その辺についてはどの

ような取組を考えているんでしょうか。

御手洗議長 岡本教育長。

岡本教育長 指導員をどうするかということか

と思いますが、小学校だと体育専科教員等を配

置しているので、その指導員の工夫を横展開す

る取組をします。

御手洗議長 太田正美君。

太田議員 私も７０歳を超えると、体力的には

かなり落ちてきたなと思いますが、皆さんに老

人と言われないように頑張ります。よろしくお

願いします。ありがとうございました。（拍

手）

御手洗議長 以上で太田正美君の質問及び答弁

は終わりました。木田昇君。

〔木田議員登壇〕（拍手）

木田議員 おはようございます。県民クラブ、

木田昇です。本日は、ウィズコロナ、また、ポ
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ストコロナを見据えてのいろんな諸課題につい

て、着想から約２か月練り上げた質問です。知

事、執行部の皆さんの答弁に期待しています。

どうぞよろしくお願いします。

まず、地方回帰と移住政策についてお尋ねし

ます。

大都市への人口集積は収益性の高い産業の発

展や、華やかな文化を育むといったメリットが

ありましたが、同時に一昨年から続くコロナ禍

に見られるように、感染症のリスクを高めるこ

とになり、世界の社会経済に大ダメージを与え

ました。

一方、コロナ禍を契機として、テレワーク等

デジタル技術の活用が急速な広がりを見せまし

た。都市部で暮らし、また、満員電車などの過

酷な通勤を余儀なくされている人々が、ゆとり

を持った働き方や自宅にいたまま買い物が楽し

めるといった社会経済活動の変革を実体験した

ことから、都市の生活から地方で暮らすことに

関心を高めています。

とはいえ、地方への移住はこれまでも転職と

いったハードルもあり、誰もが実現に踏み切れ

る環境ではありませんでした。しかし、今、大

手企業が相次いで社員の居住地要件を見直すな

ど、大都市圏からの地方移住が大きく広がる流

れができてきたと感じています。

そこで、昨今の急激な社会環境の変化、個人

の価値観や企業のマネジメント方針の転換、ま

た、政府が進めようとするデジタル田園都市国

家構想等から、地方回帰の潮流をどのように捉

え、本県への移住施策を今後どう進めていくの

か知事の考えをお聞かせください。

次に、地方移住のサポート体制についてお尋

ねします。

現在、県の複数の部局が移住施策に取り組ん

でおり、県外でも、福岡市内に設置したｄｏｔ．

などを中心に、精力的に活動しているのは承知

しています。ただ、市町村も県と連携し、ある

いは独自に実施しているので、支援策が多岐に

わたるのはともかく、窓口も多く、分かりにく

いのではないでしょうか。

また、行政だけでは多数の処理や、不安の多

い移住者を常時サポートするのも人的資源に限

界があると思います。

近年、行政の手が届かないところを支えるも

のとして、プロボノの活動が社会に広がってい

ます。プロボノとは、社会的・公共的な目的の

ため、職業上のスキルや専門知識を生かして取

り組むボランティア活動とされ、地域社会を支

える新たな存在と言われています。

本県は移住希望先の都道府県ランキングで上

位にありますが、大事なのは実際に移住を実現

してもらうことです。

地方回帰の機運が高まっている今こそ、本県

を選んでもらえるよう、プロボノを活用したワ

ンストップ窓口や、幅広くかつきめ細かに対応

できるサポート体制の整備など、移住施策を拡

充してはどうかと思います。県の見解をお聞か

せください。

以下、対面より行います。

〔木田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

御手洗議長 ただいまの木田昇君の質問に対す

る答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 木田昇議員から、地方回帰と移住政

策について御質問いただきました。

コロナ禍を背景とした地方移住への関心の高

まりとともに、九州トップの移住施策もあいま

って、今年度の本県への移住者数も順調に推移

しています。２月末時点で１，１０５人となり、

５年連続の千人超えとなりました。

コロナがもたらす地方回帰への流れの中、私

たちの暮らしにもＤＸ、デジタル革命の波が押

し寄せており、地方にいながら都市の利便性を

享受できる生活が身近なものとなってきました。

このような社会変容をしっかりと捉えるとと

もに、移住者の声を聞き、移住施策に反映する

ことで、さらなる移住者の増加につなげていく

ことが大事だと思っています。

そのため、一つは、移住決断の大きな壁と言

われている仕事の確保です。現在、伸びゆくＩ

Ｔ分野に着目し、仕事のためのスキル習得から

移住、就職までのワンストップ支援を行ってお

り、若い世代を中心に５０人を超える移住が見
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込まれています。大変好評なことから、来年度

は支援対象に保育や介護、看護の３職種を加え、

より幅広く移住者の仕事確保を応援します。

また、企業のテレワークの浸透を受け、都市

部での仕事を続けたまま大分に移り住む人の誘

致も進めています。昨年３月に連携協定を締結

した富士通株式会社からは、社員１１人とその

家族が移住しています。このような企業におけ

る居住地要件の見直しの流れも、逃さずに捉え

ていきます。

さらに、宇宙関連産業や、ＩｏＴ、ＡＩとい

った先端技術を活用したビジネスなど、新産業

創出の動きに関心のある人材の誘致についても、

情報発信の強化等により取組を進めていきます。

二つは、移住者のニーズに応じた住まいの提

供です。一つは仕事、次に住まいです。多くの

移住者は移住先の住居として空き家を検討しま

すが、所有者の意識の低さ等から空き家バンク

の登録物件が充実していません。自らの条件に

合う空き家を見付けることが大変難しくなって

います。そこで、建築士や宅建士、行政職員な

どによるマッチングチームを編成して、希望す

る物件の探索や取得に向けた所有者との交渉等

をサポートします。

三つは、移住者が安心して暮らすことのでき

る地域の育成です。移住するにあたって、自治

会費や行事など、地域のルールが分からない、

地域と関わるきっかけがないといった移住者の

声が数多く寄せられています。そのため、地域

の決まり事の見える化や移住者交流会などに取

り組む団体の立ち上げ支援を行い、移住者の受

入れに積極的な地域の育成に取り組みます。

今後も地域間競争の中、本県が魅力的な移住

先として選ばれるように、移住者のニーズをし

っかり捉えて、移住、定住をさらに促進してい

きます。

御手洗議長 大塚企画振興部長。

大塚企画振興部長 地方移住のサポート体制に

ついてお答えします。

移住に関する相談は仕事や住まい、生活環境

や教育環境など多岐にわたります。

そのため、県のポータルサイトにおいて支援

情報を集約するとともに、窓口で受けた移住相

談の内容については、関係機関で共有するなど、

可能な限りワンストップで対応しています。

一方、多様化する移住相談に対応するために

は、行政のみならず多分野にわたる人材が関わ

ってくることも重要です。

日田市にある移住支援団体ひた暮らし応援団

では、集落支援員やカフェのオーナー、看護師

や理学療法士など多くの方が参画し、様々な移

住相談に対応しています。

そこで、県では来年度から、県内各地で移住

支援団体の立ち上げ支援を行い、多様な人材が

移住支援に関わることで、きめ細かな対応がで

きる体制づくりを行います。

また、最近の移住相談では、空き家のリフォ

ームや学校になじめない子どもの教育など、専

門性の高い相談も増えてきています。

そのため、議員御提案のプロボノについて、

例えば、建築士や臨床心理士などの専門家を移

住相談において活用できるかどうか、今後研究

します。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 答弁ありがとうございました。さき

ほど冒頭、大手企業の居住要件の見直しについ

て話しましたが、私の身近な例があり、知り合

いがヤフーに勤めており、エンジニアでテレワ

ークです。この２年間、本社に出勤したのは２、

３回だそうです。それで仕事が成り立つんだな

と思い、ヤフーは通勤手当も月１５万円までで

飛行機通勤もオーケーといった条件になってい

るようでした。他の例もありますが、その人も

大分に来て、私が温泉とか連れていくと、大変

大分が気に入って、食べ物がおいしいというこ

とで、大分に住みたいという話をされていまし

た。あと、奥さんの仕事の都合があるので、そ

の辺の課題がありますが、そういうものが広が

ってきていると実感しています。

そして、知事から５年連続千人超えの移住と

いうことで、総務省が人口移動の統計を公表し

ており、初めて東京２３区が転出超過になった

という発表がありました。相変わらず神奈川、

埼玉、茨城といった首都圏が多いんですが、地
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方も増えているということで、四国では徳島、

九州では大分と転出が増えているという報道が

ありました。これまでの取組の成果は着実に現

れているんだなと感じました。

相談窓口をかなり充実していただけるという

ことで、またプロボノの提案についても検討い

ただけるということで、ありがとうございます。

青森県、あるいは山口県でもプロボノ活用の取

組が既に始まっているとあるので、ぜひそうい

ったものを参考に、移住につなげていただきた

いと思います。

さきほどまた知事から、富士通との提携の話

がありました。ヤフーの対象者が今回８千人、

ＡＮＡも居住要件の見直しがあり、グループ会

社の見直しがあって、そこが３万８千人という

ことです。他のＩＴ関係の企業も要件見直しを

されています。東京が中心になると思いますが、

東京事務所が中心の取組になるかもしれません

が、今回の居住要件見直しにあわせて、東京事

務所で何がしかそういった対策に取り組むとか

いった計画があるかどうかお尋ねします。

御手洗議長 大塚企画振興部長。

大塚企画振興部長 今正に御指摘いただいてい

る大手企業の居住要件の緩和は、本当に我々も

ここはチャンスだと思っています。東京事務所

もそうですが、本庁職員も、例えば、商工、あ

るいは企画、それぞれ企業とはいろいろな部分

で接点があるので、そういう接点の中で、ぜひ

大分へという働きかけ、取組を進めていきます。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 ありがとうございました。さきほど

総務省の統計があったとおり、今が攻め時だと

思うので、思い切った移住政策、さきほどの新

しい居住要件の見直しもありますが、従来取り

組んできた本格的な移住政策とあわせて、移住

政策充実に取り組んでいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

では次に、ポストコロナのツーリズムについ

て３点質問します。

まず、ユニバーサルツーリズムについて。

コロナ禍でインバウンドが激減するなど、本

県の主力産業である観光業は深刻な打撃を受け

ました。ポストコロナでのインバウンドの再開

ももちろん期待していますが、今回のようなパ

ンデミックの影響に備え、かつコロナ以前に増

して本県の観光産業の振興を図るには、新たな

需要の喚起が必要です。

そこで、高齢者や障がいの有無だけでなく、

妊婦や乳幼児連れの家族など、旅先での移動の

心配や周りを気遣うことなく安心して旅を楽し

めるユニバーサルツーリズムに早急に対応し、

これまで旅行をためらっていた方々を呼び込み、

旅の満足度を高めることが、これからの本県の

観光振興と観光関連事業復活の鍵を握ると思い

ます。

宿泊地や観光地におけるハード面での取組で

は、段差の解消、手すりやバリアフリートイレ

の設置、リフト付きのタクシーやバスの導入等

が考えられます。また、ソフト面においては、

高齢者や障がい者等の受入れにおける接遇や介

助等を適切に対応していく必要があります。

そのため、他県においては宿泊事業者にアド

バイザーを派遣し、施設のバリアフリー化に関

する助言や従業員の接し方等について指導を行

う取組も見られます。

ユニバーサルツーリズムにおける配慮は、特

段の配慮を必要としない旅行者からの評価も上

がるものであり、ポストコロナを見据えたツー

リズムとして推進すべきと考えます。今後のユ

ニバーサルツーリズムの推進に対する本県の考

えをお聞かせください。

次に、サイクルツーリズムについてです。

コロナ禍にあって自転車利用が増えたことに

加え、アウトドア指向の強まりから全国に多く

のサイクリストが誕生し、２０２０年度の自転

車販売高は過去最高を更新するなど、空前の自

転車ブームとなっています。

来年秋には本県で第１回目のツール・ド・九

州が開催されます。今議会には新年度予算案と

して、大会に向けて機運醸成を図るツール・ド

・九州推進事業やサイクルツーリズムを推進す

る大分のサイクル魅力発信事業が計上されてい

ます。

サイクリングへの関心が高まりを見せる中、
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県のホームページのサイクルツーリズム紹介ペ

ージでは、大分県のすばらしい景色をお楽しみ

くださいとうたっていますが、それを実感して

いただくためには、ハードとソフトの両面での

整備が必要です。自転車の走行空間の整備はも

ちろんですが、宿や観光スポットで自転車を安

全に保管できる場所が不可欠ですし、鉄道事業

者の協力が必要となりますが、県内一円を楽し

むには列車で自転車を運ぶサイクルトレインも

効果的と思います。

サイクルツーリズムのさらなる充実、魅力化

を図る今後の取組について、考えをお聞かせく

ださい。

続いて、観光コンテンツとしての空港の活用

についてです。

大分空港がアジア初の水平型宇宙港として、

早ければ本年中にスタートを切ります。本県と

宇宙港のパートナーシップ協定を結ぶヴァージ

ン・オービット社は、小型人工衛星に特化した

打ち上げサービスを行っていますが、グループ

会社のヴァージン・ギャラクティック社は宇宙

旅行ビジネスを手掛けており、将来的には大分

のスペースポートから宇宙に旅立つことも期待

されます。

昨年末に日本人初の民間人による宇宙旅行が

話題となりましたが、一般的になるのはかなり

先の話になると思います。大分空港については、

正に宇宙港としての価値が上がり、活用の仕方

によっては、空港そのものが宇宙旅行を身近に

感じることができる観光のコンテンツとして成

り立ち得ると考えます。

中部国際空港ことセントレアでは、空港とし

ての機能だけではなく、イベントなどを充実さ

せ、ショッピングモールのような複合施設を展

開して、観光コンテンツとしても活用されてい

ます。

大分空港でも、例えば、空港内、あるいはそ

の近辺にシアターを設置し、人工衛星の打ち上

げや人工衛星から中継されるライブ映像を、宇

宙の知識豊富なガイドの説明を受けながら楽し

むといった、本県ならではの新たなツーリズム

が考えられるのではないでしょうか。

観光コンテンツとしての空港の活用について、

県の見解をお聞かせください。

御手洗議長 秋月観光局長。

秋月観光局長 ３点御質問いただきました。

まず最初に、ユニバーサルツーリズムについ

てお答えします。

高齢者や障がい者、妊産婦、乳幼児連れの御

家族などを含めて、誰もが気兼ねなく楽しめる

旅行への対応は、観光おもてなしの基本である

と考えています。

コロナ後の旅行需要の喚起を図る上でも、ユ

ニバーサルツーリズムの推進は重要です。

そのため県では、受入環境の充実に向け、今

年度、宿泊事業者による露天風呂の手すりの設

置や正面玄関の段差の解消など、施設のバリア

フリー化に対して助成を行っています。また、

ツーリズム大学の修了生と連携して、宿泊施設

におけるバリアフリーの状況調査やホームペー

ジによるバリアフリー対応施設の紹介、宿泊施

設の従業員を対象とした接遇研修などを実施し

ました。研修の参加者からは、実際に体験した

ことで自信を持って接客できるようになったと

の御意見もいただきました。

今後も、誰にでも優しい宿づくりや人材育成

などを支援しながら、観光関係者との連携の下、

ユニバーサルツーリズムを推進していきます。

続いて、サイクルツーリズムについてです。

本県では、自転車活用推進計画を策定して、

安全で快適な走行空間を整備するとともに、温

泉や食など大分の魅力を楽しむ滞在型サイクル

ツーリズムに取り組んでいます。

現在、Ｗｅｂサイトサイクリングおおいたで、

周遊ルートやサイクルハブなどの情報を発信し

ており、来年度は、観光を楽しむモデルルート

の追加や多言語表示など、一層の充実を図って

いきます。

また、九州各県及び山口県と連携して周遊ル

ートを新たに設定し、サイクルマップを作成す

るなど、広域的なサイクルツーリズムにも取り

組んでいます。

今後、ツール・ド・九州２０２３の開催を契

機に、本県のサイクルツーリズムを一層充実さ
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せるために、観光関係者等で構成する推進委員

会を立ち上げることとしており、その中で、サ

イクリストの受入環境整備やルート沿線の魅力

づくり、インバウンド対応なども検討していき

ます。

議員御提案の、宿や観光スポットにおける安

全な保管場所の確保やサイクルトレインについ

ても、推進委員会の中で議論していきます。

最後に、観光コンテンツとしての空港の活用

についてです。

宇宙港の当初５年間の経済波及効果約１０２

億円のうち、観光消費効果は約５６億円、見込

まれる観光客数は約２４万人と、観光は宇宙港

との相乗効果が最も期待できる分野です。

効果の算定には展示などの常設施設の整備に

よる観光客の増加も見込んでいますが、議員御

提案のとおり、宇宙港となる大分空港を魅力的

な観光コンテンツにすることが重要です。

そのため本年度、県では機体周りや機内を見

学する夜間バックヤードツアーを試験的に実施

しました。また、ブランドプロモーション宇宙

ノオンセン県オオイタにあわせ、空港１階足湯

コーナーの宇宙仕様へのリニューアルや２階売

店の宇宙グッズコーナーの拡充、常設化に対し

て助成を行いました。

さらに、国内唯一となるホーバークラフトの

運航により、空港の魅力アップも期待されます。

現在、県内の関係者と共に大分空港・宇宙港

将来ビジョンの策定を行っており、その中でも、

観光プログラムの構築や受入環境の整備等につ

いて議論を重ねています。

今後は、大分空港をハブとする県内周遊ルー

トの造成や観光ビジネスの開発なども検討して、

新たなツーリズムとして世界に魅力を発信しま

す。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 ありがとうございました。まず、ユ

ニバーサルツーリズムについてです。

車椅子対応のリフト付き観光バスは各県備え

られている観光事業者はあると思いますが、本

県ではリフト付き観光バスは導入されているの

かがちょっと不安があります。

今回導入されるホーバーについては、車椅子

対応可能ですが、エアライナーは車椅子に対応

していないので、エアライナーのリフト付きバ

スの検討も今後必要なのかなとは感じています。

再質問としては別のことをお尋ねしますが、

実際に予約するシーンを考えると、大分のユニ

バーサルツーリズムのＷｅｂサイトはあるんで

すが、ちょっとなかなか分かりづらくて、トイ

レに手すりがついているんだろうか、あるいは

レストランまでの経路に階段はないのかなとか、

露天風呂に行くまでの通路は大丈夫かなとかい

うことは電話で一回一回聞かないと分からない

のが実際だと思うので、そういったところ、盲

導犬も大丈夫だとか、手話の対応は大丈夫だと

か、いろいろあると思います。そういったとこ

ろを県独自の認証制度か何かつくって表示され

ると選びやすくなるのかなという思いもあるん

ですが、そういったユニバーサル対応の宿です

よとか施設ですよとかいう県の認証制度は検討

できないでしょうか。

御手洗議長 秋月観光局長。

秋月観光局長 さきほど申したとおり、昨年度

いろいろと情報収集を行いました。まずは、誰

もが気兼ねなく楽しめる旅行のために、そうし

た情報をしっかりと収集して、着実に御利用者

に届けることを第一に優先して行っていきます。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 ぜひ利用者が分かりやすいような環

境をお願いします。

あと、企画振興部の担当になると思いますが、

ＡＮＡが今ユニバーサルＭａａＳを準備してい

ます。車椅子利用者の方が予約一本で目的地に

行けるというＭａａＳですね。飛行機に乗って、

東京モノレールに乗って、ＪＲに乗り換えて、

新幹線に乗って、そして、最後はタクシーで宿

に着く、これを予約一本で、ＭａａＳで行ける

というサービスを検討されているので、さきほ

どのホーバーは車椅子に対応していますが、エ

アライナーは対応していないというときに、ユ

ニバーサルＭａａＳに大分が対応できるのかと。

他の代替手段があるかもしれませんが、そこは

ひとつまたＭａａＳの中で検討いただきたいな
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と思います。

そして、サイクルツーリズムですが、自転車

は高いものでは軽自動車の中古並みの値段もし

ます。バイクとか自動車と違って、自転車は部

品がむき出しになっているので、大変サイクリ

ストとしては保管に結構心配、気を遣うもので

あるので、そういった環境整備をいただきたい

と思います。

サイクルトレインは、ぜひ御協議いただきた

いと思います。私も以前サイクリストでしたが、

私のお薦めルートとしては、別府にフェリーで

着いて、そこからやまなみハイウェイで、九重

ぐらいの温泉で１泊して、そして、翌日は牧ノ

戸峠のヒルクライムにチャレンジして、久住高

原を通って、あとは下りが多いので、竹田駅ま

で行って、竹田駅でＪＲに乗って大分まで戻っ

て、最後は大分から別大国道の湾岸を走って、

いい景色を見て、またフェリーで帰るのが私の

お薦めプランですが、そういったことにぜひサ

イクルトレインがあると、１泊２日でかなり大

分を楽しめると思います。

一つお尋ねしたいのが、サイクルトレインも

御協議いただけるということですが、今度は大

阪－別府の新造船、ＬＮＧのフェリーが就航し

ます。これもサイクルフェリーの対応ができな

いかと思います。愛媛はしまなみ海道のサイク

ルコースを持っているので、大阪－愛媛のフェ

リーはサイクルフェリーに対応しているので、

部屋まで自転車を持ち込めるプランもあります。

今度、新造船があるので、そういったところ

も協議の俎上に上げていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。

御手洗議長 秋月観光局長。

秋月観光局長 今年度、観光事業者で構成する

推進委員会を立ち上げたいとさきほど御説明し

ました。その中に、またぜひともそういうフェ

リーの運航事業者にも入っていただいて、意見

交換しながら議論を進めます。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 ぜひよろしくお願いします。

サイクルトレイン、よその事例を見ると、土

日、祝日、あと時間帯を限定して運用している

ようなので、観光利用目的ということでそうい

ったことをぜひ御協議いただきたいと思います。

続いて、宇宙港の関係、大分空港の観光コン

テンツについてですが、今日、資料をお配りし

ています。御覧ください。

これは国際宇宙ステーション、ＩＳＳからの

ライブ映像で、動画配信サイトで今無料で宇宙

からのライブ映像を楽しめるようになっていま

す。左上は、宇宙ステーションのクルーが船外

活動をしています。右上は、大分の上を通ると

ころを撮りたかったんですが、なかなか大分の

上空を通らなくて、これは今、四国の上空の写

真です。ちゃんと表示で「Ｊａｐａｎ Ｋｏｃ

ｈｉ」という表示があります。すごいですね。

左下は、宇宙の眺めです。この青い地球は本当

に宇宙から見ると奇跡の存在だということが非

常によく分かると思います。こういう眺めを見

れば、地球上で無意味な争いを繰り返すことは

ないと思いますが、国の代表者には、ぜひこう

いった光景を眺めてもらいたいなと願うところ

です。右下はオーロラです。これは南極方面の

オーロラですね。南極方面でもオーロラベルト

があって、たまに観測できるんですが、私もラ

イブ映像を見ていてたまたま見れたので撮って

います。こういった映像を大分空港で、議場ぐ

らいのスクリーンで眺めるようなことができる

と、結構集客効果があるんではないかなと思っ

て提案しています。天気がよければ、エジプト

のピラミッドも見えるんではないかなと。日に

よっていろいろ楽しめると思います。このライ

ブ映像を見て、空港のレストランで宇宙食を食

べて、そして、宇宙グッズを買って、一日空港

で楽しむといったプランです。

先般のおおいたそらはくでも、グッズ販売コ

ーナーは大変なにぎわいでしたね。私も宇宙食

を買って帰りました。そういったにぎわいの場

になると大変期待しています。

今、ソニーとＪＡＸＡがこのライブ映像をリ

アルタイムで楽しめるプランを計画して、今年

中にその衛星を打ち上げる計画だと報道されて

います。ただ、これは有料、ライセンス料がい

るようで、結構なお値段でした。大分もアバタ
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ーを研究しているので、宇宙旅行アバターの人

工衛星をぜひ打ち上げてみてはいかがかなと思

ったりもしています。

そして、再質問ですが、先般のそらはくでも、

北海道大樹町のスペースポート、企業版ふるさ

と納税を活用していろんな取組を立てていると

いう報告もありました。今、企業版ふるさと納

税の制度が拡充されているので、ぜひ宇宙関連

産業からふるさと納税のプロジェクトを立てて、

そういった施設整備とかが考えられないかお尋

ねします。

御手洗議長 高濱商工観光労働部長。

高濱商工観光労働部長 そらはくにもいろいろ

御参加いただきありがとうございます。この資

料にもあるように、ある意味エンタメですね。

エンタメの世界でも様々な企業が取り組んでい

るので、ぜひ我々もそういった企業とも話をし

ていきます。

御質問いただいた投資を呼び込む仕組みです

が、おっしゃるとおり、北海道はなかなかうま

いなと思っています。我々も投資を呼び込む方

法はいろいろあると思っています。その中の一

つとして、ふるさと納税もよく北海道とかの話

を聞きながら勉強していきます。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 ぜひよろしくお願いします。

そらはくの最後で結びのときに、テキサスの

ヒューストンのスペースポートの構想図が示さ

れたと思います。そこの絵を見ると、やはりホ

テルや鉄道があったりしますが、博物館、ミュ

ージアムが整備されています。今空港の将来図

を描いていると思うので、ぜひそういう構想に

つなげていただきたいなと思います。よろしく

お願いします。

次に、フードテックについて質問します。

世界人口は２０５０年には現在の７８億人か

ら９７億人となり、食料需要量は２０１０年の

３４億トンから２０５０年には５８億トンまで

増加する見通しとされています。また、現在で

も世界人口の約１割は飢餓にあるとされますが、

昨今の気候変動やコロナ禍により、さらに深刻

な世界的食料危機の到来が予測されています。

こうした中、注目されるのがフードテックで

す。フード、すなわち食料の課題をテクノロジ

ーで解決し、その可能性を広げるもので、昆虫

食などの代替たんぱく質の活用や無人農場など

多岐にわたります。特に代替たんぱく質は、食

料不足への懸念のほかにも健康志向の高まりか

ら、欧米、アジアを中心に市場が急速に拡大し

ています。

本県においても老舗のしょうゆメーカーが食

用コオロギを使ったしょうゆを開発し、既に販

売を開始しています。世界的に見てもフードテ

ックへの投資額が伸びており、これからの成長

分野になると期待されます。昆虫食ビジネスを

はじめ、フードテック産業の育成支援、特に商

品開発や販路開拓への支援に対する県の見解を

お聞かせください。

御手洗議長 高濱商工観光労働部長。

高濱商工観光労働部長 フードテックについて

お答えします。

食品産業に先端技術を活用するフードテック

は、成長が期待される一方で、商品開発の環境

整備や昆虫食に対する消費者の理解増進等、課

題も多い分野だと認識しています。

県では、平成２６年２月におおいた食品産業

企業会を立ち上げ、事業者と連携して商品開発

や販路開拓等を図るとともに、産業科学技術セ

ンター内におおいた食品オープンラボを開設し、

食品の試作や試験等を支援してきました。

議員の御質問にあったしょうゆ開発では、食

品オープンラボが企業から技術相談を受け、し

ょうゆもろみに食用コオロギの粉末の添加を提

案したりしています。

また、代替肉である大豆ミート入りの巻きず

しの具を開発し、輸出に取り組もうとする由布

市の企業に対しては、ＨＡＣＣＰ取得に必要な

生産販売システム等の導入を企業会が支援して

います。

大分県のビジネスプラングランプリにおいて

チャレンジ賞を受賞した企業は、スーパーなど

が廃棄する食品残渣を餌にミールワームという

昆虫を飼育し、将来的に代替たんぱく質として

販売を目指す取組を行っており、こうした県内
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企業のチャレンジも応援しています。

今後も、食品産業企業会や関係機関等と連携

し、フードテックに挑戦する企業を支援してい

きます。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 ありがとうございます。私もこの質

問に際して、コオロギしょうゆをネットで購入

して頂きました。大変うまみの高いしょうゆで

す。あと、コオロギ煎餅、そして、蚕のさなぎ

のゆずごしょう風味、これも食してみました。

実は今日、議場で配付して皆さんに御試食いた

だきたかったんですが、残念ながら議場内は飲

食禁止ということで、残念だったんですが、コ

オロギ煎餅はえび煎に近いですね。ビールに大

変合うのかなと思います。蚕のさなぎのゆずご

しょう風味、これはかむと身が出てきます。こ

れは、昔、結婚式の折で、伊勢えびを半分に割

ったものがお土産でついていたと思いますが、

あのみそに近いような味ですね。これは焼酎に

合うのかなと感じました。ぜひ皆さんも機会が

あったら御賞味いただきたいと思います。

長崎県でもかなりコオロギ関係のフードテッ

ク産業が振興されています。この間、テレビで

も特番が組まれており、障がい者の雇用の場に

もなっているというのも見たし、あと、食用コ

オロギの養殖には温度管理が必要で、そこはエ

アコンで３０度で常に温度管理をしているので、

せっかくの環境目的が、ちょっと残念だなとい

う気がしましたが、大分はその点、温泉熱を利

用した取組も可能ではないかと思いました。

実は大分の食用コオロギは、外国から輸入さ

れたものを使ってしょうゆを作られているそう

です。カンボジアと聞きました。そういった大

分の温泉熱を使ったコオロギ、食材はやはり県

外、国外になって、蚕も県外だったんですが、

地元食材になるような開発支援も可能ではない

かなと思いました。

東京都は今回、フードテックの開発に当初予

算で３億円ぐらい投じて支援を行うようですが、

大分の昆虫素材、コオロギとか蚕を地産できる

ような支援は考えられないでしょうか。

御手洗議長 高濱商工観光労働部長。

高濱商工観光労働部長 いろいろ御試食もいた

だいているようで、ありがとうございます。私

もアメリカに３年前ぐらいに行ったときに、や

はりフードテックがすごい進んでいて、日本が

オリンピック２周分遅れていると、要は８年分

ぐらい遅れているという話も聞いて、以降、私

もいろいろフードテックはぜひ推進していこう

と県内でも進めています。御指摘いただいた県

内の食材をというところもあると思うし、若し

くは世界全体の動きを見て、ローカルだけで投

じずに世界全体を見ていくことも大事だと思っ

ています。

特に今現在フードテックに特化したものはあ

りませんが、さきほど申したとおり、機関とし

てしっかりサポートする支援も設けながら、ま

た、ビジネスプラングランプリでそういう賞に

挑戦するような企業も出てきています。こうい

った動きをぜひ我々も後押ししていきます。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 よろしくお願いします。

さきほどの長崎の企業は、食用コオロギはフ

ィンランドへ輸出する計画も考えているという

ことで、フィンランドは昆虫食で有名な国で、

そういった海外展開も考える企業もあるようで

す。大分でも例の蚕のさなぎのゆずごしょう風

味、別府大学の学生が先生と連携してやられた

ようなので、そういった大学と連携しての開発、

若者の企業支援もあると思うので、ぜひ今後も

よろしくお願いします。

次に、在来種苗の継承についてお尋ねします。

かつて農家は自家採取して農作物を作り、そ

の種子をつないできましたが、いわゆる種子の

Ｆ１化の進展により在来種の消滅が進み、農家

が持っていた自家採取の技術も失われてきまし

た。

こうした中、広島県は急激に失われつつある

地元の農作物の種子を収集保存すること等を目

的に農業ジーンバンクを設立しました。ジーン

バンクの種子は県民であれば無料で利用でき、

農家はその種子を元手に自家採取を行い、その

一部をジーンバンクに返却する仕組みとなって

います。
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在来種は生育のそろいはよくありませんが、

野菜本来の味わいが楽しめる、Ｆ１種に比べ、

環境適応能力が一般的に高い等の特徴がありま

す。また、化学肥料や農薬のない時代に生まれ

たものが多く、有機栽培に向いているし、他の

土地にない農作物として、地名を冠したブラン

ド野菜化も将来性が見込めます。

本県でも在来種を守っている農家があります

が、あくまでも個人の努力によるものです。地

域で守られてきた貴重な種苗を未来に引き継ぐ

において公共の果たすべき役割は少なからずあ

ると思います。

米、麦、大豆に限らず、本県の各地域に根ざ

した特色ある農作物の種苗を新たな地域ブラン

ド品として展開するため、市町村とも連携して

発掘し認定するなど、まずは認知度向上に取り

組んではいかがでしょうか。そうした地道な活

動を続けることで、農家にも消費者にも在来種

のよさが浸透し、在来種をつないでいく土壌が

育つと思いますが、県の考えをお聞かせくださ

い。

御手洗議長 佐藤農林水産部長。

佐藤農林水産部長 在来種苗の継承についてお

答えします。

県内では、竹田市の久住タカナや宇佐市のみ

とり豆など地域固有の在来種が古くから栽培さ

れています。

種子の保存については、国の研究機関である

農研機構が、収集等を行った県内の種子を農業

生物資源ジーンバンクに３０６件保存していま

す。今後も必要に応じて、この施設での種子の

保存を検討していきます。

なお、広島県では、外郭団体が農業ジーンバ

ンクを設立し、現在は種子の保存のみを行って

いると聞いています。

また、本県では、平成２７年から２９年にか

けて在来種の調査を行ったところ、１４種類の

栽培が確認されています。これらは各地域で生

産者が自家採取を行いながら栽培しています。

在来種については、地元でストーリー性を持た

せて、地域振興のツールとして活用するなどが

考えられ、このような市町村等の取組が出てく

れば、県としても対応を検討していきます。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 大分県内でもいろんな地域に特化し

た在来種があります。竹田では岡大豆、あと久

住タカナ、そして、県北、中津、宇佐ではみと

り豆があり、みとりおこわを作って地域で食さ

れてきたことも紹介されています。まだまだ知

られていない地域の食材はたくさんあると思う

ので、さきほど１４種の発掘とありましたが、

ぜひそういった活動を、振興局単位とか市町村

と連携してぜひ取組をしていただきたいと思い

ます。

再質問ですが、種苗の継承は大切だという認

識はあると思いますが、県の条例ですね、農林

水産部関係条例のどこに位置付けられるのかな

と見ると、在来種の継承の取組が県条例上なか

なか見当たらない。あえて言うならば、食育推

進条例の中で食文化の継承のための取組の促進

というところがあるので、そこが少しは該当す

るのかと感じています。

今、県内の市町から、大分県主要農作物等種

子条例制定を求める意見書が寄せられていると

思いますが、その中で在来種の発掘、保護、普

及の措置を定めてもらいたいという記述がある

と思います。今こういった意見書が各市町から

寄せられていると思いますが、今後どのように

取り扱うのか、考えをお聞かせください。

御手洗議長 佐藤農林水産部長。

佐藤農林水産部長 種子の保存です。一つは、

県として新品種を作って、その新品種を戦略的

にもうかる農業に使っていくということで、ベ

リーツとかトルコキキョウとか豊里を新品種と

して開発して、これについては種苗法に基づい

て品種の登録をしています。県がもうかる施策

の中で種苗として開発していくものについては、

種苗法の中での登録をしていくことで、必要と

なる種子の開発と保存についての仕組みを持っ

ています。

一般的な在来種については、さきほど申した

ような国の機関での保存が一般的に国で行われ

ているので、そちらを活用します。

御手洗議長 木田昇君。
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木田議員 もう一点尋ねた、意見書が寄せられ

ていて、その取扱いは今の答弁の中でよろしい

でしょうか。

御手洗議長 佐藤農林水産部長。

佐藤農林水産部長 今のところそう考えていま

す。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 では、新品種の関係の取組は、他県

でも種子条例を定める中で新たに開発したもの

の保存等については取り組まれている自治体が

ありますが、在来種の取組についての条例化と

いった意見書の趣旨なので、その辺を酌んで今

後御検討いただきたいと思います。

続いて、最後の質問です。青少年のＩＣＴの

利用について。

県が令和２年度に行った青少年のネット利用

実態調査によると、自分専用のスマートフォン

を利用している中学生は７１．７％、高校生は

ほぼ全員となっています。また、インターネッ

トの利用時間は、中高生とも平日で２時間以上

という回答が５割を超えています。

ＯＥＣＤが世界の１５歳を対象に行う学習到

達度調査ＰＩＳＡ２０１８で、日本は読解力が

平均点も順位も前回より下がる結果となってい

ます。

教育大国として知られるフィンランドでも子

どもたちの読解力の低下が見られ、同国の著名

な教育学者パシ・サルベリ氏は、スマートフォ

ンなどを利用する時間が増え過ぎ、本や長い文

章に触れる時間が減少したり、読書に必要な集

中力が低下したりしたことが要因。ソーシャル

メディアやゲームが子どもたちの心身に与える

悪影響も明らかになっていると指摘しています。

冒頭の県の調査で、ネット利用に関する家庭

でのルールがあるという子どもは中高生とも６

割以下で、正しい使い方がされていないのでは

ないか、また、その結果として、子どもたちの

成長や学習の習熟に影響がないか心配です。学

校や家庭でＩＣＴとの健全な付き合い方を子ど

もたちだけでなく、保護者にも理解を深めてい

く必要があります。また、インターネットやＳ

ＮＳ等の過度な利用により、学力やコミュニケ

ーション能力に支障を来す青少年に対し、保護

者も含め正しい使用方法を普及することも重要

です。大分県青少年健全育成計画でも対策が予

定されていると思いますが、県の見解を伺いま

す。

御手洗議長 磯田生活環境部長。

磯田生活環境部長 青少年のＩＣＴの利用につ

いてお答えします。

現在、インターネットの普及、拡大により、

大人の監視の目が届かないところに子どもが何

の制限もなく自由にアクセスできる環境にあり

ます。残念ながら、意図せず違法、有害情報に

触れる可能性もある状況にあります。

一方、ネット利用は既に社会生活の中では必

要不可欠なものとなっています。低年齢層から

も利用が進む社会において、デジタルネイティ

ブとも言われる青少年も、それから、保護者も、

今後は上手に付き合うための判断力を養うこと

が必要であると考えています。

このため、発達段階に応じた利用ができるよ

う、青少年と保護者に対する安全利用の啓発と

青少年を守るための規制を強化しています。

具体的には、幼稚園児や小学生の低年齢層保

護者に対して、利用に伴う危険性やフィルタリ

ングの必要性、家庭でのルールづくり等につい

て啓発を行っています。

加えて、中高生が主体となったルールづくり

の推進やネット利用のモラル・リテラシー向上

のために、中高生が自ら考え議論する場である

ＩＣＴカンファレンスを県で開催しています。

また、条例改正により青少年に児童ポルノ等

の提供を求める行為に罰則を定めています。

今後とも、家庭、地域、学校と協力しながら

青少年の安全安心なＩＣＴ利用環境づくりに努

めます。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 ありがとうございます。特に、最近

気になるスマホとの付き合い方ですが、なぜ子

どもに影響があるのかを、子どもや保護者がそ

の科学的な根拠を理解していただく必要がある

と思います。

今、本が売れており、スウェーデンの精神科
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医のアンデシュ・ハンセンさんの「スマホ脳」

という本があり、これがスウェーデンでもベス

トセラー、日本でもかなり読まれています。議

会の図書室にも「スマホ脳」を置いていますが、

裏の貸出カードを見ると、一番読まれています。

かなり関心があるんだなと思いますが、その本

によると、欲望を抑制する脳のコントロールは、

海馬と前頭葉になりますが、前頭葉の成熟は２

５歳ぐらいにならないと成熟してこないという

ことで、その抑制が、ブレーキが利きづらいの

が子どもになるので、どうしてもやっぱりスマ

ホの誘惑に引かれてしまうというのは先生が本

で記述されていました。夜寝るときもスマホは

手に届くところに置かない、あるいは通知の設

定はオフにして寝るとか、そういったことも記

載されていて、私もスマホを手の届かないとこ

ろに置くようにして寝ると、よく眠れるように

なった感じがします。

学習も大切ですが、スポーツ選手にとっても

良質な睡眠は大変重要だと県民クラブのアスリ

ートから聞きました。そういう指導があるそう

です。１０時までに寝なさいと。脳が覚えるわ

けですが、それが夜寝るときに記憶される。体

で覚えると言いますが、覚えるのは脳なので、

そういう指導がされていると思いますが、そう

いった専門的な見地からの保護者、子どもに対

する啓発、全県の学校にそういう啓発が行き届

いているか、専門家による講演とかが行き届い

ているかどうか教えていただきたいと思います。

御手洗議長 磯田生活環境部長。

磯田生活環境部長 さきほどの啓発の中では、

スマホによるいろんな影響を勉強していただく

という内容で啓発を行っていますが、これをい

かに科学的な根拠に基づいて、恐らく啓発のと

きだけではなく、日常の生活の中で取り組んで

もらうための取組をさらに今後強化していく必

要があると考えています。

御手洗議長 木田昇君。

木田議員 やっぱり子どもの読書活動も心配で

す。最近、電車やバスの中を見ても、本を読ん

でいる子どもはなかなか見ないなと。大人もそ

うかもしれませんが、そういった心配がありま

す。ぜひ教育委員会、教育長も子どもの状況等

を見ていただいて、これからの子どもの健全な

成長を、ぜひＩＣＴのことを考えながら取り組

んでいただきたいと思います。

以上、質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

御手洗議長 以上で木田昇君の質問及び答弁は

終わりました。

暫時休憩します。

午前１１時４９分 休憩

―――――→…←―――――

午後１時 再開

三浦副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問及び質疑を続けます。井上伸史君。

〔井上（伸）議員登壇〕（拍手）

井上（伸）議員 皆さんこんにちは。２番の井

上伸史です。質問の機会を与えていただき、誠

にありがとうございます。

質問に先立ち、この３月末をもって県を退職

される浦辺企業局長、梶原防災局長、森山会計

管理者、法華津人事委員会事務局長、稲垣労働

委員会事務局長、牧監査委員事務局長をはじめ、

多くの職員の皆様方には、長年にわたり県民の

ために、そして、県政推進のために、各々お立

場の中でたゆまぬ御努力をいただき、厚く御礼

申し上げます。

今後とも健康には十分御留意されて、これま

での豊富な知識や経験を十分に生かして、県政

の発展はもとより、様々な分野においても、な

お一層御活躍されるよう、心から御祈念します。

本当に御苦労さまでした。

それでは、質問に入ります。

まず、林業の成長産業化についてですが、私

は林業に関わる質問をおおむね１５回から１６

回していますが、この間、林業政策に対応して

いただき感謝します。とりわけ、県と国の森林

環境税の設立については大変ありがたく思って

います。この税を活用し、様々な林業政策がで

き、厳しい林業を乗り切ってきたものです。私

は、津江の山奥で林業を営んでいます。２３歳

のときに植林した杉山も一昨年伐採しました。

自分が植えた木を切る、また、その山に再び杉
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の植林をすることができたことは、単なるイベ

ントとは異なる貴重な体験となりました。

このことにより、森林所有者はもとより、林

業に携わる関係者が森林の恩恵をすべからく享

受し、将来の世代に豊かな森林をつなげる持続

可能な林業を確立することの必要性を感じまし

た。

人口減少、高齢化は避けて通れない厳しい現

状ですが、戦後植林された成熟した森林を成長

産業としてどう導くか、大きな局面を迎えてい

ます。

森林を次代につなぐために、まず必要なこと

は、森林所有者が資源として利用できる人工林

を適期に伐採し、そこで得た収入から着実に再

造林を進め、安心して林業経営ができる環境を

整備していくことだと考えます。

これまで低迷してきた木材価格は令和３年に

なって大きく上昇し、収入面で明るい兆しは見

られるものの、長きにわたり森林を守り、育て

てきた森林所有者にとって、まだその恩恵は十

分に感じられるものではありません。着実な再

造林についても、その費用とともに、下刈りや

保育など長期間にわたる森林管理が必要となる

ことや、後継者の不在などの不安要因が残って

ることも課題です。

また、本県の林業経営体が５年間に大きく減

少し、伐期を迎えた森林を抱え、素材生産量や

再造林の面積は増加しているようなので、規模

の大きな経営体の役割が大きくなっていると思

われます。しかしながら、林業は依然として労

働災害の発生率が他の産業に比べ高い状態にあ

ることから、林業経営体の規模拡大とあわせて、

若者を呼び込む魅力ある職場づくりを推進して

いく必要があると思います。

あわせて、県内の杉やヒノキなどの大径化、

丸太、大体直径３０センチ以上のことを言うわ

けです。この大径化が進んで、製材機械が使え

ないなどの問題があります。しかし、これから

は大径材が市場に多く流通するようになります。

これらの資源の有効活用と、大径材を伐採し、

森林の若返りも必要です。大径化した木もしっ

かり売っていかなければなりません。

合板工場や木質バイオマス発電所の稼働、木

材輸出といった新たな需要と供給のバランスを

保ちながら本県林業はやってきましたが、今後、

林業の成長産業化に向けてどのように取り組ん

でいくのか、知事の見解を伺います。

後は対面で行います。

〔井上（伸）議員、対面演壇横の待機席へ

移動〕

三浦副議長 ただいまの井上伸史君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 井上伸史議員には、冒頭、この３月

をもって退職する県職員に対して、心のこもっ

た慰労のお言葉をいただき、誠にありがとうご

ざいました。

それでは、林業の成長産業化についてお答え

します。

県では豊富な森林資源を活用し、林業の成長

産業化を実現するため、令和６年の素材生産目

標を、年間成長量を勘案して１６０万立方メー

トルと定め、木材生産力の強化と木材需要の拡

大を両輪として取り組んできました。そして、

結果として、令和２年の素材生産量は、コロナ

禍で木材需要が落ち込んだ中でも１４０万立方

メートルに達しました。

このような中、林業関係者をはじめ、県民が

将来にわたって森林の恩恵を享受するためには、

切って使うこととあわせて、植えて育てる循環

型林業を確立することが重要です。

このため、第１に木材生産力を強化します。

施業の集約化や路網整備を進めるとともに、今

後は丸太の直径や長さなどを自動で計測、電子

化でき、人件費の削減と作業の効率化を実現す

るＩＣＴハーベスタ等の最新機械の導入に力を

入れていきます。

また、意欲ある事業体に対し、機械導入等を

集中支援することで、年間１万立方メートル以

上の生産と再造林を行う中核林業経営体を、現

在の１９社から令和６年度までに目標の３５社

へと拡大させていきます。

第２に、再造林を徹底します。造林や下刈り

の一層の省力化に向けて、植栽本数を減らす疎
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植造林や、主伐・再造林の一貫作業の定着を促

進します。あわせて、過酷な労働と言われる下

刈り作業を行える機械の導入を支援し、造林分

野の機械化を推進します。

また、さらなるコスト縮減と伐採までの期間

の短縮を図るため、通常の杉より成長の早いエ

リートツリーやコウヨウザン等の早生樹の導入

を積極的に進め、これらの再造林面積を早期に

現状の１０倍まで拡大します。

第３に、担い手の確保、育成に取り組みます。

おおいた林業アカデミーでは、幅広い世代に向

けて給付金制度を拡充しており、これまでに４

３人の卒業生を送り出してきました。

また、ＶＲシミュレーターを用いた伐倒作業

の研修や、事故の原因となる作業者同士の接近

を知らせる無線機、夏の暑さを軽減する空調服

の支援など、新たな機材を活用した労働安全の

向上と就業環境の改善に取り組みます。

あわせて、森林資源の偏りを解消するために

も、大径材の活用が必要です。製材の効率化や

低コスト化を目指し、今年度構築する大径材ビ

ジネスモデルによる加工機械の導入を進めると

ともに、大径材製品の新たな乾燥技術の確立に

も取り組みます。

木材価格が上昇している今、チャンスを逃さ

ずに、持続可能な循環型林業を確立し、林業の

成長産業化を加速させていきます。

三浦副議長 井上伸史君。

井上（伸）議員 多岐にわたりまして林業の施

策、大変ありがたく思います。お話があった大

径材の対策ですが、この促進会議が発足された

ということですが、研究機関である林業試験場

が協議会のメンバーに入っていないことがちょ

っと気になります。林業試験場は今までに育苗

技術研究など大変優れていますが、伐期を迎え

た森林が存在する中、大径材などの木材加工利

活用を促進すべきと考えますが、いかがでしょ

うか。

三浦副議長 佐藤農林水産部長。

佐藤農林水産部長 大径材のビジネスモデル構

築の促進会議ですが、森林所有者から原木市場、

それから、製材工場、プレカット工場、そうい

った川上から川下までの方が入っていただいて

います。その中で当然、県は一緒に話を進める

上で、オブザーバーとして林業研究部、それか

ら、本庁の林務管理課、林産振興室、こういっ

たところが当然いつも話に入って、一緒になっ

て協議を進めています。

三浦副議長 井上伸史君。

井上（伸）議員 林業試験場は入っていないん

ですね。入っていますか。

三浦副議長 佐藤農林水産部長。

佐藤農林水産部長 協議会の委員自体は民間の

方で組織されていますが、当然、一緒になって

オブザーバーとして林業研究部も本庁の職員も

入って話合いをしています。

三浦副議長 井上伸史君。

井上（伸）議員 試験場も一種の研究機関なの

で、そういったこともひとつ入って一緒に協議

していただければと思っています。

それから、今、林業界の話題になっているウ

ッドショック対応についてですが、昨年の暮れ、

私の知り合いが宝くじで１０万円当たりました。

ちょっと関係ないことですが、続いて、なぜか

分からないが、木材が高いときに当たりました。

これも神社を祭ったお陰だと、久々の二重の喜

びだったということを申し上げますが、そうい

ったことでした。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により

厳しい状況が続いている業種である一方で、林

業界においては、昨年、世界的な木材需要の逼

迫等に端を発した木材価格の上昇、いわゆるウ

ッドショックが発生しました。

今までの３０年間、県、市町村と林業関係者

は、国産材需要拡大等のため、森林環境税の創

設など林業発展を叫んできました。需要は以前

より増加したものの、丸太、製品価格にまでは

波及しておらず厳しいものでした。昨年からの

オイルショックならぬウッドショックで木材は

高騰しました。

この背景には、他国に先駆けてコロナ禍から

回復したアメリカや中国木材需要の拡大に加え、

木材輸送に使われる海上コンテナの不足やそれ

に伴う海上輸送運賃の上昇で、十分な製材品が
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輸入されなくなったことが主な要因と言われて

います。これにより木材需要の約６割を輸入材

に頼っている我が国では、その代わりとして期

待が高まった国産製材品の価格が急騰し、つら

れて杉やヒノキの価格が上昇した模様です。

今までに３０年近く国産材の需要拡大などを

叫び続けたのは何だったのかと言いたくなりま

す。本県の杉丸太価格については、昭和５０年

代をピークに年々減少し、ここ数年は１立米当

たり１万１千円程度で推移してきましたが、昨

年６月は１万６千円を超えるなど大幅な上昇を

記録した。丸太価格の上昇は、森林所有者や林

業関係者にとって大変喜ばしいことですが、こ

の状況がいつまで続くのか、今後大きな反動が

あるのではないかという不安の声も同時に聞こ

えてきます。現に、直近の丸太価格は１立米当

たり１万３千円程度に下がってきている状況で

す。

今回のウッドショックをきっかけに外材から

国産材へ切替えを進める動きも強まっているこ

とから、県産材を売り込むには今が好機です。

戦後に植林された杉、ヒノキは伐期を迎えた現

状の中、大量に国産材が存在するとあれば、外

材ストップか外材抑制の政策はできなかったも

のかと考えます。今後こういった国産材への需

要をどのように取り込んで山元に還元していく

のか、農林水産部長に伺います。

三浦副議長 佐藤農林水産部長。

佐藤農林水産部長 県産材の競争力向上につい

ては、需要変動への柔軟な対応と安定供給を続

けることが重要であるため、効率的な加工・乾

燥施設等の導入による製材所の規模拡大を進め

ています。他方で、木材需要の大半を占める住

宅の新設着工戸数は、今後２０年で半減すると

見込まれていることから、新たな分野での需要

創出も重要です。このため、木材利用の少ない

非住宅建築物の木造化を図るべく、昨年改正さ

れた木材利用促進法に基づく協定を民間企業等

と締結し、県内での需要拡大を図ります。

また、県産製材品の８割を消費する県外対策

も重要です。今後増加する大径材の販路拡大に

向け、県外プレカット工場にサンプルを提供し、

製品評価を実施することで、外材を使用する工

務店等の県産材への転換を促します。

さらに、国の輸出拡大実行戦略の輸出産地に

位置付けられている日田地域の製材品を核とし、

米国など海外での販路開拓も進めます。

こうした県産製材需要の取組と供給力の強化

を進めることにより、林業・木材産業に携わる

関係者の所得向上を図っていきます。

三浦副議長 井上伸史君。

井上（伸）議員 ありがとうございます。私は

かねがね、工務店との関係を密にして、木材の

流通をもう少し勉強したほうがいいんではない

かと考えます。林業界は固くて、そういったも

のをあまり気にかけていないようなので、今後

は工務店に直接そういった形を強くすれば、私

はもう少し売れる状況になるのではなかろうか

と思っています。

それでは、山林火災についてです。

旧市町村で発生した火災などは市町村の対応

ですが、コロナ禍で巣籠もりで火事場に駆け付

けた出来事で感じたことを踏まえ質問します。

今年になって既に日田市上津江町では２件の

山林火災が発生しましたが、住民の素早い対応

で延焼を食いとめることができました。

しかしながら、山村の過疎化、高齢化で山村

火災が発生すると対応が厳しい状況になってい

ることを改めて実感しました。合併前は、市町

村役場が中心となり、消防指令指揮が明確で、

地域の顔が見え、迅速な対応ができました。合

併後の現在、広域連合消防組織は市中心部に位

置し、有事の場合、２０キロから３０キロ離れ

た火災現場には消防本部からの到着が３０分か

かるため、火災発生時の初期消火体制の徹底が

必要であると感じました。火災通報は早いが、

現場での指揮が消火までに時間がかかるなど、

山林火災に迅速に対応できる初期消火体制の徹

底が当たり前だと思われますが、過疎化の進む

山村では山林火災への対応が増すばかりです。

過疎化における広域連合の在り方を見直すこと

を市町村に助言してほしい、そういう感じがす

るので、どうぞよろしくお願いします。

それから、火災に駆け付けたとき、なた、鎌
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は持っていきましたが、それでは物になりませ

ん。今紹介する背負い式の消火の、これですが、

これはだいぶ古いんですが、これは新しいもの

に変えてもらいたいという思いもあります。こ

ういうのが出ているので、消防団に入っている

方は分かるんですが、入っていない一般住民に、

何を持っていったらいいかということになると、

水を入れたこれをすぐ運ぶほうが初期消火に効

果があるんではなかろうかと感じたので、どう

ぞよろしくお願いします。

それと加えて、前回もお願いしたんですが、

何と申しても、火災発生現場の現況が分かるよ

うに、今後ドローン等も市町村の振興局に配布

したら、便利というか、非常に効果があるんで

はなかろうかと思っているので、その辺のとこ

ろも過疎債とか、そういった災害の対応の支援

はかなり国も前向きに考えているので、補助金

もかなり対応できるのではなかろうかと思って

いるので、どうかひとつ梶原防災局長、あなた

は日田なので、よろしくお願いします。

三浦副議長 梶原防災局長。

梶原防災局長 さきほどは温かいお言葉ありが

とうございました。

私からは、山林等の火災についてお答えしま

す。

山林等の火災に対しては、まず、地元の地形

や気象条件などに精通している消防団が現場に

駆け付け、初期消火活動を実施しています。ま

た、消防本部は、消火活動とともに的確な状況

把握に努め、火災の規模拡大等応援が必要な場

合は、他の消防本部に応援を要請します。

さらに、県境に位置する日田玖珠広域消防組

合等では、県外の隣接消防本部との相互応援協

定も締結し、備えを固めています。

県としても、地上からの消火が難しい場合な

どには、防災ヘリコプターを活用した空中消火

や、他県からの応援部隊である緊急消防援助隊

の応援要請等を行うこととしています。

加えて、想定外の大規模な火災となるおそれ

があれば、自衛隊の派遣要請も視野に入れてい

ます。

こうした体制を確保するとともに、地域防災

力の要である消防団員の確保や火災に対する予

防、警戒等について、市町村への支援や助言も

実施しています。

消防本部と消防団は、ともに火災の早期消火

に尽力しており、県としても関係機関と連携を

密にして、県民の生命、財産を守っていきます。

三浦副議長 井上伸史君。

井上（伸）議員 ありがとうございます。とに

かく現場に近い消防団員といかに連携を取って

やるかが一番大事と思うので、よろしくお願い

します。

次に、第４５回全国育樹祭について質問しま

す。

第１回全国植樹祭の思い出ですが、私は林業

後継者として、上皇御夫妻と会食しました。フ

ォークの使い方などを家内に口やかましく言わ

れたのは覚えていますが、会食は非常に緊張し

過ぎて、何を話したか全く覚えていません。

森林は木材等の林産物を供給する働きはもと

より、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防

止、水源の涵養や土砂災害の防止など、様々な

機能を有しています。

いよいよ今年の１１月には本県で２度目とな

る全国育樹祭の開催が予定されています。昭和

５２年、大分の地から始まった第１回大会は、

豊かなみどりのふるさとづくりを大会のテーマ

に、除間伐などの保育活動を推進する契機にな

るとともに、森林を複数世代にわたり人々が継

続して守ることの重要性を広く認識させる記念

すべき大会でした。

それから４５年、当時の後継者は高齢化、時

代は流れ、森林、林業を取り巻く環境は大きく

変化しました。そうした中で、全国育樹祭の始

まりの地である、ここ大分で再び開催される第

４５回全国育樹祭をどのような大会とし、また、

開催を契機にどのように取り組んでいこうとし

ているのか伺います。

三浦副議長 佐藤農林水産部長。

佐藤農林水産部長 本大会の意義を広く伝え、

将来につなげるため、次の三つの視点で大会を

実施します。

一つ目は、切って使い、植えて育てるです。
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皇族殿下によるお手入れや参加者による育樹活

動などのほか、昭和電工武道スポーツセンター

をはじめとした各会場で県産木材を積極的に活

用し、森を守り育てることの重要性や循環利用

の必要性を全国に発信します。

二つ目は、次代につながる森林づくりです。

式典行事やみどりの少年団活動発表大会など、

多くの子どもたちに活躍の場を設けるとともに、

今年度作成する小中学校向けの副読本等を活用

し、教育機関と連携した森林・林業教育を新た

に展開します。

三つ目は、森林・林業県大分のＰＲです。式

典会場での大型ビジョンによる映像配信や県産

品を用いた弁当、記念品の配布などを通して、

本県が誇る豊かな自然や林業、文化遺産、農林

水産物などをアピールします。

このように本大会を契機として、循環型の森

林づくりの輪を県民全体に広げるとともに、子

どもたちへの森林・林業教育をさらに充実させ、

将来の林業・木材産業の担い手となる人材を育

成していきます。

三浦副議長 井上伸史君。

井上（伸）議員 ありがとうございます。この

大会も一過性にならないように、ひとつじっく

りやっていただきたいと思います。

次に、山の日記念全国大会のレガシーについ

て伺います。

昨年８月、新型コロナウイルス感染拡大の影

響により、１年延期となっていた第５回山の日

記念全国大会が九重町などで開催されました。

九重町の九重文化センターで行われた記念式

典に私も参加しました。チームタデ原のキッズ

ガイドや玖珠美山高校の生徒など、次代を担う

若い世代による活動報告があったほか、リレー

セレモニーでは、歴代の開催地から引き継いで

きた山の日帽を次の開催地となる山形県知事に

引き継ぎました。

大会のテーマである、山に遊び恵みをいただ

くのとおり、この大会を通じて、多くの県民に

大分の山々のすばらしさを感じてもらい、山や

森林を守り、次世代につなげていく活動のきっ

かけになったのではなかろうかと思います。

本県は、九州本土最高峰の中岳を含むくじゅ

う連山や、本年１月に再認定されたおおいた姫

島ジオパークやおおいた豊後大野ジオパーク、

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークなどを有し

ています。これらの財産を生かしながら、山の

日記念全国大会で得られたレガシーを継承し、

本県の豊かな自然環境を次世代にどのように引

き継いでいくのか、生活環境部長の考えをお聞

かせください。

三浦副議長 磯田生活環境部長。

磯田生活環境部長 山の日記念全国大会のレガ

シーについてお答えします。

山の日記念全国大会では、豊かな自然環境を

守り、将来に引き継いでいくことの重要性やく

じゅう連山をはじめとした大分の自然のポテン

シャルの高さを再認識したところです。

大会のレガシー継承のためには、まず、次代

を担う子どもたちや若者が自然環境に関心を持

つことが重要であると認識しています。

そこで、子どもたちが自然の大切さを学ぶ機

会を増やすため、自然体験型環境学習等を行う

おおいたこども探検団やジオパークの教育活動

等を継続して実施していきます。

また、若者も多く参加している野焼き等の環

境保全活動への支援を強化します。自然環境保

護のための実践の場を増やしていく取組を行い

ます。

一方、アウトドア志向の高まりを受けて、大

分の山々の自然への関心の高さを非常に実感し

ました。このため、エコパークやジオパーク等

の自然豊かな地域資源を温泉と並ぶ観光素材と

すべく、アウトドアガイド認証制度を創設する

ことで検討しています。さらに、アウトドア情

報に特化したＷｅｂサイトの開設など情報発信

を強化して、観光誘客につなげていきます。

アフターコロナに向け、豊かな自然環境を守

り、山の恵みを活用しながら次の世代に引き継

げるよう、今後とも各種施策に取り組んでいき

ます。

三浦副議長 井上伸史君。

井上（伸）議員 次の世代につながるよう、ひ

とつしっかりとやっていただきたいと思います。
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それでは次に、交通体系の整備について２点

伺います。

本年１月２２日、日向灘において発生した地

震は、県内で最大震度５強を観測し、人的被害

こそ少ないものの、漁港等に大きな被害を与え

ました。この地震において、地震規模を示すマ

グニチュード６．６であり、南海トラフ地震の

想定震源地域内で発生した比較的大きな地震で

あり非常に心配しましたが、気象庁の発表によ

ると南海トラフ地震との関係を調査するマグニ

チュードの基準値未満であるとのことで、少し

安心しました。

こうした災害は、どのような形で、どこで発

生するかは予測のつかないものですが、県土強

靱化を図り、土砂災害の危険地域を把握するこ

とや、デジタル技術を活用して様々なシミュレ

ーションを繰り返すことは可能です。その中で、

災害の発生は食い止められなくとも、発生後に

は迅速に県民の生活や経済活動の動線を確保す

ることが重要です。そのためには、災害時のリ

ダンダンシーを確保した道路網の整備が重要と

なります。

令和２年７月豪雨災害において、玖珠川氾濫

による天瀬川の河川災害、九重付近での土砂崩

れにより、大分自動車道と国道２１０号が同時

に一時通行止めとなり、県民生活に大きな影響

があったことは御存じのとおりです。幸いにし

て、県土木事務所をはじめ、関係各位の努力に

より迅速に処理できましたが、国土の強靱化は

もとより、やはりこうした教訓を生かした道路

網の整備が必要であると考えます。こうした観

点から災害時の緊急輸送道路をどのように確保

していくのか、その方向性について知事の見解

を伺います。

三浦副議長 広瀬知事。

広瀬知事 道路網の整備に関連して、災害時の

緊急輸送道路の確保について御質問いただきま

した。

緊急輸送道路は、災害直後の救命救急活動や

支援物資の輸送などを支えるネットワークを形

成し、県庁や市町村役場、病院、港湾などの防

災拠点間を連絡する道路と位置付けています。

自然災害の激甚化、頻発化に加え、南海トラ

フ地震の切迫度が増す中、次の三つの観点から、

緊急輸送道路の強化を進めていきます。

１点目は、県土の骨格軸を形成する高規格道

路の整備です。平成２４年の九州北部豪雨の際

には、中津市耶馬溪町の国道２１２号が全面通

行止めとなったものの、開通後間もない中津日

田道路の一部区間が迂回路として活用され、正

に命の道としての機能を発揮しました。

また、平成２８年の熊本地震の際には、中九

州横断道路を経由し、大分から熊本へ発電用の

軽油など支援物資の輸送が行われました。

このような災害に備えるためにも、両路線に

残るミッシングリンクの解消に向けて、積極的

に取り組んでいきます。

あわせて、高速道路の４車線化も重要です。

令和２年７月豪雨では、大分自動車道が全面通

行止めとなりましたが、４車線で整備されてい

たことから、２車線の対面通行で、早期に開放

することができました。

こうした経験を教訓に、東九州自動車道にお

ける４車線化を促進する中、来年度新規着手す

る候補箇所に、津久見インターチェンジから佐

伯インターチェンジ間の３．３キロメートルが

先週末に選定されました。引き続き、残る区間

の事業化にも努力していきます。

２点目は、高規格道路を補完する国道や県道

の改築です。災害が頻発し、交通の難所であっ

た日田市の響峠は、昨年３月に国道２１２号の

バイパスが完成し、安心して通行できるように

なりました。

同様に、津久見港と津久見インターチェンジ

を結ぶ国道２１７号や、豊後大野市中心部と千

歳インターチェンジをつなぐ県道三重新殿線な

ど、県内各地でネットワークの整備を進めます。

３点目は、災害に備えた道路施設の強靱化で

す。地震や台風時には、電柱の倒壊による通行

止めも懸念されるため、別府港から別府インタ

ーチェンジに向かう国道５００号などで無電柱

化を行っています。

加えて、橋梁の耐震補強や斜面の落石防止対

策など、通行の寸断を未然に防止する取組を計
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画的に進めます。

今後も、国の防災・減災、国土強靱化のため

の５か年加速化対策予算を活用しながら、歩み

を止めることなく、緊急輸送道路の強化をはじ

めとする強靱な県土づくりに取り組んでいきま

す。

三浦副議長 井上伸史君。

井上（伸）議員 様々な道路網の整備について

は、本当にありがたく感謝しています。

それではまた、次の質問に入ります。中津日

田道路の進捗状況について伺います。

今定例会にも中津日田道路のうち日田山国道

路の１号トンネルの避難坑工事と５号トンネル

工事の３議案が工事請負契約議案として上程さ

れています。日田市から見て山国町側に向けて、

８．８キロメートル間に、山を縫うような形で

５本のトンネルが準備されていると伺っていま

す。

全線の総延長が５５キロメートルのこの道路

も、直轄権限代行区間の三光本耶馬渓道路の１

０キロメートル、耶馬溪山国道路の８．５キロ

メートル、今回の日田山国道路と合計２７キロ

メートルで事業が実施されており、完成区間と

合わせて、９割方姿が見えています。

一方で、日田山国道路から日田市内まではま

だ調査区間であり、本道路のポイントとなる大

分自動車道との連結についてはまだ見通しが立

っていません。この道路の災害時の緊急輸送道

路や日田中津だけでなく、九州全体の産業輸送

道路としての優位性は既に語り尽くされている

と思うので、一つ一つをここで論究しませんが、

なるべく早期に完成にたどり着くよう事業執行

を図っていただきたいと思います。中津日田道

路の今後の進捗と完成の見込みについて、土木

建築部長に伺います。

三浦副議長 島津土木建築部長。

島津土木建築部長 中津日田道路は、九州北部

の循環型ネットワークを形成し、産業の活性化

や広域観光の促進はもとより、地域の暮らしを

支える重要な路線です。

これまで、県事業と国による代行事業を組み

合わせながら、戦略的に整備を進め、全長約５

５キロメートルの約４割が開通しました。

今後の進捗について、まず、三光本耶馬渓道

路では、令和５年度に田口インターチェンジか

ら青の洞門・羅漢寺インターチェンジ間が開通

予定であり、国道２１２号沿線から中津港等へ

のアクセスが改善されます。

また、今年度から新規着手した耶馬溪山国道

路については、測量や設計等を急ぎ進めていき

ます。さらに、日田山国道路では、トンネル２

本の掘削に同時着手するなど、日田市側での工

事も本格化させます。

なお、残る日田市内の未着手区間約４キロメ

ートルについては、渋滞解消等を目的に、現道

の４車線化事業を実施中であり、まずはこの事

業の早期完成に努めながら、大分自動車道との

連結の在り方を検討していきます。

多くの関係者の御支援、御協力により、９割

を超える区間での事業展開がかなったところで

あり、全線の完成時期を明示できる段階にはあ

りませんが、引き続き全力で取り組んでいきま

す。

三浦副議長 井上伸史君。

井上（伸）議員 私も山国、日田から通ったん

ですが、線形が見えて、本当にできているなと

いう感じがしました。大変楽しみにしています。

よろしくお願いします。

それでは、久大本線での新幹線路線調査につ

いて伺いますが、今回の質問について周囲から、

久大線に新幹線が通るわけがないとか、できな

いことを言ってもつまらないとか、やめなさい、

恥ずかしいよとかきっぱり言われましたが、そ

う言いながらも私のキャッチフレーズ、大変恐

縮ですが、言わないと変わらないということで、

言っても言わないでも、常に私は問題意識を持

つことが大事ではなかろうかと、それが元気の

源になるという思いで取り組んでいます。

この質問は、本来ならば久大沿線の議員が活

性化のために物申すわけですが、大分市選出で

ある我が会派の衛藤博昭議員が平成２８年第１

回定例会で久大本線での新幹線構想の実現に関

わる質問をされたことに重みがあると感じます。

彼の質問以来、衛藤議員のファンになったわけ
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ですが、少しでも応えなければならないと私自

身、２回の質問をした記憶がありますが、さし

たる回答はありませんでした。今回は最後のチ

ャンスと思い質問します。

また、今期退官された久留米大学経済学部の

大矢野栄次名誉教授が、令和３年６月に大分市

内において、「物流新幹線構想と大陸への道」

と題し、豊予海峡ルートによる長崎大分物流新

幹線構想について触れていました。後で詳しく

紹介します。

久大本線ルートを語る上で、大分駅と博多駅

の距離として日豊本線経由のルートよりも久大

本線経由のルートのほうが近いことと、そのル

ート上に九州の空の玄関口である福岡空港があ

ることが前提であることを御理解いただきたい

と思います。資料については、ここに掲げてい

るように、長崎大分物流新幹線構想の図面は、

この図の５のような路線です。そしてまた、空

港と博多を直結する形で通した場合どうなるか

の図面がこの図面です。

福岡空港は国内線３６６便、国際便、週に７

９８便と、大分空港と比べ国内線で７．６倍、

国際線で３０倍と、空港としての利便性にかな

り差があります。久大本線は赤字で、天ヶ瀬駅

の無人化が検討される状況ですが、新幹線とは

とんでもない話だと言われる方もあるかと思う

が、路線計画調査結果により久大本線が有力と

なれば、認識も変わると思います。

ちなみに、令和元年の高速バス大分－福岡間

の利用者が４０万人、日田－福岡間が５８万人、

湯布院－福岡間が２２万人、別府－福岡間が２

１万人、それに久大本線の乗客数を加えると２

３１万人です。日豊本線の７００万人とは差が

あるが、福岡への最短距離となり、福岡空港の

集客力がポイントとなるのが久大本線ルートで

す。

本県では、大分空港が水平型宇宙港として機

能を果たすように取り組んでいることから、今

後、海外からの往来が多くなると考えると、国

際便の多い福岡空港から大分に入り、大分空港

から伊丹空港、羽田空港と帰途に就くルートが

考えられ、大分空港も活性化につながると私は

期待しています。博多駅の存在は、以前の衛藤

議員の資料でも、人口、商業の集積で九州内で

群を抜いていることがよく分かります。また、

大分も日本製鉄、大分キヤノンをはじめ、製造

業が幅広い分野で立地しており、製造品出荷額

も全国から見て上位で、福岡と近くなることで

経済的発展が期待されると考えます。

先日、大矢野名誉教授に直接お会いしてお話

を伺いました。同氏によると、新幹線はもとも

と貨物列車を走らせるために設計されたもので

あり、踏切がないので輸送途中でトラック輸送

に比べ事故がなく、人件費もＣＯ２も長距離ト

ラックよりかなり削減可能とのこと。また、瀬

戸内、九州で盛んな造船業にスポットを当て、

大分経由でその物流をネットワーク化する構想

も含め、四国と九州を結び直線的に長崎につな

げるのであれば、日田久留米ルートとなり久大

本線に新幹線を通すメリットがあるというスケ

ール壮大なプランを伺いました。

物流新幹線で貨物の輸送を考えると、東京か

ら四国を通って大分、日田、鳥栖、そして、佐

世保、長崎へとつなげ長崎からの国際物流に乗

せるという案も考えられると思います。さきほ

ど述べたルートでは、福岡までの最短距離であ

ることと、人流だけでなく物流で考えるという

発想をつけなげるとよいのではないかと思いま

す。

大矢野名誉教授のこのルートは、国内輸送の

リダンダンシーの形成と長崎新幹線の最終結節

点を見越したネットワークの形成に期待できる

話でした。国の太平洋新国土軸構想として関係

者、県及び市町村がどう関わるかにかかってい

ます。豊予海峡ルートを含め、久大本線には夢

があります。久大本線の新幹線化に向けた路線

の調査への取組をお願いしたいと思うが、見解

を伺います。

三浦副議長 大塚企画振興部長。

大塚企画振興部長 東九州新幹線は、基本計画

において、福岡市を起点に、大分市、宮崎市を

通り、鹿児島市に至ると示されているのみであ

り、それ以上のことはいまだ何も決まっていま

せん。そのため、具体的なデータに基づく幅広
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い議論を行うため、関係する４県１市からなる

期成会において、平成２８年に調査を行いまし

た。

日豊本線沿いのルートは、沿線の人口集積、

関西方面への時間短縮、九州を循環するネット

ワークの構築等の観点から調査したものです。

一方、議員御指摘のルートは、本年９月開業予

定の西九州新幹線との接続や、福岡市への時間

短縮等の効果が期待できるというメリットがあ

るのも事実です。

今後も引き続き、幅広い関係者から東九州新

幹線のルート等に関する考えや意見を聞いてみ

たいと思います。

いずれにしても、具体的なルートについては、

整備計画の決定に際して議論されることになる

ため、まずは東九州新幹線の整備計画路線への

格上げを目指すことが何より重要です。県とし

ては、引き続き国への要望や、県民の機運醸成

に取り組んでいきます。

三浦副議長 井上伸史君。

井上（伸）議員 格上げして、どの路線が有効

なのかは検討するという答弁ですが、長崎新幹

線の開通とか、平成２８年よりもいろいろ模様

が変わってきたんですね。そういった意味で、

久大本線ルートも路線ルートを調査する価値が

あるのではないかと思っているので、どうかひ

とつ前向きに考えていただきたいと思います。

最後に、日田出身の広瀬知事の考えがあればお

聞かせ願います。

三浦副議長 広瀬知事。

広瀬知事 今、大塚部長から答えたとおり、こ

の東九州新幹線が基本計画路線になったのが昭

和４８年で、５０年前です。それから随分様子

がいろいろ変わってきています。例えば、さき

ほどお話があったように、西九州新幹線があっ

て、それとの接続を考えたらいいではないかと

いう議論もあります。それから、宇宙港が大分

県にできます。福岡の国際空港で外国からいろ

いろやってきて、そこで乗り換えて新幹線で宇

宙港に行って、そこから国際宇宙ステーション

に上がっていくような交通体系もできるかもし

れません。

そういった意味で、いろいろ状況は変わって

きていますから、東九州新幹線、５０年前にこ

ういうことで考えたからというものもあるわけ

ではありませんが、前提が変わっていますから、

今ここで大塚部長が答えたように、いろんな調

査をし、議論して、そして、ルートが決まって

いくと思っています。これからの課題として大

変重要な問題提起をしていただいたと思ってい

ます。

三浦副議長 井上伸史君。

井上（伸）議員 前向きに考えていただき大変

感謝しています。地方創生という意味からも、

久大本線の活性化のためにどうかひとつよろし

くお願いして、質問を終わります。御清聴あり

がとうございました。（拍手）

三浦副議長 以上で井上伸史君の質問及び答弁

は終わりました。平岩純子君。

〔平岩議員登壇〕（拍手）

平岩議員 ３４番、県民クラブの平岩純子です。

一般質問最後になりました。皆様お疲れのこと

と思います。早速質問に入ります。知事、そし

て、執行部の皆様、どうぞよろしくお願いしま

す。

２１世紀は、平和な時代が来ると信じていま

した。先日は国際女性デーでしたが、世界では

ロシアがウクライナに侵略して２週間になりま

す。日を追うごとに、尊い命が失われています。

ミャンマーのクーデターから１年がたち、民主

化はますます遠のき、中国は一つの国家を標榜

して台湾独立派への圧力を強めています。平和

なように見える日本に住みながらむなしさと悲

しみを覚え、自問自答する毎日です。

日本は今年、中国との国交回復５０年、沖縄

の本土復帰５０年を迎えます。基地を押し付け

られている沖縄では、日本の主権が制限される

治外法権のような状況が続いており、日米地位

協定下で、５０年たっても私にはまるで植民地

のように映ります。

このような時代の潮流の中で、広瀬知事は５

期目の最終年度、２０年目を迎えられます。

人口減少を実感する２０年でもありました。

原因は単純ではありませんが、経済的な問題で
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結婚や出産を諦めてしまうなど、格差が広がっ

ていることも一因だと思います。私は、どんな

に時代が変わっても人々が自分の思いを述べる

ことができる、人権が守られ、尊厳を持って安

心して生きられる、子どもが夢を描き、その夢

の実現のために努力することができる、つまし

くても平和に暮らすことができる、多様性が認

められる、そんな社会の実現を目指し、活動を

続けてきました。

広瀬知事が平松県政を受け継いだとき、財政

状況に驚かれたと思います。すぐさま知事自ら

先頭に立ち、行財政改革に着手され、人員削減

という犠牲も払いましたが、県財政の健全化は

担保されています。御苦労がおありだったと思

います。

そこで、この半世紀を振り返って、大分県が

どのように変わったのか、知事の政治姿勢をど

のように県政に反映させてこられたのか、知事

の考えをお聞かせください。

あとは対面席で行います。

〔平岩議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

三浦副議長 ただいまの平岩純子君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 平岩純子議員から、時代の潮流と県

政の基本方針について御質問いただきました。

この半世紀で、時代は目まぐるしく変わって

います。東西冷戦の終結後、グローバル化等の

進展により、世界経済は急速に成長しました。

技術革新も目覚ましく、ＩｏＴやＡＩ、ロボッ

トなどの先端技術が世の中のありようまで変え

る勢いで進んでいます。

大変心配なのは、最近の国際情勢です。パワ

ーバランスの変化が加速、複雑化する中で、ロ

シアのウクライナへの侵略により国際秩序が脅

かされるなど、再び緊張が高まっています。

また、世界的に人口増加が進む一方、日本で

は少子高齢化、人口減少が進んでおり、そこか

ら地方の活力が失われていくことも心配されて

います。

こうした時代の潮流を踏まえ、大分県として

は、次の三つを基本に県政を進めます。

第１は、健やかで心豊かに暮らすことのでき

る安心の大分県づくりです。子育て満足度、健

康寿命、障がい者雇用率の三つの日本一の実現

など、県民福祉のさらなる向上を図ります。ま

た、好調が続く移住についても、就業に必要な

スキル習得から移住、就職までのワンストップ

支援などをさらに拡充します。

第２は、知恵と努力が報われる活力ある大分

県づくりです。地域の隅々まで仕事を生み出す

農林水産業は、生産、流通の両面から後押しし、

魅力ある、もうかる産業へと成長させます。ま

た、地域経済を支える商工業では、産業基盤を

拡大する企業誘致に引き続き取り組みます。さ

らに、ドローンやアバターなど、発展著しい先

端技術を積極的に活用し、地域課題の解決を図

りながら、新産業の創出に向け、果敢に挑戦し

ます。

第３は、人を育み基盤を整え発展する大分県

づくりです。世界でも活躍できる人材を育成す

るため、ＳＴＥＡＭ教育などを推進しながら、

教育県大分の創造に取り組みます。

また、ハード面では、頻発、激甚化する自然

災害に備え、国土強靱化５か年加速化対策を活

用し、着実に進捗させるなど、インフラ整備も

進めます。

こうした政策の推進にあたって、大切にしな

ければならないのは、県民中心ということです。

県民の心を心として、何が県民のために一番よ

いかを常に念頭に置き、判断します。また、現

場から課題を吸い上げ、適切な解決策を見付け

ていくことも大事です。県政ふれあいトークな

ど、地域の皆さんから直接話を伺い、知恵をい

ただいていきます。

時代の潮目を読み、誰もが安心して心豊かに

暮らし、知恵と努力が報われ、将来とも発展可

能性豊かな大分県を目指します。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 御丁寧にありがとうございました。

知事が初めて就任されたときに、私も初めて県

議会議員になって、何も分からない議員ですが、

広瀬県政は何をするのかを一生懸命見て勉強し

てきたような気がします。
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この１９年間、本当にうれしいこともありま

した。チャレンジおおいた国体や、それから、

ＯＰＡＭの成功もありましたし、ラグビーワー

ルドカップもありましたが、つらいこともいく

つもあって、毎年のように豪雨災害に見舞われ

たり、九州北部豪雨や熊本・大分地震もありま

した。鳥インフルエンザもありました。どうな

っていくんだろうと本当に心配ばかりしていた

んですが、何とか前に進むことができた、トラ

ブルが回避されてきたのは、やっぱりスタッフ

の方たちが、現場の人たち、その関係者の人た

ちの御努力があったんだなとつくづく思います。

知事はいつも、職員は県庁の宝ですと言われ

ているので、これからもそのことを進めるため

に県民党でぜひやっていただきたいと思います。

次に行きます。

県では、子育て満足度日本一の実現を目指し、

子ども医療費、保育料、私立高等学校授業料無

償化など、経済支援の取組を着実に進めてきま

した。さらに社会的養護を必要としている場所

でのアドボケイターの導入や、里親委託の推進、

一時保護所や児童相談所のケースワーカーの増

員、そして、今議会で提案されているリトルベ

ビーハンドブックの導入などは、特記すべきこ

とだと思っています。

残念なことに人口減少に歯止めはかからない

状況にありますが、今回は、子どもを取り巻く

環境を見つめ、子どもの権利を保障し、子ども

を誰一人取り残さずに健やかな成長を社会全体

で後押しすることができればと願い質問します。

各市町村では、子育て支援のために給食費の

無償化、医療費助成、公営塾の運営など様々な

プログラムが準備されています。それはありが

たいことですが、市町村の財政状況などにより、

子育て支援に差が生じていることは残念です。

給食費の無償化や医療費助成については、国

による全国一律での実施が必要です。ただ、そ

れが実現するまでの間、大分県が先進自治体と

して真の子育て満足度日本一を目指すのであれ

ば、子育てに対する不安や悩みを和らげ、子ど

もや子育て家庭が抱える様々な課題に目を向け、

きめ細かに対応するなど、子育て支援策のさら

なる底上げが必要ではないでしょうか。

子どもは産まれる場所も親も選ぶことはでき

ません。７人に１人が貧困状態にあるとされ、

学力テストの正答率と就学援助家庭の相関性は

明らかです。例えば、どこにも居場所がない子

どもは、非行や基礎学力の低下、栄養失調など

様々な問題を抱えがちです。幸いなことに地域

には、空き家になった家屋や時間的ゆとりのあ

る大人が大勢います。

一つの提案ですが、地域の子どもたちの居場

所を用意し、大人たちの関わりの中で、社会全

体で子どもを育て、子どもたちが異年齢で活動

する、地域に学び合う場所づくりができれば親

も安心です。取りまとめは大変かもしれません

が、お金はそんなにかかりません。

また、こうした取組は児童虐待を防止し、地

域での見守りにつながります。地域の子どもの

居場所づくりに今後どのように取り組んでいく

のか、知事の考えを伺います。

三浦副議長 広瀬知事。

広瀬知事 子どもの居場所づくりについて御質

問いただきました。

私は、人を大事にし、人を育てるを基本目標

に掲げて、一人一人の子どもが健やかに生まれ

育つことができる温かい社会を目指して、子ど

もたちの居場所づくりに力を入れています。

現在、県内に８８か所ある子ども食堂は、地

域の住民や企業、団体などにより様々な形で運

営されており、食事の提供のみならず、学習の

支援や悩みの相談にも応じる、子どもたちの大

切な居場所となっています。

以前、子ども食堂を訪問した際、食材費など

運営資金の確保に苦慮している話を伺ったこと

から、昨年９月に、県としては初めてのクラウ

ドファンディング子ども食堂応援プロジェクト

を実施しました。その結果、ありがたいことに、

県外在住の県出身者も含め、多くの方々から賛

同いただき、目標額を大きく上回る６００万円

余りの寄附が寄せられ、各食堂に配分できまし

た。

また、昨年６月から、県内６か所の子ども食

堂や児童館などで、朝食を週１回、無料提供す
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るという全国でも先駆的なモデル事業を実施し

ています。学校現場からは、遅刻しなくなった、

授業中の集中力が高まったという声のほか、食

堂のスタッフに挨拶するようになったなど、子

どもが地域の大人と関わる場として、期待以上

の成果が早速現れています。

また、子ども食堂が多世代交流の場となって

いる例もあります。九重町では、町内４か所で、

子どもから高齢者まで誰もが参加できる多世代

地域食堂が毎月開かれています。食や遊びを通

じて互いに触れ合うことで、顔の見える関係が

つくられ、高齢者による子どもへの声かけや見

守りが自然に行われるなど、地域で共に支え合

う意識が芽生えています。

県では、こうした多世代が集う交流共生の場

を各地で展開できるように、地域づくりを牽引

する人材の育成や、活動の立ち上げなどを支援

しています。

さらに、県内４０３の放課後児童クラブでの

学年を超えた交流や、地域の住民が子どもを守

り育てる協育ネットワーク活動も行われていま

す。

今後とも、子どもたちが自分の可能性と輝く

未来を信じて健やかに成長できるように、家庭、

学校に続く第３の居場所づくりにしっかりと取

り組んでいきます。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 ありがとうございました。子ども食

堂だとかフリースクールだとか、本当にいろん

な人たちが自ら立ち上げて子育て支援をしてく

ださっているのは十分承知していますが、それ

以上に何かできないかな、子どもたちの居場所

づくりは何かもっとできないかなと、本当に自

分が漠然としていながらこんな質問をしていて

申し訳ないんですが、今の子どもは本当にかわ

いそうだなと思うときがあります。十分に遊ん

でいるのかな、十分に自己主張できているのか

な、いろんなところが制約されて厳しい状況に

いるが、地域には本当に時間があるおじちゃん、

おばちゃんが大勢いらっしゃる。そして、空き

家もあるんですね。だから、そういうところを

もしかして各市町村が、うちはこんなことをや

りたいと言ってくださって、それを取りまとめ

ていって、そして、県でこのくらい支援しまし

ょうということができれば、また違った形での

子育て支援ができるんではないかな、それが社

会が子どもたちを育てることにつながるのでは

ないかなと思って、私もまだ研究を始めたばか

りなので、またこれは勉強しながら質問してい

くので、次に行きます。

里親制度についてです。児童福祉法改正以降、

要保護児童が施設で生活する施設養護から里親

やファミリーホームなどで生活する家庭養護へ

の移行が進み、大分県の里親委託率は２０２０

年度で３４．９％と全国平均を上回っています。

里親による家庭的な支援をさらに充実させてい

ただきたいと思います。

里親の方々は、子どもの最善の利益を確保す

るという高い理念の下、子どもとの関係を紡い

でいらっしゃると思いますが、厳しい生活を経

てきた子どもたちを受け止め、傷つきゆがんで

しまった心を癒やし寄り添うことは、決して簡

単なことではないと思います。家庭養護が進み、

里親の需要が高まる中、同時に里親支援の重要

性も高まっています。

県において家庭的養護が進んだ背景には、関

係者の御努力があったと考えます。そこで、こ

れまでの里親制度の取組と今後の方針について

お尋ねします。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 里親制度の今後の方針と展

望についてお答えします。

本県では、全国に先駆けて児童相談所に配置

した専任職員を中心に、里親の募集からマッチ

ング、委託後の支援に至るまで、里親委託の推

進に包括的に取り組んできました。特に近年は、

乳児院や児童養護施設、グリーンコープなどの

民間団体、産科医療機関等と幅広く連携して、

制度の普及に努めてきました。その結果、本県

の里親等委託率は、平成１４年度の全国４３位

から令和２年度は６位まで大きく上昇していま

す。

また、今年度から、中央児童相談所に里親・

措置児童支援課を新設し、専任職員を増員して
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相談支援体制を拡充してきました。

さらに１１月には、日本財団と連携して、里

親家庭への訪問や電話相談、レスパイトケアな

どを行う児童家庭支援センターを佐伯市に開設

しました。今月１４日には日田市にも開設する

予定です。

今後も、市町村はもとより、乳児院や児童養

護施設、企業・団体など多様な主体と連携を深

め、里親をしっかり支えながら、さらなる家庭

養護の推進に力を入れます。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 ありがとうございました。私は、子

どもが保護された、児童養護施設に入ったとき

に、ああよかった、これで美しい環境のところ

でちゃんと御飯が食べられると思っていたので

すが、でも、それだけではなかったのですね。

子どもはやっぱり家がいい。集団の中でどんな

に優しくされても、やっぱり家がいい。だから、

家庭的な養護が本当に必要なんだなと逆に教え

られるんですが、レスパイトという言葉があり

ます。一生懸命頑張っている里親の方たちが、

一時的に休息することが本当に必要になってく

ると思います。

今度新設される児童家庭支援センターでは、

そうしたレスパイトケアに取り組むということ

ですが、県が取り組む里親支援については、そ

のほかどのような具体的な支援があるのか、福

祉保健部長にもう一度聞きます。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 他の支援策としては、県内

全ての乳児院や児童養護施設に電話相談や訪問

を行う里親支援を専門にした職員を配置してい

ただき、県はその配置に必要な経費を支援して

います。

また、里親が養育上の不安等について先輩の

里親から助言を受けることができるような里親

サロンを大分県里親会に委託して、県下６ブロ

ックで定期的に開催しています。

加えて、初めて子どもを預かって間もない里

親の負担軽減を図るため、希望に応じて里親ヘ

ルパーを派遣するなどの制度も設けています。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 ありがとうございます。里親認定に

ついて聞きますが、２０２０年の全国の里親世

帯数の割合は、夫婦世帯が８５．６％、ひとり

親世帯は１４．４％となっています。今後は、

結婚は望んでいないが子どもを育てたいと考え

る単身者も増えると思います。

また、大阪では男性カップルの里親認定が行

われています。社会的養護を必要としている子

どもは様々な事情を抱えていて、例えば、性的

虐待を受けた子どもや自身が性別に違和感を持

っている場合など、委託先としてＬＧＢＴＱの

家庭があれば、子どもがより安心して暮らせる

家庭を提供することができると考えます。

県の里親要件の第一には原則夫婦であること

が挙げられていますが、家庭の在り方も多様化

しており、これからは単身者やＬＧＢＴＱの方

の里親認定を丁寧に進めていくべきだと考えま

す。見解をお示しください。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 単身者やＬＧＢＴＱの里親

認定について御質問いただきました。

養育里親になるには特別な資格や経験は必要

ありません。子どもの養育についての理解や熱

意があり、心身ともに健康で経済的に困窮して

いないことが主な要件となっています。

また、何よりも大事なのは、養育里親家庭に

は子どもが安全、安心に生活できる環境が用意

されているかどうかです。

従来から、単身者でも里親として認めてきて

おり、現在県内では５世帯のひとり親が子ども

を養育しています。ＬＧＢＴＱの方についても、

里親認定にあたっては特段異なることはなく、

児童福祉審議会において広く専門家の意見を伺

いながら、丁寧に対応します。

子どもの特性に応じて里親の選択肢を増やす

ことは、子どもの最善の利益を確保するために

も重要です。今後も引き続き里親の新規開拓を

行う中で、多様な里親確保に向けた制度の普及

啓発にも力を入れます。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 単身里親の方が５世帯あると初めて

聞いて、ありがたいなと思いました。ＬＧＢＴ
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Ｑの方の里親というと皆さん驚かれますが、で

も、愛知県名古屋市でもそういうカップルの方

が里親さんになられたということですから、家

庭の形、家族のありようは今どんどん変わって

いるので、政府が言うお父さんがいて、お母さ

んがいて、子どもが２人いてという家庭だけが

家庭ではなくなっている時代だと思うので、ま

たぜひこのことについても広げていっていただ

きたいと思います。

専門人材の育成について伺います。

児童相談所など福祉関係職場では、民間の福

祉関係者と連携して対応している状況も多いと

思います。民間では長期にわたり様々な経験を

積んだスタッフを育成しており、実際は行政よ

りも持っている力量が大きい場合もあると感じ

ています。

県でも、これまで人員の育成や班編成などに

苦心していただき、人材配置についても、大分

県は他県に比べて高い水準を保っています。一

方で、扱う事案が毎年複雑化し、重篤な場面や

神経をすり減らすケースも多く、今後も人材が

育つには厳しい環境です。

今後の現場を抱える職場の核となる人材の計

画的な育成や継続性を考えた異動時の配慮、そ

して、民間との協働などをどのように考えてい

らっしゃるのか、福祉保健部長に聞きます。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 福祉関係職場の専門人材の

育成についてお答えします。

年々複雑化する虐待事案に対応する児童相談

所職員には、より高い専門性が求められます。

このため、新任者の育成に当たる班総括には必

ず経験者を配置し、保護者面接への同席や同行

訪問などを通じて丁寧な指導を行うとともに、

所内研修や専門研修も充実させています。

また、職員が一人で悩みを抱え込まないよう

に、所長や課長も含め重層的に支えています。

さらに、毎年の増員により１４０人を超える

こととなった中央児童相談所については、この

４月から部を設ける組織再編を行い、職員マネ

ジメントや人材育成のさらなる強化を図ります。

また、異動に際しては、本人の希望に配慮し

つつ、適性が高いと思われる職員を将来の幹部

候補として計画的かつ継続的に配置することと

しています。

民間との協働では、児童養護施設や里親等の

連絡協議会と連携し合同研修会や虐待防止啓発

行事を実施しているほか、今年度開設された里

親支援のＮＰＯｃｈｉｅｄｓに委託して新規里

親の開拓や認定前研修等を展開中です。

今後も、こうした民間団体とも連携しながら、

福祉関係職場の専門人材を育成します。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 ありがとうございます。県の福祉人

材の配置については、一般の人事の中で行われ

ていると思うので、異動した先ではまる人と、

どうしても合わない方が出てくるのは当然のこ

とだと思いますが、はまっていく人たちがずっ

と続けていられるような関係になるといいなと

も思うし、特に、収容された子どもたちはわら

にもすがる思いで職員に頼っていく傾向がある

と思います。そのときに、養育がうまくいって

いない、虐待を受けている、そして、愛着表現

がどういうものだと十分分かっていないと、子

どもと一緒に共倒れになってしまうこともある

し、本人がとても苦しい思いをすると思います。

ですから、客観的な目を持ちながら、でも専

門性を高めていくためには、僅かな期間ではそ

ういう人たちはなかなか続かないし、そういう

人たちが鎖になってつながっていかなければな

らないと思うので、私はいつも福祉のことばか

り言っていますが、ぜひそこのところに力点を

置いていただきたいと思います。

同じような質問を、生活環境部が所管するＤ

Ｖ被害者や性暴力被害者支援、デートＤＶ防止

啓発の分野についても、人材育成や民間との協

働をどのように考えていらっしゃるのか、生活

環境部長に聞きます。

三浦副議長 磯田生活環境部長。

磯田生活環境部長 ＤＶ・性暴力関係職員の専

門人材育成についてお答えします。

ＤＶや性暴力の被害者に寄り添い支援するた

めには、職員のスキルアップが非常に重要です。

そのため、被害者支援に従事されている専門家
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を講師に招き、ＤＶ相談員向けには年に５回、

性暴力被害者相談員向けには２回の研修を実施

しています。国等による各種オンライン研修に

も積極的に参加してもらっており、専門性を高

めることを行っています。

加えて、ＤＶ・性暴力被害の対応困難事例研

修、いわゆるスーパービジョンですが、この研

修についても、外部有識者から実践的な指導、

助言を受けています。

また、被害者の自立のためには、民間団体と

の協働も不可欠です。例えば、昨年の大分県女

性のチャレンジ賞を受賞したＮＰＯえばの会は、

約２０年にわたり女性被害者を支援する活動を

続けています。

昨年度からは、国の交付金を活用して、同伴

児童の学習サポートなどを新たに展開していま

す。吉本代表には、高校等で実施しているデー

トＤＶ防止セミナーの講師なども務めていただ

いており、具体的で分かりやすいと非常に好評

です。

今後も、職員の専門性を高めるとともに、民

間団体と協働しながら、ＤＶ・性暴力被害者の

支援をしっかりと行います。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 ありがとうございます。虐待を受け

ている子どもと同じで、ＤＶ被害者の人たち、

多くが女性ですが、本当に立ち直ってエンパワ

ーメントをつけていくまでにものすごい時間が

かかるのだなと私はそばで見ていていつも思い

ますが、それを支援するのが民間団体で、直接

的な支援がとてもたくさんのことがあるのです

ね。住居のこと、経済的なこと、生活保護のこ

と、裁判所のこと、子どもの学校のこと、そう

すると、本当に本人がとても弱っているところ

に、何とか気持ちを保ってもらいながら、そば

で見守る、そういうことを民間は何年も何年も

やっているから、かなりレベルが高いです。

県職員の方たちは、本当に一生懸命だと思い

ますが、どうしても人事で替わってこられるの

で、民間との差がすごくある。でも、ここを分

かってもらわないと前に進めない。なぜなら、

権限は県が持っているし、財政的な支援も県の

ほうがある。だから、そこが本当に折り合うま

でに時間がかかります。それはしようがないこ

とかもしれませんが、ですから、専門性を蓄え

ていけるような職員の方たちがどうぞ何人か残

っていただいて、ずっと支援につながっていく

といいと思うので、ぜひよろしくお願いします。

では次に、子どもと共にいる教職員を支える

ことについてです。

今年１月に文部科学省が発表した教師不足に

関する調査では、２０２１年度の始業日時点で

小、中、高校、特別支援学校の教師が全国で２，

５２８人不足とされていました。子どもが安心

して学校生活を送るためには、まずは先生がき

ちんとそろっていること、そして、元気でいる

ことが第一条件です。しかしながら、それすら

も実行されていない状況が何年も続いています。

県教育委員会では、毎年こころのコンシェル

ジュを配置されています。メンタルダウンする

教職員が多い中で、それなりの効果は出ている

と思いますが、こころのコンシェルジュよりも

もっと専門的な免許を有するカウンセラーを配

置すべきだと考えます。見解を伺います。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 こころのコンシェルジュは、教職

員のメンタルダウンを早期に発見し対応するた

め、各教育事務所及び福利課に１２人配置して

います。教職員の心の問題をワンストップで受

け止め、悩みを聞き、必要に応じて専門医等に

つなぐ役割を担っていただいています。

加えて、精神科医による月４回のこころの健

康相談、臨床心理士による月２回のカウンセリ

ング相談のほか、民間医療機関メンタルヘルス

相談なども実施しています。

学校現場の経験が豊富なコンシェルジュを配

置することで、相談してきた教職員からは、悩

み事をしっかり聞いてもらえた、相談ができて

先の見通しが立ったといった評価が得られてい

ます。

このような取組によりメンタル休職者は、コ

ンシェルジュを導入する前の平成２１年の８８

人から、近年は５０人台に減少しています。

今後も、こころのコンシェルジュ活動と、専
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門医等による相談事業を組み合わせながら、教

職員のメンタルヘルスにきめ細かな対応を行い

ます。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 ありがとうございました。カウンセ

ラーではなく、こころのコンシェルジュでいく

ということだと思いますが、病気休職者は本当

に多いんですよね。一番多いときで１１７人だ

ったときがあると思いますが、それから１００

人を超すことはないが、それに近いような数で

動いていて、そして、ほかの公務職場に比べる

と、教職員の病休はとてつもなく多いと思いま

すが、どうしてこんなに多いのか、教育長は分

析されていますか。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 端的に言うと、やはり教職員の皆

さんに係るストレス、負荷がかなり大きいと推

測しています。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 どこの世界でもストレスはかなりあ

ると思いますが、業務が細分化されて、どんど

ん広がっていって、それに追い打ちをかけるよ

うにコロナが来て、大変厳しい中で、難しい家

庭のお子さんとか、それから、保護者の方も難

しくて、訴訟問題にまでなるような、本当にい

ろんな状況を抱えているので、そこはやっぱり

しっかりと守っていかなければいけないなと思

います。

病気休職者が１００人近くいる中で、６割は

メンタルなので、これは本当に多過ぎる数だな、

それは日本中どこもそうだと思いますが、だか

ら、教職員の仕事自体が本当に神経を張り詰め

ていると思いますが、一番大切なのは、子ども

の前に立ったときに、先生が笑顔でいるかどう

かです。今このマスクの中で、本当に何を見て

いるかというと、先生の顔を見ているんですね。

その目が笑っているか、そこがやっぱり一番大

事なことだと思うので、ぜひ教職員の支援もず

っとしていっていただきたいと思います。

その支援のために、一つ聞きたいのですが、

教職員の年次有給休暇について伺います。

大分県では年休を暦年で管理しており、年間

の日数と前年分の繰越日数を付与する初日を１

月１日としています。沖縄県も以前は同様でし

たが、２０１６年からは、公立学校に勤務する

職員について、初日を９月１日に変更しました。

これにより、繰越限度日数を超過しそうな年休

を８月の夏休み期間にまとめて消化しやすくな

り、職員一人当たりの年休取得日数が向上した

そうです。

年休取得率を上げ、心と体をリフレッシュで

きれば、教職員の働き方改革につながります。

条例さえ改正すれば、大分県でもすぐに取り組

めると考えますが、導入に対する考えを聞きま

す。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 休暇制度については、情勢適応の

原則を踏まえ、国及び他の地方公共団体の職員

との権衡の観点から、これまでも対応を行って

きました。

年次有給休暇を暦年ではなく、９月１日を初

日として管理している都道府県は、全国では、

議員御指摘の沖縄県を含む６県にとどまってい

る状況だと認識しており、導入の是非について

は慎重に考える必要があると考えています。

本県ではこれまでも、休暇の取得しやすい環

境づくりに向けて、校務支援システムなどＩＣ

Ｔを活用し、学校全体の業務量を見直すなど、

教職員の負担軽減や業務の効率化に取り組んで

います。

また、夏季休業中に休暇を取得しやすい環境

を整備するため、研修や会議の見直し、精選を

行い、加えて、研修を実施しない期間の設定や、

盆期間の学校閉庁などにも取り組んでいます。

今後も、様々な施策を通じ教職員の働き方改

革を一層推進することで、年次有給休暇の取得

促進を含め、働きやすい職場環境の整備に努め

ます。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 ありがとうございました。現時点で

は難しい。他県とそろえなければというところ

だと思いますが、代表質問の教育長の答弁で夏

休み期間中の研修をできるだけ減らしていくと

聞いたときに、ああ、これは夏休みに年次有給
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休暇が取りやすいと思ったのですね。遊ぶため

ではなく、心をリフレッシュさせるためには休

暇が必要だと思うので、年休がほかの時間でき

ちっと取れる状況であればいいが、なかなかそ

れができない。それができないから、病気にな

っていても病院にすら行っていなかった。最近

お二人の方が亡くなりましたが、何でもっと早

く病院に行けなかったのだろうということもあ

るので、ぜひここは前向きに検討していってい

ただきたいと思います。

同じように、育児短時間勤務について聞きま

す。

育児短時間勤務教員がいる学校では、その短

時間勤務をカバーする非常勤教員が必要ですが、

運がよくないと見付からず、また見付かったと

しても、２人が交代で学級担任をすることは現

実的ではないなど、小規模校では校内人事や分

掌に支障が出るため、育児短時間勤務は取得し

づらい状況です。これは子育て満足度日本一を

目指している県にとっても残念なことです。

この原因は、短時間勤務であるにもかかわら

ず、定数１とカウントされるためと考えます。

これを定数外とし、県が単独で予算措置すれば、

学校現場には定数いっぱいのフルタイム勤務教

員プラス育児短時間勤務教員という体制になり、

気兼ねなく育児短時間勤務を取得しやすくなり

ます。このことについて、実現に向けた検討を

すべきだと思いますが、見解をお聞かせくださ

い。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 教職員の定数については、標準法

で定められており、育児短時間勤務職員を定数

外とすることはできないとされています。

このような中、今年度当初、育児短時間勤務

を取得した教員は県立学校で９人、市町村立学

校で１８人いますが、非常勤講師の追加配置や

学級担任以外の業務を分掌させるなどの対応に

より、負担の軽減を図っています。

教員が育児に参加しやすい環境を整備するこ

とは、教員の働き方改革を進める上でも重要と

考えています。このため、来年度から産休代替

教員の早期配置を、現在の１学期に加え、２学

期も対象としました。

今後も、次代を担う子どもたちが健やかに産

まれ、育てられる環境をつくるために、教員の

育児と仕事の両立を支援していきます。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 ありがとうございました。私はいい

提案だなと思って言ったのですが、なかなか難

しいなと正直思いますが、毎年毎年新しいいろ

んな形の制度ができてきて、それは本当にあり

がたいと思いますが、せっかくあるのに使えな

いところが、この育児短時間勤務で、これプラ

ス部分休業の制度もそうです。

問題はいくつかあるのですが、一つは、この

制度があまりにも周知されていない。まるで産

前産後の休暇みたいな思われ方をしている。こ

れを取ったら賃金も減ることを周りの人が分か

っていないから、御本人たちが本当に制度とし

て難しいというのと、管理職すら分かっていな

い。だから、育児短時間勤務を取りたいのです

と言うと、あからさまに迷惑だ、やめてほしい

と随分言われてきているので、管理職の研修も

きちんとやらなければいけない。

ペアを見付けると、本当に大規模校でなけれ

ばやっていけないような状況なので、諦めてい

る人たちがたくさんいます。だから、それが何

とかいけるようになるといいと思うし、今若い

人たちがたくさん増えて、結婚して出産する方

が多くて、その人たちが遠距離通勤で子育てし

ているのですね。大分、佐伯とか、中津、日田

とかですね。そうすると、保育所のお迎えの時

間に間に合うように学校をぎりぎり出なければ

いけない。できれば安全な時間を持って行って

ほしいと思うので、ここはとても課題が大きい

のですが、せっかくある制度なので、これをや

っぱり使っていただいて、そして、教職員にと

っても子育て満足度日本一なんだよというとこ

ろをぜひ広げていっていただきたいと思うので、

またこれからよろしくお願いします。

では次に、子どもの新型コロナワクチン接種

についてです。

５歳から１１歳までの子どもの新型コロナワ

クチン接種の受付が２月末から始まりました。
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ワクチン接種を望む声も聞かれますが、副反応

も含め子どもへの接種に不安を抱いている保護

者の方も多くいらっしゃいます。

県では、どのような考えで進めていくつもり

なのかお聞かせください。心配している保護者

の方々は、ワクチン接種による効果と副反応の

リスクをきちんと知り、接種現場でのインフォ

ームドコンセントを徹底していただきたいとの

願いを持っています。

加えて、接種を強制することなく、集団接種

ではなく、個別に保護者付添いの下、病院での

接種がきちんとできるようにしていただきたい。

また、注射薬にアレルギーを持っている子ども

もいます。同調圧力や接種しないことに関する

差別が決して生じないよう啓発もしていただき

たいと願っていますが、見解をお示しください。

三浦副議長 山田福祉保健部長。

山田福祉保健部長 子どもへの新型コロナワク

チン接種についてお答えします。

オミクロン株の流行に伴い新規感染者が急増

する中、感染者全体に占める小児の割合が増え

ています。

重症化リスクは低いとされていますが、全国

的にはまれに小児の中等症や重症例が確認され

ていることから、特に基礎疾患を有する小児へ

のワクチン接種が重要となります。

今後の新たな変異株の出現も想定し、既に県

内では、小児科での個別接種を中心とした体制

を整えました。

また、ワクチンの効果と副反応を分かりやす

く解説したリーフレットを接種券とあわせて各

家庭に送付し、正しい知識に基づいて保護者の

判断をいただくこととしています。

あわせて、住所地以外でも円滑に接種ができ

るよう、手続の簡素化など柔軟な対応を市町村

に要請しています。

さらに、ワクチン接種に関して同調圧力や差

別が起きないよう学校で指導を行うとともに、

新聞やホームページ等で啓発するほか、令和２

年１１月から新型コロナの人権相談専用ダイヤ

ルを設置するなど、随時相談に応じています。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 ありがとうございます。大人のワク

チンと同じ、それ以上に子どもにも気を遣って

いただいていると思いますが、子どものワクチ

ンはこれまで例がなかったことと、大分市も始

まっているし、これは質問するのが時期が厳し

かったなと正直思いますが、まだ今から始まる

ところもあります。接種券はほとんどのところ

が行き届いていると思いますが、本当に保護者

の方たちは悩んでいます。７割は打ちたいと思

っている、でも３割は心配だと思っていて、何

で判断していいか分からないという厳しい状況

もあると思います。

私もこの間ずっと、リモートなどで医者の話

を随分と聞いてきました。ドクターが言われる

のは、持病がある方は早く打ってくださいと言

われるし、ただ、子どもの接種は焦ることはな

いよと言われる方もいる。小児のオミクロン株

の後遺症について不明なことがまだまだたくさ

んあると言われる方もいるし、子どもは今免疫

を学習している発達段階にあるから、そんなに

急がなくてもいいと言われる方もいるし、先に

なって何が起こるかは分からないと言われる方

もいます。重症化はしないけど、子どもは打っ

ても意味がないのではないかと言われる方もい

るし、まずは大人がきちっと打って、それから

子どもだと言われる方もいる。医者によってみ

んなそれぞれ違っているのですが、一律にテレ

ビで打っているところを放映されると、やっぱ

りみんな打たなきゃいけないのではないかとい

う焦りを覚えるのも正直保護者の方々は当たり

前のことだと思うので、打つ打たないにしても、

ここは本当に慎重に、納得してその行動が取れ

るようにやっていかなければいけないと思うの

で、また一緒によろしくお願いします。

それでは最後に、夜間中学校について聞きま

す。

昨年１１月に、今春の開校を予定している福

岡市に伺い、ニーズ調査のためのアンケート方

法を含め、調査してきました。福岡市のアンケ

ートは、２０２１年度に文部科学省が出したア

ンケートや夜間中学校の手引を参考に作成し、

より正確な内容を捉えてきたそうです。その結
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果、担当者によると、全国と比較しても、福岡

では外国籍より日本国籍の人や若い人が多いと

のことです。

九州では、福岡市以外に大牟田市、宮崎市、

長崎県、熊本県が早ければ２０２３年の開校を

目指しています。大分県の夜間中学校開設につ

いての現状をお示しください。

三浦副議長 岡本教育長。

岡本教育長 県では、平成２９年度以来、若者

から高齢者まで幅広くニーズ調査を実施してき

ました。本県の調査は、文科省の手引や他県調

査を参考にして、入学希望理由や年齢、居住市

町村、最終学歴、それから、平日の通学の可否

など、より詳細に聞き取る内容としています。

他県の夜間中学では、生徒の８割程度が外国

籍であることから、今年度の調査では国際交流

関係団体等にも協力をお願いしました。対象は

２千人以上に上り、ＳＮＳ等の活用や、多言語

で回答できる工夫も行いました。

調査開始以来、これまでに延べ２００人を超

える回答をいただいています。その中で、入学

対象と思われる方はごく少数にとどまっている

状況です。

検討を深めるために、先進地である京都市や

広島市などへの視察も行い、学習内容や時間割、

修学旅行等の学校行事、募集定員、必要となる

教職員の数や立地条件などについて聴取もして

います。

設置にはニーズの高まりが欠かせないことか

ら、今後も入学希望者の実情を把握できるよう

調査を行い、引き続き市町村と協議しながら検

討を重ねていきます。

三浦副議長 平岩純子君。

平岩議員 ２０１６年の教育機会確保法から、

各県でつくる努力をということなので、私は少

数の人数であってもつくっていくべきだと思い

ます。

私たちの独自の情報では、該当者が９９８人

いるという調査結果も出ているので、昔々は、

自主夜間中学校の頃は、本当に識字学級の状況

で始まったのが、今は形式卒業している人とか、

それから、外国籍の方とか、いろいろですが、

ぜひまた希望する人がいたら、そこにつなげて

いきたいなと思います。私たちは、「こんばん

は」という自主夜間中学校の実録をつくったビ

デオを、ちょっとコロナで遅れていたんですが、

できるだけ県内の方に見ていただこうと思って

いるので、またそのときは教育委員会もバック

アップしていただきたいと思います。その「こ

んばんは」の中に、高齢のおばあちゃんが出て

きて、こう言うんです。学校に行くと子どもに

なれると。人生の中で子どもでいる経験をする

ことが大事なんだと言われたときに、本当に学

ぶことの原点がここにあるなとも思ったので、

過去２回も県議会で質問して、まだ言うかとい

うところですが、すみません、よろしくお願い

します。

最後に、この３月をもって退職される知事部

局、教育委員会、警察本部、各種委員会、企業

局、病院局の職員の皆様、一言お礼申し上げま

す。

議場にいらっしゃる部局長の皆様をはじめ、

各職場で頑張ってこられた方々、たくさんのこ

とを教えていただきました。本当にありがとう

ございました。

人生１００年時代と言われます。定年で退職

される方だけではなく、定年を待たずに別の道

を歩まれる方もいらっしゃると思いますが、皆

様の新たなスタートがすばらしい未来につなが

ることをお祈りしています。本当にありがとう

ございました。

これで質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

三浦副議長 以上で平岩純子君の質問及び答弁

は終わりました。

これをもって一般質問及び質疑を終わります。

ただいま議題となっている各案件のうち、第

１６号議案から第３９号議案まで及び第１号報

告並びに今回受理した請願２件は、お手元に配

付の付託表及び請願文書表のとおり所管の常任

委員会に付託します。

なお、他の委員会にも関連のある案について

は、合い議をお願いします。

―――――→…←―――――
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付 託 表

件 名 付 託 委 員 会

第 １６ 号議案 包括外部監査契約の締結について 総 務 企 画

第 １７ 号議案 大分県個人情報保護条例等の一部改正について 〃

第 １８ 号議案 職員の服務の宣誓に関する条例等の一部改正について 〃

第 １９ 号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 〃

第 ２０ 号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正について 〃

第 ２１ 号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 〃

第 ２２ 号議案 大分県福祉のまちづくり条例の一部改正について 福祉保健生活環境

第 ２３ 号議案 大分県医師研修資金貸与条例の一部改正について 〃

第 ２４ 号議案 大分県国民健康保険財政安定化基金条例等の一部改正に 〃

ついて

第 ２５ 号議案 大分県介護福祉士等修学資金貸与条例の廃止について 〃

第 ２６ 号議案 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 〃

等の一部改正について

第 ２７ 号議案 大分県自然海浜保全地区条例の一部改正について 〃

第 ２８ 号議案 大分県人権尊重社会づくり推進条例の一部改正について 〃

第 ２９ 号議案 権利の放棄について 〃

第 ３０ 号議案 大分県立工科短期大学校の設置及び管理に関する条例の 商工観光労働企業

一部改正について

第 ３１ 号議案 令和４年度における農林水産関係事業に要する経費の市 農 林 水 産

町村負担について

第 ３２ 号議案 権利の放棄について 〃

第 ３３ 号議案 大分県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正につ 〃

いて

第 ３４ 号議案 大分県道路占用料徴収条例等の一部改正について 土 木 建 築

第 ３５ 号議案 令和４年度における土木事業に関する経費の市町村負担 〃

について

第 ３６ 号議案 工事請負契約の締結について 〃

第 ３７ 号議案 工事請負契約の締結について 〃

第 ３８ 号議案 工事請負契約の締結について 〃

第 ３９ 号議案 工事請負契約の変更について 〃

第 １ 号 報 告 令和３年度大分県一般会計補正予算（第１２号）につい 総 務 企 画

て 商工観光労働企業

―――――→…←―――――

日程第２ 特別委員会設置の件

御手洗議長 日程第２、特別委員会設置の件を

議題とします。

―――――→…←―――――

特別委員会設置要求書

次のとおり特別委員会を設置されるよう会議

規則第６６条の規定により要求します。

記

１、名称

予算特別委員会

２、目的

第１回 大分県議会定例会会議録 第８号
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令和４年度予算審査のため

３、期間

令和４年３月９日から令和４年３月２５日ま

で

４、付託する事件

第１号議案から第１５号議案まで

５、委員の数

４２人

令和４年３月９日

発議者 大分県議会議員 井上 伸史

〃 〃 志村 学

〃 〃 今吉 次郎

〃 〃 大友 栄二

〃 〃 木付 親次

〃 〃 古手川正治

〃 〃 嶋 幸一

〃 〃 高橋 肇

〃 〃 木田 昇

〃 〃 羽野 武男

〃 〃 尾島 保彦

〃 〃 玉田 輝義

〃 〃 戸高 賢史

大分県議会議長 御手洗吉生 殿

―――――→…←―――――

三浦副議長 井上伸史君ほか１２人の諸君から、

お手元に配付のとおり特別委員会設置要求書が

提出されました。

お諮りします。要求書のとおり予算特別委員

会を設置し、第１号議案から第１５号議案まで

を付託したいと思います。これに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三浦副議長 御異議なしと認めます。

よって、要求書のとおり予算特別委員会を設

置し、第１号議案から第１５号議案までを付託

することに決定しました。

―――――→…←―――――

予算特別委員会に付託した議案

第 １号議案 令和４年度大分県一般会計予算

第 ２号議案 令和４年度大分県公債管理特別

会計予算

第 ３号議案 令和４年度大分県国民健康保険

事業特別会計予算

第 ４号議案 令和４年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算

第 ５号議案 令和４年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計予算

第 ６号議案 令和４年度大分県流通業務団地

造成事業特別会計予算

第 ７号議案 令和４年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計予算

第 ８号議案 令和４年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計予算

第 ９号議案 令和４年度大分県県営林事業特

別会計予算

第１０号議案 令和４年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計予算

第１１号議案 令和４年度大分県港湾施設整備

事業特別会計予算

第１２号議案 令和４年度大分県用品調達特別

会計予算

第１３号議案 令和４年度大分県病院事業会計

予算

第１４号議案 令和４年度大分県電気事業会計

予算

第１５号議案 令和４年度大分県工業用水道事

業会計予算

―――――→…←―――――

三浦副議長 お諮りします。ただいま設置され

た予算特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第５条第１項の規定により、議長を除

く４２人の諸君を指名したいと思います。これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三浦副議長 御異議なしと認めます。

よって、ただいま指名した議長を除く４２人

の諸君を予算特別委員に選任することに決定し

ました。

なお、予算特別委員会は、委員長及び副委員

長互選等のため、本日の本会議終了後、本議場

において委員会を開催願います。

―――――→…←―――――

三浦副議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。
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お諮りします。明１０日、１１日、１４日か

ら１６日まで及び２３日は、予算特別委員会開

催のため、１７日、１８日及び２２日は、予算

特別委員会分科会及び常任委員会開催のため、

２４日は議事整理のため、それぞれ休会とした

いと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三浦副議長 御異議なしと認めます。

よって、明１０日、１１日、１４日から１８

日まで及び２２日から２４日までは休会と決定

しました。

なお、１２日、１３日及び１９日から２１日

までは、県の休日のため休会とします。

次会は、２５日定刻より開きます。日程は決

定次第通知します。

―――――→…←―――――

三浦副議長 本日はこれをもって散会します。

午後２時５５分 散会
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令和４年第１回大分県議会定例会会議録（第９号）

令和４年３月２５日（金曜日）

―――――――――――――――――――――

議事日程第９号

令和４年３月２５日

午前１０時開議

第１ 第１号議案から第１５号議案まで

（議題、予算特別委員長の報告、質疑、

討論、採決）

第２ 第１６号議案から第３９号議案まで及び

第１号報告並びに請願１４、請願１５

（議題、常任委員長の報告、質疑、討論、

採決）

第３ 第５５号議案及び第５６号議案

（議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決）

第４ 議員提出第２号議案から議員提出第５号

議案まで

（議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決）

第５ 委員会提出第１号議案及び委員会提出第

２号議案

（議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決）

第６ 閉会中の継続審査及び調査の件

第７ 常任委員の選任

第８ 議会運営委員の選任

―――――――――――――――――――――

本日の会議に付した案件

日程第１ 第１号議案から第１５号議案まで

（議題、予算特別委員長の報告、質

疑、討論、採決）

日程第２ 第１６号議案から第３９号議案まで

及び第１号報告並びに請願１４、請

願１５

（議題、常任委員長の報告、質疑、

討論、採決）

日程第３ 第５５号議案及び第５６号議案

（議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決）

日程第４ 議員提出第２号議案から議員提出第

５号議案まで

（議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決）

日程第５ 委員会提出第１号議案及び委員会提

出第２号議案

（議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決）

日程第６ 閉会中の継続審査及び調査の件

日程第７ 常任委員の選任

日程第８ 議会運営委員の選任

―――――――――――――――――――――

出席議員 ３６名

議長 御手洗吉生 副議長 三浦 正臣

志村 学 井上 伸史

清田 哲也 今吉 次郎

阿部 長夫 太田 正美

後藤慎太郎 大友 栄二

井上 明夫 鴛海 豊

嶋 幸一 元吉 俊博

成迫 健児 浦野 英樹

高橋 肇 木田 昇

羽野 武男 二ノ宮健治

守永 信幸 藤田 正道

原田 孝司 小嶋 秀行

馬場 林 尾島 保彦

玉田 輝義 吉村 哲彦

戸高 賢史 河野 成司

猿渡 久子 堤 栄三

荒金 信生 麻生 栄作

末宗 秀雄 小川 克己

欠席議員 ７名

吉竹 悟 衛藤 博昭

森 誠一 木付 親次

古手川正治 阿部 英仁

平岩 純子

―――――――――――――――――――――

出席した県側関係者

知事 広瀬 勝貞

第１回 大分県議会定例会会議録 第９号
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副知事 尾野 賢治

副知事 黒田 秀郎

教育長 岡本天津男

公安委員長 石田 敦子

人事委員長 石井 久子

代表監査委員 長谷尾雅通

総務部長 和田 雅晴

企画振興部長 大塚 浩

企業局長 浦辺 裕二

病院局長 井上 敏郎

警察本部長 松田 哲也

福祉保健部長 山田 雅文

生活環境部長 磯田 健

商工観光労働部長 高濱 航

農林水産部長 佐藤 章

土木建築部長 島津 惠造

会計管理者兼会計管理局長 森山 成夫

防災局長 梶原 文男

観光局長 秋月 久美

労働委員会事務局長 稲垣 守

―――――――――――――――――――――

午前１０時 開議

御手洗議長 おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

―――――→…←―――――

諸般の報告

御手洗議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告

をします。

まず、監査委員から、地方自治法第２３５条

の２第３項の規定により、２月の例月出納検査

の結果について、文書をもって報告がありまし

た。

次に、同法第２４２条第３項の規定により、

住民監査請求の要旨について文書をもって通知

がありました。

なお、調書は、朗読を省略します。

次に、同法第２５２条の３７第５項の規定に

より、包括外部監査人から令和３年度包括外部

監査の結果について報告がありました。

なお、文書は既に各議員に配付しています。

以上、報告を終わります。

本日の議事は、お手元に配付の議事日程第９

号により行います。

―――――→…←―――――

日程第１ 第１号議案から第１５号議案まで

（議題、予算特別委員長の報告、

質疑、討論、採決）

御手洗議長 日程第１、日程第１の各案を一括

議題とし、これより予算特別委員長の報告を求

めます。予算特別副委員長大友栄二君。

〔大友議員登壇〕

大友予算特別副委員長 予算特別委員会の審査

の経過と結果について御報告します。

今回、本委員会に付託を受けた案件は、予算

議案１５件です。

委員会は、去る９日の本会議において設置さ

れ、委員長及び副委員長を互選するとともに、

１０日から１６日までを質疑のための委員会、

１７日及び１８日を分科会、２３日を採決のた

めの委員会とし、それぞれ関係者の出席を求め、

慎重に審査した結果、第１号議案、第６号議案、

第１０号議案、第１１号議案及び第１５号議案

については賛成多数をもって、第２号議案から

第５号議案まで、第７号議案から第９号議案ま

で及び第１２号議案から第１４号議案までにつ

いては、全会一致をもって、いずれも原案のと

おり可決すべきものと決定しました。

以上をもって予算特別委員会の報告とします。

御手洗議長 以上で委員長の報告は終わりまし

た。

これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。

別に質疑もないようですので、質疑を終結し、

これより討論に入ります。

発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。堤栄三君。

〔堤議員登壇〕

堤議員 おはようございます。日本共産党の堤

です。上程された予算議案について討論を行い

ます。

討論に入る前に、ロシアのウクライナへの侵

略戦争により、自分の意に介さないからといっ

て、国際法や国連憲章などを無視して他国へ侵

略戦争を仕掛ける行為、子どもや病人を含む多

第１回 大分県議会定例会会議録 第９号
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くの一般市民を無差別に殺傷する残虐行為に強

く非難すると同時に即刻の撤退を求めます。

では、討論に入ります。

まず、第１号議案２０２２年度一般会計予算

についてです。

２０２２年度一般会計予算総額は約７，１７

８億円です。まず、歳入についての内訳を見て

みます。

県税収入は１，２９８億円で、前年比１３．

６％増と見込んでいます。長引く不況で県内の

飲食業や宿泊業など中小企業等の業績は悪化し

ている中でも、デジタル関連のＩＴ企業や金融

・製造業等の業績が大きく、県税の収入増とな

っています。県内企業の９９．９％を占める中

小企業などを応援する施策をし、活性化させる

ことが、大分県経済の底上げにつながります。

このような経済状況の中、資本金が１０億円

を超える大企業には様々な優遇税制や人件費削

減等によって内部留保が２０１２年から２０２

０年にかけて１３０兆円も増え、累計４６６兆

円もの莫大な金額が積み上がっています。日本

共産党はこの積み上がった部分に課税し、中小

企業への支援を強めながら、最低賃金など賃上

げに使うことなどの提案をしています。ぜひ実

現させ、コロナ禍で中小企業滅びて大企業栄え

るという事態が起きないよう、税制度の在り方

を根本から転換することを求めるものです。

次に、歳出はどうでしょうか。全国でもオミ

クロン株が高水準で推移している中、新型コロ

ナウイルス感染症によって、これまで県内感染

者が延べ約３万人、亡くなった方が１３４人に

上っています。この再拡大を食い止めるための

施策と体制を構築することが最優先課題です。

今回の予算では、新型コロナウイルス感染症

対策事業やワクチン接種体制緊急強化事業など

の予算が約２７億４，６００万円計上されてい

ます。第６波対策と第７波以降感染を拡大させ

ないためには、やはりいつでも誰でも無料で受

けられる抗原検査とＰＣＲ検査の徹底が必要で

す。現在は、感染に不安のある人のＰＣＲ検査

が始まっていますが、これでは不十分です。さ

らなる拡充によって感染を抑え込む対策が必要

です。

そのためにも保健所や職員の増員が必要です。

２０２１年度と２０２２年度で９人の増員は評

価しますが、統合前の職員数は、保健師で７７

人、医師などその他で１３４人、事務職員で６

３人、これが統合し９か所になった後は、保健

師では８２人、医師等その他で９８人、事務職

員で５６人となっています。全体では４３人の

減となっています。今回のコロナ感染症でエッ

センシャルワーカーの重要性が再認識されたは

ずです。統廃合や職員の削減を反省し、感染が

減少傾向にある今こそ保健所の増設と職員の増

員を実施すべきです。

また今回は児童生徒を対象にしてヤングケア

ラーの実態調査を実施したことは評価します。

そのための支援体制強化事業も計画されていま

す。子どもの貧困の拡大の根本は、親の非正規

・低賃金、社会保障制度の貧困など多岐にわた

ることが重なっているのが実態です。ここに本

格的な対策を取ることが大切であり、それを国

に強く求めるべきです。

また、県立病院として、新型コロナ感染症対

策の最前線で奮闘していることに敬意を表する

とともに、今後も高度専門医療を強めていただ

きたいと思います。

今後のコロナウイルス感染症、新興感染症の

対応が必要である県病として、今回の対応で様

々な教訓を蓄積したと予算特別委員会でも述べ

ていました。ぜひこの方向性を強めていただき

たいと要望します。

二つ目には、無駄な事業から撤退し、県民の

安全優先、県内中小企業・小規模事業者への支

援こそ重点的に行うことです。

東九州新幹線推進については、これまでシン

ポジウム等を開催し、機運醸成をし、費用対効

果で効果のほうが大きいと述べていますが、将

来的に費用が上回る可能性も今十分考えられま

す。

また、並行在来線については廃線や減便など

他地域では生じており、地域コミュニティの崩

壊につながってしまう危険性もあります。シン

ポジウムなどで議論されるべきは、効果のみを
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訴えるのではなくて、具体的に他地域ではどの

ような影響が出ているのか、また、地域の振興

策でどう影響が出ているかなどの面の情報も県

民に提供すべきです。

また、豊予海峡ルート構想は全く動きがなく、

負担金のみ支出している事業です。夢のために

灯は消さないなどという幻想はやめて、期成会

からの脱退をすべきです。

ＪＲ九州の身勝手な無人化問題は障がい者だ

けではなく、高齢者や子どもなどの安全に関わ

る問題であり、県としてＪＲ九州には利便性の

確保を求めていくという態度から一歩進め、無

人化は許さないという立場に立つべきです。

そして、中小企業への支援も重要です。コロ

ナ禍の第１波から第６波までの拡大によって、

県内中小企業は、２０２１年度は２０２０年度

に比べても国や県、市の各支援金が３分の１に

なるなど、大変な経営を余儀なくされているの

が実態です。これまで時短要請協力金など県の

支援策は一定評価できますが、もう一歩進んで、

今後の新型コロナ感染症の拡大傾向の際は、予

算特別委員会でも県内の事業所の状況も聞きな

がら、必要があれば検討すると言われたように、

また、中小企業活性化条例にもあるように、中

小企業が屋台骨としての役割を果たせるような

支援策の拡充や創設をすべきだと考えます。そ

して何よりも、中小零細企業に大きな負担を強

いる来年１０月からのインボイス制度導入の中

止と、消費税は廃止を目指しながら当面は５％

への減税を実現すべく国に求めるべきです。

今回も企業立地推進事業として１６億５，４

００万円を計上しています。２０２２年度は製

造業など４９社へ補助を出すと言っていますが、

大企業は補助金があるから立地するものではな

く、土地や人など利活用が優位だから立地する

ものです。大企業誘致のために補助金を出すの

ではなく、県内で地について頑張っている中小

企業にこそ補助金を使うべきであると強く求め

ます。

３点目に、早急なデジタル化の進行で個人情

報の流出が心配される施策が計上されているこ

とです。

デジタル化は県民の利便性の向上のためには

必要なところもあります。それは個人の情報が

漏れないこと、連携されないこと、流出しない

ことなどが前提であり、企業のもうけの対象に

するものではありません。

県はマイナンバーカード取得率向上のため、

大分県版マイナポイントなどで２０２２年度ま

でにほとんどの県民が取得するよう取組を強め

ると言っていますが、取得しないのは情報流出

や情報の一元管理、プロファイリングの危険性

など多くの県民が不安を感じているからです。

県として、情報の一元管理にはならない、県職

員の一人一人にセキュリティに対する研修をす

ると言うだけであり、これまでの情報流出事件

やデジタル庁設置などが示しているように、全

くの実効性がありません。

そして国は、こども家庭庁の来年４月発足に

伴い、その基本方針で、各地方公共団体で個々

の子どもや家庭の状況、支援内容に関する教育

・保健・福祉などの情報を分野横断的に連携集

約するデジタル基盤の整備を挙げています。こ

れこそ情報連携であり、将来的に情報をオープ

ンデータ化し、民間のもうけの対象にしようと

するものでしかありません。

また、地方公共団体情報システムの標準化に

ついても、地方自治体の住民への暮らし向上の

施策を縛ることにつながり、直ちに中止するべ

きものです。

さらに教育分野においても教育デジタル化の

推進で、マイナンバーとの対応や、ＧＩＧＡス

クールによるＩＣＴ活用など進められようとし

ています。国のデジタル推進はビックデータの

民間開放が原則であり、もうけの対象となりま

す。

早急なるデジタル化は人的ミス、技術的ミス

などを生じ、個人情報が流出してしまう危険性

もあります。子どもたちの学習の手助けになる

ＩＣＴは必要ですが、ＩＣＴを主体とした学習

の在り方は是正すべきです。

４点目には、いまだに部落差別解消と言って

同和関連予算の計上をしていることです。今回

も部落差別解消推進事業として相変わらずの８
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２０万円の委託料という補助金を、地域に詳し

い運動団体だからとして予算計上しています。

インターネット上、悪質な書き込みが見られ

るとして予算の正当化をしていますが、それら

は教育など一般施策の中で解決できるものです。

人が心の中で思うことまで規制をかけようとす

る姿勢は憲法違反と断じなければなりません。

そのような姿勢は今回予算外議案として提案

されている大分県人権尊重社会づくり推進条例

の改正箇所の随所に「部落差別等」や「部落差

別をはじめ」など文言が書き込まれていること

にもつながっています。人権審議会でも、題名

に一つの固有の人権を挙げていることに違和感

がある、条例の名称も現行のままでよいという

意見が多数を占めているにもかかわらず、県と

して総合的に判断したといって審議会などの意

見に耳を貸さない姿勢は重大であり、意見を尊

重していないことになります。こんな姿勢だか

らいまだに部落問題で予算を計上するのです。

いい加減予算化すべきではないのではありませ

んか。その削除を求めます。

さらに教育分野でも同和教育で、子どもたち

が主体的に深い学びを行うための事業がありま

すが、それは同和教育ではなく一般的な施策の

中で行うべきです。

同和関連教育予算を削減し、その予算を特別

支援学級の施設設置基準に合致した改修を早急

に実施することなど他の施策に使うべきです。

五つ目には、県民の安全と中小企業への仕事

起こし予算を増やすことです。

予算の中で身近な道改善事業や通学路整備、

歩道・路肩などの整備、洪水時河川情報提供事

業や監視カメラ等設置でも、要望する市町村に

対して２分の１補助するなど、河川周辺住民の

不安解消のための予算など評価できるものも含

まれています。

また、今回予算特別委員会でも明らかとなり

ましたが、県議団として求めてきた公営住宅の

６０歳未満単身者入居についても、高齢者や子

育て世代の入居の妨げにならない場合は入居が

可能となる施策が今年４月１日より実施されま

す。県内の県営住宅の自治機能の強化のために

も必要なものであり、評価します。

住宅改善事業の子育て・高齢者世帯住環境整

備事業は否定するものではありませんが、コロ

ナ禍で疲弊している中小建設業者の仕事起こし

に大きく貢献する一般的な住宅リフォーム助成

制度を実施するべきです。

この制度の経済効果は二次波及も考えれば補

助の１７倍の波及効果があり、仕事起こしだけ

ではなく、雇用者所得の誘発就業者増や住民税

の税収増にもつながります。さらに住宅の長寿

命化のためにも実施すべきです。次回の予算に

反映させていただきたいと思います。

六つ目には、県内農林水産業の振興を図るこ

とです。

農林水産業は大分県の基幹産業ですが、その

産出額は九州最下位となっています。輸出拡大

や、白ねぎ、ベリーツなど生産拡大策も大切で

すが、国連でも言われている家族農業の１０年

の観点に立ち、小規模農家等への支援に力を入

れ、国内生産の確保が今こそ必要です。

また、最近の輸入飼料や原油の高騰によって

ますます経営が厳しくなっています。県内農林

水産業の振興のためには、支援の拡充と国内農

業を破壊してしまうＴＰＰ、日欧ＥＰＡ、日米

ＦＴＡなどから直ちに脱退し、地に足の着いた

農林水産業の振興に取り組むべきです。今突き

付けられている現実は、食料、種、肥料、飼料

などを海外に依存していては国民の命は守れな

いということです。

また、里山を破壊し、災害を招いてしまい、

さらに地域住民の同意なきメガソーラー建設は

中止すべきであり、林地開発許可は地元の同意

を必須条件とするべきです。

７番目には、警察の違法捜査をしっかり監視

する体制をつくること。

ＤＮＡ型等については、取扱規則にのっとっ

て取り扱っていると予算特別委員会で述べてい

ます。しかし、個人情報保護法では、利用する

必要がなくなったときは削除すると規定されて

いますが、それは警察内部で処理されるもので

あり、削除されたかどうかは第三者には確認で

きません。最高の個人情報と言われるＤＮＡ型
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がこのような形で警察庁に保管されていること

に大きな違和感を覚えます。

そして、今回の予算には、以前、全国的な大

問題になった別府の組合事務所盗撮事件にも使

用されたデジタルズームカメラ等のリースとし

て３５台、３６３万円が予算計上されています。

また、今年２月では１５５台のビデオカメラ等

の機器があるとされています。

このカメラなどは２０２１年では４７件捜査

で使用されていますが、どのような事件で使わ

れていたかは明らかにされていません。このよ

うな予算の支出には反対します。

以上で２０２２年度の一般会計予算に対する

討論を終わります。

続いて、各特別会計予算についてです。

第６号議案２０２２年度大分県流通業務団地

造成事業特別会計予算について。

流通業務団地では、２０２１年度の分譲率が

１・２工区で９６．４４％、３工区では６３．

３２％となっています。販売促進に奮闘された

県職員の結果が数字にも表れています。しかし、

起債残高も２０２１年度末には２６億９，１０

０万となります。分譲が進まなければ利子の負

担などが増え、販売単価の上昇につながり、ま

すます分譲が進まなくなる危険性があります。

分譲完了の当初目標は平成１５年度でしたが、

いまだに完売の時期を明確にできない状況であ

り、負の遺産です。

第１０号議案２０２２年度大分県臨海工業地

帯建設事業特別会計予算についてです。

今回１３億８，４００万円の予算は、６号地

Ｃ－２地区の維持及び借金払いのための公債費

に計上されている予算です。県としてその売却

に頑張っていますが、売却が進まなければ、さ

らなる利子払いの負担だけが大きくなってしま

います。このような塩漬け土地のための予算に

は反対します。

第１１号議案２０２２年度大分県港湾施設整

備事業特別会計予算について。

これは港湾管理と重要港湾などの施設建設、

ガントリークレーンの更新等を目的とし、４８

億５，５００万円もの予算を計上している事業

です。一部の大企業のための事業に県民の税金

を投入することには反対します。

第１５号議案２０２２年度大分県工業用水道

事業会計予算についてです。

この事業会計は、低廉で豊富な水を臨海工業

地帯等の大企業群に供給する事業会計です。大

企業群に供給している水の料金は、一般家庭の

水道代の１４分の１から２４分の１となってい

ます。正に大企業優遇の水道行政です。

また、日本製鉄、鶴崎共同動力、エネオスな

どに工業用として安く仕入れた水を、船舶など

へ飲料水として１トン当たり１８２円から１９

７円で転売し、収入を上げていることなど、到

底県民は納得できません。このような予算には

反対します。

以上、討論終結にあたり、今季で退職される

県執行部及び職員の皆様方へ。長きにわたり住

民サービス向上のため、公務現場で奮闘されて

きた皆様に感謝します。今後、地方自治法の精

神と活動されてきた経験を生かし、地域におい

ても御活躍されることを祈念し、感謝の言葉と

します。

以上で各予算議案に対する討論を終わります。

（拍手）

御手洗議長 鴛海豊君。

〔鴛海議員登壇〕

鴛海議員 おはようございます。自由民主党の

鴛海豊です。

私は自由民主党を代表して、令和４年度大分

県一般会計当初予算案並びにその他の予算議案

に対する予算特別委員長の報告について、賛成

の立場から討論を行います。

我が会派では、様々な地域や団体からいただ

いた声を、時期を捉え、知事をはじめ、関係部

長に要望、提案してきましたが、それらに十分

応えていただいた予算案となっています。

令和４年度予算については、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止の徹底と社会経済の再活性化

に加え、人口ビジョンの実現に向けた大分県版

地方創生の加速、さらに、ＤＸの推進、先端技

術の活用、宇宙への挑戦など、ポストコロナに

向けた構造改革の三つを基本方針として取り組
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むこととしており、９年連続のプラスの積極予

算を編成、また、特別枠であるポストコロナお

おいた挑戦枠には２３億円、１０９の事業を盛

り込むなど、その内容についても充実した予算

となっています。

我が会派は、新型コロナへの守りを固めつつ、

進展する技術革新を広範に取り込み、ポストコ

ロナ社会における大分県づくりを力強く展開す

る広瀬知事の熱い思いと、その姿勢を高く評価

するものであり、今後一層の御尽力をお願いす

る次第です。

さて、予算案の具体的な内容を見てみると、

様々な施策を積極的に講じています。

まずは新型コロナウイルス感染症対策の強化

です。感染の予防から早期発見、早期治療まで

対応に万全を期すため、３回目のワクチン接種

の推進やＰＣＲ等検査の無償化、入院病床・宿

泊療養施設の確保に予算が投じられています。

また、医療提供体制のさらなる強靱化として救

急医の増加に向けた医師研修資金貸与条例の改

正や、感染管理認定看護師の資格取得支援にも

取り組むこととしています。

コロナ禍で停滞した県経済の再興に向けて、

経済活動を活性化させることが大切です。当初

予算に計上している事業はもとより、新たなＧ

ｏＴｏトラベルなどの国による総需要喚起策や

地域消費喚起プレミアム商品券などにより、経

済の再興に向けた対応をお願いしたいと思いま

す。

次に、三つの日本一に向けた挑戦です。

子育て満足度日本一については、まず、好調

な出会いサポートセンターによる結婚応援を充

実させ、ＡＩが相性のよい相手を提案するマッ

チングシステムの導入が計上されています。ま

た、４月から公的医療保険が適用される不妊治

療について、保険適用されない先進医療に係る

自己負担を、保険治療と同様におおむね３割と

なるよう助成することとしています。

また、支援の必要な子どもへの対応も充実さ

せています。

ヤングケアラーについては、本人や家族を含

めて社会的認知度を高めていくとともに、いつ

でも相談できるようＳＮＳ等の相談窓口が設置

されます。さらに、学習障がいなどの症状があ

るにもかかわらず、発達障がいの確定診断には

至らない子どもへの支援に向け、就学前後の支

援体制を構築するほか、医療的ケア児に対する

相談体制を構築するため、医療的ケア児支援セ

ンターを設置することとしています。

次に、健康寿命日本一です。令和元年の健康

寿命に関する調査では、男性が全国１位となり、

女性も４位と大きく飛躍しました。これまでの

取組が功を奏した結果だと思います。今後も県

民総参加の健康づくり運動に取り組んでいただ

きたいと思います。

また、障がい者雇用率日本一については、そ

の達成に向け、就労系事業所を対象に、一般就

労の実績に応じた奨励金制度を創設するほか、

県立さくらの杜高等支援学校では、特別支援学

校からの一般就労を促進するため予算が計上さ

れており、これらの事業が障がい者雇用率を押

し上げられることを期待しています。

これら三つの日本一の達成は、県民が安心を

実感できる社会の実現に向け大きな推進力とな

ることから、引き続き我が会派も全面的に支援

していきます。

また、人口増対策として移住・定住の促進に

も積極的な予算編成がなされています。

現在、移住者のスキル習得から移住・就職ま

でのワンストップ支援に力を注いでいますが、

これまでのＩＴ分野に加え、さらに支援対象に

保育や介護、看護の３職種を加えるなど、より

幅広く移住者の仕事確保を応援することとして

います。

また、空き家を求める移住者などに、建築士

や宅地建物取引士、行政職員などによるマッチ

ングチームを県下６ブロックで編成し、物件交

渉等を支援するほか、空き家の購入、改修や家

財処分への助成が行われます。

県土の強靱化に向けては、昨年第４回定例会

で既に可決された令和３年度補正予算（第１１

号）において、国の関連予算を最大限受け入れ

ていますが、頻発・激甚化する自然災害への対

応に向け、当初予算案とあわせた１６か月予算
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として、緊急輸送道路上の橋梁の耐震化や急傾

斜地崩壊防止などにしっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。

次に、農林水産業についてです。本県の農林

水産業をめぐる情勢は、農業産出額の低迷、担

い手の高齢化など危機的な状況の中、生産者、

関係団体、行政が一体となり、生産から販売ま

で一貫した取組による農林水産業の成長産業化

が必要です。

そのため、農業では重点的な取組として、マ

ーケットニーズが高い短期集中県域支援品目で

ある、ねぎ、ピーマン、ベリーツ、高糖度かん

しょの４品目について、共同調製場の整備など

の生産拡大と販路開拓アドバイザーの設置など

による販路開拓を実施し、ＪＡ全農おおいたな

どが行う産地課題の解決と販売促進活動を支援

することとしています。

また、農業分野以外にも畜産、林業、水産業

の分野で意欲的な取組が盛り込まれています。

畜産では、繁殖農家で生まれた和牛子牛を預

かり、共同育成するキャトルステーションの整

備や、生産力の高い酪農経営体制を構築するた

め、県酪農業協同組合に生乳分析機の導入を支

援するなどの予算が計上されています。

林業では、市場での流通が限定的な大径材の

製品化と販路確立に向けた対策も盛り込まれて

います。また、１１月には全国育樹祭大分県大

会が控えています。ぜひとも成功させ、そのレ

ガシーを今後の森林・林業教育に生かしていた

だきたいと思います。

水産業では、令和３年の天然モジャコ不漁に

よるブリ取扱量の減少という課題を解決し、種

苗の安定確保を図るため、ブリ養殖の種苗に使

う小型天然モジャコの育苗手法確立を目指すと

しています。

次に、商工業の振興についてです。長引くコ

ロナ禍により中小企業・小規模事業者の多くは

業績回復が遅れています。そういった状況から、

まず、県制度資金において、新型コロナ対応の

独自の特別資金や過去最大となる１千億円の新

規融資枠を前年度に引き続き確保するなど、中

小企業等の経営状況に合わせた金融支援策を盛

り込んでいます。

ポストコロナを見据えた企業の体質強化に向

けては、ＤＸの実践を推進し、経営者の理解促

進に向けたセミナーや相談会を開催するほか、

ＩＴ企業の伴走により、多様な業種でＤＸを試

行し、好事例を横展開することとしています。

また、経済活動の基盤を拡大する企業誘致に

ついて、１０ヘクタールを超える広大な工業用

地の需要の高まりを受けて、大規模工業団地の

整備に対する市町村補助を拡充するとともに、

民間ディベロッパーなども開発事業に取り込み

ながら、団地確保を加速することとしています。

先端技術への挑戦について、当初予算案には、

多様な分野でＤＸを推進するための事業が計上

されています。交通分野では、大分空港起点の

ＭａａＳを実証する事業が、介護分野では、県

社会福祉介護研修センターにＤＸアドバイザー

を配置し、県内事業所の介護記録の音声入力シ

ステムなどの導入からフォローアップまでの支

援が盛り込まれています。

全国に先駆けて実証実験を始めた本県のドロ

ーン物流については、運航事業者の育成、収益

モデルの検証など、ビジネス化をにらんだ運航

体制の構築に本格着手しています。また、県と

民間企業との共同によって、ドローンの飛行性

能を評価するドローンアナライザーを開発し、

県産業科学技術センターに導入していますが、

今後、機体認証制度に合致した性能試験の手法

を確立し、実績を重ね、本県がドローン産業の

拠点になっていくよう期待しています。

観光業の復活として、自然体験型の観光コン

テンツに対応したアウトドアガイド認証制度の

創設、ツール・ド・九州２０２３を契機とした

サイクルツーリズムを県下全域に広げるための

滞在型モデルコースの造成などが行われます。

日中韓交流の東アジア文化都市２０２２も、

５月２２日の開幕式典を皮切りに、県民総参加

の多彩な関連行事が各地域で開催されます。イ

ンバウンドの回復に向け、しっかりと取り組ん

でいただきたいと思います。

次に、教育県大分の創造です。ＩＣＴ教育を

さらに進めるため、一人１台端末の機能をフル
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活用した授業が展開できるよう、ＩＣＴ教育サ

ポーターを学校現場へ派遣するほか、タブレッ

ト活用の優良事例などを集約したポータルサイ

トを開設し、教員のＩＣＴを活用した授業の充

実を図る内容となっています。

女性の活躍推進については、私立学校の女子

生徒などに対して、ものづくり企業の職場体験

会などを実施し、理工系への進路選択の幅の拡

大に向け取り組むこととしています。また、私

学に対しても、ＩＣＴ教育などの支援を拡充し、

魅力ある学校づくりを後押しすることとしてい

ます。

地方創生を加速前進させるために公立、私立

を問わず次代を担う人材の確保、育成に向け、

しっかりと取り組んでいただきたいと思います。

以上のことから、我が会派としては、上程さ

れた全ての予算案について賛成するものです。

最後になりますが、新型コロナウイルス感染

症対策と社会経済の再活性化など、本予算案に

計上された事業については、早期に着手し事業

効果が速やかに県民に還元されるよう要望して、

我が会派の賛成討論を終わります。

御手洗議長 馬場林君。

〔馬場議員登壇〕

馬場議員 おはようございます。県民クラブの

馬場林です。

第１号議案令和４年度一般会計予算案並びに

その他の予算案に対する予算特別委員長の報告

について、賛成の立場で県民クラブを代表して

討論を行います。

まず、当初予算案ですが、金額にして前年度

比２．２％増、新型コロナウイルス感染症対策

の強化、県経済の再興を軸とし、歳入において

は、県税が１３．６％増、とりわけ法人２税に

ついては、大幅な税収増を見込んでいます。コ

ロナ禍が長期化する中、大きなダメージを受け

た事業所がある一方、堅調な事業者、また、コ

ロナ禍ゆえに多忙を極めている事業所もあるの

も事実です。

予測し得ない急激な社会、経済情勢の変化か

ら、県民生活、県内事業者を守り、将来の健全

な財政運営の継続を見据えつつ、ポストコロナ

社会に向けた希望が見えてくる予算の執行を希

望するものです。

コロナ禍を通じ、地方への移住をその選択肢

として考える方が増えています。移住決断の最

大の課題となる仕事について、そのサポート施

策の拡大が盛り込まれています。本県での具体

的な職業生活がイメージでき、そして、移住後

もずっと大分で働き、生活していきたいと思え

るよう、切れ目のないサポートをお願いします。

そして、アジア初の水平型宇宙港の実現、ホ

ーバークラフト復活と大分空港の利活用につい

て県民の関心、期待が高まっています。ホーバ

ークラフト復活については、県民に向けて丁寧

で分かりやすい進捗状況の情報発信に加え、既

存バス路線とは相互補完、共存共栄の関係があ

ってこそ空港へのアクセス改善につながるとい

う前提で事業を推進するようお願いします。

２０１９年の厚生労働省の国民生活基礎調査

で、本県の男性の健康寿命が全国１位、女性は

全国４位となりました。これは職場ぐるみの健

康づくり、おおいた歩得（あるとっく）の開発

など官民挙げての地道な取組の成果だと思いま

す。今後も男女共に健康寿命日本一に向けた取

組を推進していただきたいと願います。

新型コロナ感染症は感染力の強いオミクロン

株による第６波が発生し、現在は減少傾向にあ

りますが、まだ注意を要する状況となっていま

す。そのような中、知事をはじめ、それぞれの

部局で感染対策についての職務を遂行される皆

さんに感謝します。

第５波や第６波での経験を踏まえ、ワクチン

接種の体制整備、ＰＣＲ検査等の無償化、入院

・宿泊療養施設の確保など感染予防から早期発

見、早期治療までの予算化が計上されています。

県民の皆さんが安心して生活していけるため

にも、第６波の早期収束と新たな変異株に対応

できる体制を整えていただきたいと願います。

ヤングケアラー等の支援について、来年度は、

これまで十分な支援が行き届いていなかった子

どもたちへの対応に注力したいと知事は提案理

由の中で述べられています。

まず、子どもたち自身や大人が気付くこと、
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そして、相談しやすい環境をつくり、早期発見

把握をし、個別支援計画を立て、具体的に支援

していくことが求められています。これらの一

連の取組の中で、教育現場との連携がとても大

切だと思いますので、十分な連携を取っていた

だきたいと思います。

また、ヤングケアラーの支援とともに、発達

障がいの確定診断に至らない子どもたちや医療

的ケアを常時要する子どもたちとその家族への

支援もお願いします。

昨日、防衛省から日出生台における米軍実弾

射撃訓練が４月１６日から４月２７日までの１

２日間実施されると発表がありました。これま

で県として、九州防衛局に早期の訓練日程の開

示や協定の遵守等について要請を行っていただ

いていますが、これからも県民の不安解消と安

全安心を確保するために、協定等の遵守、新型

コロナウイルス感染症対策等を米軍に求めるこ

とを国へ働きかけていただくとともに、将来に

わたる縮小、廃止に向けても取り組んでいただ

きたいと願います。

長引くコロナ禍で、県経済は大きなダメージ

を受けています。飲食、宿泊、公共交通をはじ

め、本県の主力産業である観光関連の景況は深

刻で、まん延防止等重点措置解除後も客足は戻

らず、卸業など関連の事業所も相当の痛手です。

当初予算には、県制度資金の預託財源、また、

ポストコロナを見据えた国内誘客など社会経済

再活性化に対する予算が計上されていますが、

苦しい境地にある事業者にスピード感を持って

対応し、必要な施策を効果的に講じていただき

たいと願います。

また、景気低迷が長引けば、新たな就職氷河

期の到来となりかねません。スペースポートに

必要な宇宙関連産業の誘致に加え、コロナ禍で

広がったデジタル化の波を捉え、ＤＸの推進を

通じた新産業の創出など、雇用対策の強化も極

めて重要です。

一方、コロナ禍を通じて物価上昇が続いてき

た中に、ロシアのウクライナ侵攻による影響も

加わり、石油、ＬＮＧばかりか、小麦や、ひい

てはそばの価格もどこまで高騰するか見通せず、

経営不安は増すばかりです。

特にエネルギー価格の上昇は、県民の日々の

暮らしはもちろん、業種や企業規模にかかわら

ず、ほぼ全ての事業者に影響する大変な問題で

す。ガソリン価格高騰については、国において

実効ある措置が取られるよう期待しますが、そ

の他、原材料価格等の高騰に対しても、何らか

の対策が必要であることを国に要請いただきた

いと思います。

農林水産業は、県下の地域の活性化に直結す

る重要な産業であることは多くの方々に御理解

いただけるところだと思います。

本県の２０１９年農業産出額について、２０

１８年の農業産出額をさらに下回る状況である

ことが昨年３月に公表され、農林水産部では大

分県農業非常事態を宣言し、大分県農業総合戦

力会議を立ち上げ、生産者、農業団体、行政が

現状の課題と対応策について議論を重ねてこら

れました。そして、ＪＡグループ大分の大分県

農業の再生に向けた行動宣言として発せられま

した。

特に、２０２２年度に向けた大分県農協の営

農指導体制の強化、営農指導員の能力向上、営

農指導業務の効率化について、行動していくこ

ととしています。

予算規模としては、ほぼ例年並みの予算額で

すが、それぞれの事業が農業に限らず農林水産

業就業者の所得向上と元気づくりに結び付くよ

うに農林漁家、ＪＡなどの生産者団体、市町村

や県とが一体となって取り組み、成果を上げて

いただきたいと思います。

土木建築部では、昨年に引き続き、強靱な県

土づくりと危機管理体制の充実、まち・ひと・

しごとを支える交通ネットワークの充実を施策

の中心課題に位置付け、多くの事業を予算化し

ています。

２０１９年７月の豪雨で大きな被害を受けた

地域では、県の迅速な災害対策によって復旧・

復興の道筋も見え、着実に取組が進んでいます。

しかしながら、今後も地球温暖化の影響などが

原因とされる激しい大雨の発生が予測され、総

合的な治水対策はますます重要になると考えら
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れます。より災害に強い治水対策に向け、力を

尽くしていただきたいと思います。

今定例会では、国の５か年加速化対策を積極

的に活用した県土の強靱化の推進や、広域交通

ネットワーク等の整備を推進する予算案が提案

されました。南海トラフ地震への対応を含め、

県と国の強靱化事業を組み合わせながら、積極

的な対策事業を進めてほしいと考えます。

一方、少子化の中で人手不足が深刻な課題と

なっています。これまで以上に関係機関との連

携強化を図りながら、男女ともに働きやすい就

労環境の改善やＵＩＪターンの促進などととも

に、土木建設事業の魅力を強く発信していく工

夫が重要なポイントではないでしょうか。今後

の建築産業を担う人材確保と人材育成の取組を

強く進められるよう期待しています。

教育委員会関係における一番の課題は、教職

員不足だと考えます。今回、教員採用試験にお

いて、２０２１年度１次試験を合格した方につ

いて、２２年度は１次試験免除と変更していま

す。勤務しながら採用試験に臨む臨時講師にと

って負担軽減できることから、とてもいいこと

だと考えます。

このように、採用手法は緩和されていますが、

これに伴い、臨時講師不足が深刻となっていま

す。教育委員会として、産休・育休代替の早期

配置など様々な施策を進めていますが、配置し

ようにもその人材がいない状況が起きています。

これから、大学の教員養成課程の定員拡大な

どの取組が必要です。また、本県においては、

小中学校教員の広域異動施策など、他県の教員

に比べ負担が大きいものについては検討が必要

ではないかと考えます。

予算案では、一人１台のタブレットを活用し

た取組の推進として指導者の配置等も行われま

す。効果的な取組を期待するとともに、他方、

紙と鉛筆を使った基礎的な学習がおろそかにな

らないよう配慮が必要なことも指摘しておきま

す。

警察関係については、特筆すべきは特殊詐欺

の被害額の減少です。２０２０年、被害額が約

２億９，４００万円だったものを、２０２１年、

３分の１以下である約８，２００万円に抑える

ことができたことは、これまでの取組が実を結

びつつあるものと考えます。しかしながら、被

害者の増加、巧妙な手口に対し、引き続き未然

に防ぐ取組をお願いします。

最後になりますが、今年度退職を迎える本会

議場におられる皆さん、そして、県職員の皆さ

ん、教職員、県警職員、関係機関職員の皆様に、

これまでの御労苦に対し感謝を申し上げ、今後

も御健勝で県勢発展に御支援いただきますこと

をお願いし、県民クラブを代表しての賛成討論

とします。

御清聴ありがとうございました。（拍手）

御手洗議長 以上で通告による討論は終わりま

した。

これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。

まず、第２号議案から第５号議案まで、第７

号議案から第９号議案まで及び第１２号議案か

ら第１４号議案までについて採決します。

各案は委員長の報告のとおり決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。

次に、第１号議案、第６号議案、第１０号議

案、第１１号議案及び第１５号議案について、

起立により採決します。

各案に対する委員長の報告は、いずれも可決

であります。

各案は委員長の報告のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

御手洗議長 起立多数であります。

よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。

―――――→…←―――――

日程第２ 第１６号議案から第３９号議案ま

で及び第１号報告並びに請願１４、

請願１５

（議題、常任委員長の報告、質疑、
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討論、採決）

御手洗議長 日程第２、日程第２の各案件を一

括議題とし、これより各委員長の報告を求めま

す。福祉保健生活環境副委員長今吉次郎君。

〔今吉議員登壇〕

今吉福祉保健生活環境副委員長 福祉保健生活

環境委員会の審査の経過と結果について御報告

します。

本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案８件及び請願２件です。

委員会は、去る１８日に開催し、部局長ほか

関係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第２２号議案大分県福祉のまちづくり条例の一

部改正について、第２３号議案大分県医師研修

資金貸与条例の一部改正について、第２４号議

案大分県国民健康保険財政安定化基金条例等の

一部改正について、第２５号議案大分県介護福

祉士等修学資金貸与条例の廃止について、第２

６号議案児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部改正について、第２

７号議案大分県自然海浜保全地区条例の一部改

正について、第２８号議案大分県人権尊重社会

づくり推進条例の一部改正について及び第２９

号議案権利の放棄については、原案のとおり可

決すべきものと、いずれも全会一致をもって決

定しました。

次に、請願１４子どもたちへの新型コロナワ

クチン接種に関して配慮を求めることについて

は、採択すべきものと、全会一致をもって決定

しました。

次に、請願１５２０２２年度年金支給額引き

下げ中止を求める意見書の提出については、賛

成少数をもって不採択とすべきものと決定しま

した。

なお、第２２号議案については土木建築委員

会及び文教警察委員会に合い議し、その結果を

も審査の参考にしました。

以上をもって福祉保健生活環境委員会の報告

とします。

御手洗議長 商工観光労働企業副委員長太田正

美君。

〔太田議員登壇〕

太田商工観光労働企業副委員長 おはようござ

います。商工観光労働企業委員会の審査の経過

と結果について御報告します。

本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１件及び報告１件です。

委員会は、去る１７日に開催し、部局長ほか

関係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第３０号議案大分県立工科短期大学校の設置及

び管理に関する条例の一部改正については、原

案のとおり可決すべきものと、第１号報告令和

３年度大分県一般会計補正予算（第１２号）の

うち本委員会関係部分については、承認すべき

ものと、いずれも全会一致をもって決定しまし

た。

以上をもって商工観光労働企業委員会の報告

とします。

御手洗議長 農林水産委員長後藤慎太郎君。

〔後藤議員登壇〕

後藤農林水産委員長 農林水産委員会の審査の

経過と結果について御報告します。

本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案３件及び前回継続審査となった請願１件

です。

委員会は、去る１７日に開催し、部長ほか関

係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第３１号議案令和４年度における農林水産関係

事業に要する経費の市町村負担について、第３

２号議案権利の放棄について及び第３３号議案

大分県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部

改正については、原案のとおり可決すべきもの

と、いずれも全会一致をもって決定しました。

次に、継続請願１２コロナ禍による米の需給

改善と米価下落の対策の意見書の提出について

は、さらに審査を要するので、別途、議長宛て

閉会中継続審査の申出をしました。

以上をもって農林水産委員会の報告とします。

御手洗議長 土木建築委員長大友栄二君。

〔大友議員登壇〕

大友土木建築委員長 土木建築委員会の審査の

経過と結果について御報告します。

本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案６件です。
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委員会は、去る１７日に開催し、部長ほか関

係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第３４号議案大分県道路占用料徴収条例等の一

部改正について、第３５号議案令和４年度にお

ける土木事業に要する経費の市町村負担につい

て、第３６号議案工事請負契約の締結について、

第３７号議案工事請負契約の締結について、第

３８号議案工事請負契約の締結について及び第

３９号議案工事請負契約の変更については、原

案のとおり可決すべきものと、いずれも全会一

致をもって決定しました。

以上をもって土木建築委員会の報告とします。

御手洗議長 総務企画副委員長清田哲也君。

〔清田議員登壇〕

清田総務企画副委員長 総務企画委員会の審査

の経過と結果について御報告します。

本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案６件、報告１件です。

委員会は、去る１８日に開催し、部局長ほか

関係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第１６号議案包括外部監査契約の締結について、

第１８号議案職員の服務の宣誓に関する条例等

の一部改正について、第１９号議案職員の育児

休業等に関する条例の一部改正について及び第

２１号議案大分県使用料及び手数料条例の一部

改正については、全会一致をもって、第１７号

議案大分県個人情報保護条例等の一部改正につ

いて及び第２０号議案職員の給与に関する条例

等の一部改正については、賛成多数をもって、

いずれも原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。

また、第１号報告令和３年度大分県一般会計

補正予算（第１２号）についてのうち本委員会

関係部分については、承認すべきものと、全会

一致をもって決定しました。

なお、第１７号議案については福祉保健生活

環境委員会に、第１８号議案については文教警

察委員会に、第２１号議案については他の全委

員会に合い議し、その結果をも審査の参考にし

ました。

以上をもって総務企画委員会の報告とします。

御手洗議長 以上で委員長の報告は終わりまし

た。

これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。

別に御質疑もないようですので、質疑を終結

し、これより討論に入ります。

発言の通告がありますので、これを許します。

猿渡久子君。

〔猿渡議員登壇〕

猿渡議員 日本共産党の猿渡久子です。予算外

議案などについて討論を行います。

まず、第１７号議案大分県個人情報保護条例

等の一部改正についてです。

今回の条例改正は個人情報保護法の改正に伴

い条例の改正を行うものですが、今回の個人情

報保護法改正そのものに様々な問題があります。

以下、問題点を指摘します。

デジタル関連法の施行とともに、強力な権限

を持つデジタル庁が発足しました。これによっ

て、コロナ対策をはじめ様々な問題が解決する

かのように言いますが、同法が目指すのは、行

政機関などが保有する個人情報を企業のもうけ

のために利活用する仕組みづくりにほかなりま

せん。個人情報保護をないがしろにすることは

許されません。

個人情報の不正な流用や本人の同意を得ない

第三者提供が後を絶ちません。プライバシーを

守る権利は憲法が保障する基本的人権です。ど

んな自己情報が集められているかを知り、不当

に使われないよう関与する権利、自己情報コン

トロール権、情報の自己決定権を保障すること

こそ急務です。

しかし自公政権は、行政機関などが持つ個人

データを、特定の個人を容易に識別できないよ

う加工すれば本人の同意なしに第三者に提供で

きる仕組みを導入し、さらに、デジタル関連法

によって利活用の邪魔になる規制を緩和しまし

た。

行政、民間、独立行政法人で別建ての法律だ

ったものを個人情報保護法で一元化し、保護の

対象となる公的部門の個人情報の範囲を狭めま

す。

また、地方公共団体に対しては、来年をめど
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に自治体独自の個人情報保護条例を一旦リセッ

トし、全国共通のルールを設けた上で、自治体

独自の保護措置は最小限に制限します。自治体

が条例で国より強い規制をすることに縛りがか

かります。

デジタル関連法が国と地方自治体の情報シス

テムの共同化・集約を掲げ、国基準に合ったシ

ステムの利用を自治体に義務付けていることも

重大です。国のシステムに合わない自治体独自

の施策が制限されかねません。自治体本来の役

目である住民福祉の向上に逆行します。

このような問題のある背景を抱える個人情報

保護法の改正に基づく条例の改正には反対しま

す。

次に、第２０号議案職員の給与に関する条例

等の一部改正について反対です。

これは、人事委員会の勧告等の趣旨を尊重し、

国や各県の給与改定等の事情を考慮して、職員

の期末手当を引き下げようとするものです。正

規職員は０．１５月分、再任用職員や任期付職

員などは０．１月分の引下げとなる条例案です。

これを実施すれば、任期付職員などを含めた県

職員だけでも１７億８，９００万円もの期末手

当の削減となり、将来の年金等にも影響が出ま

す。国家公務員や市町村職員を含めた県下全体

の公務員給与の減額総額はさらに大きくなりま

す。国が進めようとしている賃金アップの政策

とも逆行しており、コロナ禍で痛めつけられた

地域経済の立て直しにもマイナスになるため、

コロナ禍で奮闘している公務員の給与は引き下

げるべきではないと考えます。

次に、第２８号議案大分県人権尊重社会づく

り推進条例の一部改正についてです。

ＳＮＳ等による誹謗中傷、性的少数者や感染

症に伴う偏見や差別を解消すべき課題として前

文に明記することについては評価するものです。

しかし、条例名を大分県部落差別等あらゆる不

当な差別の解消等に取り組む人権尊重社会づく

り推進条例にするというもので、これに反対で

す。また、改正案の随所にも「部落差別等」や

「部落差別をはじめ」などと「部落差別」の文

言が散りばめられており、こうした文言は削除

すべきと考えます。水平社創立以来１００年に

わたる国民の運動や行政側の差別解消の取組に

よって、基本的には部落問題は解消されている

という現在の到達点を無視し、差別解消に逆行

するものだと考えます。

条例改正の背景の第１に県民意識調査で、同

和地区の人と結婚する場合、何らかの形で反対

が約６割に上るとしていますが、架空の同和地

区を前提にした設問自体が部落差別の掘り起こ

しと助長、拡大を誘発、誘導するものであり、

改定の根拠となり得ないと考えます。また、婚

姻の成立は、憲法２４条に定められているよう

に両性の合意のみとされ、これを阻害するよう

な他者の関与を両親といえども排除しており、

この点でも設問自体の違憲性は明白であり、改

正の背景の根拠とはなり得ません。

この設問は、あなたのお子さんが同和地区の

人と結婚するとしたら、あなたはどうしますか

というものです。また、あなたは、住宅を購入

したり、アパートを借りるなど不動産を選ぶ際

に、価格や立地条件などが希望に沿っていても、

その他の条件により避けることがあると思いま

すかという設問に、(1)同和地区の地域内であ

る、(2)小学校区が同和地区と同じ区域になる

などの回答から、１、避けると思う、２、避け

ないと思うなど５項目から選ぶ形になっている

ものもあります。

こうした架空の同和地区を前提にした設問自

体が差別を助長し誘発するものであり、これら

の調査そのものに問題があると言わざるを得ま

せん。

都道府県の課の名前に部落差別解消という言

葉を含むのは大分県だけであり、フィールドワ

ークを行政主催で実施している自治体も県外に

は見当たりません。

条例の一部改正（案）についてのパブリック

コメントにおいても、条例の名称も現行のもの

でとても分かりやすく、改正の必要があるのか。

様々な人権問題がある中で部落差別の問題を取

り立てて表記することに違和感を覚えるという

御意見や、条例名はなるべくシンプルなものが

よく、現行の名称は非常に分かりやすく優れて
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いるという御意見が、全４件中２件寄せられて

います。

人権審議会でも、部落差別解消の言葉を条例

名に入れることに違和感を覚える、疑問に思う

などの意見が多数であるにもかかわらず、審議

会の意見が尊重されていません。パブリックコ

メントや人権審議会の多数意見を尊重すべきで

す。

以上３点の条例改正には反対します。

次に、請願１５２０２２年度年金支給額引き

下げ中止を国に求める請願書について賛成の立

場から討論します。

岸田政権は、４月からの公的年金額を前年度

より０．４％削減しようとしており、２年連続

の削減です。厚生労働省の試算では、老齢基礎

年金満額の場合、月２５９円の削減で６万４，

８１６円に、老齢厚生年金の場合は、標準的な

夫婦世帯で月９０３円の削減で、２１万９，５

９３円にしようとするものです。食料品やガソ

リン代などの値上げが続く中、年金額削減は今

でも苦しい家計をますます悪化させるもので、

健全な国民生活の維持及び向上に寄与するとい

う公的年金制度の目的に逆行しています。年金

生活者に対しての１人５千円の給付金の支給が

決まりましたが、これは年金生活が厳しいもの

であることを政府・与党が認めているためであ

り、給付金ではなく年金額の引下げ中止こそ求

められています。

以上の請願については、採択していただきた

いと考えます。御賛同をよろしくお願いします。

最後になりましたが、長年にわたり県政に貢

献され３月をもって退職される職員の皆さま方

に感謝します。特に近年は前例のない大規模な

災害や感染症などへの対応に各分野で奮闘され

たことに敬意を表し、今後ともこれまでの経験

を生かして御活躍されることを祈念し、感謝の

言葉とします。

以上で討論を終わります。（拍手）

御手洗議長 以上で通告による討論は終わりま

した。

これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。

まず、第１６号議案、第１８号議案、第１９

号議案、第２１号議案から第２７号議案まで、

第２９号議案から第３９号議案まで及び第１号

報告並びに請願１４について採決します。

各案件は、委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、各案件は委員長の報告のとおり決定

しました。

次に、第１７号議案、第２０号議案及び第２

８号議案について、起立により採決します。

各案は委員長の報告のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

御手洗議長 起立多数であります。

よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。

次に、請願１５について、起立により採決し

ます。

本請願に対する委員長の報告は不採択ですが、

採択について採決します。

本請願を採択することに賛成の諸君の起立を

求めます。

〔賛成者起立〕

御手洗議長 起立少数であります。

よって、本請願は不採択とすることに決定し

ました。

―――――→…←―――――

日程第３ 第５５号議案及び第５６号議案

（議題、提出者の説明、質疑、討

論、採決）

御手洗議長 日程第３、第５５号議案及び第５

６号議案を一括議題とします。

提出者の説明を求めます。広瀬知事。

〔広瀬知事登壇〕

広瀬知事 初めに、新型コロナウイルス感染症

について御報告します。

お陰さまで、新規感染者数や病床使用率など

は改善基調が続いています。県内状況は好転し

ています。全国的にも、今月２１日をもって、

まん延防止等重点措置が約２か月半ぶりに全面
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解除となりました。今後、社会経済の再活性化

にさらに力を入れていきます。

しかし、油断は禁物です。年度替わりに伴い、

これから人の往来が活発化し、歓迎会など会食

の機会も増えていきます。県民の皆様には、常

時の換気、不織布マスクの適切な着用、密の回

避など、基本的な感染対策の徹底、継続をお願

いします。また、飲食の際には認証店を利用し

ていただき、会話時のマスク着用のほか、同一

テーブルを４人以下とするなど配席にも工夫を

いただきますよう、重ねてお願いします。

ともあれ、ここまで状況が落ち着いてきたの

も、感染対策に対する県民の皆様の御理解、御

協力、そして、医療関係者の皆様の変わらぬ御

尽力のお陰です。改めて御礼申し上げます。

なお、今回は、感染力の強い変異株で、議員

の中にも感染された方がおられると伺っていま

す。心からお見舞い申し上げます。

ただいま上程された人事議案について説明し

ます。

第５５号議案監査委員の選任については、県

議会議員のうちから選任する監査委員について、

鴛海豊氏及び戸高賢史氏を選任することについ

て、第５６号議案収用委員会委員及び予備委員

の任命については、委員直野清光氏及び予備委

員井上正文氏の任期が６月１９日で満了するた

め、委員として直野清光氏を、予備委員として

井上正文氏を再任することについて、それぞれ

議会の同意をお願いするものです。

何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようお願いします。

御手洗議長 以上で提出者の説明は終わりまし

た。

これより質疑に入ります。

別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。

お諮りします。両案は委員会付託を省略した

いと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、両案は委員会付託を省略することに

決定しました。

これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。

これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。

まず、第５５号議案について採決します。

〔鴛海議員退場〕

御手洗議長 初めに、鴛海豊君について採決し

ます。

鴛海豊君の監査委員選任に同意することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、鴛海豊君の監査委員選任に同意する

ことに決定しました。

〔鴛海議員入場、戸高議員退場〕

御手洗議長 次に、戸高賢史君について採決し

ます。

戸高賢史君の監査委員選任に同意することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、戸高賢史君の監査委員選任に同意す

ることに決定しました。

〔戸高議員入場〕

御手洗議長 次に、第５６号議案について採決

します。

本案はこれに同意することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、本案はこれに同意することに決定し

ました。

―――――→…←―――――

日程第４ 議員提出第２号議案から議員提出

第５号議案まで

（議題、提出者の説明、質疑、討

論、採決）

御手洗議長 日程第４、議員提出第２号議案か

ら第５号議案までを一括議題とします。

―――――→…←―――――

議員提出第２号議案 「手話言語法（仮称）」

の制定を求める意見書
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議員提出第３号議案 医学部入学定員削減の方

向性を見直し、医療現場、

地域医療の実態に即し、

医師数をＯＥＣＤ平均以

上の水準とするよう求め

る意見書

議員提出第４号議案 女性や子どもの自殺防止

対策の強化を求める意見

書

議員提出第５号議案 日米地位協定の見直しを

求める意見書

―――――→…←―――――

御手洗議長 提出者の説明を求めます。羽野武

男君。

〔羽野議員登壇〕

羽野議員 県民クラブの羽野武男です。ただい

ま議題となった議員提出第２号議案から第５号

議案まで一括して提案理由を説明します。

まず、議員提出第２号議案「手話言語法（仮

称）」の制定を求める意見書についてです。

聾者の手話の習得の機会の拡大や手話文化の

継承、発展を図ることは、全ての人が平等に安

心して暮らせる社会を実現するために欠かせま

せん。

そのため本県では、障がいのある人とない人

が相互に人格と個性を尊重し共生する社会を実

現するため、大分県手話言語条例を昨年３月に

制定したところですが、国においても早期の法

整備が望まれるため、国等に対し、手話言語法

を制定し、手話の日の制定や、幼児やその保護

者、家族への必要な支援、手話習得の機会の提

供、聾者である教職員の養成など、必要な施策

を講ずるよう求めるものです。

次に、議員提出第３号議案医学部入学定員削

減の方向性を見直し、医療現場、地域医療の実

態に即し、医師数をＯＥＣＤ平均以上の水準と

するよう求める意見書についてです。

厚生労働省医療従事者の需給に関する検討会

と医師需給分科会が１月１２日に了承した第５

次中間取りまとめでは、医学部入学定員の在り

方や今後の医師偏在対策の方向などが整理され、

早晩、医師過剰になると指摘しています。

具体的には、医師の時間外労働を年間９６０

時間以下程度にした場合や年間７２０時間以下

程度にした場合を想定して、医師の需要と供給

が均衡する時期を算出し、その後は医師過剰と

なるとしていますが、年間７２０時間というの

は、一般労働者の時間外労働の上限で、これだ

けでも極めて過酷と言えますが、年間９６０時

間の想定は医師の命と健康を軽視するもので、

医療事故にもつながりかねません。

また、需要と供給が均衡する医師の数を３６

万人としていますが、日本の医師数をＯＥＣＤ

平均レベルと仮定して試算すると、約４５万人

となり、９万人も少ないことになります。

医学部入学定員についても、削減していくべ

きという方向性が示されていますが、日本の人

口１０万人当たりの医学部卒業生は６．９人で、

ＯＥＣＤ平均１３人の半分でしかありません。

新型コロナウイルスの感染拡大で医療逼迫が

叫ばれ、医療現場での医師の過重労働による疲

弊が問題となっています。今後、新たな感染症

に加え、地震や津波などの自然災害の発生、高

齢社会のさらなる進展を考えると、医療需要は

ますます伸びることが予想されるので、国等に

対して２０２４年度以降の医学部入学定員削減

の方向性を見直し、医師数をＯＥＣＤ平均以上

の水準とするよう求めるものです。

次に、議員提出４号議案女性や子どもの自殺

防止対策の強化を求める意見書についてです。

警察庁の自殺統計による全国の自殺者数は、

感染拡大以前の令和元年は２万１６９人でした

が、コロナ感染が広がり始めた令和２年では２

万１，０８１人と９１２人増加しました。その

内容を見ると、男性の自殺者数が２３人減少し

ている一方で、女性の自殺者数は９３５人も増

加しています。また、未成年者の自殺者数の増

加率も高くなっています。

近年、不安定で低賃金の非正規労働者が拡大

し、今や働く女性の５割以上が非正規雇用とな

っています。生活保護基準以下の低所得者が生

活保護を利用している割合は２割程度と試算さ

れている中、コロナ禍で非正規雇用労働者の雇

用環境が悪化し、学校環境も家庭環境も大きく
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変化し、子どもたちも厳しい状況となっていま

す。このような状況を一刻も早く解消させる必

要があるため、国等に対し、女性や子どもの自

殺防止対策の強化に向けて、自治体と連携して

全国的な自殺対策を改善、進化させることや、

自殺総合対策大綱に即した対策を実現するため

の予算の確保、非正規労働者の待遇改善のため

に必要な対策を講ずることなど、案文に記載の

事項について特段の措置を講ずるよう求めるも

のです。

最後に、議員提出第５号議案日米地位協定の

見直しを求める意見書についてです。

戦後７６年が経過しましたが、日本国内には

多くの米軍基地が存在し、米軍関係の事件、事

故が絶えない状況です。しかし、日米地位協定

は締結以来、一度も見直しが行われておらず、

基地外で発生する事件、事故であっても捜査や

事故の処理に対して、地本の警察をはじめとす

る公的機関が排除される事例は珍しくありませ

ん。

沖縄、山口、広島で拡大したオミクロン株の

感染は、日米地位協定によって日本政府が入国

管理や検疫を免除されているため、米軍が日本

政府の要請に反して基地内でずさんな水際対策

や感染対策を取っていたので、在日米軍基地か

ら感染が広がったと考えられます。

地位協定によって、米軍施設・区域では原則

として国内法が適用されず、自衛隊の航空機に

は許されない住宅地や市街地での低空飛行や夜

間非行を行う米軍の訓練を制限することさえで

きていません。地元自治体は米軍基地内で環境

汚染が疑われたとしても、その立入調査も米軍

の同意がなければできない状態です。日本と同

じさきの大戦の敗戦国であるドイツやイタリア

との協定では国内法の適用もあり、実態は全く

異なります。本県でも陸上自衛隊日出生台演習

場で行われた在沖縄米海兵隊の実弾射撃訓練で、

県と地元３市町が九州防衛局などと結んだ協定

や確認書で定めた約束は破られ、米軍の夜間砲

撃が繰り返され、予定日数を超えた訓練も決行

されました。

全国知事会も一昨年、米軍基地負担に関する

提言を決議しており、このような状況を一刻も

早く改めさせる必要があるため、国等に対し、

日米地位協定を早急に改正するよう求めるもの

です。

案文はお手元に配付しているので、朗読は省

略します。

以上で説明は終わります。御賛同くださるよ

うよろしくお願いします。

御手洗議長 以上で提出者の説明は終わりまし

た。

これより質疑に入ります。

別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。

お諮りします。各案は委員会付託を省略した

いと思います。これに御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、各案は委員会付託を省略することに

決定しました。

これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。

これをもって討論を終結し、これより採決し

ます。

まず、議員提出第２号議案について採決しま

す。

本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議員提出第３号議案及び第４号議案に

ついて起立により採決します。

両案は原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

御手洗議長 起立少数であります。

よって、両案は否決されました。

次に、議員提出第５号議案について起立によ

り採決します。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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御手洗議長 起立多数であります。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

―――――→…←―――――

日程第５ 委員会提出第１号議案及び委員会

提出第２号議案

（議題、提出者の説明、質疑、討

論、採決）

御手洗議長 日程第５、委員会提出第１号議案

及び第２号議案を一括議題とします。

―――――→…←―――――

委員会提出第１号議案 大分県議会会議規則の

一部改正について

委員会提出第２号議案 大分県議会委員会条例

の一部改正について

―――――→…←―――――

御手洗議長 提出者の説明を求めます。井上伸

史君。

〔井上（伸）議員登壇〕

井上（伸）議員 ただいま議題となった委員会

提出第１号議案及び第２号議案について、提案

理由の御説明をします。

まず、委員会提出第１号議案大分県議会会議

規則の一部改正についてです。

現在進めている議会デジタル化の取組の一つ

として、本会議録の配付を電磁的方法による措

置に変更するため、所要の改正を行うものです。

次に、委員会提出第２号議案大分県議会委員

会条例の一部改正についてです。

平時、災害時、コロナ禍等にかかわらず、議

会機能を十分に発揮し、議会活動のさらなる活

性化を図るため、オンラインによる委員会が開

催できるよう、所要の改正を行うものです。

案文はお手元に配付しているので、朗読は省

略します。

何とぞ慎重御審議の上、御賛同賜りますよう、

よろしくお願いします。

御手洗議長 以上で提出者の説明は終わりまし

た。

これより質疑に入ります。

別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。

なお、両案は会議規則第３９条第２項の規定

により委員会に付託しません。

これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。

これをもって討論を終結し、これより採決し

ます。

両案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、両案は原案のとおり可決されました。

―――――→…←―――――

日程第６ 閉会中の継続審査及び調査の件

御手洗議長 日程第６、閉会中の継続審査及び

調査の件を議題とします。

―――――→…←―――――

閉会中の継続審査事件

農林水産委員会

継続請願１２ コロナ禍による米の需給改善

と米価下落の対策の意見書の

提出について

―――――→…←―――――

閉会中における常任委員会、議会運営委員会

の継続調査事件

総務企画委員会

１、職員の進退及び身分に関する事項につい

て

２、県の歳入歳出予算、税その他の財務に関

する事項について

３、市町村その他公共団体の行政一般に関す

る事項について

４、条例の立案に関する事項について

５、県行政の総合企画及び総合調整に関する

事項について

６、国際交流及び文化振興に関する事項につ

いて

７、広報及び統計に関する事項について

８、地域振興及び交通対策に関する事項につ

いて

９、出納及び財産の取得管理に関する事項に

ついて

１０、他の委員会に属さない事項について

福祉保健生活環境委員会
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１、社会福祉に関する事項について

２、保健衛生に関する事項について

３、社会保障に関する事項について

４、県民生活に関する事項について

５、環境衛生、環境保全及び公害に関する事

項について

６、男女共同参画、青少年及び学事に関する

事項について

７、災害対策、消防防災及び交通安全に関す

る事項について

８、県の病院事業に関する事項について

商工観光労働企業委員会

１、商業に関する事項について

２、工・鉱業に関する事項について

３、観光に関する事項について

４、労働に関する事項について

５、情報化の推進に関する事項について

６、電気事業及び工業用水道事業に関する事

項について

農林水産委員会

１、農業に関する事項について

２、林業に関する事項について

３、水産業に関する事項について

土木建築委員会

１、道路及び河川に関する事項について

２、都市計画に関する事項について

３、住宅及び建築に関する事項について

４、港湾その他土木に関する事項について

文教警察委員会

１、市町村教育委員会の指導に関する事項に

ついて

２、県立学校の施設及び設備の充実に関する

事項について

３、教職員の定数及び勤務条件に関する事項

について

４、義務教育及び高校教育に関する事項につ

いて

５、へき地教育及び特別支援教育の振興に関

する事項について

６、社会教育及び体育の振興に関する事項に

ついて

７、文化財の保護に関する事項について

８、治安及び交通安全対策に関する事項につ

いて

議会運営委員会

１、議会の運営に関する事項について

２、議会の会議規則、委員会に関する条例等

に関する事項について

３、議長の諮問に関する事項について

―――――→…←―――――

御手洗議長 各常任委員長及び議会運営委員長

から、会議規則第７３条の規定によりお手元に

配付のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申

出がありました。

お諮りします。各委員長から申出のとおり、

閉会中の継続審査及び調査に付することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、各委員長から申出のとおり、閉会中

の継続審査及び調査に付することに決定しまし

た。

―――――→…←―――――

日程第７ 常任委員の選任

御手洗議長 日程第７、常任委員の選任を行い

ます。

お諮りします。常任委員の選任については、

委員会条例第５条第１項の規定により、お手元

に配付の常任委員会委員氏名表のとおり指名し

たいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御手洗議長 御異議なしと認めます。

よって、ただいま指名した諸君をそれぞれの

常任委員に選任することに決定しました。

―――――→…←―――――

常任委員会委員氏名表

総務企画委員

吉竹 悟

今吉次郎

鴛海 豊

原田孝司

小嶋秀行

戸高賢史

末次秀雄
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後藤慎太郎

三浦正臣

元吉俊博

御手洗吉生

羽野武男

二ノ宮健治

玉田輝義

荒金信生

商工観光労働企業委員

森 誠一

井上明夫

古手川正治

阿部英仁

木田 昇

藤田正道

猿渡久子

農林水産委員

井上伸史

太田正美

大友栄二

尾島保彦

平岩純子

河野成司

堤 栄三

土木建築委員

清田哲也

木付親次

嶋 幸一

成迫健児

浦野英樹

吉村哲彦

小川克己

文教警察委員

志村 学

阿部長夫

衛藤博昭

高橋 肇

守永信幸

馬場 林

麻生栄作

―――――→…←―――――

日程第８ 議会運営委員の選任

御手洗議長 日程第８、議会運営委員の選任を

行います。

この採決は、起立により行います。

議会運営委員の選任については、委員会条例

第５条第１項の規定により、お手元に配付の議

会運営委員会委員氏名表のとおり指名したいと

思います。

これに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

御手洗議長 起立多数であります。

よって、ただいま指名した諸君を議会運営委

員に選任することに決定しました。

―――――→…←―――――

議会運営委員氏名表

志村 学

井上伸史

吉竹 悟

清田哲也

衛藤博昭

井上明夫

木付親次

成迫健児

木田 昇

羽野武男

尾島保彦

玉田輝義

戸高賢史

―――――→…←―――――

御手洗議長 各常任委員会及び議会運営委員会

は、委員長及び副委員長互選等のため、お手元

に配付の委員会招集通知書のとおり、委員会を

開催願います。

以上をもって今期定例会に付議された諸案件

は全て議了しました。

―――――→…←―――――

御手洗議長 これをもって令和４年第１回定例

会を閉会します。

午前１１時３８分 閉会

第１回 大分県議会定例会会議録 第９号
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請 願
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名

玖珠郡九重町大字右田６８７

子どもたちへの新型コロナワクチン接種を考
１４ 令和４年２月２５日

える有志

代表 小 野 みゆき

件 名 及 び 要 旨

子どもたちへの新型コロナワクチン接種に関して配慮を求めることについて

現在、１２歳以上を対象に新型コロナワクチンの接種が実施されており、今後、５～１１

歳の子どもたちに接種が進められようとしている。

厚生労働省の新型コロナワクチン副反応疑い報告には、死亡、重篤を含む副反応疑いが多

数あげられており、その多くは因果関係が不明だが、子どもたちへの接種に不安を感じてい

る。

ついては、子ども及び保護者が、メリット・デメリットに関する情報を公平に得て、十分

に理解し、納得した上で選択できるよう配慮をお願いし、次のとおり要望する。

１ 職場や学校、その他様々な環境において、接種の強要、同調圧力や差別、行動制限を

行わない啓発をさらに進めること。

２ 新型コロナワクチン接種に関するインフォームドコンセント（十分な説明と同意）を

さらに推奨すること。

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考

成 迫 健 児

高 橋 肇

原 田 孝 司 福祉保健生活環境 採択

馬 場 林

平 岩 純 子

第１回 大分県議会定例会会議録 請願
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請 願
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名

大分市下郡１６０２－１

１５ 令和４年２月２８日 全日本年金者組合 大分県本部

委員長 笠 村 伸 一

件 名 及 び 要 旨

２０２２年度年金支給額引き下げ中止を求める意見書の提出について

オミクロン株による爆発的な感染拡大と医療逼迫という厳しい現実の中で、多くの高齢者

は苦難を強いられている。そんな中、厚生労働省は、２０２２年度の年金支給額を０．４％

引き下げると発表した。

厚生労働省によれば、指標となる２０２１年度の物価変動率はマイナス０．２％、賃金変

動率はマイナス０．４％で、物価変動率よりも賃金変動率のマイナス幅が大きいときは、賃

金変動率を改定率にするとして、マイナス０．４％引き下げるという。

しかし、今、原油高や円安の影響で物価上昇が続き、電気・ガス代や生鮮食料品も１年前

に比べ１割以上値上がりし、加えて、後期高齢者医療費の窓口負担増や介護保険料の引き上

げも控えている。

今後も諸物価が上昇することが予測される状況を踏まえ、２０２２年度の年金引き下げは

行わず、据置きとすることを求める意見書を国に提出していただきたい。

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考

堤 栄 三 福祉保健生活環境 不採択

第１回 大分県議会定例会会議録 請願
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請 願
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名

大分市古ヶ鶴１－４－２６

１２ 令和３年９月８日 大分県農民運動連合会

会長 佐 藤 隆 信

件 名 及 び 要 旨

コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策の意見書の提出について

新型コロナウイルスの感染拡大による需要の消失から、２０２０年産米の過大な流通在庫

が生まれ、市場価格は大暴落した。２０２１年産米についても、政府が打ち出した３６万ト

ンの上乗せ減反と、感染拡大によるさらなる消費減少により、昨年以上の米価下落が危惧さ

れている。

加えて、国内消費量は３０年間で４分の３に減少しているが、ミニマムアクセス米は年間

７７万トン輸入されており、一切見直されていない。

また、コロナ禍の中、全国各地で取り組まれている食料支援では、米をはじめとする食料

配布が歓迎されている。

ついては、農業者の経営と地域経済を守るため、次の事項を実現するよう、国に意見書の

提出を求める。

１ コロナ禍の需要減少による過剰在庫を政府が緊急に買い入れ、米の需給環境を改善

し、米価下落に歯止めをかけること。

２ 政府が買い上げた米をコロナ禍などによる生活困難者・学生などへの食料支援で活用

すること。

３ 国内消費に必要のない外国産米（ミニマムアクセス米）について、当面、国産米の需

給状況に応じた輸入数量調整を実施すること。

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考

猿 渡 久 子
農林水産 継続審査

堤 栄 三

第１回 大分県議会定例会会議録 継続請願
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